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まえがき

　仲間として受け入れられ、自分の資質や才能を認めてもらうことを望まない子どもがいるだろ
うか。いや、そんな子どもはいないはずだ。子どもたちはみな、希望や夢を抱いている。障がい
のある子どもたちも例外ではない。そして、すべての子どもたちにはそれぞれの夢を実現する正
当な機会が提供されるべきある。
　そうした機会が提供されたならば、障がいのある子どもたちはより一層大きな力を発揮してイ
ンクルージョン（誰もが受け入れられる社会）を阻む障壁を乗り越え、社会の平等な構成員とし

て自らにふさわしい場所を見つけ、コミュニティの生活を充実させることができる――今年の世界子供白書では、それ
を実証する若者や親たちによる寄稿文を紹介している。
　しかし、障がいのある子どもの多くにとって、参加する機会すら存在していないのが現状だ。多くの場合、障がいの
ある子どもたちは資源やサービスの面で、後回しにされてしまうからだ。特に資源やサービスが十分でない場合はそう
である。そして障がいのある子どもたちは、あまりにもしばしば、哀れみの対象となるか、ひどい場合は差別や虐待の
対象となってしまう。
　障がいのある子どもたちや若者が直面しているこうした機会の剥奪は、子どもたちの権利と公平の原則を侵害してい
る。それは、最も弱い立場にあり、社会から排斥された子どもたちを含む、すべての子どもたちの尊厳と権利に本質的
に関わることなのである。
　本書に述べるように、障がいのある子どもたちのインクルージョンを社会で実現することは可能である。しかし、そ
のためにはまず認識を改め、障がいのある子どもたちはほかの子どもたちと同等の権利を持つこと、慈悲の恩恵を受け
る対象にとどまらず、変革や自己決定を行う主体になれること、政策やプログラムの策定に際して障がいのある子ども
たちの意見に耳を傾け、配慮しなければならないことを理解する必要がある。
　私たちは意思決定のための十分なデータ収集を怠ることで、障がいのある子どもたちを排斥する原因を作っていると
も言える。そうした子どもたちに配慮しなければ、彼らが社会の中で受けるべきサービス等について、考慮される機会
をも剥奪することになるのである。
　幸運にも、公平性の面では問題があるものの、状況は前進しつつある。本書は、障がいのある子どもたちが当然の権
利であるサービスを正当に利用できるようにする上での課題を考察するだけではない。さらに進んで健康、栄養、教育、
緊急対策といった分野で期待できそうなイニシアティブ、それらすべての分野の政策や運営を改善するために必要な
データ収集や分析を可能にすると思われるイニシアティブについても検討する。またその他の章では、障がいのある子
どもたちのインクルージョンを推進するために適用できる原則やアプローチについて述べる。
　世界のどこかで、歩くことができないから遊べないと言い聞かされている子がいる。目が見えないから学べない、と
言い聞かされている子がいる。しかし、この子にも遊ぶ機会が提供されるべきなのである。目が見えない子が、そして、
すべての子どもたちが、読み、学び、社会に貢献することができたならば、私たち全員がその恩恵を受けることができ
るからである。
　前途には困難な課題が待ち受けているだろう。しかし、子どもたちは無意味な制約を受け入れないものである。私た
ちもまた、無意味な制約を受け入れてはならない。

 
アンソニー・レーク
ユニセフ事務局長
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第1章

序論

一般的に本書のような報告書は、ある問題に焦点をあてるため、

まず初めに統計を提示する。

ところが、今回、この「世界子供白書2013」が取り上げている少年少女たちは

問題そのものではない。

それどころか、一人ひとりが妹や弟、あるいは友人で

あり、それぞれに好みの料理や歌、ゲームがある。夢を

持ち、その夢を実現したいと思っている娘や息子の場合

もあろう。彼らは、ほかのすべての少年少女たちと同じ

ように権利を持つ、障がいのある子どもたちである。

障がいのある子どもたちは、ほかの子どもたちと同じ

ように、活躍の機会を提供されれば、充実した生活を送

り、地域の社会、文化および経済の活力増進に貢献する

可能性を持っている。本書に掲載されている個人のエッ

セイはそれを証明している。

ところが、障がいのある子どもたちにとっては、生存

し、健康に成長すること自体が難しい場合がある。障が

いのある子どもたちは、障がいのない子どもたちに比べ、

貧困に陥る可能性が高い。子どもたちが同じような環境、

例えば同じように貧困下にあったり、マイノリティ集団

の一員であったとしても、障がいのある子どもたちは、

障がいに起因する課題をさらに背負い込み、社会の中で

さまざまな障壁にぶつかる。貧困状態にある子どもたち

は、教育やヘルスケアなどの恩恵を最も受けにくいが、

貧困下にあり、かつ障がいがある子どもの場合は、地元

の学校へ通ったり、診療所を利用する機会がさらに少な

くなる。

多くの国では、障がいのある子どもたちは施設に入れ

られるか、放置または育児放棄されることが多い。こう

した対応自体が問題であり、それは障がいのある子ども

たちは何もできず、人に依存し、ほかの子どもたちとは

異なるという否定的、あるいは逆に温情的な思い込みに

根ざしており、真の理解がないことに根ざしている。こ

うした思い込みを改めないかぎり、障がいのある子ども

たちの権利は今後もないがしろにされ、差別、暴力、虐

待を経験し、機会を制限され、社会から排斥され続ける

であろう。

必要なのは、子どもたちの権利と彼らの未来に対して、

コミットメント（約束を果たす責任と意気込み）を持ち

続けること。それも最も困難な立場にある人たちを優先

しながらそうすべきである。これは公平性の面からも、

すべての人たちのためにも必要なことなのである。

社会的排斥からインクルージョン 
（誰もが受け入れられる社会）へ

障がいのある子どもたちは、障がいの種類、住んでい

る場所、帰属する文化や階層に応じてさまざまな形態の

排斥に直面し、それによって受ける影響の程度も異なる。

ジェンダーも極めて重要な要因となる。女子は男子よ

りもケアや食料を受けにくく、家族の対話や活動から排

除されやすい傾向がある。障がいのある女子や若い女性

は「二重の障がい」を背負わされている。彼女たちは、

障がい者の多くが遭遇する偏見や不平等だけでなく、伝

統的なジェンダーの役割や障壁による制約も受けるので

ある１。障がいのある女子は障がいのある男子や障がい
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のない女子に比べ、教育や職業訓練を受ける機会が少な

く、就職先を見つけられる可能性も低い２。

しかし、こうしたさまざまな形態、さまざまな程度の

排斥の根底には、子どもたちが、持っているものではな

く、欠けているもので規定され、判断されているという

共通項がある。障がいのある子どもたちは「できない」

と見なされることが多く、それがために脆弱性が高い。

障がいを理由にした差別は資源や意思決定からの排斥と

いう形で現れ、ひどい場合には殺害に至る場合もある3。

排斥は、彼らが見えてこない存在だということに起因

することが多い。信頼できるデータを持っている国がほ

とんどないからである。国民の中に障がいのある子ども

が何人いるのか、どのような障がいを負っているのか、

障がいが生活にどのような影響を与えているのかについ

て、信頼できる情報を収集していないのである。国によっ

ては、障がいのある子どもを育てている家庭がほかの村

人たちに除け者にされることがある。そのため、愛情深

い父母や家族であっても、コミュニティから排斥される

のを避けるため、あるいは子どもを守ろうと必死になっ

ているため、あるいはその両方の理由で、自分の子ども

に障がいがあることをどこにも報告しない場合がある。

子どもに障がいがある場合、出生登録さえしないことが

ある。こうして排除された子どもたちはその存在が認識

されず、結果的に本来受けることができる医療、教育、

社会サービスから排除されてしまうのである。

子ども時代に必要なサービスを受けられない場合、後々

の人生において有利な職に就けなかったり、市民活動へ

の参加ができなかったりと、長期にわたってその影響が

続く可能性がある。逆に、支援サービスや支援技術を利

用できれば、障がいのある子どもたちは地域社会で自ら

の居場所を見つけ、貢献することができるようになる。

実際のところ、将来の見通しはそれほど暗くはない。

障がいのある子どもも障がいのない子どもも平等に権利

を享受できる、インクルーシブな社会（誰もが受け入れ

られる社会）を構築する効果的な手段はすでに存在する。

物理面、人々の受け止め方や態度、政治面での障壁も壊

されつつある。ただし、その進行状況は一様ではなく、

道のりも遠いと言わなければならないが。
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「子どもの権利条約」と「障害者の権利に関する条約」

に基づき、世界中の政府が、障がいの有無に関わらず、

すべての子どもが、いかなる差別も受けずに権利を享

受できるよう、国としての責任を果たすことを誓った。

2013年２月現在、「子どもの権利条約」の締約国は193

カ国であり、「障害者の権利に関する条約」は127カ国

と欧州連合（EU）が締結している。

この２つの条約は、障がいのある子どもたちの地域社

会へのインクルージョンに、世界全体が真摯に取り組ん

でいることを示している。インクルージョンへの関心は、

すべての子どもは社会の完全な構成員であるという認識

に立っている。子どもは、誰しも、尊重される権利、意

見を求められる権利を持ち、伸ばすべきスキルを持って

おり、満たさなければならないニーズを持ち、尊重され

るべき、そして奨励されるべき、かけがえのない個人な

のである。インクルージョンとは、すべての人が利用で

きるよう、物理的なインフラストラクチャー、情報およ

びコミュニケーション手段を整備することであり、誰も

が差別に苦しむことがないよう、差別を撤廃し、障がい

のある子どもたちも、ほかの子どもたちと同様、権利を

享受できるよう、保護、支援およびサービスを提供する

ことを言う。

インクルージョンは単に「統合」を意味するわけでは

ない。「統合」は、障がいのある子どもたちを、すでに

存在する規範や基準といった枠組みに入れることを意味

する。例えば、教育面で見た場合、障がいのある子ども

たちを「普通」校に入学させるという形である。これだ

けではインクルージョンにはならない。インクルージョ

ンは、すべての子どもたちが質の高い学習とレクリエー

ションを一緒に楽しめるよう、学校を設計および運営す

るとき初めて実現する。そのためには、障がいのある子

が点字、手話、ニーズに合ったカリキュラムを利用でき

るようにする必要がある。

インクルージョンはすべての人に恩恵をもたらすもの

である。再び教育を例に挙げると、スロープのある幅広

い出入り口は車椅子の利用者に限らず、子どもたち、教

師、父母、学校の訪問者全員にとって使いやすく、安全

性を高めてくれるものとなる。また、子どもを中心に据

え、社会の真の多様性を反映および勘案するために障が

い者の主張を盛り込んだインクルーシブなカリキュラム

は、障がいのせいで夢や選択肢が制限されたかもしれな

い障がいのある子どもの世界を広げるだけでなく、障が

いのない子どもたちも、多様性と誰もが受け入れられる

社会の構築に必要なスキルと心構えを正しく理解する

ことにより、その視野を広げることができる。学業面で

の達成が職業やそのほかの生計を立てる手段につながる

中、障がいのある子どもはさらに前進し、おとなの社会

の完全かつ平等な構成員として、また消費するだけでな

く、生産者としての位置づけを確保することができるの

である。

行動のための枠組み

障がいのある子どもたちをチャリティー（慈善）の対

象と見なしたり、対応したりしてはならない。障がいの

ある子も、障がいのない子どもたちと同様、権利を持っ

ているのである。例えば、生きる権利、適切な保健ケア、

栄養、教育で可能になるさまざまな機会を得る権利、意

見を表明し、意思決定に参加する権利、法に基づき平等

な保護を受ける権利を持っている。障がいのある子ども

（9ページに続く）

統計について
幅広く利用されているある推定によると、9,300万人

近くの子どもたちが何らかの種類の、中程度または重度

の障がいを負っている。これは14歳以下の年齢の子ど

も20人に１人に相当する。

このような世界的データの推定値は基本的に推計であ

る。例えば、上述の推定値は2004年以降使用され続け

ており、最新の数値ではない。このように、統計の質は

多様であり、手法も一貫していないため、信頼性に欠け

る。取り上げる問題の背景状況を示して説明するため、

本書は全国調査や独自調査の結果を紹介しているが、こ

れらも慎重に解釈すべきものであり、相互を比較するの

は妥当ではない。その理由は障がいの定義が場所と時に

よって異なり、調査の設計、方法および分析も異なるた

めである。これらの問題と、データの質と可用性の改善

を目的とする有望なイニシアティブについては本書の第

６章で説明する。
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視点

筆者：ナンシー・マグワイア

先駆者からインクルージョンの提唱者へ

ナンシー・マグワイアは英国出身。障が
い者のための活動家である。彼女は有資
格のソーシャル・ワーカーだが、海外を
旅行した末に障がい者、特に若い女性の
障がい者の権利のため、活動を開始した。
アジアやアフリカ南部の障がい者団体で
活動して来たが、政策および開発分野の
博士号取得を希望している。

私は1986年、ロンドンに生まれ、

骨形成不全症という骨がもろくなる

病気を患っている。骨形成不全症を

患う子どもの多くは、絶対にケガを

しないよう、保護されて育つ。中に

は、過保護すぎると言う人もいる。

私の両親は私が安全に過ごすことを

望んだが、同時に遊んだり友だちを

作ったりする機会を持ち、可能なか

ぎり普通の幼児期を過ごしてほしい

と考えてくれた。

1980年代、インクルーシブな教

育はまだ極めて新しい考え方であっ

た。障がいのある子どもの親の大半

がそうであったように、私の両親も

また私を特別支援学校に入れるよう

助言された。私の母は教師だが、推

奨された学校を訪問し、そこでは標

準以下の教育しか受けられないこと

を確信した。両親はいつも障がいの

ない姉のケイティを基準にして、私

にとって許容可能かどうかを判断し

ていた。ケイティにとって十分では

ないと思うことは、私にとっても十

分ではなかったのだ。

私の通う小学校で、私は初めての

障がい児であり、私はさまざまな点

でインクルージョンの実験台になっ

ていると感じていた。例えば、教師

は私を学校生活のあらゆる側面で受

け入れるべく積極的な姿勢で臨んで

くれたが、どうすれば私が有意義な

形で体育の授業に臨めるようにでき

るか、それを考え出せるほど経験は

積んでいなかった。

幼少期のほとんどがそうであるよ

うに、私の幼少期も常に順調という

わけではなかった。私は病院で多く

の時間を過ごしていたため、「イン

クルーシブ」な形のメインストリー

ム教育※の中にあっても排斥されて

いるときがあった。例えば、教師は

私が骨折することを恐れ、私が幼稚

園のクリスマス・パーティーに参加

することを認めなかった。

また高校では食堂に障がい者用に

別のテーブルが用意されていたが、

私がそのテーブルに着くことを拒否

する理由を教師には理解してもらえな

かった。しかし、挫折や障壁はあった

ものの、教育面でも社会面でも私は

生き生きと活動できるようになった。

私は常に新しいことに挑戦するよ

う促されていた。課外活動では水泳、

バレエ、車椅子テニス、演劇や声楽

などに挑戦した。そうした活動の多

くで、私は障がいのあるたったひと

りの生徒であった。興味深いことに、

学校に比べ、これらのグループでの

活動のほうがインクルーシブだと、

私は感じた。それは、私がどの程度

参加でき、どの程度貢献できたかと

いう点でそう思えたのである。私は

必要とされていると感じ、ほかの生

徒は私をうまく巻き込む方法を編み

出してくれたからである。それでも、

動きに制約があるため、難しいと思

うことも数多くあった。ほかの生徒

たちのようにうまくできないため、

苛立ちを感じたときもあった。また

成長して自意識が強まると、自分の

問題を人前にさらけ出す状況に身を

置くことに尻込みするようになった。

10代になると、友人の多くはわ

ざと注意を引くような派手な服装を

したり、悪態をついたりした。友人

が自身を目立たせ、違いを際立たせ

るためにできることは何でもしよう

※ 障がいのある子どもたちを、障がいのない子どもたちと同じように、「主流（メインストリーム）」となる教育制度に汲みいれ、同じ環境
下で社会生活を送れるようにする教育方法。
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政治やメディアなど、生活のさまざまな場面で障がいのある人々が

注目される機会が増えている。これは障がいのある子どもたちに、

何を達成することができるかを深く理解させる上で有益である。

としているときに、私は必死に「普

通」であろうとし、周囲に溶け込も

うとしていた。障がいのある子ども

として成長する中で、私はしばしば

注目を浴びた。通りで出会う人々は

私をじろじろ見て言葉をかけ、「こ

の子はどこが悪いのか」と両親に尋

ねることがよくあった。そうしたこ

とを適当にあしらうことができる日

もあったが、いかに強くても、どれ

ほど家族の支援があっても、傷つか

ずに済むことはなかった。

私は極めて自尊心が低く、自分の

体に自信を持てなかったが、極端に

太り過ぎていたためさらに自信を失っ

ていた。体操は難しいことがわかり、

同年齢の女子の多くと同様、食べる

ことによって自分自身を慰めた。また、

私自身を表すために使われる医学用

語を習得した。そのひとつが「変形」

という言葉だ（私の脊柱が湾曲して

いたが、その後改善した）。14歳の時、

摂食障がいを患った。その理由のひ

とつは体重を減らしたかったためだ

が、体重は私が実際にコントロール

できる外見のひとつの側面であるよ

うな気がしたためでもある。

私には惜しみない支援を提供して

くれる家族や友人がいたが、障がい

があるということをプラスだと思っ

たことは一度もなかった。逆境のよ

うに克服しなければならないものだ

と考えていた。可能なかぎり「非障

がい者」であろうとすることで頭が

いっぱいで、歩くことができれば私

の生活は格段に向上すると思い込

んだ。現在はもう車椅子を使用して

いないが、逆に、さまざまな点でか

つてないほど自分の障がいを思い知

らされるようになった。相変わらず

人は私の身長が低いために何かを言

い、私の生活や能力について憶測す

る。私は常に自分の能力を証明しな

ければならない状態にある。特に職

場ではそうだ。障がいが私を定義す

るわけではないが、私が何者で、何

を達成したかを具体的に示す上で障

がいは不可欠であった。今では障が

いがあるという事実を前向きに受け

入れている。もはやそれを否定的で、

恥ずべきこととは考えていない。障

がい者であることは多くの点で私に

有利に作用し、障がいがなければ得

られなかったであろう機会をももた

らしてくれた。この記事を執筆して

いることもそのひとつだ。

子どもの経験は一人ひとり異な

る。私は英国の下位中流階級出身で、

無料のヘルスケアと質の高い教育を

受ける機会が与えられた。しかし私

は、帰属意識、自尊心、強い願望と

いったことは、性別、階級、国籍と

いった違いを超越するものだと強く

確信している。自尊心を高めるには、

障がいのある子どもたちは生活のあ

らゆる局面で参加し、貢献する機会

を持つ必要がある。

政治やメディアなど、生活のさま

ざまな場面で障がいのある人々が注

目される機会が増えている。これは

障がいのある子どもたちに、何を達

成することができるかを深く理解さ

せる上で有益である。成長期の私に

とってのロール・モデルはスティー

ビー・ワンダーしかいなかった。私

が彼を高く評価したのは、彼が視覚

障がい者であるにもかかわらず成功

を収め、尊敬されるミュージシャン

であったからだ。しかし、障がいの

ある人々が教師や医師、店員といっ

た普通の職業に就いているのを見る

ことができたならば、私もかなり心

強かったと思う。また、私の両親の

支えにもなったと思う。母は、私が

子どもの頃、考えると恐ろしくなる

ので私の将来について考えないよう

にしていたと言っていた。母は私に

能力があることは分かっていたが、

選択肢が限られることを懸念してい

たのである。

結局のところ、私が重要なことを

実現する上で障がいが妨げとなった

ことは一切なかった。私は有資格の

ソーシャル・ワーカーであり、16歳

のときに運転免許証取得の試験に合

格し、19歳のときに自宅を離れ自立、

アジアとアフリカで暮らして仕事を

した。障がいのある子どもたちの奪

うことのできない人権と潜在能力を

強く信じている私は、将来、国際的

な舞台で障がいのある子どもたちの

ためのアドボケート（代弁者・政策

提言者）になりたいと考えている。
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視点

マイケル・ホセアは1995年生まれ。６
人きょうだいの長男で、家族には先天
性白皮症のきょうだいが、彼を含め３
人いる。タンザニアのドドマに住み、ま
もなく学校を卒業する予定である。彼
は、Leonard Cheshire Disability Young 
Voicesというネットワークを通じて、特
に先天性白皮症などの障がいがある若者
たちの権利をアドボケート（政策提言）
している。

私はタンザニア第２の都市、ムワ

ンザで生まれた。私は長男で、首都

ドドマできょうだいや両親と一緒に

暮らしている。私は６人きょうだい

で、妹のひとりと弟のひとりも先天

性白皮症である。

先天性疾患が原因で生じる障がい

のために私の生活にはさまざまな困

難が伴う。日光は常にトラブルの原

因となるため、長袖の厚手の服、そ

して目を保護するためのサングラス

を着用しなければならない。学校で

も問題に直面する。黒板が見えない

ときがあり、必ず日陰に座らなけれ

ばならない。この国にはめがねや拡

大鏡、特別なコンピューター装置と

いった視力を補強してくれる技術が

十分に発達していないため、それら

を利用できない先天性白皮症の子ど

もたちは、学校を卒業するのが難し

く、就職先を見つけるのにも苦労す

る。私の家庭は貧しいので、学費を

稼ぐことも難しい。

私たちに対する人々の対応が、私

たちの生活をより一層難しくしてい

る。先天性白皮症の人はさまざまな

差別を受け、友だちの仲間に入れて

もらえないときがある。先天性白皮

症について、極めて邪悪な、誤った

通説を信じている人もいる。それは

筆者：マイケル・ホセア

先天性白皮症、差別、迷信とともに生きる
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教育こそが、殺人、虐待および差別をやめさせる鍵である。

拡大家族も含め、人々が先天性白皮症の人も同じ人間だということを

学ぶことが重要である。

先天性白皮症の人は人間ではなく、

決して死なず、先天性白皮症は神の

呪いであり、私たちに触った人はみ

な、呪いを受けるというものだ。

最悪なのは魔術師が先天性白皮症

の人をとらえて殺害し、毛髪や身体

の一部、臓器をお守りや薬に使うこ

とだ。先天性白皮症の人の身体の一

部を呪術医に持参すると金持ちに

なって繁栄すると一部の人々の間で

何世紀にもわたって信じられてき

た。先天性白皮症の人を殺害するこ

とは違法であるが、今でもこうした

事件が発生している。人間の強欲さ

が人々をこうした行為に走らせてい

る。しかし、これらはすべて嘘であ

る。これらの残虐行為を実際に行っ

た人がいるが、彼らは金持ちにもな

らず、繁栄することもなく、生活は

変わっていない。

数ヵ月前、私ときょうだいは、父

の友人が危険を知らせてくれたおか

げで魔術のために殺されないで済ん

だ。その人は父のもとを訪れ、先天

性白皮症の３人の子どもたちが捕ら

えられるかもしれないと言いに来て

くれ、ムワンザを離れるよう忠告し

てくれたのである。我が家は貧しい

ため、ムワンザを離れることは簡単

ではなかったが、すべての持ち物を

持ち出し、その日の午前３時にムワ

ンザを離れた。

私たちはドドマまで500キロメー

トル以上も移動し、２日後に報告を

受けた。留守宅に人が押し入り、私

たちを殺そうと見て回っていた、と。

男たちは私たちが逃げたことを知

ると、隣人宅に押しかけたと言う。

その隣人は、地元の先天性白皮症の

人たちの代表で、私たちの支援に力

を尽くし、先天性白皮症の人たちの

権利をアドボケートしてくれていた

人である。男たちはその隣人の性器

と両腕を切り取った後、隣人をその

まま死ぬに任せ、去ったと言う。こ

の状況は、別の隣人から電話で知ら

された。この知らせに私はひどく心

を痛め、涙が止まらなかった。だが、

私に何ができたであろうか。これが

現状なのだ。

なぜ人々は仲間の人間にこのよう

なことをするのか、私には理解でき

ない。しかし私は、教育こそが殺人、

虐待および差別をやめさせる鍵であ

ると考えている。拡大家族以外の人

も含め、人々が先天性白皮症の人も

同じ人間だということを学ぶことが

重要である。私たちはみな、同じな

のだ。

日常の困難から逃げるため、私は

詩を書いたり、歌ったりすることが

とても好きだ。ちょうど先天性白皮

症と私たちの葛藤の歌を書き終えた

ばかりだ。いつか私が作った歌をス

タジオで録音し、メッセージを広め

ることができる日が来ることを夢見

ている。いつの日か世界中の人々が

先天性白皮症の人も自分たちと全く

同じであることを理解してくれるこ

とを願っている。私たちはみな、人

間であり、愛情と敬意を持って扱わ

れるべきなのである。

注：
先天性白皮症は非常に稀な遺伝性疾患
で、すべての民族に発現する。先天性
白皮症患者はメラニン色素の欠乏によ
り目、体毛、皮膚の色素沈着がほとん
ど、または全くない。日光に敏感で、太
陽光にさらされると皮膚がんを発症する
リスクが比較的高い。先天性白皮症の人
の大半は視覚的な障がいもある。カナダ
の非政府組織セイム・サン（Under The 
Same Sun）は、タンザニアの人口2,000
人にひとりが先天性白皮症であると推定
している。医学的疾患自体は平均寿命に
影響しないが、タンザニアにおいて先天
性白皮症がある人の平均寿命はおよそ
30歳である。
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視点

ニコラエ・ポライコと弟のグリーシャ
は、モルドバの知的障がい児の施設で数
年間を過ごした。ニコラエは中程度の知
的障がい、弟は重度の知的障がいがあ
ると診断されている。2010年にニコラ
エとグリーシャはラプスナ村で母親と
再会した。この再会は、Open Society 
Mental Health Initiativeと ソ ロ ス 財 団
モルドバの資金援助を受け、Keystone 
Human Services International Moldova 
Associationが実施する「すべての人に
コミュニティを―モルドバ」プログラム
の支援により実現した。

僕が弟のグリーシャと一緒に施

設に入ったのは11歳の時だ。現在、

僕は16歳。母が僕たちを施設に送っ

たのは、家を買ったり借りたりする

ためのお金がなく、夜働かなければ

ならなかったためだ。母はたびたび

僕たちに会いに来てくれた。

僕は施設に入った日のことを覚え

ていない。そこにいた時のことで思

い出せないものさえある。ほかの思

い出もそのうち忘れたいと思ってい

る。僕は新しい思い出、楽しい思い

ガした。僕だけじゃない。ほかにも

ケガをした男の子がいた。ナイフを

持っている子もいた。ほかの子を襲

う子もいて、僕はときどき握り拳で

闘った。自分の身を守るにはその方

法しかなかった。そうでなかったら、

殺されかねない。彼らはグリーシャ

のことも殴ったが、グリーシャのこ

とは僕が守った。

僕は施設にはいたくなかった。母

が僕たちを迎えにきてくれていな

かったら、管理者は僕たちを別々の

家族に送り、母は二度と僕たちを見

つけられなかっただろう。それでも

僕は施設を訪問したいと思ってい

る。ビクターに会って電話番号を聞

くためだ。

家はとても快適だ。僕は今ではコ

レアやイゴールやディマと遊んでい

るし、誰からも叩かれない。時には、

母に問題を相談し、助言を求めるこ

ともある。僕たちはとても仲良く暮

らしていて、僕は毎日学校に通って

いる。僕は体育とルーマニア語の授

業が好きだ。ここに来られてうれし

い。ラプスナで暮らせて僕は幸せだ。

出を作りたいと思っているのだ。

休日の食事は良かった。そのほか

の日にもおいしい食事が出されると

きがあった。食事は１日４回で、食

後は僕がキッチンの掃除をした。

先生は詩の朗読や歌を教えてく

れ、さまざまなゲームを紹介してく

れた。僕はギゲルの詩と母親につい

ての詩を２つ知っている。 

１時から４時までは昼寝の時間

だったが、僕は眠らなかった。ほか

の男の子たちと笑ったり、話したり

していた。僕は枕に頭を乗せていた

が、目を開いたままほかの男の子た

ちを見ていた。クラスの男の子16人

全員がひとつの部屋で暮らしていた。

ビクターという男の子がいた。彼

はキッチンで働いていた。僕たちは

近くのスタジアムに行った。ビクター

は僕だけをスタジアムに連れて行っ

てくれた。彼はパンと乳酸飲料を

持ってきていて、一緒に食べた。母

が僕と弟を連れ戻しに来たとき、ビ

クターは睡眠中だったために気づか

なかった。彼は自分のことを忘れな

いようにと、写真をくれたが、僕は

それを施設に置き忘れてしまった。

職員はときどき僕たちを叩いた。

理由はわからない。僕はいろいろな

棒で激しく叩かれたため、背中をケ

筆者：ニコラエ・ポライコ

良い思い出が欲しい
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たちは、支援の受け手としてではなく、変革の推進者と

して、誰もが受け入れられる平等な社会を構築するため

の中心的存在なのである。障がいのある子ほど、障がい

のある子どもたちのニーズをより深く理解し、対応をよ

り的確に評価できる人はいない。

インクルージョンと公平性を促進する取り組みでは、

障がいのある子どもたちは家族、障がい者団体、父母会、

そしてコミュニティの様々なグループの支援を得られる

ようにしなければならない。同時に、遠い所にある支援

団体にも頼れるようにすべきである。各国政府は、「障

害者の権利に関する条約」や「子どもの権利条約」、あ

るいは障がいのある子どもたちの問題を扱ったり、これ

に影響を与える国際条約に規定されている事柄あるいは

精神に、政策やプログラムを合致させることで力を貸す

ことができるはずである。国際的なパートナーたちは条

約に沿った支援を提供することができ、民間部門の企業

などは、雇用面で多様性を推進することにより、インク

ルージョンを促進すると同時に有能な人材を集めること

ができるはずだ。

統計調査を行っている団体は、データ収集と分析の向

上に努めている。こうした取り組みは理解の欠如と、こ

れに起因しがちな差別を克服するのに役立つものと思わ

れる。さらにデータは支援の対象を絞り込むことができ、

効果を測定する上でも役立つため、データ収集と分析を

向上させれば、資源配分とサービス配分を最適に保つこ

とができる。ただし、意思決定者たちは、より適切なデー

タが出てくるのを待ってからインクルーシブなインフラ

とサービスの構築に着手する必要はない。待つ必要はな

いのである。すでに一部の調査で明らかなように、イン

クルージョンは地域社会全体に関わり、恩恵をもたらす。

その要素は新規プロジェクト全体に応用することができ

るのである。必要なことは、新しいデータが明らかになっ

たときに適用できるよう、取り組みに柔軟性を持たせる

ことである。

本書の次の章では、排斥とそれを広める要因のほか、

インクルージョンの理念上および実務上の原則のいくつ

かを説明する。その後の章は、いずれも同じアプローチ

を使って障壁および有望な解決策を探り、障がいのある

子どもたちの一局面に注目する。第３章では、障がいの

ある子どもたちが自らの才能を開花させ、充実した人生

を送ることができるようにするための、健康、栄養およ

び教育サービスについて考察する。第４章は、搾取また

は虐待に対する法的な取り組みと保護を徹底する機会と

課題について考察する。第５章は人道危機の面からイン

クルージョンについて検討する。

さまざまなサービスから障がいのある子どもたちが排

斥され、それが根付いてしまう要因は、彼らの存在その

ものが見えていないことにある。子どもの障がいに関す

る研究は、特に低中所得国では甚だ不十分である。証拠

が十分にないことが、結果として最も弱い立場にある子

どもたちのための効果的な政策の策定とサービス提供を

妨げている。そこで本書の第６章では研究者が直面して

いる課題と機会、および正確なデータ収集と分析を通じ

て障がいのある子どもたちの存在が分かるようにする方

法について考察する。第７章は、この世界子供白書のま

とめとして、各国政府、その国際的なパートナー、市民

社会、および民間部門が、障がいのある子どもたちのイ

ンクルージョンを通じて公平性を促進できるようにする

ために、必要かつ実行可能な措置について概説する。

（３ページから続く）

中国にて、養母と一緒に歩く9歳のウェンジュン。
© UNICEF/CHINA/2010/Liu



バングラデシュにて、学園祭に参加する障がいのある子どもたちと障がいのない子どもたち。　© UNICEF/BANA2007-00655/Siddique
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第2章

インクルージョン（誰もが受け入れられる社会）の基本インクルージョン（誰もが受け入
れられる社会）の基本

「子どもの権利条約」および「障害者の権利に関する

条約」は、障がいのある子どもたちをケアと保護の受動

的な受け手と見なす慈善的なアプローチに異議を唱えて

いる。こうした考え方に代わって両条約が求めているの

は、子どもたち一人ひとりを家族、コミュニティおよび

社会の完全な構成員と認めることである。そのためには

子どもの「救済」という従来の考え方ではなく、子ども

たちの日常生活に影響を及ぼす意思決定に子どもたち自

身が積極的に関与する権利など、子どもの権利の実現を

阻む物理的、文化的、経済的な障壁、コミュニケーショ

ン面、移動面および人々の態度や姿勢面での障壁撤廃の

ための投資に重点を置く必要がある。

しばしば言われるように、一人ひとりが変われば、世

界が変わる。障がいのある人の能力を過小評価すること

はインクルージョンの大きな障壁となる。こうした態度

や姿勢は社会全体だけでなく、専門家や政治家、そのほ

かの意思決定者の中にも見られる。また発育の過程で高

い評価や支援を受けたことがない場合は、家族や仲間、

障がい者自身の中にも見られる。否定的な、あるいは不

正確な情報に基づく態度や姿勢は、今なお機会均等の実

現を阻む最大の要因となっており、それにより障がいの

ある子どもたちが適切な施設を利用できないといったこ

とがいまだに起きている。

社会に否定的な認識が広まると、障がいのある子ども

たちは友だちが少なくなり、孤立したり、いじめを受け

たりし、家族は余計なストレスを経験し、コミュニティ

はその家族を仲間外れにする可能性がある。障がいのあ

る子どもたちが仲間から受ける扱いに関する初期の頃の

調査によると、学齢期前ですら障がいのある子どもたち

は友だちや遊び仲間として見てもらえないことがあり、

その理由は、ほかの子どもたちが障がいのある子どもた

ちは一緒に交わって遊ぶことに興味がないか、そうする

能力がないと考えていることだということが明らかに

なっている４。英国の障がいのある子どもの家族に対す

る調査では、回答者の70%が、コミュニティは障がい

について理解および受容していないか、満足できる水準

にないと考え、ほぼ半数が保育など支援サービスの利用

に際して問題に遭遇したと答えている５。特別支援教育

を必要とする子どもに関する2007年の英国の調査によ

ると、回答者の55%が障がいを理由に不公平な扱いを

受けたと回答している６。マダガスカルのある調査によ

ると、父母、また保護者会の会長ですら障がいに関する

知識不足が広く見られ、48%は障がいは伝染するとい

う誤った認識を持っていることが分かった７。2009年

にベトナムの都市ダナンで実施された調査では、コミュ

ニティは障がいのある子どもたちとその家族に対して概

ね寛容な姿勢を示しているものの、今なお偏見や差別の

事例の発生があとを絶たないことが報告されている。テ

トという旧正月の祭日などに障がいのある子どもたちが

公に姿を現すことは縁起が悪いと考えられていた８。

こうしたことを考えると、障がいのある子どもたちが

最も自尊心を喪失しやすく、孤独感を感じやすいのもう

なずける。いかなる子どもも障がいによって定義される

すべての子どもたちが持つ権利、願望および潜在能力の尊重を基盤とする

アプローチを採用することで、差別、排斥および虐待に遭いやすい

障がいのある子どもたちの脆弱性を軽減することができる。



42%障がいが
ある

障がいが
ない 53%

51%

61%

障がいが
ある

障がいが
ない

初等教育修了率（推定）

出典：WHO（世界保健機関）51 カ国の調査結果に基づく
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上キャンペーンは、権利実現に立ちはだかる障壁につい

ての情報を提示し、こうした障壁に異議を唱え、これを

取り払うのに役立つ。さらに、父母や障がい者団体は社

会への受容とインクルージョンを求める運動で極めて重

要な役割を果たすことが可能であり、また実際に果たし

ていることが多い。

政治的・社会的な議論の場に障がいというテーマを提

起することは、意思決定者やサービス提供者たちの障が

いに対する考え方を変え、社会全体に対して、「人間の

ありのままの姿のひとつ」であることを示すのに役立

つ９。障がいのある子どもたちの参加を促進することの

重要性は、強調しても強調し過ぎることはない。対話に

よって、先入観は効果的に解消することができ、障がい

のある子どもたちと障がいのない子どもたちを一緒にす

る活動は、肯定的な態度や姿勢を促進することが分かっ

ている10。社会的統合はすべての人に恩恵をもたらす。

社会が不平等の解消を目指そうとするとき、次世代のイ

ンクルーシブな社会の構築に最も適した子どもから始め

るべきだということである。例えば、インクルーシブな

教育を経験した子どもは、社会で最も優れた教師になる

可能性が高いのである。

インクルーシブなメディアも重要な役割を担ってい

る。子ども向け文学に障がいのある子どもやおとなが登

場すれば、そうした人々が家族や近隣者の一員であると

いう明確なメッセージが伝わる。特に人種、ジェンダー、

民族または障がいを理由に差別される可能性のあるグ

ループをはじめ、すべてのグループの構成員を、主人公

でなくてもただその存在や参加を示すために、子ども向

けの話や教科書に登場させることが重要である。書物、

映画およびメディアでの描写は、子どもたちに社会の規

範を教える重要な役割を担う。子ども向けの主流番組に

おいて、少女の登場人物の描かれ方で、ジェンダーによ

る序列が暗に吹き込まれたり、ジェンダーへの伝統的な

期待といった概念が伝わるように、まるで障がい者が存

在しないかのような描写や障がい者についての誤った描

写、あるいは固定観念は、社会の偏見を生み、増大させ、

障がい者の社会における役割と立場が過小評価されるこ

とにつながる。

逆に、障がいのある人たちが社会活動に参加している

べきではない。子どもはみな、ユニークな存在であり、

そうした存在として尊重される権利を有する。社会がイ

ンクルージョンの原則を掲げ、公平性への支持を実際に

示すとき、障がいのある子どもたちはほかの子どもたち

と同じ権利と選択肢を持つことができる。コミュニティ

への参加を可能にし、教育、文化およびレクリエーショ

ンの選択肢を提供することは、すべての子どもの健全な、

身体的および知的な発育にとって最も重要である。相互

の交流を容易にし、日常的な活動への自立的な参加を促

進するため、例えばコミュニケーションや移動などの特

別な支援を必要とする場合、それをすべての人が無料で

利用できるようにしなければならない。

態度・姿勢を変える

コミュニティ、専門家、メディアおよび政府の態度や

姿勢に変化が起こらない限り、障がいのある子どもたち

の生活が変わることはない。障がいの特徴や原因につい

ての知識不足、子どもたちの存在を無視すること、彼ら

が持つ潜在的な可能性や能力の著しい過小評価をはじ

め、平等な機会と待遇を妨げるそのほかの障壁は、いず

れも障がいのある子どもたちを沈黙させ、社会の主流

から疎外することにつながる。子どもが重要なプレゼン

ターとして参加し、市民社会のすべてのステークホル

ダーが支援し、政府が後援するような、大々的な認識向
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利用して、身体障がいや知的障がいのある子どもたちの

ためにキャンペーンを行い、ロールモデルとなっている。

さらにボスニア・ヘルツェゴビナ、ラオス、マレーシア、

およびロシアでの経験によれば、スポーツやレクリエー

ションは障がいのある子どもたちに直接恩恵をもたらす

だけでなく、そのほかの子どもたちと一緒に社会が高く

評価する活動に参加している姿を見せることによって、

コミュニティでの障がい者の地位を向上させることにも

役立つことを示している12。

障がいのある子どもたちに、ほかのすべての子どもた

ちと一緒にスポーツやレクリエーションに参加するよう

奨励することは、単にみんなの態度や姿勢を変えるだけ

に留まらない。これは「障がいのある児童がレクリエー

ション、余暇およびスポーツ活動（学校制度におけるこ

れらの活動を含む）への参加について均等な機会を享受

することを確保する」ことを締約国に求める、「障害者

の権利に関する条約」に定める権利であり、具体的な要

件でもある。

子どもとその家族への支援

「障害者の権利に関する条約」は社会の自然な構成単

位としての家族の役割と家族を支える国家の役割を強調

している。同条約は「障がい者およびその家族の構成員

は、障がい者の権利の完全かつ平等な享有に向けて家族

が貢献することを可能とするために必要な保護および支

援を受けるべきである」と定めている13。

コミュニティでの生活に障がいのある子どもを参加さ

せ、障がいのある子どもたちの権利を実現するには、ま

ず、家庭環境の整備から始めなければならない。それは

子どもの誕生後すぐの日々から、子どもの教育およびレ

クリエーションの発達のさまざまな段階を通じて父母や

養育者との間で刺激交流があることを意味する。インク

ルージョンはどの年齢においても重要であるが、障がい

のある子どもたちがほかの子どもたちや社会全体と相互

に交わる機会を与えられる時期が早ければ早いほど、す

べての子どもたちに対する恩恵が大きい。

「障害者の権利に関する条約」では、障がいのある子

どもたちとその家族は、十分な食料、衣服および住居を

姿は、障がいに対する肯定的な見方を育むのに役立つ。

特にスポーツはさまざまな社会の偏見を克服するのに役

立ってきた。身体的活動は尊敬の念を育むのに強力な手

段になり得る。子どもたちが激励や支援を受けられない、

あるいは限られた補装具しか持っていないという、参加

を阻む物理的・心理的な障壁を乗り越えるのを見ること

は感動的である。ある調査によると、活発に運動する障

がいのある子どものほうが、障がいのない子どもよりも

頑張る能力が高いと評価されている11。ただし、気をつ

けなければならないのは、障がいのある子で、身体的に

活発な子のほうが、活発でない子よりも価値があるよう

な雰囲気を作り出さないことである。

スポーツは偏見・差別を払拭するキャンペーンでも役

立っている。障がいのあるアスリートは、障がい者の中

でも最も顔が認識されており、多くのアスリートがパラ

リンピックやスペシャルオリンピックスといった行事を

わたしたちにできること（It’s About Ability）
モンテネグロの「わたしたちにできること（It’s About 

Ability）」キャンペーンは2010年９月に開始され、障が

いのある子どもたちに対する国民の知識、態度・姿勢お

よび慣習に影響を与えている。このキャンペーンは、100

の幅広い団体により実施されているもので、モンテネグ

ロ政府から欧州連合、欧州評議会、欧州安全保障協力機

構、国連各機関、各国大使館、障がいのある子どもを持

つ父母の団体、活字メディアと電子メディア、民間部門、

地方自治体、障がいのある子どもたちと共に障がいのな

い子どもたちが参加している。同キャンペーンでは、戦

略のひとつとして全国の広告用掲示板を使い、障がいの

ある子どもたちをアスリート、友人、ミュージシャン、

ダンサー、学生、娘、息子、兄弟姉妹として描写し、社

会の活動的な構成員であることを示している。

キャンペーンの効果を測る2011年11月の調査では、障

がいのある子どもたちを社会の平等な構成員と考える人

の数を18%増加させている。障がいのある子どもたちに

対する態度や姿勢、また障がいのある子どもとない人た

ちの間のコミュニケーション改善にも寄与している。
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た直接的費用のほか、父母または家族構成員が障がいの

ある子どもの世話のために就業を断念または制限すると

きの所得の喪失といった機会費用がある15。

国際労働機関（ILO）は、低中所得国10カ国において

障がいに要する経済コストは国内総生産の３～５％に達

すると推定している16。開発途上国14カ国の調査では、

障がいのある人は障がいのない人に比べて貧困を経験す

る可能性が高いことが明らかになっている17。障がい者

は、教育、雇用、生活状況、消費および健康の点で、障

がいのない人たちに比べて貧しい傾向がある。マラウイ

とウガンダでは、障がい者のいる家庭は障がい者のいな

い家庭よりも貧しい傾向が高いことが明らかになってい

る18。一般的に、障がい者のいる家庭はそのほかの家庭

と比較して所得水準が低く、生活水準が貧困ラインを下

回る可能性がより高い19。開発途上国では、障がい者の

いる家庭がヘルスケアに費やす費用は、そうでない家庭

に比べて著しく多い20。これは、理論的には生活水準が

貧困ラインを上回っていても障がい者がいる家庭は、実

際には、生活水準が貧困ライン以下の障がい者のいない

家庭と同等の生活水準となり得ることを意味する。

子どもの障がいは、その後の人生におけるチャンスを

減らすことが明確に示されている証拠がある。障がいの

ある子どもは、そのほかの子どもと比べて、より貧しい

環境で成長し、教育やヘルスケア・サービスへのアクセ

スが制限され、家庭崩壊や虐待といった面でも、さまざ

まな評価基準から見て不利な状況に置かれている。

国は、この結果増大する可能性がある子どもの貧困に

対処するため、現金給付プログラムなどの社会保護イニ

シアティブを講じることができる。こうしたプログラム

は実施が比較的容易で、親や子どもの特有のニーズに合

わせる柔軟性を備えている。また親や子どもによる選択

決定の権利が尊重されている。

現金給付プログラムは子どもたちに恩恵をもたらして

いるように見えるが21、障がいのある子どもたちとその

養育者にどの程度利用されているのか、またどの程度役

立っているのかを評価することが難しい場合がある22。

このような広範な取り組みによって期待できる成果を達

含む、適正な生活水準を維持する権利を有する。障がい

のある子どもたちとそのケアに責任を有する人たちは、

託児所、レスパイトケア※、自助グループの利用に際し、

補助金を受けるか、無料の支援サービスを受ける資格を

有する。

障がいのある子どもを抱える家族は生活費の負担が比

較的重く、収入を得る機会を失うことが多いため、障が

いのある子どもとその家族に対する社会的な保護は特に

重要である。

障がいのある子どもがいる家庭で追加的に発生する

推定費用は、英国では収入の11～69%増、オーストラ

リアでは29～37%増、アイルランドでは20～37%増、

ベトナムでは９％増、ボスニア・ヘルツェゴビナでは

14%増となっている14。障がいに伴い発生する追加費用

は医療費、交通費、リハビリテーション、ケア支援といっ

ハイチのポルトープランスで国際的な非政府組織「国境なき医師団」が
運営するリハビリテーション・センターで、こちらを見る８歳のマーメ
イン。　© UNICEF/HQ2005-1970/LeMoyne

※ 障がい者と一緒にいる家族が心身の疲れを癒やす目的で休養をとれるような支援。
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応するための技能の習得）、リハビリテーション（機能

障がいが生じた後の機能回復を手助けする製品および

サービス）およびレクリエーションといったサービスへ

の効果的なアクセスは、無料で提供され、可能な限り完

璧な社会的統合と文化的・精神的発育を含む子ども個人

の発育の促進に合ったものでなければならない。こうし

た措置は、障がいのある子どもは「その尊厳を確保し、

自立を促進しおよび社会への積極的な参加を容易にする

条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきである」と

定める「子どもの権利条約」の第23条の精神に基づき、

社会へのインクルージョンを促進することができる23。

「障害者の権利に関する条約」の締約国は、障がいの

ある子どもに対する差別を撤廃し、そうした子どもたち

の社会へのインクルージョンを最優先事項にする義務を

負う。測定可能な成果を定めた包括的な国家戦略によっ

て、すべての子どもたちがその権利を実現する可能性を

高めることができる。国際協力や情報交換および技術支

援（指導や地域を中心にした早期支援へのアプローチの

推進などを含め）により、こうした目標をさらに促進す

ることができる。子どもに照準を絞った開発支援プログ

成し、障がいのある子どもに特定した現金給付など、対

象を絞った社会保護イニシアティブを始める低中所得国

が次第に増加しつつある。こうした国にはバングラデ

シュ、ブラジル、チリ、インド、レソト、モザンビーク、

ナミビア、ネパール、南アフリカ、トルコ、ベトナムな

どがある。手当の種類や受給基準は国によって大きく異

なる。子どもの障がいの程度に応じて支給されるものも

ある。こうした給付が所期の目的を確実に達成するため

には、給付が障がいのある子どもたちの健康、教育およ

びレクリエーションの達成に与える効果について常時、

モニタリングと評価を行うことが不可欠である。

政府が利用できるもうひとつの手段は障がい者を対象

とする特別予算である。例えば、すべての子どもたちに

無料で質の高い教育を保障することを表明している政府

は、最初から障がいのある子どもに関しての具体的な目

標を組み入れ、教師の研修、インフラとカリキュラムの

利便性の改善、補助器具の購入や調整といったことにリ

ソース（資源）を十分に配分するであろう。

教育、ヘルスケア、ハビリテーション（日常生活に適

タンザニアのモシの町にある学校で、点字を読む先天性白皮症の少年。　© UNICEF/HQ2008-1786/Pirozzi
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とを目的とする。これは、1970年代後半から1980年代

初めに世界保健機関（WHO）によって開発され、90カ

国以上で実践されている。これまで施設や専門家の手に

よるケアが中心であったが、障がい者自身を積極的に参

加させながら、障がい者特有のニーズに対応する形で、

コミュニティが自立し、協働し、責任を持つ形へと変わ

りつつある24。

CBRは、さまざまな権利剥奪に対処するのに有効で

ある。農村部や先住民のコミュニティに住む障がいのあ

る子どもは、ありとあらゆる不利な条件と闘っている。

障がいがあるだけでなく、社会のメインストリーム（主

流）から取り残された集団に属し、遠隔地に住んでい

る。発育、保護およびコミュニティ活動への参加を保障

するサービスをほとんど、あるいはまったく利用するこ

とができない25。メキシコのオアハカにある社会人類学

高等調査研究所（CIESAS）が主導するアウトリーチ・

イニシアティブは、障がいのある先住民の子ども、その

家族およびコミュニティのための地域に根ざしたリハビ

リテーションの一例としてあげることができる。これ

ラムは、特に障がいのある子どもたちの権利を保護およ

び促進する制度が脆弱であると思われる低所得環境に置

かれた子どもとその家族のニーズを勘案することによっ

て効果を上げることができる。

障がいのある子どもたちを対象とするサービスは、さ

まざまな政府機関や非政府機関によって提供されてい

る。複数部門にまたがり、家族の構成員をも含め、上手

に調整を図ることで、サービスの提供に漏れが出ないよ

うにすることができ、子どもの成長と経験により変化す

る子どもの能力とニーズに合わせることができるはずで

ある。

コミュニティに根ざしたリハビリテーション

コミュニティに根ざしたリハビリテーション（CBR

＝Community-based Rehabilitation）プログラムは、コ

ミュニティが設計し運営するプログラムで、障がい者が

リハビリテーション、および保健、教育、生活などその

ほかのサービスや機会を平等に利用できるようにするこ
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病院や州立病院による無料サービス提供の了承、障がい

のある子どもたち32人の普通校への入学など、さまざ

まな恩恵をもたらした27。

支援技術

障がいの種類によって、子どもはさまざまな補助器具

や補助サービスを必要とする場合がある（19ページを

参照）。しかしながら世界保健機関（WHO）によると、

低所得国の多くでは支援技術を必要とする人のうち、そ

れを入手できる人の割合は全体のわずか５～15%にと

どまっている28。その理由のひとつはコストで、成長に

伴って補助器具を時々交換または調整する必要がある子

どもの場合は特に、コストは法外な金額となる場合があ

る29。子どもはおとなに比べると支援技術を利用する機

会が少ない傾向にある30。支援技術の提供と利用につい

てはオンライン<www.unicef.org/sowc2013>に掲載さ

れている。

は、ユニセフと協働で行っているものであり、国家福祉

機関であるDIFオアハカから資金提供を受けている。同

研究所は、遠隔地の先住民族の人口が多く、人間性開発

指数のスコアが低い４つの農村コミュニティ26で、CBR

を使い、障がいのある子どもたちのインクルージョンを

推進した。医師１名、理学療法士または作業療法士１名、

教育専門家１名、地元の言語に堪能なコミュニティの活

動家２名で構成するチームは、訓練を受けた上で、差

別、インクルージョンおよび子どもの権利に関するワー

クショップを実施するため、各地域に派遣された。チー

ムは、障がいのある子どもの家族同士を結ぶ地域の支援

ネットワーク構築に寄与し、医療措置や治療が必要な人

には適宜、病院やクリニックを紹介した。同イニシアティ

ブのもと、2007～2010年の３年間に、障がいのある

より多くの先住民の子どもたちが、自らの家族やコミュ

ニティに受け入れられるようになった。このほかにも社

会サービス提供の改善、公共の場へのアクセス改善を目

的とするコミュニティ主導による車椅子用スロープの設

置、プロジェクトで紹介された子どもたちに対する国立

ロシアのニジェニ・ノヴゴロにおけるインクルーシブな幼稚園。　© UNICEF/RUSS/2011/Kochineva
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ている。このアプローチは年齢、能力または状況に関係

なく、すべての人に機能する設計に重点を置いている。

ユニバーサル・デザインの原則は、もともと建築家、

製品デザイナー、エンジニアおよび環境設計の研究者に

よって開発されたが、設計の領域を越えて、設計の工程

そのものの指針としたり、既存の設計を評価したりする

のに使うことができる。その原則は７つある：誰でも公

平に利用できること、使用する上で自由度が高いこと、

使い方が簡単で直観的に理解できること、必要な情報が

すぐに理解できること、うっかりミスや危険につながらな

いこと、身体的な負担が少なく楽に使えること、アクセ

スしやすいスペースと大きさを確保していることである。

実際にユニバーサル・デザインは段差のない歩道や歩

道のスロープ、オーディオ・ブック、面ファスナー、引

き出し型キャビネット、自動ドア、および低床バスなど

の形で見ることができる。 

ユニバーサル・デザイン

インクルーシブなアプローチは、並行するシステムを

いくつも構築するのではなく、すべての人が利用できる

ひとつのメインストリーム（主流）となるシステムを機

能させる方向で考えられている。障がいのある子どもた

ちがコミュニティに参加する権利を享受しようとする場

合、利用可能な環境が不可欠である。例えば、障がいの

ある子どもたちが教育を受ける場合、すべての学校が障

がいのある子どもたちに門戸を開く必要がある。ほかの

子どもたちと一緒に教育を受けることができる障がいの

ある子どもは、生産性の高い社会の構成員となり、コミュ

ニティの生活に溶け込む可能性が格段に高い31。

利用可能な環境とは、製品または構造の設計を意味す

ることがある。ユニバーサル・デザインは改造や特別な

設計を必要とせずに、すべての人が最大限に利用できる

形で製品および環境が設計されていること、と定義され

ソマリアのモガディシオにて、爆弾の爆発で足を失い、松葉杖を使う８歳のリーバン。　© UNICEF/HQ2011-2423/Grarup
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合は、コストがもともとのコストの20%に達する場合

もある33。そういう意味では、設計プロセスの早い段階

でアクセシビリティを検討することが重要だと言える。

アクセシビリティについては、開発プロジェクトに資金

を出資するときも考慮すべきであろう。

新しい建築物やインフラにアクセシビリティ（利用し

やすさ）を組み込むための費用は極めて少額で、開発の

ための資本コストの１％に満たない32。しかし、完成し

た建築物を改造するためのコストはそれよりもはるかに

多くなることがあり、それが比較的小規模な建築物の場

支援技術を使った製品
カテゴリー 商品例

移動 ・杖、松葉杖、歩行器、手動・電動車椅子、三輪車
・義肢、キャリパー、ハンドスプリント、内反足用装具
・コーナー・チェア、特製の椅子、スタンディング・フレーム
・�専用の調理用器具やフォーク・スプーンなどの器具、服を着るときの補助棒、シャワー・シート、トイレット・
シート、トイレット・フレーム、食事の補助ロボット

視覚 ・眼鏡、拡大鏡、コンピュータ用の拡大機能ソフト
・白杖、GPS型のナビゲーション装置
・読み書きの点字システム、コンピュータ用スクリーンリーダー、本の読み上げ装置、オーディオ機器
・点字チェス、音を発するボール

聴覚 ・ヘッドフォン、補聴器
・電話の音声拡声器、聴覚補助装置（ヒアリング・ループ）

コミュニケーション ・文章が書かれたコミュニケーション・カード、文字や記号、絵などが書いてあるコミュニケーションボード
・録音された・合成音声の入った電子コミュニケーション装置

認知 ・タスクリスト、絵で示したスケジュール・カレンダー、絵を使った指示書
・�タイマー、手動・自動リマインダー、障がい者に合ったタスクリスト、スケジュール、カレンダー、音声録音
機などが入ったスマートフォン

・本人に適応した玩具やゲーム

出典：ヨハン・ボルグ：国際標準化機構（2008），<http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=53782>
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視点

クリシュネア・セン氏はフィジーのスバ
出身の聴覚障がいの青年活動家で、世界
聴覚障がい者リーダーシップの奨学金を
受け、米国のギャローデット大学で情報
技術を学んでいる。2012年、インター
ンとしてユニセフ・フィジー事務所に勤
務。

いかなる人にとっても、情報への

アクセスとコミュニケーション手段

は市民としての権利を実現する上で

欠かせない。知識を収集し、意見を

表明し、要求を示す手段がなければ、

教育を受け、仕事を見つけ、あるい

は市民活動に参加することは不可能

である。

私の国、フィジーでは、情報への

アクセスとコミュニケーション手段

が整備されていないことが聴覚障が

いのある子どもたちにとって最大の

問題となっている。私が大学で勉強

している情報通信技術（ICT）は世

界中の聴覚障がい者に役立っており、

それによって一世代前であれば得ら

れなかったであろうと思われる機会

が生み出されている。情報通信技術

を利用することができれば、聴覚障

がい者は友人と意思疎通を図ること

ができ、絆を構築することができ、

孤立してしまうことなく、政治、経済、

社会および文化的な生活に参加する

ことができるようになる。アクセス

の手段を持たない人たち―例えば農

村部に住んでいる、あるいは貧困下

にある、教育を受けていない、ある

いは彼らに合った形の機械や装具・

装置が利用できない人たち―は欲求

不満を感じ、疎外感を味わってしま

う。

私のように聴覚障がいのあるフィ

ジー人は、メディアや緊急対応サー

ビスへのアクセスを十分に使うこと

ができず、電話での簡単な会話すら

うまく進めることができない。文字

表示電話などの支援技術がないた

め、聴覚障がいのない人に電話の内

容を聞いてもらい、通訳してもらう

か、テキスト・メッセージングに頼

らなければならない。こうした状況

は、政府が障がい者のための情報通

信技術とメディアに関する政策を最

優先課題としてくれない限り変わら

ない。

聴覚障がい者は障がいのない人た

ち同様、成功することができるし、

社会に貢献することができる。聴覚

障がい者の能力育成は教育と言語か

ら始まる。聴覚障がいのある子は、

障がいのない人たちの間で成長する

ため、質の高い教育とは必然的に２

カ国語教育が必要であることを意味

する。フィジーの聴覚障がい児は、

聴覚障がいのない子どもたちが通常

学ぶ言語（英語、フィジー語、ヒン

ドゥー語）に加えてフィジーの手話

を学ぶべきだが、この学習は出生直

後から始めるべきである。２カ国語

教育は、聴覚障がい児が、障がいの

ない人たちの言語を使って意思伝達

を行う能力を育成するのに役立つ。

手話を使って効果的に意思伝達でき

る聴覚障がい児は、英語など、ほか

の言語も比較的容易に学ぶことがで

きる。バイリンガル能力は、聴覚障

がいのある子どもが平等な市民とし

筆者：クリシュネア・セン

聴覚障がいのある若者にとっては
「言語」が鍵
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テレビ番組に字幕や通訳をつけ、手話を使った子ども向け番組を

制作することで、メディアを聴覚障がいのある子どもたちにとって

より使いやすいものにする必要がある。

ての役割を果たすために必要な教育

を受けるための、より有効な手段に

なると私は確信している。

子どもの頃、私はフィジーのテレ

ビで字幕や手話通訳のないマンガ番

組をよく見ていた。私の家族は手話

をよく知らなかった。私がいまだに

英語に苦労している理由は、家で手

話の使い方を教えられなかったため

だと感じている。聴覚障がいのある

子どもが意思伝達し、情報へのアク

セス能力を高める上で、親は重要な

役割を果たす。聴覚障がいのある子

どもと日頃から対話しているほかの

人とともに、父母も家庭や学校で率

先して手話を使い、意思伝達を図る

必要がある。

テレビ番組に字幕や通訳をつけ、

手話を使った子ども向け番組を制作

することによって、メディアを聴覚

障がいのある子どもにとってより使

いやすいものにする必要がある。コ

ミュニケーションの壁がないような

環境が必要なのである。私はニュー

スからマンガに至るまで幅広い番組

でフィジー語の手話が使用されるこ

とを望んでいる。テレビのほか、ソー

シャル・メディアも強力なツールと

なり得る。フィジーや海外の情勢に

関する知識を高め、障がい者を含め

たすべての人が政治情勢に関する情

報を確実に入手し、十分な情報に基

づいて選挙での投票ができるように

なるはずだ。

聴覚障がいのある子どもたちが情

報通信技術を利用できるようになれ

ば、子どもたちの社会的・情緒的な

発育を促進することができ、普通校

で学び、将来の就業に備えた準備を

整えることができる。私は特別学校

で基礎コンピュータの授業を受けた

が、それが私の人生を良い方向に導

いた。現在私が学んでいるギャロー

デット大学のことも、インターネッ

トを通じて知った。

情報通信技術は教育を向上させる

ほかに、聴覚障がい者をはじめとす

る障がいのある若者に自らの権利に

ついて知り、権利実現のために共に

活動する手段を提供してくれる。こ

うした活動を推進することにより、

情報通信技術は社会に生きる障がい

者への関心を高め、こうした活動へ

の積極的な参加を可能にしてくれる

であろう。

私の夢は、聴覚障がい者が、支援

技術を利用して障がいのない人たち

と自由に意思疎通ができるようにな

ることである。大学卒業後は、手話

通訳やビデオコールを使って障がい

のある人とない人とのコミュニケー

ションを促進するため、フィジーに

コミュニケーション技術を確立する

プロジェクトを立ち上げる予定であ

る。私は長年にわたって会員として

所属しているFiji Association for the 

Deaf（フィジー聴覚障がい者協会）

とともに人権、機会および平等をア

ドボケートしたいと思っている。

聴覚障がい者のニーズを政府の最

優先検討事項にするには、聴覚障が

い者が自らのために声をあげなけれ

ばならない。聴覚障がい者に行動を

促すには、聴覚障がいのある子ども

たちに、手話と障がいのない人たち

のコミュニティで使用されている言

語の両方を使えるよう教育すると同

時に、聴覚障がいのあるなしに関係

なく意思疎通が可能となり、情報を

見つけることができる技術の利用拡

大に尽力しなければならない。



聴覚障がい児クラスを教える聴覚障がいのある教師（ウガンダ）。　© UNICEF/UGDA2012-00108/Sibiloni
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第3章

基礎を強く

インクルーシブな保健

「子どもの権利条約」と「障がい者の権利に関する条約」

の下では、すべての子どもたちが達成可能な最高水準の

健康を享受する権利を持っている。そして、障がいのあ

る子どもたちも、乳幼児期の予防接種、小児期における

適切な栄養、病気やケガの治療、青年期から初期成人期

における性と生殖の健康に関する情報やサービス等、あ

らゆる種類のケアを享受する平等な権利を持っている。

水と衛生に関する基本的サービスも同様に重要である。

障がいのある子どもたちが実際にほかの子どもたちと

平等にこうした権利を享受できるようにすることが、保

健医療へのインクルーシブ・アプローチの目指すところ

である。これは社会正義に関わる問題であり、すべての

人間固有の尊厳に関わる問題である。それは将来への投

資でもある。ほかの子どもたちと同じように、障がいの

ある子どもたちも将来おとなになる。子どもたちには良

好な健康そのものが必要である。良好な健康は、幸福な

幼児期を過ごす上で重要な役割を果たし、また未来の生

産者や親としての将来性を高めるからである。

予防接種
予防接種は、幼児期の疾病や死亡を減らすグローバル

な取り組みの中でも重要な要素である。予防接種は公衆

衛生上の全支援策の中で最も成功しているものであり、

費用対効果に優れ、特に５歳未満の子どもの疾病や死亡

を低下させる強力な潜在性を持っている。こうした理由

から予防接種は国内外の保健イニシアティブの要とされ

てきた。予防接種の対象となる子どもの数は、かつてな

いほど増えている。予防接種の成果のひとつとして、不

治の筋麻痺を招く恐れのあるポリオの発症件数が1988

年には35万件を上回っていたが、2012年には221件に

まで減少したことが挙げられる34。

しかしまだ、目指す目標にははるかに及ばない。例え

ば2008年には肺炎球菌による疾患、ロタウィルス、下

痢、B型インフルエンザで死亡した５歳未満児の数は

100万人を上回った。予防接種はこれら多数の子どもの

死を防ぐことができるはずだ35。

障がいのある子どもたちを予防接種対象者に組み入れ

ることは、倫理面だけでなく公衆衛生と公平性の観点か

らも果たさなければならない義務である。すべての子ど

もに予防接種を実施するという目標は、障がいのある子

どもたちを組み入れない限り達成することはできない36。

予防接種は障がいをもたらす疾病を未然に予防する重

要な手段だが、すでに障がいのある子どもに予防接種を

受けさせることも同様に重要である。障がいのある子ど

ももほかの子どもたちと同じように幼児期の疾病に罹患

するリスクがあるにもかかわらず、多くは依然として拡

大予防接種の対象から外れている。予防接種を受けない

か、一部しか受けないままでいると、発達が標準より遅

れたり、接種していれば回避できる二次的疾患にかかっ

たり、最悪の場合は、死を招きかねない37。

健康、栄養およびしっかりした教育。

それは子どもとその父母に必要な生活の基盤であり、

すべての子どもがこれを享受する権利を持つ。
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起こし、さまざまな感染症に対する乳幼児や子どもの抵

抗力を弱めることがある38。

ビタミンA欠乏症のため失明の危険に晒されている子

どもは毎年25万～50万人に上ると推定される。しかし

この症状は、子どもひとりあたりわずか２～３セントで

済む経口補給のビタミンA剤により容易に回避すること

ができる39。ひとりあたり年間５セントと、同様に少額

の費用で済むヨード添加塩もヨードが欠乏しがちな地域

の子どもたちにヨードを補給し、子どもたちの知的障が

いを予防する費用対効果に優れた方法である40。こうし

た低コストの対策は障がいのある子どもたちはもとよ

り、困難な状態の中で乳幼児や子どもを養育するために

労働に従事する母親の支えにもなっている。

発育阻害は、年齢の割に身長が低いことを評価の基準

としているが、これは、栄養不良と下痢が原因となって

いる。複数の国の調査によると、生後２年以内における

下痢の発症はいずれも発育阻害につながり41、発育阻害

予防接種普及の取り組みに障がいのある子どもたちを

参加させると、障がいのある子どもを予防接種対象集団

に取り込むことに役立つと思われる。例えばキャンペー

ン用ポスターやそのほかのプロモーション資料に障がい

のある子どもたちとそのほかの子どもたちを一緒に登場

させることが認識向上に役立つこともある。すべての子

どもに予防接種を受けさせることの重要性を一般市民に

広く理解させるには、公衆衛生キャンペーン、市民社会

や障がい者の団体、学校やマスメディアを通じて父母に

働きかけることも必要である。

栄養
全世界でおよそ８億7,000万人が栄養不良に陥って

いると考えられる。そのうち５歳未満の子ども約１億

6,500万人が発育阻害か、慢性的な栄養不良状態にあり、

低体重の子どもは１億人を上回ると見られている。不十

分な食事や特定のビタミンやミネラル（ヨウ素、ビタミ

ンA、鉄、亜鉛など）が不足した食事は、身体、感覚ま

たは知的障がいをもたらす恐れのある特定の疾患を引き

宿題に取り組む子ども（バングラデシュ）。© Broja Gopal Saha/Centre for Disability in Development
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知的障がいのある子どもは自力で食事をすることが難し

いか、食事に時間がかかったり、ケアを必要とすること

もある。障がいに関連しているように見える健康不良や

消耗が実は摂食の問題に関わっている場合もある50。

水と衛生
開発途上国全体にわたり、障がい者は安全な飲料水と

基本的な衛生設備（トイレ）へのアクセスに際し、日常

的に特有の困難を強いられていることは周知の事実であ

るが、文書化された資料はほとんどない。身体障がいの

ある子どもは水を汲んで長い距離を運ぶことができな

い。井戸の囲いや水道の蛇口が子どもにとって高すぎる

こともある。金物類や洗面所のドアが扱いにくかったり、

水を汲む際の容器を置く場所がなかったり、井戸、池ま

たはトイレの中に落ちないようバランスをとるためにつ

かまるところがない場合もある。長く滑りやすい道や暗

い照明も障がいのある子どもたちによるトイレの使用を

制限している。

障がい者を阻んでいるバリアは身体的な問題や設計上

の問題だけにとどまらない。社会的なバリアは文化に

よって異なる。障がいのある子どもたちは自宅や公共設

備を利用する際、しばしば偏見や差別に直面する。障が

いのある子どもたちは水源や素掘りトイレを汚すという

根拠のない懸念が頻繁に報告されている。障がいのある

子どもや若者―特に女子―がほかの家族と異なる設備を

使用させられるか、別の時間帯に使用することを求めら

れると、事故やレイプなどの身体的攻撃を受けるリスク

が高まる。このように障がいのある子どもたちの水や衛

生設備（トイレ）へのアクセスを妨げている問題は、文

化的および地理的な背景のほか、子どもの障がいの種類

によっても異なる。身体障がいのある子どもは手押しポ

ンプや屋外のトイレを使用することが著しく困難であろ

う。聴覚障がいや知的障がいのある子どもは身体的な問

題はほとんどないが、からかいや虐待を受けやすく、そ

のためにこうした設備が利用しづらくなる恐れがある。

障がいのある子どもたちが利用できるトイレが学校に

完備されていないために、通学できない場合がある。障

がいのある子どもたちはトイレに行く回数を減らすた

め、飲食する量を減らしているという報告をたびたび耳

にする。特に誰かに介助を頼まなければならない場合は

は低中所得国の５歳未満の子どものおよそ28%を占め

ると推定される42。認知機能や教育上の成績低下といっ

た発育阻害が引き起こす結果は、子どもが非常に幼いと

きに発現するが、その影響は生涯にわたって続く。しか

し、コミュニティを中心に基礎保健の実践法を改善する

方法は、幼い子どもたちの発育阻害を減少させることが

実証されている43。

母親の栄養不良は、本来予防することができる幼児期

のさまざまな疾病を招く要因となり得る。低中所得国の

妊婦のおよそ42%が貧血症であり、これらの国の妊婦

２人にひとり以上は鉄欠乏性貧血を患っている44。また、

開発途上国における学齢期の子どもの半数以上も貧血症

である。これは障がいの要因としては、世界で最も広範

に見られる原因のひとつであり、公衆衛生面では世界的

な問題となっている45。授乳中の母親の栄養不良も乳幼

児の健康不良の原因となり46、障がいの原因となる疾病

にかかるリスクを高める。母親が健康であれば一部の障

がいの発症を防ぎ、子どものニーズによりよく対応する

ことができる。

栄養不良は障がいの原因であると同時に、障がいが招

く結果であることもある。事実、障がいのある子どもは

栄養不良になるリスクが高い。例えば、口蓋裂の乳幼児

は母乳を飲んだり、食べ物を効果的に摂取することがで

きないことがある。脳性麻痺の子どもは噛んだり飲み込

んだりすることが難しい47。嚢胞性線維症といった特定

の疾患は、栄養の吸収を阻害することがある。障がいの

ある一部の乳幼児は、健康な体重を維持するために、特

別の食事や高カロリー食を摂る必要がある48。しかし、

そうした子どもたちは地域のスクリーニングや食糧配給

イニシアティブから漏れる恐れがある。学校に通ってい

ない障がいのある子どもたちは、学校給食プログラムを

受けることができない。

身体的な要因に加え、周りの人たちの態度や姿勢も子

どもの栄養にマイナスの影響を及ぼす場合がある。一部

の社会では母親が障がいのある子どもに授乳することを

よしとしないこともある。また偏見や差別から、障がい

のある子どもには、障がいのない兄弟姉妹よりも少量の

食事しか与えなかったり、栄養価の低い食事しか与えな

いことがある49。また、特定の種類の身体障がいまたは
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に感染するリスクが高まっている。

あらゆる年齢層においてHIV陽性の障がい者は、障が

いのない人に比べて適切なサービスを受けていないこと

が多い。治療、検査およびカウンセリング・センターの

中で障がい者のニーズに対応できるところはほとんどな

く、医療従事者が障がいのある子どもや若者に対応する

ための訓練を受けることはほとんどない53。

障がいのある若者の多くは、身体の発達や変化につい

て基本的な情報すら提供されていない。性と生殖の健康

および男女関係に関する体系的な教育がカリキュラムに

組み込まれていることはほとんどなく、たとえ組み込まれ

ていたとしても障がいのある子どもたちは除外されるこ

とがある。多くの障がいのある子どもたちは文句を言わ

ずに従うよう教えられ、他人との肉体的接触を抑制する

という経験をまったく持っていない54。そのため聴覚障が

いの若者はHIV感染リスクが高いことを示す南アフリカの

調査から分かるように、虐待のリスクが高まっている55。

早期発見と支援
子どもは生後３年間に急速に成長するため、早期の発

見と支援が特に重要である。「発達スクリーニング検査」

は子どもの障がいを発見する効果的な方法である56。こ

の検査は、例えば地域の保健センターを予防接種や発育

健診のために訪れたときなど、基礎保健ケアの場で行う

ことができる。スクリーニング検査の目的は、リスクの

高い子どもを見つけ、必要に応じ、精密検査と支援を紹

介し、家族に障がいについて知っておかなければならな

い重要な情報を提供することである。スクリーニング検

査では視力と聴力の検査を行うほか、座る、立つ、這う、

歩く、話す、または物を扱うといった発達具合を見る審

査事項を基準に子どもの発育を評価する。

高所得国の医療制度においては、生後間もない時期に

発達上の問題を見つけ、対処する機会が豊富にある。し

かし低中所得国でも幼児の発育を促進するための支援策

が拡充されつつある。こうした支援には鉄分欠乏症の治

療、ケアを提供する人の訓練や地域に根ざしたリハビリ

テーションの実施などがある57。

高所得国と低所得国で実施された最近の調査による

なおさらである。これは障がいのある子どもたちが栄養

不良に陥るリスクを高める。また一部の場所では新たに

設置された水と衛生（Water, Sanitation and Hygiene: 

WASH）の設備が依然として障がいのある子どもたち

への配慮に欠けていることも憂慮すべきである。新しい

高床式トイレや使いやすい水道ポンプなど、障がい者の

ためのローテク、低コストの支援策が徐々に拡充されて

いるが、こうした情報はまだWASHの専門家に幅広く

行きわたっていないか、WASH政策や実務慣行に組み

込まれていない51。

性と生殖に関する健康およびHIV／エイズ
身体障がい、感覚障がい、知的障がい、または心理社

会的障がいのある子どもや若者は、性と生殖の健康およ

びHIV／エイズ・プログラムからほぼ完全に除外されて

きた。彼らは性的に活発ではなく、障がいのない人に比

べると違法薬物やアルコールを使用する可能性が低く、

虐待、暴力またはレイプのリスクが低いため、HIV感染

リスクも低いと考えられていることが多いが、それは誤

りである52。結果的に障がいのある子どもや若者がHIV

シャボン玉で遊ぶ、10歳のベアトリス。脳性麻痺を患っている（ブラジ
ル）。© Andre Castro/2012
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原則として、すべての子どもは平等に教育を受ける権

利を持っている。しかし実際には、障がいのある子ども

たちはこの権利を不当に奪われている。その結果、主に

有給の職業を通じて、市民としての完全な権利を享受し、

社会の中で価値ある役割を担うことができていない。

低中所得国13カ国の世帯調査のデータによると、６

～17歳の障がいのある子どもたちが学校に入学する割

合は、障がいのない子どもたちの入学率を大幅に下回っ

ている60。2004年に実施されたマラウイの調査では、

学校に一度も通ったことのない障がいのある子どもの割

合は、障がいのない子どもの２倍であることが明らかに

なっている。同様に2008年のタンザニアの調査では、

初等学校に通学する障がいのある子どものうち、高等教

育に進む子どもの割合は障がいのない子どもの半分であ

ることが示されている61。

障がいのある子どもたちに地元の学校に通う平等な権

利が与えられない限り、政府は普遍的な初等教育の達成

というミレニアム開発目標（MDG２）を達成すること

はできず、「障害者の権利に関する条約」の締約国は、

第24条に定められた責任を果たすことができない62。「子

どもの権利条約」に関する最近発表されたあるモニタリ

ング・レポートは、「障がいのある子どもたちが教育の

権利を実現する際に直面する問題は依然として根深い」

ことや、「障がいのある子どもたちは教育に関して最も

社会のメインストリームから取り残され、疎外された集

団のひとつである」ことを認めている63。

これらの条約は、インクルーシブな教育を推進するも

のであるが、ときに分離教育の存続を正当化するために

誤って利用される可能性がある。例えば、寄宿制の特別

支援学校に通う子どもは、教育に「イ
含　ま　れ　る

ンクルードされる」

権利を享受しているかもしれないが、家族と一緒に暮ら

す権利やコミュニティの一員となる権利は侵害されるこ

とになる。  

インクルーシブな教育では、正規の学校制度で、すべ

ての生徒に有意義な学習機会を提供することが求められ

る。子どもの障がいの有無に関係なく、地元の学校で年

齢に応じたクラスに参加しながら、必要に応じて個人に

合わせたサポートを補完的に受けられるのが理想であ

と、新たにてんかんと診断された子どもとおとなの最大

70%の人たちが抗てんかん薬による治療に成功してい

る（すなわち発作を完全に抑制している）。２年から５

年間、有効な治療を行った後、子どもについては70%、

おとなは60%の患者が薬の使用をやめても再発の恐れ

はない。ところが低所得国ではてんかん患者のおよそ４

分の３が必要な治療を受けていない58。治療法はあって

も、普及が効果的に進んでいないことが多いのである。

障がいの発見と治療は別の医療分野ではなく、公衆衛

生の不可欠な要素である。それにもかかわらず、一般的

に政策当局や研究者は、これが障がいのない人の健康増

進策のためのリソースと競合するものであると位置づけ

ている59。これでは差別と不平等を助長するだけである。

差別をはじめ、医療との間に立ちはだかるそのほかの

障壁を乗り越えたとしても、障がいのある子どもたちが

利用できるサービスは質が悪いと感じるかもしれない。

障がいのある子どもたちのニーズを満たした設備やサー

ビスの改善ができるように、彼らのフィードバックを聞

く必要がある。さらに医療従事者を含んだ子どもを扱う

専門家は、可能な場合は、家族と一緒に子どもの発達や

子どもの障がいに関するさまざまな課題について教育を

受けるべきである。障がいがあると分かった子ども、障

がいが発現するリスクがあると特定された子どもへの

サービスの質の向上に向けて、また前述のようなリソー

ス配分をめぐる競合を変える上で、国際協力は重要な役

割を果たすことができる。

インクルーシブな教育

教育は社会に完全な形で参加するための入り口であ

る。特に排斥されることの多い障がいのある子どもに

とって、教育は重要である。学校へ通う利点の多くは、

後々になって現れるが―例えば成人後の生計手段の確保

など―即座に近い形で明らかになるものもある。障がい

のある子どもたちが学校に行くことは、インクルージョ

ン（誰もが受け入れられる社会）の実現を妨げる誤った

認識を是正する重要な手段である。こうした子どもたち

が学校へ通うことができれば、父母や養育者は生活費を

稼いだり、休息をとったり、ほかの活動を行う時間を作

ることができる。
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するのである66。

教育へのインクルーシブなアプローチは世界的に幅広

く承認され、例えば1994年の「特別なニーズ教育に関

する世界会議」67、また2002年以降は「障がい者の教

育の権利に関する世界的規模の万人のための教育イニシ

アティブ」などの支持を受けている68。このアプローチ

は決して特権を持つ国や高所得国でしか実践できない贅

沢な施策ではない。教育におけるインクルージョン実現

の事例は世界中あらゆる地域で見ることができる。排斥

されている人を最大限受け入れられるようにするために

は、こうした取り組みに必ず学習のシステムと環境にユ

ニバーサル・デザインの原則を適用しなければならない。

この事例については<www.unicef.org/sowc2013>のイ

ンフォグラフィック（解説画像）で紹介している。

早く始めること
インクルージョンへの歩みは生後間もない時期に家庭

から始まる。障がいのある子どもたちが本来受けること

ができる愛情、感覚刺激、ヘルスケア、ソーシャル・イ

ンクルージョン（社会的包摂）を享受できない場合、発

る。そのためには階段の代わりにスロープを設置し、車

椅子が通れる十分な幅のある入り口にするといった物理

的な便宜を図るだけでなく、社会に属するすべての人（障

がいのある子どもたちだけに限らず）の主張を取り入れ、

すべての子どものニーズを反映させた子ども中心の新し

いカリキュラムが必要となる。インクルーシブな学校で

は、少人数のクラスで学び、生徒は競争するのではなく、

互いに協力し合う。障がいのある子どもたちは、昼休み

や校庭でほかの子どもたちから切り離されることはない

のである。

貧困と障がいとの間には強い関連性があり64、それが

ジェンダー、健康、雇用の問題につながっていることが

さまざまな国の調査で明らかになっている。障がいのあ

る子どもたちは貧困と排斥の悪循環に巻き込まれること

が多い。例えば、女の子は学校には通わず、兄弟姉妹の

世話に専念させられたり、家族全員が偏見・差別の対象

となりかねないため、子どもの障がいを報告しなかった

り、子どもを人目につくところに連れ出したりすること

を躊躇したりするケースがある65。しかし排斥され、取

り残された子どもたちの教育こそが貧困の削減を可能に

インドの西ベンガル州にて、点字を使って数学を学ぶ生徒たち。© UNICEF/INDA2009-00026/Khemka
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達が不十分となり発達を測る重要な審査基準を満たせず

に、潜在能力は不当に制限されてしまう可能性がある。

これは、障がい者本人やその家族、彼らが生活する地域

に重大な社会的および経済的影響をもたらすであろう。

障がいや発達遅延を早い段階で特定できれば、その子

の能力を最大限に開花させる可能性が高まる。そこで、

早期の幼児教育は、それが公立、私立あるいは地域社会

のいずれの教育機関で提供されていようとも、子どもの

個人的なニーズに対応できるよう設計することが肝要で

ある。脳の能力は、３歳になるまでの間に約80％発達

するため、また、誕生から小学校に就学するまでの期間

（保育園・幼稚園の時期）は、子どものニーズに合った

教育を行うことができるため、早期幼児期はとても大切

なのである。子どもが不利な状況にあればあるほど幼児

教育のもたらす恩恵は大きいことが調査で明らかになっ

ている69。

早期幼児教育は幼稚園やそのほかの保育施設だけに

限ったものではなく、家庭環境も子どもの発達を促進

する基本的な役割を果たす。バングラデシュ70、中国71、

インド72および南アフリカ73での調査は、家庭から保健

センターに至るまであらゆる環境において、母と子の相

互の交流を増やし、発育のための活動を強化することが

幼児の認知能力の発達に有益であることを示している74。

障がいのある子どもに対する古くからある偏見や期待

の低さのせいで、子どもたちが早期幼児ケアから取り残

されることがあってはならない。生後早い段階から家族や

コミュニティの支援を受けることによって、障がいのある

子どもたちは学校での教育期間を最大限活かすことがで

き、成人への準備を上手に展開できることは明らかである。

教師と共に
子どもの学習環境の中でも、教師は重要な要素―おそ

らく最も重要な要素―であろう。そのため教師がインク

ルーシブな教育を明確に理解し、強い決意を持ってすべ

ての子どもたちの指導にあたることが重要である。

しかしながら、普通校では、教師は障がいのある子ど

もたちの指導についての適切な準備と支援ができていな

いことが多い。これが、多くの国で教育者が自分のクラ

学校で友人たちと遊ぶ、トーゴのアシラフ。現地の障がい者団体と国際
的なパートナーが、教育の権利実現のため働きかけ、アシラフは学校に
通えるようになった。© UNICEF/Togo/2012/Brisno
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スに障がいのある子どもたちを受け入れることに躊躇す

る要因のひとつである75。例えば、イスラエルにおいて、

将来、特別支援教育にあたろうとしている教師に対して

行われた調査では、教師らが障がい者に対してどうする

こともできない先入観を持ち、障がいの種類によって差

別をしてしまうという人も見受けられた76。障がいのあ

る子どもたちのためのリソースはインクルーシブな普通

教育にではなく、分離された特別支援学校に配分される

傾向がある。これは不適切であるだけでなく、コストも

かさむことが実証されている。ブルガリアでは特別支援

学校の生徒ひとりあたりの教育予算は普通校の障がいの

ある子どもたちの３倍を上回っている77。

欧州22カ国で実施された知的障がいのある子どもた

ちに関する調査では、普通校の教師に対し、障がいのあ

る子どもたちへの対応の仕方についての研修が行われて

いないことが重大な懸念として取り上げられている。障

がいのある生徒を教えるのは教員免許を有する教師では

なく、ほとんどがサポート・スタッフだったのである。

教師の研修はインクルージョンへの関与を促す上で有効

であることが立証されている。2003年に行われた調査

では、障がいに関する科目を多く履修した校長のほう

が、よりインクルーシブな見方ができることが明らかに

なった。また態度・姿勢の変容も、生徒たちに恩恵をも
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視点

モハマド・アブサール氏はバングラデ
シュ・ミレルショライの、マディヤムソ
ナパハール村に住んでいる。３人の息子
と３人の娘を持ち、家族を養うため茶を
販売する小さな屋台を営んでいる。

私の息子、ハニーフは９歳で、小

学校２年生である。ハニーフは４歳

のとき、遊んでいる最中にケガをし

た。足が赤く腫れ上がり、ハニーフ

は痛みを訴え始めた。私たちはハ

ニーフをチッタゴン病院に連れて

行った。医師はハニーフの足を救お

うとしたが、重度の感染症を起こし

ていたため、結局、医師は足の切断

を決断した。

ハニーフが足を失った後、ほかの

子どもたちはハニーフを「足なし」、

「薄気味悪い足なしの子」と呼び、

一緒に遊ぼうとすると地面に突き倒

したりして彼を苦しめ、さらに精神

疾患を患っている弟もいじめた。こ

うした仕打ちを見るたびに私は悲し

い気持ちになり、妻は激高し、子ど

もたちのことを悪く言う人たちと口

論した。ハニーフは、外に出るのを

嫌がるようになった。彼は惨めな思

いをしていたのである。

地元の非政府機関（NGO）である、

貧困コミュニティ改善のための組織

（Organization for the Poor Com-

munity Advancement: OPCA）が障

がいについて認識を高めるための会

合を私たちが住む地域で開催し、特

別なニーズを持つ人たちに対してポ

ジティブな姿勢を持つよう促してか

らというもの、状況は好転した。

OPCAのリハビリテーション担当

者が小学校教師と一緒にわが家を訪

れた。２人はハニーフを学校に入学

させることを勧めた。地元の小学校

はわが家から500メートル離れてい

たため、私は毎朝、息子を学校に送っ

ていかなければならなかった。私は

学校の近くに小さな店を開き、下校

時に彼を家に連れて帰るまで学校の

そばにいられるようにした。最初、

ハニーフは学校でさまざまなトラブ

ルに見舞われた。クラスメートも近

所の子どもたちと同じように彼をか

らかい、悪態をついた。

ある日、ダッカを本拠地とする全

国的な非政府組織である「開発にお

ける障がい者センター（Centre for 

Disability in Development：CDD）」

が息子に義足を提供してくれるとい

う話をリハビリテーション担当者が

伝えてくれた。私たちは首都まで出

かけ、そこでハニーフは義足を装着

してもらい、数日間のトレーニング

を受けた。１対の松葉杖ももらった。

彼の義足は非常に小さく、そのため

に階段を上ることが若干難しい。し

かしそれを除けば、今では何でも自

分でできるようになった。

ハニーフが初めて新しい義足を装

着したとき、人々は目を見張った。

ハニーフが再び歩く姿を目にするこ

とが驚きだったのだ。私自身もこう

なるとは思いもしていなかった。隣

人の中には義足を見るためだけにわ

が家に来る人もいた。

私の息子が再び歩き、あらゆる種

類の活動に参加できるようになる

と、ほかの子どもたちは彼に悪態を

つくのをやめた。地面に突き飛ばす

こともなくなった。私はハニーフを

学校まで連れて行かなくてもよく

なった。ハニーフは自力で歩き、ク

ラスメートは彼と一緒に歩きたがっ

ている。最も重要なことは、ハニー

フが以前より幸せになり、自信を高

めたことである。彼は義足のおかげ

で自立でき、ほかの子どもたちに劣

等感を抱くこともなくなった。クラ

スでの成績も上がり、今では友だち

と一緒にクリケットやサッカーなど

のスポーツを楽しんでいる。

著者：モハマド・アブサール

私の息子、ハニーフ
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リハビリテーション担当者はハ

ニーフの学校を何度か訪れ、障がい

とインクルーシブな教育の重要性を

説く会合を開いた。ハニーフを取り

巻く環境はかつてないほど障がいに

優しい環境になっている。学校はハ

ニーフのニーズに対応することに力

を尽くしてくれる。例えば、ハニー

フにとって階段の昇り降りは大変だ

と分かると、授業が２階で予定され

ているとき、校長はハニーフが出席

しやすいように教室を１階に変更す

ることを許可してくれた。

ハニーフは学校では絵を描くこと

を楽しんでいる。学外あるいは休み

時間に遊ぶことが好きだ。おとなに

なったら、アラップ先生やシャパン

先生のような先生になりたいと思っ

ている。彼にとってのロール・モデ

ルだ。両先生はハニーフに惜しみな

い愛情を注ぎ、可能な限り支援して

くれる。わが家は非常に貧しいた

め、息子の義足とそれに関連する費

用はCDDが提供してくれたが、こ

れはマヌッシャー・ジョンノ基金

（Manusher Jonno Foundation） が

支援する「障がい者の権利促進プロ

ジェクト」によるものであった。義

足に問題があるときは、リハビリ

テーション担当者がわが家を訪れて

くれることになっていたが、ハニー

フが大きくなったため、義足を調整

してもらった。

ハニーフは地方政府の社会福祉課

から月額300バングラデシュ・タカ

の障がい手当も受給している。私は

手当を受け取るためにハニーフを地

元の銀行に連れて行く。ハニーフが

教育を受け続けるにはさらに支援が

必要である。

彼には、何にもまして優れた教育

を受けてもらいたいと思っている。

教育こそ彼に力を与え、有意義な生

活を築けるよう彼を導くことができ

るからだ。ハニーフは歩いたり長時

間立ったりせずに済むデスクワーク

が最も適していると思う。もしかし

たら、障がい者に優しいCDDのよ

うな機関に勤めるかもしれない。私

はさまざまな障がい者たちがそこで

働いているのを目にした。このよう

な環境は、彼が能力を最大限に発揮

して仕事に取り組めるだけでなく、

尊敬に値する地位を確保する上で役

立つように思う。ハニーフはもしか

したらほかの障がい者たちの手本に

なることができるかもしれない。ハ

ニーフを見てほしい。適切な支援と

励ましがあれば、障がい者も社会で

力を発揮できることが分かるだろ

う。

ハニーフを見てほしい。適切な支援と励ましがあれば、

障がい者も社会で力を発揮できることが分かるだろう。

授業に参加するハニーフ。© Centre for Disability in Development
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ンを、各校１名、合計20校に対して実施している83。

CDDのトレーナーには視覚障がいなどの障がいのある

人も数人おり、教師や障がいのある子どもたちと障がい

のない子どもたちの重要なロール・モデルとなっている。

また、モザンビーク国内の非政府組織であるAjuda de 

Desenvolvimento de Povo para Povoは、ADEMOとい

う全国障がい者団体と密接に協力して、障がいのある子

どもたちを担当する教師と障がいのある教師に対する研

修を行っている84。 

教師は仕事で孤立しがちである。教室では助けを得ら

れない上、上席からは決まりきったシラバス（授業要綱）

に沿って授業をするよう求められることが多い。インク

ルーシブな教育では、学校の組織体制、カリキュラム作

成、生徒の評価への取り組み方に柔軟性が求められる。

こうした柔軟性があれば、よりインクルーシブな指導方

法を開発することができ、教師中心から子ども中心へと

重点を移した、多様な学習スタイルを採用することが可

能になる。

教師は、障がいのある子どもたちの指導について豊富

な専門知識と経験を持つ専門の教師に支援を求められる

体制になければならない。特に感覚障がいや知的障がい

のある子どもを担当する場合、そうした体制は必須であ

る。例えば、専門家は点字の使い方やコンピューターを

中心にした授業の仕方について助言することができるか

らである85。こうした専門家が少ない場合は、必要に応

じて複数の学校を回るようにしてもらってもよい。この

ような専門教師はサハラ以南のアフリカなどの低所得国

では不足しているが86、こうしたときこそ、国際的レベ

ルから地域レベルまで、資金・技術援助を提供できる人

の出番となる。

両親、コミュニティ、子どもたちを参加させる
教室内のことばかりに重点を置いたインクルーシブ教

育プログラムは、インクルーシブな教育に貢献できる親

の可能性を無視したものであり、障がいのある子どもた

ちを別室に閉じ込めるような違反行為を防ぐことができ

なくなる。

親は多くの役割を担うことができる。アクセスのため

の交通手段の提供、意識向上、市民社会団体への参加、

たらしている。例えば、インクルージョンをポジティブ

に捉えられるようになると、障がいのある子どもたちの

席を特定の場所に押しやるようなことをしなくなるので

ある78。2001年に実施された別の調査によると、これ

から教師になろうとする人たちにインクルージョンにつ

いてのコースを実施したところ、態度・姿勢を変えるの

に役立ち、クラスに障がいのある子どもたちを受け入れ

てもいいという考えに変わったという79。

最大の機会は、教師になって間もない人たちにあるよ

うに思われる。中国、キプロス、インド、イラン、韓国、

パレスチナ、アラブ首長国連邦、ジンバブエにわたる多

様な国々での体系的な文献調査によると、教師としての

経験が最も少ない教師ほど、勤務年数の長い教師よりも

ポジティブな態度・姿勢があることが明らかになってい

る。インクルーシブ教育の研修を受けた教師、まったく

受けていない教師よりも肯定的な態度・姿勢を示し、最

も肯定的であったのは実際にインクルージョンを経験し

ている教師であった80。

しかし、教師に就任する前の研修では、インクルーシ

ブな教授法に関して訓練を実施することはあまりない。

研修がなされていたとしても、その質はばらばらである。

さまざまなキットはあるが、必ずしもそのツールキット

が特定の状況に対応しているとは限らず、相容れない概

念が含まれていることも多い。グループ学習がその一例

である。障がいのある子どもと障がいのない子どもがグ

ループとなって座っている写真を見て、教師たちは否定

的な反応を示した。従来型のクラスで、実際に生徒たち

が着席する方法と違うからである81。

もうひとつの課題は、教える側に多様性が欠けている

ことである。障がいのある教師は極めて稀で、障がい者

が教員になるまでには大きな障壁がいくつも存在する。

例えば、カンボジアでは教師は「障がいがないこと」と

法律で定められているのである82。

教師の研修と多様性推進の方法について、市民社会

とのパートナーシップは、心強い事例をいくつか示し

てくれている。バングラデシュでは全国的な非政府組

織（NGO）であるCDDが、インクルーシブ教育トレー

ナーたちを採用し、学期中に10日間にわたるセッショ

（29ページからの続き）
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たそうしなければならないことを示している。排斥の手

段や影響を一番よく分かっているのは彼らだからであ

る。

責任範囲
ほかの重点分野と同様、政府とそのパートナーが、誰

が、何を、どのような方法で行い、誰に報告することに

なっているかを明確にしていると、インクルーシブな教

育が目指す目標の実現に役立つと思われる。さもなけれ

ば、インクルージョンの約束は口先だけのものになる恐

れがある。

以前は「『万人のための教育』ファスト・トラック・

イニシアティブ」（EFA-FTI）と呼ばれ、現在は「教育

のためのグローバル・パートナーシップ」という名称に

変更された枠組みに関わる国々の調査で、「FTIを承認

する多数の国、特に初等教育の普遍化を達成しつつある

国々は、障がいのある子どもたちのインクルージョンに

対処する国民教育計画を策定している。……しかしなが

ら多くの国々では、障がいのある子どもに関する政策や

規定が依然としてうわべだけのものであるか、あるいは

実践されていない」ことが指摘されている91。同報告書

子どもが適切な機器やサポートを利用できるよう保健部

門と交渉したり、貧困解消のため、補助金や控除制度が

利用できないか、社会福祉部門に問い合わせたり、さま

ざまな役割を果たすことができる。多くの国では、イン

クルージョンを支える幅広い活動を行う地域委員会が学

校の中にある。例えばベトナムでは、地域運営委員会が

アドボカシー、地元での研修、補助器具の確保、資金援

助、アクセス可能な環境整備に携わっている87。親とコ

ミュニティは、自分たちにも貢献できることがあり、そ

の貢献が役立っていることの自覚が重要である。

子どもの参加や子どもの力の重要性は十分実証されて

いるが、既存の教育構造や教育制度の中でうまく活かさ

れていない。これは障がいの有無を問わず、すべての子

どもについて言える。自分の教育や生活に関し、意思決

定ができる子どもはほとんどいない。障がいのある子ど

もたちをこうした意思決定に関わらせることは特に難し

いと思われる。障がいのある子どもたちを受け身の被害

者と見る考え方と態度が根強く残っているためなおさら

である。2011年の「子どもの権利条約に関する国連事

務総長の状況報告書」は「障がいのある子どもたちが自

分たちの意見に耳を傾けてもらうことは依然として難

しい。学校評議会や子ども議会、子どもたちの意見を引

き出すための協議プロセスといった取り組みのほか、司

法手続きも、一般的に障がいのある子どもたちのインク

ルージョンを保障できないか、彼らの参加する能力を認

めていない」と指摘している88。

世界中で、学校やコミュニティで最も十分に活用され

ていないリソースは子どもたち自身である。英国のチャ

イルド・トゥー・チャイルド（“子どもから子どもへ”）

基金（Child-to-Child Trust）は長年にわたって子どもの

保健教育への関与を進めており、このアプローチをイン

クルーシブ教育や地域に根ざしたリハビリテーションの

プログラムに取り入れて効果を上げている国もある89。

例えば、参加型の調査では、子どもたちは清潔な環境と

衛生的なトイレの重要性を強調することが多いが、障が

いのある子どもたちにとってはプライバシーとアクセシ

ビリティ（利用しやすさ）が何よりも重要なのである90。

これは、障がいのある子どもたちがアクセシビリティと

インクルージョンを推進することができ、その方向性の

導き役となり、評価にも関われるということを示し、ま

ギニア、コナクリのニンバ・センターでサッカーをする少年。同センター
は身体障がい者に研修を実施している。© UNICEF/HQ2010-1196/
Asselin

（36ページへ続く）
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視点

クレア・ハルフォード氏はパートナーと
２人の子どもと一緒にオーストラリアの
メルボルンで暮らしている。彼女は息子
のオーウェンの世話に専念するようにな
る前はファッションとビジュアル・アー
ト関連の仕事に就いていた。

出産を控えた人は誰もが健康な赤

ちゃんの誕生を願う。「どっちがい

い？」と尋ねられると、出産を待つ

母親と父親は「どちらでもいいさ、

健康でさえあれば」と答える。

私は長男のオーウェンがお腹にい

た妊娠第１期のことをよく覚えてい

る。助産師には、喫煙と飲酒をやめ、

健康的な食事をとり、適度な運動を

し、妊娠を心から喜んでいると伝え

た。「それはすばらしい」と助産師

は安心させるような口調で言い、こ

う続けた。「専門的医療の先進国で

すから、健康な女性に問題が起こる

ことはまずないでしょう」それから

約６ヵ月後、まさか、先進国でも問

題が発生し得るのだということを知

らされるとは思ってもみなかった。

正期産で息子の出産を迎えたが、信

じられないほどの苦痛を味わった。

ようやく生まれたとき、息子は呼吸

することができないでいた。彼の脳

は酸欠状態となった。蘇生措置を行

い、酸素を供給したが、彼は２週間

の間、集中治療室と特別治療室を行

き来した。生後１日目に最初のてん

かんの発作が起こった。それ以来息

子が２歳になるまで、その発作に１

日中悩まされることが毎日続いた。

息子は生後５ヵ月のときに脳性麻

痺と診断された。脳性麻痺は胎生期、

出産時または乳児期に生じる脳の損

傷を表す総称である。オーストラリ

アでは脳性麻痺が子どもの身体障が

いの最も一般的な原因で、これはす

べての国で貧富に関係なく子どもに

影響を及ぼす障がいである。主に運

動障がいと筋緊張という影響が現れ

る。オーウェンは重度の脳性麻痺で、

座ることも、転がることも、歩くこ

とも、話すこともできない。

診断の後、医師からの書簡がほぼ

毎週、郵便受けに届くようになった。

最初の書簡は「痙性四肢麻痺」「皮質

性視覚障がい」「全般性発達遅延」と

いったまったく馴染みのない医学用

語を使って残酷な現実を伝えるもの

であった。オンラインの検索結果もす

べて「予後不良」と結論づけていた。

当時の衝撃的で厳しい現実の中

で、光を放つ唯一の救いは、オーウェ

ンの愛らしい性格、愛すべき笑顔、

周囲の世界との明白な関わり、徐々

にはっきりしてくるハンサムな顔立

ちであった。

最初の年は非常に辛かった。いつ

でもどこにいても、怒り―いや激情

―失望、すさんだ気持ち、孤独、不

信感に苛まれた。助産師が言ったよ

うに、こんなことが私や息子や家族

に起こるはずはない、これは間違い

だ。友人や家族の言葉や行動は何の

支えにもならなかったため、地域や

インターネット上のサポート・グ

ループを通じて同じ立場にある人を

探した。

オーウェンの診断が下った頃、か

つて働いたことのある大学から、実

物モデルを描く写生画とデザインを

非常勤で教えないかという電話をも

らった。この仕事は小売業から飛躍

するチャンスであるかもしれなかっ

た。これは私が真剣に打ち込むこと

のできる意義あるものになるはずで

あった。しかし私は断った。私には

新しい仕事があった。今はフルタイ

ムで息子の世話に専念しなければな

らないのだ。

オーウェンは抗てんかん薬が効か

ない難治性の発作を起こすことが分

かった。そこで２歳からてんかん治

療のための医療食を始めた。ケト原

性食は信じられないほど高脂肪、低

著者：クレア・ハルフォード

新しい形の「普通の生活」
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炭水化物の食事である。この医療食

は突然起こる突発性の発作に有効で

あった。発作に苦しんでいた、かわ

いそうな息子は、１日に最高200回

近く起こっていた発作が食事を始め

て最初の３ヵ月でほとんど起こらな

いまでに回復した。以降、発作はほ

とんど起こっていない。

その後、私とパートナーにもうひ

とり息子が生まれた。その子は健康

な子どもで私たちはオーウェンと同

じくらい深い愛情を注いでいる。彼

は人生に別の視点をもたらしてくれ

た。私たちの生活は、家庭生活中心

に回るようになった。家族のつなが

りが私たちを強くする。わが家のラ

イフスタイルは私たちにとって普通

のことであり、今後もこれを続けて

いく。理学療法に通うために、週に

何度も車で街中を行き来するのは普

通のことなのだ。毎日、立位保持装

置や風呂用椅子のような重い器具を

部屋から部屋へと運ぶことも、これ

また日常である。私たちは小児病院

を知り尽くし、小児科のさまざまな

診療科目のトップクラスの専門家を

数多く知っている。

私は自分自身のことを息子の「パー

ソナル・アシスタント」と呼んでいる。

息子には果てしなく続く書類の処理、

資金申請、医師の予約、診療、検査、

血液検査といった一連の作業が必要

なためだ。食事や入浴など息子の個

人的な世話はほとんど私が行う。パー

トナーはできるときは手伝ってくれ

るが、経済的にやりくりできるよう

長時間仕事をしている。彼のおかげ

で私はオーウェンの世話をし、私た

ちは快適に暮らすことができている。

週末は農産物直売所へ行ったり、ベ

トナム料理店に出かけたり、子ども

のためのショーを調べたり、家族で

忙しく過ごすようにしている。オー

ウェンは５歳児にしては面白く多忙

な生活をしている。しかし、いかに

うまく進もうと、オーウェンはこれ

から先、長く厳しい人生を歩んでい

かなければならない。

私たちは、脳性まひ教育センター

の早期支援プログラムの支援を受け

て、オーウェンを普通校に入学させた

いと考えている。オーウェンはそこへ

通い始めてからコミュニケーション

と運動機能が著しく向上している。ま

た障がい者乗馬協会の活動に参加し

ており、いずれの活動も気に入ってい

る。この何年間か私たちは多くの資金

と時間を治療やサービスに費やして

きた。有効なものもあれば、役立たな

い治療やサービスもあった。そうする

中で私たちは学び、感情的にではなく

現実的な決断をすることに長けてき

た。ただし、私たちにとって厳しい状

況であることは変わらない。オーウェ

ンが絶対に必要とするもののために、

私は常に、ときには何年間にもわたっ

て闘い、待ち続ける。

最も辛いことはオーウェンに対す

る人々の認識だ。私はただ、普通の

子どもに対するのと同じようにオー

ウェンに接し、話しかけてほしいと

思う一方で、彼に特別な注意を払い、

もう少し辛抱強く接してほしいとも

思う。私の友人や家族にはもっと

オーウェンを助け、関わってほしい

と思う。多くの人は私の様子や、オー

ウェンが抱える現実の問題ではな

く、比較的難しくないほかのことに

注意を向けがちである。オーウェン

の抱えているすべてのことに対処す

るのは彼らにとっても難しい。オー

ウェンには取扱説明書がなければな

らないと思うときもあるほどだ。

私は仕事、創造的な興味、社会生

活など、オーウェンの世話をするよ

うになる前に私を特徴づけていたこ

とが、悲しみと極度の疲労の中で失

われてしまうことを恐れることがよ

くあった。しかし、オーウェンが生

まれる前の私の生活は今と比べてな

んと薄っぺらなものだったのだろう

としばしば感じるようになった。自

分の子どもの世話をすることは計り

知れないほど感慨深く、幸せな経験

である。私たちは小さな達成を熱狂

的に祝うようになり、かつて描いて

いた成功のイメージは見事なほどシ

ンプルなものに変わった。それは

オーウェンが支えなしで５秒間座り

続けることであり、あるいはオー

ウェンがテレビでパラリンピックを

観戦するとき、「脳性麻痺」と「チャ

ンピオン」という言葉を同じフレー

ズの中で耳にすることである。私は

オーウェンの世話を通じて成長し

た。おそらく、何よりも共感する能

力が成長した。

どのような能力が欠けていよう

と、子どもは常にこの世界に明確な

足跡を残すアイデンティティーと人

格を持っている。啓発された社会を

望むのであれば、私たちがしなけれ

ばならないことは信じ、励ますこと

である。そのとき初めて、こうした

困難な制約のある子どもは成長する

ことができる。そしてそのとき、「う

まくいかないこと」が違ったものに、

しかもしばしば驚くほどすばらしい

ものとなるときがあるのが分かる。
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基礎的な読み書きのスキルは健康も向上させる。文字

を読む能力のある母親から生まれた子どもは５歳以降も

生存する割合がそうでない子どもよりも高い97。ケニア

中心部のスラム98、セルビアのロマ居住地99、カンボジ

ア100では、母親の教育水準の低さと子どもたちの発育

阻害の高さとの間に関連性が認められた。親の教育水準

を引き上げることによって、バングラデシュでは子ども

の発育阻害リスクは最大で5.4%減少し（母親の場合は

4.6%、父親の場合は2.9～5.4%）、インドネシアでは最

大５%低下した（母親の場合は4.4～５%、父親の場合

は３%）101。

教育は有効な手段であると同時に権利でもある。その

目的は「子どもの権利条約」に定めるように「児童の人

格、才能並びに精神的および身体的な能力をその可能な

最大限度まで発達させること」である102。

は、５カ国のFTI承認国では障がいのある子どもにまっ

たく言及がないとしている。

管轄が分割されているか、明瞭でないことが問題とな

ることもある。バングラデシュでは障がいのある学齢期

の子どもを管轄する省庁について若干の混乱がある。「万

人のための教育」の実施を管轄しているのは教育省と初

等大衆教育省であるが、障がいのある子どもの教育は社

会福祉省の管轄下にあり、人権ではなく慈善として捉え

られている92。2002年以降、障がいのある子どもと特

別支援教育を必要とする子どもは教育省が実施する初等

教育開発プログラム93を通じて初等教育に組み込まれる

ようになった。しかし、視覚障がいのある子どものため

の統合教育実施と聴覚、視覚または知的障がいのある子

どもたちのための初等学校運営は依然として社会福祉省

の担当である94。

本来は、教育省が学齢期のすべての子どもたちの管理

責任を担うべきである。パートナーやステークホルダー

との協調がこのプロセスを力強く下支えすることができ

る。バングラデシュでは障がい者運動団体全国フォー

ラムが、政府とNGOとを結ぶネットワークを発展させ、

教育面でのインクルージョンの推進と社会福祉省から

教育省への管轄の漸進的な移行を手助けした。その結

果、全国的ネットワークである民衆教育運動はすべての

障がいのある子どもたちに質の高い基礎教育へのアクセ

スを保障することに力を注ぎ、「万人のための教育」の

実現と貧困削減に取り組むNGO（非政府組織）である

BRAC（バングラデシュ農村向上委員会）は学校に障が

いのある生徒を受け入れている。

排斥は、障がいのある子どもたちから、本来教育によっ

て受けられる恩恵を奪い去る―よりよい職業、社会的・

経済的な保障、および社会に完全に参加する機会を奪う

のである。一方、障がいのある子どもたちの教育に投資

すれば、将来、子どもたちが労働力人口の一部として能

力を発揮することに貢献することができる。事実、就学

年数が１年増えるごとに潜在所得は10%増加する可能

性がある95。さらにインクルーシブな教育は現在および

将来の依存度を減らすので、家族は世話や介護の責任か

ら解放され、生産的な活動を再開したり、あるいは単に

休息をとったりできるようになる96。

（33ページからの続き）
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ウガンダの学校で点字を読んでいるところ。© UNICEF/UGDA2012-00112/Sibiloni



38 世界子供白書2013

視点

ヤ ヒ ア・J・ エ ル ジ ク 氏 は パ レ ス チ
ナ の ラ マ ラ に あ る ハ ン デ ィ キ ャ ッ
プ・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル（Handicap 
International）のテクニカル・アドバイ
ザーである。

私がサジャに会ったとき、彼女は

７歳だった。

当時、私はヨルダン川西岸地区

に３カ所ある国立リハビリテーショ

ン・センターのひとつに作業療法士

として勤務していた。このセンター

は、脳性麻痺を患う子どもとしての

サジャのニーズや要求に対応する体

制はなかったものの、症状の悪化を

防ぐためにセラピー・セッションを

行うことは可能であった。サジャが

今なお適切なリハビリテーション・

サービスを受けられずにいる主な要

因は、西岸地区に各サービスを紹介

し合う仕組みがなく、コーディネー

ションが行われていないことと、占

領下にあるパレスチナ人の移動が制

限されていることの２つである。こ

の病気を専門に扱うリハビリテー

ション・センターの拠点は東エルサ

レムにあるが、サジャの家族は東エ

ルサレムに入ることを許可されな

かったのである。

これに加え、ほかの地域と同様、

西岸地区に住む障がいのある子ども

たちは、公的・民間部門を問わず、

障がいに関する知識や障がいに対処

するスキルが不足している。また、

障がい者は哀れむべき存在であると

いう人々の考え方により、権利を有

し、ほかの人と同様の資格がある、

社会に貢献することができる存在、

そして実際に貢献している存在とし

て見てもらえないのである。個人と

してではなく、施しを受けてしかる

べき哀れな人と見る支配的な考え方

にも直面している。

こうした状況にあってもサジャは

幸運であった。広範囲にわたる評価

の末、我々のチームは彼女のコミュ

ニティへの参加を支援し、促進する

ための計画を策定した。サジャと家

族が最優先したのは普通校に入学す

ることであった。しかし、メインス

トリーム（主流）の普通校に通学す

るためにはさまざまな環境の変更が

必要であった。特に学校の敷地にま

ずアクセス可能でなければならず、

適切な車椅子を入手する必要があっ

た。サジャの家族、学校およびコミュ

ニティの全面的な協力が絶対に欠か

せなかった。サジャには多くのス

テークホルダーが関与する統合的な

活動が必要であったが、まずは、両

親から始めなければならなかった。

というのも、同じ障がいのある弟の

ほうを優先しがちで、サジャにはそ

の能力を最大限に伸ばす機会を与え

ていなかったからである。 

こうした問題への取り組みは、国

の適切な政策がないために困難を

伴った。例えば、障がいのある子ど

もたちのためのインクルーシブな教

育プログラムはなく、障がいに関す

るインクルーシブな政策は意思決定

者の優先事項となっていない。その

著者：ヤヒア・J・エルジク

調整、柔軟な適応、エンパワーメント
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ため、障がいのある子どもたちの運

命は、こうした子どもたちがすべて

の子どもたちと同様の権利を持つこ

とを、コミュニティの人たちが積極

的に認めてくれるかどうかにかかっ

ている。こうした権利が認められる

とき、多くの場合はコミュニティの

既存のリソースを動員するだけで、

さまざまな問題の解決が可能とな

る。

幸運にもサジャの場合は学校長と

の交渉がうまくいき、彼女の教室を

２階から１階へ変更してもらうこと

ができた。教師たちは、自分たちの

クラスに彼女を受け入れてもいいと

言ってくれた。私たちは仕事上の独

自の人脈と個人的な人脈を使って彼

女に合った車椅子を入手することが

でき、地元の医師と保健センターの

おかげでサジャの家族は彼女の視力

を回復するための治療を無料で受け

ることができた。ソーシャル・ワー

カーは家族に彼女の特殊な状況を認

識させ、心理学者はサジャが差別の

経験を克服できるよう支援した。

わずか２～３年の間にサジャの健

康上の問題はいくつか解消され、移

動手段が向上し、社会との相互の関

わり、知識および生活上のスキルの

向上とともに自尊心と自信が深ま

り、彼女の状況は劇的に向上した。

ひとりの人間として、サジャの前進

を見ることができて、私はこの上な

い喜びを感じた。リハビリテーショ

ンの専門家としては大いにやり甲斐

を覚えた次第である。

サジャは、私自身に、プロとして

物ごとに適応し、自らを適用させて

いく能力があることを教えてくれ

た。そして、私たち治療の専門家が

人々をエンパワーする形で接すれ

ば、ポジティブな影響を与えられる

ことが分かったのである。さらに重

要なこととして、障がいのある人と

その人が住むコミュニティの人たち

と一緒にやっていく中では、子ども

をひとりの子どもとして、全体的な

視点で捉えることの大切さ、障がい

者やその人が属するコミュニティに

包括的なアプローチをもって取り組

むことの価値と重要性を私に理解さ

せてくれた。これこそが、障がいの

ある子どもがほかの子どもたちと同

じように、コミュニティの生活に参

加する機会を享受することを保障す

る唯一の方法である。

私は、これを政策策定者たちと共

有したいと思っている。それは、彼

らによりエンパワーメントを重視し

た包括的なアプローチをとってもら

いたいからである。障がいのある子

どもたちと障がい者団体が策定に関

わり、政策が適切に実行されれば、

次にサジャのような子どもが私たち

の元にやってきたときに、その子と

家族に、どのような権利があるのか、

そして何を達成することができるの

かを知らせることができるからであ

る。ちょうど、同じコミュニティの

同年齢のほかのすべての少女たちの

ように。これこそが「障害者の権利

に関する条約」と「子どもの権利条

約」が私たちに伝えようとしている

ことであり、私たちが日々普及させ

たいと思っている事柄である。

サジャは、私自身に、プロとして物ごとに適応し、

自らを適用させていく能力があることを教えてくれた。

そして、私たち治療の専門家が人々をエンパワーする形で接すれば、

ポジティブな影響を与えられることが分かったのである。



カンボジアの幼稚園で、聴覚障がいがあり、言葉が不自由なソク・チェア（５歳）の様子をみる幼稚園教師。彼女はインクルーシブな教育の研修を受けた（カ
ンボジア）。© UNICEF/Cambodia/2011/Mufel
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第4章

保護に不可欠な要素

保護を受けることは、障がいのある子どもたちにとって

特に困難な問題となり得る。偏見･差別を受け、家族が社

会的・経済的に排斥される傾向にある社会では、障がい

のある子どもたちの多くは出生証明さえ得ることができな

いでいる。出生そのものが届け出られないのである。その

理由は、彼らが生き延びることを期待されていない場合も

あれば103、親がその存在を認めたがらない場合、あるい

は彼らが潜在的な公共資源の浪費要因と考えられている

場合もある。これらはそうした子どもたちの人権の甚だし

い侵害であり、彼らの社会への参加に対する根本的な障

壁となる。このことは、彼らの存在を見えなくし、身分を

証明する公式な証明書（出生登録書など）がないことに

起因するさまざまな形の搾取へと導き、彼らの脆弱性が増

大する可能性がある。

「障害者の権利に関する条約」の締約国は、障がいの

ある子どもたちに対し、実効力のある法的な保護を保障

することを自らに課している。また締約国は、障がいの

ある子どもたちがそのほかの子どもたちと対等に自らの

権利を行使できるよう、必要かつ適切な適応策を講じる

よう義務付ける「合理的配慮」の原則も受け入れている。

その結果として差別的な社会規範を変えるための法律の

制定や取り組みを意義のあるものにするためには、これ

らの法律を確実に施行し、障がいのある子どもたち自身

にも、差別から守られる権利があることを知らせ、その

権利を行使する方法を周知させる必要がある。ただし、

障がいのある子どもたちのための特別制度を設けること

は適切とは言えない。この報告書で論じられている生活

や社会のそのほかの側面と同様に、インクルージョン（誰

もが受け入れられる社会）を通じた公平性の実現を目標

としなければならないからである。

虐待と暴力

差別や排斥があることで、障がいのある子どもたちが

暴力、放置、および虐待に晒される危険性は非常に高

い。米国で行われた調査では、就学前の障がい者はそう

ではない同世代の子どもたちよりも虐待を受ける可能性

が高いことが示されている104。またノルウェーで行われ

た聴覚障がいのある成人を対象にした全国調査では、障

がい者のほうがそうではない人と比べて性的虐待を受け

る可能性が女性で２倍、男性では３倍高いことが判明し

た105。さらに、すでに差別・偏見を受けている子どもた

ちのほうが、身体的虐待を受ける可能性が高いことも示

されている。

暴力の中には、障がいのある子どもたちを対象とした

特有の形態の暴力がある。例えば、子どもたちは、電気

けいれん治療、薬物治療、電気ショックなど、行動変容

のための治療という名のもとに暴力に晒されている場合

がある106。障がいのある少女は特定の虐待に耐え忍ん

でおり、多くの国では、強制的な避妊手術や中絶手術を

受けさせられている107。これらの施術は、月経や望ま

ない妊娠の回避を根拠に擁護されたり、時には障がいの

ある少女は性的虐待やレイプの被害に遭う可能性が高い

という理由の下に、誤った「子どもの保護」という考え

障がいのある子どもたちは、社会のメンバーの中で最も脆弱なグループに属する。

彼らは、データに含まれ、虐待から守られ、

そして司法制度へのアクセスを保障されるべき立場にあり、

それらを保障する手段により、最大限の恩恵を受けるべき人たちである。
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全体 男子 女子 全体 男子 女子

普通校 学校に
行っていない

特別支援学校 普通校 学校に
行っていない

特別支援校 入学を
拒否された

遠距離／
交通手段が
ない

「学校に行く
必要がない」
と両親が
考えている

健康上の理由 親が、子どもは
学校に行っても
勉強ができないと
思っている

学校の設備
が不十分

家族に養育されている子ども 施設で養育されている子ども

障がいのある子どもたちと中等教育

出 典：Ministry of Labour and Social Issues of the Republic of Armenia and UNICEF, It's About Inclusion: Access to education health and social protection services for children with 

disabilities in Armenia. UNICEF/Yerevan 2012. <http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Disability_Report_ENG_small.pdf>

サンプルの大きさ：子どもの合計数 5707 人；家族に養育されている、障がいのある子ども 5322 人；施設で養育されている、障がいのある子ども 385 人。年齢幅：0 ～ 18 歳、中等教育に関

する質問をした対象者の年齢：6 ～ 18 歳。

家族と一緒に生活している障がいのある子どもは、一般
的に普通学校で中等教育を受ける。一方、施設で生活し
ている、障がいのある子どもは、中等教育を全く受けて
いないことが多い。

障がいのある子どもで、家族に養育されている子どもが
学校に行かない主要な理由は、親が、子どもは学校に行っ
ても勉強ができないと思っているからである。

アルメニア　2011年
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第23条においてこれをさらに強化して、締約国は、直系

の障がいのある子どもを養育できない場合には、拡大家

族またはコミュニティの中で代替ケアを提供するためのあ

らゆる対策を講じなければならないと明言している。

多くの国では、里親が代替ケアの一般的な形態となっ

ている。里親家族は、ケアに余計な負担が伴うという認

識と物理的および心理的な負担が増えるという懸念か

ら、障がいのある子どものケアを引き受けることを躊躇

する場合がある。その場合には、里親家族に子どもたち

を預ける組織が、里親家族に対して障がいのある子ども

の養育を検討するよう促すとともに、そうした家族に適

切な訓練と支援を提供することを考えるべきである。

関係当局が施設でのケアに危機感を抱き、子どもたち

を家族のもとやコミュニティに返しているケースを見て

みると、障がいのある子どもたちは後回しになり、施設

から出る時期も、代替ケアに移される時期も、最後のほ

うであることが多い。

中東欧および独立国家共同体の多くの国では、施設で

のケアの改革が進められており、子どもたちが大規模施

がその根拠とされている場合さえある108。2013年初頭、

世界保健機関（WHO）は、強制避妊手術という人権侵

害と闘うための指針の策定に取り組み始めた。

施設と不適切なケア

多くの国では、障がいのある子どもたちは相変わらず

施設に収容されている。しかし、それらの施設において、

子どもたちがその能力を最大限に開花させるまでに必要

な、個々の子どもへの配慮がなされているケースはめっ

たにない。そうした施設で提供されている教育的、医療

的、およびリハビリ的ケアは、多くの場合、その質が十

分ではない。これは、障がいのある子どもたちに対する

適切なケアの基準が設けられていないことや、あるいは

たとえそうした基準が設けられていても、監視がなされ

ず、実効力に欠けているからである。

「子どもの権利条約」の下では、障がいのある子もそう

でない子も、自分の親に養育される権利（第７条）と、親

からの分離がその子にとって最善の利益の場合であると

当局が判断した場合を除き親から分離されない権利（第

９条）を有している。「障害者の権利に関する条約」では
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障がいのある子どもで、
施設で養育されている
子どもと青少年（0-26歳）

障がいのない子どもで、
施設で養育されている
子どもと青少年（0-26歳）

後回しになる子どもたち

セルビアの福祉改革の下、障がいのある子どもたちは障
がいのない子どもたちよりも施設から解放されるのが遅
く進んだ。

出典：Republican Institute for Social Protection, Serbia。

サンプルの大きさ：障がいのある子どもと青少年（0-26 歳）：2020 人（2000 年）、1280

人（2011年）。障がいのない子どもと青少年（0-26歳）：1534人（2000年）、574人（2011年）。
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障がいのある子どもたちは、審理待ちの期間も審理の

あとも、通常の青少年用のこう留施設に収容すべきでは

ない。自由の剥奪につながるいかなる判決も、その子ど

もを犯行へと導いた要因に適切に対処するためのもので

なければならず、また、適切な訓練を受けたスタッフを

擁する適切な施設において、人権と法的保護を十分に尊

重した上で実施されなければならない110。

設から小規模なグループ・ホームや家族ベースのケアの

もとへと移されている。例えば、セルビアは2001年に

大規模な改革に着手したが、脱施設化が促進され、同国

ではすでに長い歴史がある里親のもとで養育が促進され

た。そして、新たな家族法が制定され、コミュニティを

中心とした社会サービスの発展を支援するための基金が

設立された。結果として確実な進歩が見られたが、より

綿密な調査をすると、障がいのない子のほうが、障がい

のある子どもたちよりも、はるかに速いペースで施設か

ら解放されていることが明らかになった。障がいのない

子どもたちの約70%が、分娩室から直にケアを引き受

ける人に渡されていたのである。この調査結果が明らか

になったことにより、改革の設計と実施においては、誰

ひとり子どもが改革から取り残されないようにすること

が重要であることが認識され、これを契機に新たな形で

脱施設化に取り組むようになったのである109。

インクルーシブな司法

国家は、司法のもと、すべての子どもたちの権利を守

る責任を持っているが、これは障がいのある子も同じで

あり、被害者、目撃者、容疑者、あるいは犯罪者、いず

れかの立場で法律との関わり合いが出てしまった子ども

も守らなければならない。これを実現するためには次の

ような具体策が考えられる。障がいのある子どもたちが、

話し言葉であれ手話であれ、適切な言語で面談できるよ

うにする。警察官、ソーシャル・ワーカー、弁護士、裁判官、

およびそのほかの専門職の人たちが、障がいのある子ど

もたちに対応できるよう、訓練を実施する。障がいのあ

る子どもたちに対する平等な処遇を推進する規制や手順

を確立しなければならないと同様に、子どもたちに対す

る法の執行に関わる職業に就いているすべての人々が、

体系的かつ継続的な訓練を受けることが不可欠である。

また、障がいのある子どもたちの能力には大きな個人

差があることを考慮に入れて、正式な司法手続きに代わ

る方法を確立することも重要である。正式な司法手続き

は、最後の手段として使われるべきであり、これが社会

的秩序を守るために必須である場合のみに使われるべき

である。そして、子どもに対しては、どのような手順で

行われるのか、子どもの権利そのものについても説明す

るよう配慮しなければならない。

オランダ領のキュラソー島にある、学習障がいのある子どもを対象とし
た学校で、オランダ語のアルファベットを学ぶ子ども。
© UNICEF/HQ2011-1955/LeMoyne
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障がいのある子どもたちに対する暴力

筆者：リサ・ジョーンズ、マーク・A・
ベリス、サラ・ウッド、カレン・ヒュー
ズ、エリー・マッコイ、リンゼイ・エッ
クリー、ジェフ・ベイツ 
リバプール・ジョン・ムーアズ大学公衆
衛生センター

クリストファー・ミクトン、アラナ・オ
フィサー、トム・シェークスピア
世界保健機関（WHO） 暴力・傷害防止・
障害部

障がいのある子どもたちは、暴力

の被害者になる可能性が３～４倍も

高い。

障がいのある子どもやおとなは、

ヘルスケア、教育、およびそのほか

の支援サービスへのアクセスの少な

さをはじめ、社会への全面的参加を

果たそうとする際に、さまざまな物

理的、社会的、および環境的な障壁

に直面することが多い。またそうし

た人々は、障がいのない人たちと比

べて暴力を受けるリスクも著しく高

いと考えられている。障がいのある

子どもたちに対する暴力の度合いを

理解することが、それらの人々が暴

力の被害者になるのを防ぎ、その健

康と生活の質を向上させるための効

果的なプログラムを構築するのに不

可欠な第一歩である。そのために、

リバプール・ジョン・ムーアズ大学

と世界保健機関（WHO）の調査チー

ムは、障がいのある子どもたち（18

歳以下）に対する暴力についての既

存の調査報告書のメタ分析を含め、

初めての体系的レビューを行った。

いずれも高所得国を対象にした

17件の調査報告書が、レビューの

対象としての基準を満たした。障が

いのある子どもたちに対する暴力の

発生率の推定値は、複合的な暴力

26.7%、肉体的暴力20.4%、そして

性的暴力13.7%にまで及んだ。暴力

にさらされる可能性を示した推定値

からは、障がいのある子どもたちが、

障がいのない子どもたちよりも暴力

に遭う可能性が大幅に高いことが示

された。具体的には、複合的手段に

よる暴力では3.7倍、肉体的暴力では

3.6倍、そして性的暴力では2.9倍も

高い数値が示されたのである。どの

ような障がいがあるか、そのタイプ

により、暴力の蔓延率とリスクに影

響するように思われたが、この点に

ついては確証が得られなかった。例

えば、精神障がいや知的障がいのあ

る子どもたちは、障がいのない子ど

もたちに比べ、性的暴力に遭う可能

性が4.6倍も高いという結果が出た。

このレビューにより、障がいのあ

る子どもたちにとって、暴力が大き

な課題であることが立証された。ま

た、一般的に、障がい者の人口比率

が高く、暴力の頻度が高く、障がい

者に対する支援サービスが少ないと

される低中所得国での、この種の質

の高い調査報告が欠けていることも

浮き彫りになった。こうした調査の

ギャップは緊急に埋める必要がある。

なぜ障がいのある子どもたちのほ

うが障害のない子どもたちよりも暴

力に遭う可能性が高いのかというこ

とを明確にするために、数多くの説

明が提示されている。障がいのある

子どもを養育しなければならないこ

とが親や家族にとって過度の負担

となり、そのために虐待のリスクが
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障がいのある子どもたちは、障がいのない子どもたちよりも

身体的・性的な暴力に遭うリスクが高い。

増大する可能性が考えられる。膨大

な数の障がいのある子どもたちが依

然として施設入居型のケアに回され

ており、そのことが性的虐待や身体

的虐待の主なリスク要因となってい

る。コミュニケーションがうまくで

きない障がいがある子どもたちは、

虐待の被害を訴えることができない

ことから、虐待の被害に遭う可能性

が特に高いということが考えられる。

「障害者の権利に関する条約」は、

障がいのある人々の権利を保護し、

社会への全面的かつ平等な参加を保

障することを目的としている。障が

いのある子どもたちの場合は、幼少

期からおとなになるまで、安全かつ

安定的な発育ができるように保障す

ることが含まれる。すべての子ども

たちに言えることだが、安全で安定

した子ども時代を送ることが、健全

で、精神的に安定したおとなに成長

する最良の方法なのである。暴力を

含む、子ども時代の有害事象は、そ

の後の人生で表面化し、健康面や社

会面でさまざまな悪影響を与えるこ

とが知られている。障がいのある子

どもたちは、自らの障がいに対処し

なければならないだけでなく、これ

に加え、後々、自分たちに負の影響

を与える社会的バリアをも克服しな

ければならないため、安全で安定し

た子ども時代を過ごすことがとりわ

け重要になってくる。

家庭から離れた環境に置かれてい

る子どもたちに対しては、より多く

のケアや保護が必要であり、暴力や

虐待のリスクを高める施設の文化、

体制、および構造については、喫緊

の問題として取り組む必要がある。

施設で生活していようと、家族やほ

かの保護者と生活していようと、障

がいのある子どもたちはすべて、暴

力に晒されていないか見極める必要

があり、ハイリスク・グループと見

なされるべきである。こうした子ど

もたちには、家庭訪問や子育てプロ

グラムといった支援が役に立つこと

がある。これらは障がいのない子ど

もたちの間で暴力に晒されるのを防

止し、暴力の影響を軽減するのに効

果的であることが分かっている。障

がいのある子どもたちに対してこの

種の支援を行うことの有効性を、優

先的に検討する必要がある。
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視点

筆者：エリック・ローゼンタール、ローリー・アハーン

施設における隔離と虐待

法務博士のエリック・ローゼンタール氏
は、障がい者の権利インターナショナル

（Disability Rights International: DRI）の創
設者でその理事長を務めている。ローリー・
アハーン氏はその会長である。二十数カ
国を超える国々の児童養護施設およびそ
のほかの施設の調査を通じて、障がい者
の権利インターナショナルは障がいのある
人々の人権に国際的な注目を集めている。

全世界で数百万人もの障がいのあ

る子どもたちが、家族から引き離さ

れて児童養護施設、寄宿学校、知的

障がい者施設、および社会福祉施設

に入所させられている。施設で生活

する子どもたちは、やがては成人向

け施設の中で生涯にわたって社会か

ら分離されるのではないかと考える

ようになる。「障がい者の権利に関

する条約」によれば、障がいを理由

に子どもたちを差別することは、障

がいのある子どもの権利を侵害す

ることになる。条約の第19条では、

締約国の政府に対して、コミュニ

ティからの孤立や差別を防ぐために

必要な法律、社会政策、およびコミュ

ニティ支援サービスを確立するよう

義務付けている。

障がい者の権利インターナショナ

ルは20年間にわたり、世界26カ国

の施設で暮らす障がいのある子ども

たちの状況を文書に記録してきてい

る。私たちの調査結果には驚くほど

の一貫性がある。悲嘆した母親と父

親の声を良く耳にする。子どもを家

に置いておきたいのだが、政府から

受けられる支援が不十分で、子ども

の世話をするために仕事を休んで家

にいる余裕はない、と。医師にいたっ

ては、しばしば親に対して、子ども

に愛情がわきすぎる前に娘や息子を

施設に預けるように忠告する。

子どもを集団的環境の中で育てる

ことには危険が内在している。たと

え清潔で管理が行き届き、優秀なス

タッフが揃った施設であっても、そ

こで成長する子どもたちは家庭内で

育てられる子どもたちと比べて、生

活面や健康面で大きなリスクに遭遇

する可能性がある。施設で成長する

子どもたちは発達上の障がいを負

う可能性が高く、またその中の最年

少者は潜在的に回復不能な精神的ダ

メージを受ける可能性もある。

たとえ十分な食事が提供されてい

る施設でも、私たちはやせ衰えた子

どもたちをよく目にする。それは単純

に彼らが食べるのをやめてしまうため

であり、「failure to thrive （何らかの

原因による発育障がい）」と呼ばれて

いる。障がいのある乳幼児および子

どもは、スタッフが食事を食べさせる

ための余分な時間を取らない、ある

いは取れないために、お腹を空かせ、

栄養不良に苦しむ場合がある。時と

してスタッフは、寝たきりの子どもの

胸に哺乳瓶をもたせかけることがあ

る。理論上は子どもが自分でそれを

つかんで飲めるようにするためである

が、実際には子どもがそれを持ち上

げることができない場合がある。

多くの子どもたちが衰弱したまま放

置されている。障がい者の権利イン

ターナショナルの調査担当者は2007

年に、恐ろしい事実を目の当たりにし

ている。７～８歳にしか見えない子ど

もが、看護師の証言によれば実は21

歳で、11年の間一度も幼児用ベッドか

ら出ていなかったという事実である。

まったく動かなければ身体的障が

いはさらに悪化し、子どもたちが生

死に関わる医学的合併症を発症する

恐れがある。中には手足が萎縮して

切断を余儀なくされる子どももいる。

情緒面での配慮と支援をしないと、

多くの子どもたちが自虐的になり、身

体を前後に激しく揺り動かしたり、自

分の頭を壁に叩きつけたり、自分の

身体に噛み付いたり、あるいは自分

の目を突いたりする。ほとんどの施設

では、こうした行動を上手にやめさせ

ることができる訓練されたスタッフが

不足している。子どもたちは、時に、

恒久的にベッドに縛り付けられたり、

あるいは檻のような所に閉じ込められ

たりしている。これは、自虐行動を防

ぐためなのか、あるいは大勢の子ど
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家族との絆がすでに切れている子どもたちの場合、そうでない子どもたちと比べ、

保護して社会の中で生活する機会を与えることはより困難である。

もたちの面倒をみるのが大変で、そ

うしているのかは分からない。国連拷

問禁止委員会と拷問に関する国連特

別報告者は、長期にわたって拘束と

いう手段を使用した場合は拷問と見

なすことができると述べている。

すでに施設に入れられている子ど

もの場合、病気を患うことは死の宣

告を意味する可能性もある。複数の

国における施設のスタッフ・メン

バーによると、障がいのある子ども

たちは日常的に治療を拒否されてい

ると言う。また施設のスタッフは私

たちに、発育障がいのある子どもた

ちには痛みを感じる能力が欠如して

いるとも話している（これは誤認で

ある）。そのため、場合によっては

麻酔なしで医療処置が施されること

もある。ある施設では、ペンチで子

どもたちの抜歯が行われており、ま

たほかの施設では、子どもたちが麻

酔も筋弛緩薬も投与されることなく

電気けいれん治療を受けていた。

この「嫌悪療法」を行えば子ども

たちの不適切な行動がなくなるであ

ろうという理論のもとで、苦痛を与

えるというただそれだけの目的で電気

ショックを与えられ、あるいは長期間

にわたって身体を拘束され、また隔離

されているのである。米国のある教師

は、ある少女（視覚障がい、聴覚障

がい、および言語障がいがある子ど

も）について話してくれたが、うめき

声を上げるので電気ショックを与えて

いたと言う。ところが、結局は、歯が

欠けて痛がっていたことが判明した。

監視がなく、人権が保護されない

場合、施設では子どもたちの姿が見

えないも同然となる。私たちがこれ

までに訪問した施設のほとんどには、

「障害者の権利に関する条約」の第16

条で義務付けられているような、暴力、

搾取、および虐待から子どもたちの

人権を守るプログラムがなく、これを

執行するプログラムも存在していな

かった。ひどい場合には、関係当局が、

そうした場所に収容されている子ども

たちの名前や人数の記録さえつけて

いないことがあったほどだ。

公式な統計は当てにならず、バラ

バラに分離されたサービスごとに存

在するデータに依存していることが

多い。そこに示されている人数はし

ばしば児童養護施設だけに限られて

おり、そこには寄宿学校、医療施設

や知的障がい者施設、刑事司法制度

に基づく施設、あるいはホームレス

施設といった、そのほかのタイプの

施設に収容されている子どもたちは

含まれていない。また公営の児童養

護施設よりもはるかに規模が大きい

ものもある民間や宗教団体の施設に

入っている子どもたちも、数に入れ

られていないことが多い。

児童養護施設、そのほかの施設

の中には、政府、企業ドナー、教

会、あるいは民間慈善団体のロゴ

を仰々しく飾っている所がある。た

とえ国際的なドナーや技術支援機

関からの財務支援が福祉施設の運

営予算のごく一部しか占めていな

いとしても、これらの支援は、施

設に明確なる「お墨付き」を与え

たものと理解されることもある。障

がい者の権利インターナショナルは、

子どもたちが医療ケアの不足のため

に死亡したり、またベッドに縛り付

けられたりしているような施設に対

しても、例えば遊び場のような施設

が贈られていたりすること（これら

には二国間支援や多国間支援といっ

た公式なものも、スタッフ・レベル

の個人的なものも含まれる）を突き

止めている。ドナーたちは善意に基

づいてそれを行っているのかもしれ

ないが、そうした支援は、人々を差

別から守る、「障害者の権利に関す

る条約」そのほかの権利規約の意図

に反しているのである。

いかなる子どもも、障がいを理由

に家族から引き離されるようなこと

は決してあってはならない。障がい

者の権利インターナショナルは、あ

らゆる政府および国際ドナー機関に

対して、今後、児童養護施設への新

たな収容を防止するため、全力で努

力するよう求めている。家族との絆

がすでに切れている子どもたちの場

合、子どもたちを保護して社会の中

で生活する機会を提供することはか

なり難しい。施設への子どもたちの

収容は根本的な人権侵害である。私

たちは、新たな収容を禁止すること

で、世界規模でそれを終わらせるこ

とができるのである。



紛争が特に子どもたちに大きな心理的影響を及ぼしているパレスチナのラファで、空襲によって破壊された家々の前を歩くファディ（12歳）。
© UNICEF/HQ2012-1583/El Baba
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第5章

人道的な対応

戦争や自然災害によって生じる人道的危機は、

障がいのある子どもたちにとって特別なリスクをもたらす。

インクルーシブな人道的対応が緊急に必要とされ、

そしてそれは実現可能である。

武力紛争や戦争は、子どもたちに直接的、間接的な悪

影響を及ぼす。直接的には、攻撃、砲撃、および地雷の

爆発による身体的負傷や、こうした負傷や衝撃的な出来

事を目撃したことによって生じる心理状態の面でも影響

が及ぶ。間接的には、例えば医療サービスが崩壊して多

くの病気が治療されないまま放置されたり、また食糧

不足が栄養不良につながったりという形で影響する111。

また子どもたちは、時には何年間も家族や家庭、あるい

は学校から引き離されてしまうこともある。

子どもたちの障がいの主要な原因である武力紛争の性

質は変化しつつある。戦闘は次第に、繰り返し行われる

内戦と、軍隊や武器の無差別な使用を特徴とする断続的

に起こる暴力という形を取るようになってきている。ま

た一方で、特に気候変動に関連する災害の頻度と規模が

ともに増してきていることから、とりわけ海抜の低い沿

岸地域などの危険区域では、今後は自然災害によって悪

影響を受ける子どもやおとなが次第に増加していくこと

が予想される112。

障がいのある子どもたちは、緊急事態の際に特に困難

な課題に直面する。彼らは避難経路を利用できないため

に避難できない可能性がある。例えば、車椅子を利用し

ている子どもは津波や砲火から逃げることができずに、

家族から見捨てられる可能性もある。補助器具や保護者

に頼っている子どもは、保護者がいなくなってしまうと

身体的暴力や性的、感情的、および言葉による虐待を極

端に受けやすくなる。また障がいのある子どもたちは、

家族やコミュニティの考え方や信じる事柄により、存在

そのものを隠されてしまう場合もある。例えば、精神障

がいのある子どもは、偏見や差別により家の中に閉じ込

められてしまう場合がある。

また、障がいのある子どもたちは、建物へのアクセス

が確保されていないといった物理的な障壁により、ある

いは、人々の否定的な態度や姿勢のために、医療サービ

スや食糧の配給といったほかの人たちが利用できる主要

な支援サービスや支援プログラムから除外されたり、そ

れらを利用できなかったりすることがある。そのほか、

対象を絞ったサービスでは、うっかり忘れ去られてしま

う場合もある。例えば、地雷事故の生存者（以後「地雷

生存者」と表記）は、目的地までの距離、高い交通費、

あるいは治療プログラムへの参加に必要とされる基準を

満たさないために、リハビリテーション・サービスを利

用できない場合がある。さらに、障がいのある子どもた

ちは、早期警戒システムの中で、通知対象として忘れ去

られている場合もある。そうしたシステムでは、障がい

者のコミュニケーションや移動に必要な要件が考慮され

ていないことが多いのである。

障がい者を考慮したインクルーシブな人道的措置と

は、以下の要素を含み、それらに基づく対処方法である。

「子どもの権利条約」と「障害者の権利に関する条約」

に基づく権利を中心にしたアプローチ。「障害者の権

利に関する条約」の第11条では、締約国に対して、

武力紛争、人道上の緊急事態、自然災害などの危険な
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もたちでも利用できるようにすることが含まれる。

障がいのある子どもたちができるだけ自立した生活を

送ることができるよう促し、人生のあらゆる面で、可

能な限り参加できるようにする。

年齢、ジェンダー、および多様性について認識し、配

慮する。これには、障がいのある女性や少女が直面し

ている二重、三重の差別に対する特別な配慮を含める。

障がい者を考慮に入れたインクルーシブで人道的な対

応は、国民全体に恩恵がもたらされる一方で、障がいの

ある子どもやおとなはもとより、その家族までもが、尊

厳を保って生きていくことを可能にしてくれる。このア

プローチでは、障がいを対象にした単独のプロジェクト

や政策ではなく、包括的でインクルーシブなプログラム

が必要とされる。障がい者を考慮に入れたインクルーシ

ブで人道的な対策には以下の主要分野がある。

障がいのある子どもたちの明確なニーズや優先事項を

把握するため、データおよび評価の質を向上させる。

状況において、障がい者の保護と安全を確保するため

に必要な措置を講じるよう明確に求め、この問題の重

要性を唱えている。

障がいのある子どもたちは、その障がいに応じて必要

となる特有のニーズがあるということ以外は、ほかの

子どもたちとまったく同じニーズを持っている。障が

いは、その子の一面にすぎず、ほかの子どもとまった

く変わらず、障がいが加わっているだけのことである。

これを認識した手法がインクルーシブなアプローチで

ある。こうしたインクルーシブなアプローチでは、障

がいのある子どもたちによる通常のプログラムへの参

加や意思決定を妨げている、社会、態度・姿勢、情報、

および身体的な障がいにも対処している。

インフラおよび情報へのアクセシビリティ（利用しや

すさ）とユニバーサル・デザインの導入を確実にする。

これには、物理的環境―通信情報システムを含むすべ

ての施設、保健センター、シェルターおよび学校、保

健、そのほかのサービス提供―に、障がいのある子ど

地雷の爆発でケガを負ったスリランカのビジェイ（12歳）は、その後地雷回避の方法をみんなに伝える役を担っている。
© UNICEF/Sri Lanka/2012/Tuladar
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紛争関係者には、武器による暴力の被害から子どもた

ちを守る義務があり、その回復および復帰を支援するた

めの適切なヘルスケアおよび心のケアを、子どもたちが

利用できるようにする義務がある。子どもの権利委員会

は、「子どもの権利条約」の締約国に対して、子どもた

ちを軍に徴用しないという約束の一環として、障がいの

ある子どもたちへの明確な言及を追加するように提言し

ている113。また政府は、武力紛争によって障がいを負っ

た子どもたちの回復と社会復帰にも取り組むように心が

けるべきである。これについては、このあとの「焦点」

の記事でさらに詳しく考察する。

主要な人道的サービスを障がいのある子どもたちが利

用できるようにし、計画立案と設計にそれらの子ども

たちを参加させる。

障がいのある子どもたちのための特別サービスを設計

し、福祉、健康、自尊心、および尊厳をはぐくむ環境

において回復と復帰を確実に進める。

傷害や虐待を防ぐとともに、アクセシビリティ（利用

しやすさ）を促進するための対策を整備する。

障がい者団体を含め、コミュニティ、地域、および全

国の関係者とパートナーシップを組み、差別的な態度

や認識を改める努力をし、公平性を促進する。

障がいのある子どもたちの意見を聞くことで子どもた

ちの参加を促進し、彼らの意見を聴いてもらう機会を

作り出す。

リビアのアジュダビヤにある学校に展示されている爆発性戦争残存物（ERW）。　© UNICEF/HQ2011-1435/Diffidenti
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リスク、立ち直る力および
インクルーシブな人道的措置

筆者：マリア・ケット
ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ　
レオナルド・チェシャー・ディスアビリ
ティ＆インクルーシブ・デベロップメン
ト・センター　疫学・公衆衛生学部　ア
シスタント・ディレクター

「障害者の権利に関する条約」の

第11条では、締約国に対して、「武

力紛争時、人道的緊急時、自然災害

の発生時といった危機的状況に陥っ

た場合には、確実に障がい者を保護

してその安全を確保する」ことを義

務付けている。

武力紛争であれ、天災や人災であ

れ、緊急時には子どもたちが、食糧、

シェルター、ヘルスケア、教育、お

よび年齢に応じた心理的支援サービ

スの欠如に最も晒されやすいグルー

プのひとつとなる。こうした脆弱性

は、障がいのある子どもたちの場合

にはさらに深刻になる。たとえ基本

的な供給物資や支援サービスが利用

できる場合でも、そうした子どもた

ちはその対象者に含まれない場合が

あったり、それらを利用できない場

合があるからである。

緊急事態の影響を受けている地域

に障がいのある子どもたちが何人暮

らしているかを把握することは、極

めて困難な問題である。というのも、

そもそも緊急事態に陥る前から、障

がいのある子どもたちの正確な人数

は把握されていない可能性があるか

らである。親やコミュニティが、例え

ば偏見・差別から、そうした子どもた

ちの存在そのものを隠してしまう場

合がある。その結果として、障がい

のある子たちが数から除外されてし

まう可能性があり、特に懸念される。

その理由は、人道的な危機が生じた

場合は、登録や届出機関にアクセス

できず、基本的な届出システムさえ

崩壊する可能性があるためである。

また一方で、長引く危機的状況や

突然の緊急事態が原因で、障がいを

負う子どもたちの数が増える可能性

がある。地震発生時には、子どもた

ちは落下物や建物の倒壊によって障

がいを負う可能性がある。また洪水

や地すべりの際に、大きなケガをし

て心に深い傷を負う場合がある。紛

争が発生すると、戦闘の結果として

地雷やそのほかの爆発性戦争残存物

（以下"ERW"）に接触する危険に晒

されるために、子どもたちが障がい

者になる可能性が高まる。子どもた

ちは身体も小さく、まだ発育の初期

段階にあるために、おとなと比べて

より重大な障がいをもたらすケガを

負い、継続的な理学療法、人工器官、

および心理的支援が必要になること

が多い。

緊急事態の影響について評価が行

われる際に、障がいのある子どもたち

およびその家族が直面している困難に

目が向けられることはめったにない。

例えば、スロープの倒壊、補助器具

の損壊または喪失、以前提供されてい

たサービス（手話通訳者や訪問看護

師など）や支援体制（社会保障費や

社会的保護スキームなど）の機能停

止といった、新たな環境的障壁である。

そのほかにもリスクがある。もし

家族が死亡してしまった場合には、

身体障がいのある子どもの世話の仕

方を知っている者や、あるいは感覚

障がいのある子どもとコミュニケー

ションをとれる者が誰もいなくなっ

てしまう恐れがある。また家族が避

難を余儀なくされた場合、特に歩い

て長い距離を移動しなければならな

い場合には、歩くことができない子

どもや身体が弱い子どもは置き去り

にされる恐れがある。さらに、家族

の中に障がい者がいると他国への亡

命を断られてしまうという事態を恐

れて、家族が障がいのある子どもを

置き去りにすることも考えられる。

実際にいくつかの国ではそのような

差別が起きている。施設や寄宿学校

は閉鎖されたり、あるいはスタッフに

よる職場放棄に遭遇したりして、そ

こに収容されている子どもたちの世

話をする者がほとんど、あるいはまっ

たくいなくなってしまう場合もある。

障がいのある子どもたち、中でも

特に学習障がいのある子どもたちは、

紛争に直接的に巻き込まれる恐れが

ある。そうした子どもたちは、障が

いのない子どもたちに比べ、命を軽

く見られ、抵抗しないであろうとい

う推測のもと、戦闘員、料理人、荷

物運搬役として武装勢力に無理やり

登用される可能性が高い。武装解除、

動員解除、および復帰プログラムで

は、理論上、すべての元子ども兵士

が含まれなければならないが、障が

いのある子どもたち向けのリソース

（資源）やプログラムは存在しない
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ことが多い。その結果、障がいのあ

る子どもたちは社会から取り残され、

貧困のもとに置かれ、リベリアやシ

エラレオネで見られるように、しば

しば物乞いを余儀なくされる。

性的暴力をはじめとする暴力は、

紛争時や災害時に見られるように、

家族の保護が崩れた時や社会構造が

崩壊した際に増加する。障がいのあ

る少女はそうした状況下で特に大き

なリスクに晒されるが、障がいのあ

る少年も同様のリスクに晒され、さ

らに少年の場合は暴力的状態が静

まった後、支援の手を差し伸べられ

る可能性がいっそう低くなる。

復旧と再建にあたっては、障がい

のある子どもたちは独自の問題を抱

えることになる。危機の影響を受け

たすべての子どもたちと同様に、障

がいのある子どもたちには対象を

絞ったサービスは言うに及ばず、さ

まざまなサービスが必要とされる。

障がい者特有のニーズを満たすも

のが極めて重要であるが、それらは

全体像の一部にすぎない。例えば、

2004年のインド洋での津波災害の

あとの復旧作業の際には、障がい

のある少女に車椅子が５台贈られた

が、彼女に食糧や衣類が必要かどう

かを尋ねた者はひとりもいなかった。

立ち直る力と 
インクルージョン 

子どもたちは、災害等に遭っても、

そこから強く立ち上がる力を持って

いることをたびたび実証している。

そうした子どもたちの参加とインク

ルージョンを支援するための対策を

講じるべきである。それらの対策は、

特定のグループおよび背景を持った

人たちに合わせたものでなければな

らない。少年と少女は紛争に関して

それぞれ異なる体験を有している

し、幼児と若者にも同様のことが言

える。また同様に、緊急事態は都市

部と農村部にもそれぞれ異なる影響

を及ぼし得るからである。

そのための出発点として、復興の

際だけでなく、災害リスク軽減や平

和構築のための戦略を計画立案・導

入したりする際に、障がいのある子ど

もたちを参加させ、機会を提供すべ

きである。障がいのある子どもたちに

対する知識が不足し、障がいのある

子どもたちからの貢献はあてにできな

いであろうという間違った認識を持つ

と、しばしば参加が妨げられるが、こ

うした状況は変わり始めている。例え

ばバングラデシュでは、プラン・イン

ターナショナル（Plan International）

が、障がい者団体とのパートナーシッ

プを組んだり、子ども中心の災害リス

ク軽減の取り組みをする際、コミュニ

ティと直接協力し、こうした誤解と闘

うようにしている。

同様に、災害対応においても、障

がいのある子どもたち向けの対策が

増加しつつある。パキスタンでは、

ハンディキャップ・インターナショ

ナル（Handicap International）とセー

ブ・ザ・チルドレンが、子どもに優

しいインクルーシブな空間を設置す

るとともに、幅広い分野にわたる指

針を作成した。この指針は、特に保

護プロジェクトのもとでどのように

障がい者を含めるか、そのインクルー

ジョンについて述べたものとなって

いる。ハイチでは、ハンディキャップ・

インターナショナルと、宗教系の開

発団体であるクリスチャン・ブライ

ンド・ミッション（Christian Blind 

Mission）が、食糧配給やそのほかの

取り組みへの障がい者のインクルー

ジョンを増大するよう政府に働きか

けた。国連は、しばしば緊急事態の後、

「b
ビルド・

uild b
バック・

ack b
ベ タ ー

etter ＝以前より良い状

態へと再建すること」を行うよう努

力している。これは、すべての関係

者に、協力して取り組むチャンスを

提供することから、障がいのある子

どもたちにもさまざまな機会をもた

らすことができるアプローチである。

このほか、スフィア・プロジェク

トの「人道憲章と人道対応に関す

る最低基準（Humanitarian Charter 

and  M in imum S tanda r d s  i n 

Humanitarian Response）」 な ど の

ガイドラインでも、障がいのある人

たちは最初から、緊急時の人道的対

応に組み込まれている。このガイド

ラインは、いくつかの国際機関に

よって大枠が決められ、人道的対応

の質の向上とアカウンタビリティ

（説明責任）の向上を目的としてい

る。障がいのある人たち―特に子ど

も―をはじめとして、障がい者のイ

ンクルージョンの仕方に関する緊急

時ガイドラインが、次第に多くなり、

入手しやすくなっている。今後はこ

うしたガイドラインを集約して、子

どもの栄養摂取や保護といった分野

にまで拡大していく必要がある。

データ収集のための統合されたア

プローチも必要である。地域および

全国の障がい者団体との協調を強化

し、必要に応じて、子どもたちに特有

な問題に対処するこうした団体の能

力強化も図られるべきである。そして

障がいのある子どもたちが人道的対

応時にどの程度考慮されているかを

モニターし、改善を図らなければなら

ない。

あらゆる緊急事態に応用できる、

明確な基準とインクルージョン・

チェックリストが不可欠となる。た

だし、それを実際に利用するために

は、そこにリソース（資源）が配分

されなければ意味がない。
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戦争の遺物：爆発性戦争残存物（ERW）

破壊」に対処しているが、被害者支

援の問題には取り組んでいない。さ

らに、地雷およびERWの生存者たち

が年齢やジェンダーに応じて、適切

な身体的リハビリテーションを受け、

社会的・経済的復帰を果たす権利は、

国際人権や人道法の中にも明確に保

障されている。しかしながら、直接

被害に遭った生存者にせよもっと広

い意味での被害者にせよ、子どもた

ち特有のニーズを考慮に入れた生存

者支援プログラムはほとんどない。

子どもたちへの影響
地雷の爆発によって死傷する人々

の数は大幅に減少してきている。

2001年から2010年までの間に、「地

雷禁止条約」と「クラスター弾に関

する条約」の監視部隊である、ラ

ンドマイン・アンド・クラスター・

ミューニション・モニターを通じて

報告された地雷およびERWによる

新たな死傷者の数は、7,987人から

4,191人に減少した。また、2005

年から2010年までの５年間では、

地雷およびERWによる一般市民の

死傷者の総数が大幅に減少した。そ

れにもかかわらず、子どもの死傷

者が占める死傷者全体の割合は上

昇している。2005年以来毎年、地

雷、クラスター弾の残存物、およ

びそのほかのERWによる死傷者全

体の中で、子どもの死傷者が約20

～30%を占めている。1999年に監

視が開始されて以来、毎年1,000人

地雷およびERWの影響を多くの人

に知らせる取り組みである地雷対策

プログラムは、５つの柱から成って

いると言われている―具体的には、

「除去」、「ERW／地雷注意喚起教育」、

「被害者支援」、「貯蔵分の破棄」、お

よび「アドボカシー（政策提言）」で

ある。全世界のERWや地雷による死

傷者数の大幅な減少によっても分か

るように、これらの柱の多くでは大

きな成果があるものの、被害者支援

の面では依然として大きく立ち遅れ

ている。これは特に、ERWや地雷の

影響を受けた子どもたちに言える。

地雷対策におけるほかの４つの柱

とは違い、被害者支援には分野横断

的な対応が必要となる。その中には、

リハビリテーションを確実にするた

めの医学的支援や、医師以外の医療

従事者による支援のほかに、被害者

の復帰および生活を推進するための

社会的、経済的支援が含まれる。

これまで、地雷対策の支援および

資金の大半は除去活動に充てられて

きている。2010年には、地雷対策

に関連する全世界の資金の85%が除

去に配分されたのに対して、被害者

支援に配分されたのはわずか９%で

あった。国連のすべての地雷対策活

動に対して適用されている「国際地

雷対策基準」は、地雷対策プログラ

ムの柱のうち「除去」、「ERW／地雷

注意喚起教育」、および「貯蔵分の

筆者：ランドマイン・アンド・クラスター・
ミューニション・モニター（Landmine 
and Cluster Munition Monitor）の被害
者支援編集チーム
ランドマイン・アンド・クラスター・ミュー
ニション・モニターは、「地雷禁止国際
キャンペーン」と「クラスター兵器連
合」のために調査を行っており、「地雷
禁止条約」と「クラスター弾に関する条
約」のための事実上の監視機関となって
いる。

爆発性戦争残存物（以下ERW）

および対人地雷は子どもたちに破滅

的な影響を及ぼし、子どもの障がい

の重大な一要因となっている。しか

し1997年に「地雷禁止条約」が締

結されて以来、広大な土地からこれ

らの兵器が除去されて、それらの土

地が再び生産的に利用されるように

なっている。

1997年の条約、1980年の「特

定通常兵器使用禁止制限条約」に対

する1996年の改正議定書Ⅱおよび

2003年の議定書Ⅴ、ならびに2008

年の「クラスター弾に関する条約」

は、不発弾や地雷によって汚染され

ている地域で暮らす人々の生命を守

るという点において、すべてが建設

的な効果をもたらしている。地雷お

よびクラスター弾を禁止しようとい

う世界的な動きは、主要なステーク

ホルダーたちの間に強い政治的な意

志がなければ、世界に変革をもたら

すことはできないという証となって

いる。
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1999年に監視が開始されて以来、毎年1,000人以上の子どもたちが死傷している。

しかし多くの死傷者が記録されていないため、

実際の人数はそれよりもはるかに多いと考えられる。

たいていは爆発物とは知らずに自

らこれを手にしてしまう可能性が高

い。さらに少年のほうが少女よりも、

見つけた爆発物で遊んでしまう可能

性が高いのである。こうした要因と、

さらには危険をいとわない子どもた

ちの大胆さを思えば、しっかりと練

られた地雷／ERW回避教育が子ど

もたちにとって特に重要になる。

子どもの被害者に対する支援
ERWや地雷による事故が子どもた

ちに及ぼす影響は、その事故によっ

傷者グループを形成した。2008年

には、少年は子どもの死傷者全体の

73%を占めて、10カ国において最大

の死傷者グループとなった。地雷や

ERWに汚染された国の多くでは、少

年のほうが少女よりも地雷やERW

に遭遇する可能性が高い。これは少

年のほうが、家畜の世話、薪や食料

の収集、金属くずの回収といった屋

外での活動にかかわる機会が多いた

めである。また一般に、子どもたち

のほうがおとなたちよりも、好奇心

から、あるいはおもちゃと間違えて、

以上の子どもたちが死傷している。

2010年には、地雷およびERWによ

る子どもの死傷者数は1,200人を超

え、死者数では一般市民の死者全体

の55%を占めた。現在では、一般

市民の中でも子どもたちが最も多

く、地雷およびERWにより死傷し

ているのである。多くの国で膨大な

数の死傷者が記録されていないこと

を考えると、実際の年間の子どもの

総死傷者数は記録されている数より

もはるかに多いことが考えられ、世

界で最も地雷の被害が多い国の一部

では、子どもたちが占める死傷者の

割合はさらに高い。アフガニスタ

ンでは、2011年には一般市民の死

傷者全体の中で子どもの死傷者が

61%を占めた。またその同じ年に、

そのほかの国で一般市民の中に占め

た子どもの割合は、ラオスで58%、

イラクで50%、そしてスーダンで

48%であった。

現在では子どもたちが、地雷、ク

ラスター弾の残存物、およびそのほ

かのERWに起因する死傷者の過半

数を占めている一方、2008年以降

は少年が一般市民の死傷者全体の約

50%と、単独では最大の死傷者グ

ループを構成している。ランドマイ

ン・モニターが年齢とジェンダーの

それぞれに基づいて死傷者データを

細分化し始めた2006年には、少年

が子どもの死傷者全体の83%を占

め、17カ国において単独で最大の死

プールサイドに座るモニカとルイス（コロンビアで2004年に撮影されたこの写真では２人とも14
歳）。モニカは、年下のいとこが手榴弾を家に持ち帰ったときに片足を失った。手榴弾が爆発してい
とこは死亡した。　© UNICEF/HQ2004-0793/DeCesare



紛争による地雷や爆発性戦争残存物の影響を
大きく受けた国の子ども死傷者数（2011年）*

* 一般市民／治安状況と年齢が分かっている場合の死傷者数

出典：ランドマイン・アンド・クラスター・ミューニション・モニター

国 死傷者数
合計

子どもの
死傷者数

死傷者数に
占める

子どもの割合

アフガニスタン 609 373 61%

コンゴ民主共和国  22  15 68%

イラク 100  50 50%

ラオス  97  56 58%

スーダン  62  30 48%
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焦点
（続き）

の被害が発生している国では、子ど

もの被害者が医療面、身体的リハビ

リテーションの面で必要としている

ニーズに応えられるだけの能力をも

持った国はほとんどない。

身体的外傷に加えて、ERWや地

雷の爆発に遭遇したことによる精神

的影響も、子どもの発育に深刻な影

を落とすことが多い。そうした影響

には、罪悪感、自尊心の喪失、不安

と恐怖、睡眠障害、会話能力の喪失、

トラウマ（心的外傷）などがあり、

これらは治療しないまま放置してお

くと、長期的な精神障がいを引き起

こす恐れがある。こうした戦争が子

どもたちに及ぼす心理的影響は文書

等で残すことが難しく、またそれら

は身体的外傷を負っている子どもた

ちだけに限定されるわけではない。

また子どもの被害者の社会的、経

済的復帰のニーズも、おとなのニー

ズとは大きく異なる。上述の心理的

影響への取り組みは、年齢に応じた

心理的支援と教育へのアクセスに大

きく依存する。多くの国では、回復

のために時間が必要なことや、リハ

ビリテーションが家族にとって経済

的負担となることから、子どもの生

存者は教育期間の短縮を余儀なくさ

れている。普通の生活をしていると

いう感覚を醸成し、同じ年代の子ど

もたちの間に復帰させ、十分に社会

に参加させるようにするには、障がい

のある子どもたちが無償で教育を受

けられることが必要である。とはいえ、

地雷やERWの爆発によって障がいを

負った子どもたちは、障がいのない

なくされ、その結果として生涯にわ

たる障がいを負い、長期的なリハビ

リテーション支援が必要になる。

地雷やERWの被害に遭った全生

存者の３分の１以上が手や足の切断

を余儀なくされており、そうした子

どもたちの正確な割合はデータとし

て不足しているが、子どもたちのほ

うがおとなよりも身長が低いことを

考えると、その割合は子どもたちの

ほうが高いことが予想される。子ど

もたちが負傷を乗り越えようとする

場合、その身体的リハビリテーショ

ンはおとなの被害者と比べて複雑な

ものになる。負傷によって手や足を

切断した子どもたちには、より複雑

なリハビリテーションが必要とさ

れ、また子どもたちの骨は軟組織よ

りも成長が早いことから、数回に

わたる再切断が必要になる場合も

ある。さらにそうした子どもたち

は、成長に合わせて人工装具を作っ

てもらう必要もある。地雷やERW

て本人が直接的に死亡または負傷す

る場合であろうと、あるいは家族や

コミュニティのメンバーの死亡や負

傷によって間接的に被害者になる場

合であろうと、おとなたちに及ぼす

影響とは異なったものになる。負傷

した子どもへの支援は、その特有の

ニーズを考え、身体的な支援とリハ

ビリテーション、ならびに社会的・

経済的復帰から考慮しなければなら

ない。子どもたちはおとなたちより

も身体が小さいために、爆発によっ

て死亡したり、重度のやけど、榴散

弾の破片による負傷、手足の負傷、

失明や難聴につながり得るそのほか

の重度の傷害を負ったりする可能性

が高い。子どもたちは身長が低いた

めに重要な臓器と爆発点との距離が

近く、また生命にかかわる失血量の

基準値がおとなよりも低い。もし対

人地雷を踏んでしまうと、その爆発

によって間違いなく脚部や足を負傷

することになり、さらにそれに伴う

二次感染によって通常は切断を余儀



被害が最も甚大な国での子どもの死傷者 *

* 地雷禁止条約締約国で、地雷による死傷者数が多い上位 3 カ国の中での割合

出典：ランドマイン・アンド・クラスター・ミューニション・モニター
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焦点
（続き）

は、本来の目的に反し、子どもたち

が学校をやめて働かされたり、少女

が暴力に晒されたりするリスクが高

まったことが判明した。調査対象と

なったプログラムは、マイクロクレ

ジット（無担保小口融資）、技能訓

練、農業支援などであった。このレ

ビューでは、経済強化プログラムを

実施する人たちに対して、「経済強

化プログラムの事前評価、設計、実

行、監視、および実績評価に子ども

たちの保護と福祉を組み込む」よう

求めた。さらに、子どもたちおよび

青少年のための生活および所得創出

機会では、彼らの年齢だけでなく、

性別と各自の生活を取り巻く文化的

残念ながら、年齢への配慮という点

を考慮するとなるとそのような機会は

ほとんどない。2008～2010年に実

施されたカンボジアでのプロジェク

トでは、18歳未満の子どもと青少年

は生活支援から完全に除外されてし

まったように、こと年齢に関する限り、

こうした事態に陥ることが多かった。

子どもたちおよび青少年に特有の

ニーズとリスクへの取り組みを考慮

に入れていないという事実はより一

般的な事例にも見られる。2011年

に行われた、低所得国における危機

的状況での経済強化プログラムの

効果を見る43件の調査レビューで

子どもたちよりもこの権利を行使で

きないことが多い。例えば、障がい

を負った子どもたちは徒歩通学がで

きない場合があるが、そうした場合、

そのほかの交通手段が整備されてい

ないことが多いのである。たとえ自

力で通学できる場合でも、教室が障

がい者にはアクセスできない構造に

なっている場合や、教師が障がいの

ある子どもたちのニーズに適応する

訓練を受けていない場合もある。

地雷やERWの被害によって障がい

を負った子どもたちや青少年を支援

するためには、所得創出の機会と生

活支援が特に必要とされる。しかし
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焦点
（続き）

ンダーに関するデータも含めるも

のとする。

「国際地雷対策基準」の中に被害

者支援に関する項目を入れ込む。

これは、特に子ども生存者を特定

の対象と想定し、技術的な方法を

追記し、ベスト・プラクティスに

よるガイドラインを入れ込むこと

で行う。

子どもとおとなの生存者各々のリ

ハビリテーションと、心理・社会

経済的ニーズを適切に、かつ時間

を越えて監視していくことができ

る体系的データがとれるよう、被

害者支援データベースを構築し、

その確立を促進する。

被害者支援（子どもの被害者に対

する支援と、自爆テロにより被害

を受けて亡くなった人の子どもた

ちに対する支援を含む）を優先す

ることの重要性に関して、政府、

地雷対策関係者、支援者、および

そのほかの関係者の意識向上を、

国内外の場で図る。

ERWや地雷の生存者、子どもの

生存者が、年齢およびジェンダー

に合った形で、身体的リハビリ

テーション、心理的支援、保護、

教育、ならびに生活支援サービス

を受けられるようにすることがい

かに重要かを、政府関係者、人道

支援、開発関係者ならびにサービ

ス提供者に認識してもらう。

子どもの生存者に特有なニーズに

合わせるため、どのような配慮を

すべきかを理解してもらうため、

救急救命士、外科医、人工装具製

作･調整者などの医療専門家に訓

練を実施する。

た、地雷やERWの影響を受けている

25の国の1,600人を超える地雷生存

者を対象にした調査では、全体のほ

ぼ３分の２の回答者が、子どもたち

に対するサービスが、子どもたちの

特有なニーズに合った形、あるいは

年齢に適した形になっていることは、

「まったくない」か「ほぼない」と報

告したが、これは驚くに足らない。

直接的な被害を受けたか間接的な

被害を受けたかにかかわらず、影響

を受けた子どもは、特定の、あるい

は追加的なニーズがある。しかしな

がら、それらのニーズへの取り組み

について入手することのできる情報

は限られている。地雷やERWの事故

に巻き込まれた子どもたちのほとん

どは負傷している。それにもかかわ

らず、ほとんどのデータ収集システ

ムでは、そうした子どもたちのニー

ズが記録されていないのである。

ERWや地雷による一般市民の死

傷者全体の中で、子どもたちが占め

る割合が次第に増加しているため、

影響を受けている子どものニーズに

合致した被害者支援に関する、具体

的政策とプログラムの提言を実施す

ることが不可欠である。そうした提

言には、以下のものが含まれる。

全国負傷者監視システムの確立

の支援および促進。その目的は、

ERWおよび地雷による負傷（適

切な場合はそのほかの負傷をも含

む）の規模と性質について、体系

的かつ継続的な情報を提供するた

めであり、その中には、子どもの

死傷者について、年齢およびジェ

背景も考慮されなければならない。

障がいのある子どもたちは、剥奪、

暴力、虐待、および搾取に対して最

も脆弱なグループのひとつであるた

め、被害者支援プログラムでは、真っ

先にそのニーズを考慮に入れる必要

がある。

一方、一家の大黒柱を含む保護者

や家族の死亡・負傷によって地雷、

そのほかのERWの被害者になった

子どもたちにも、おとなとは違った

ニーズがある。子どもの生存者と同

様に、彼らも教育機会の喪失、家族

との別離、児童労働、そのほかの形

の搾取や放置に対してより脆弱な場

合がある。

被害を受けた子どもたちの特定の

支援ニーズがあるにもかかわらず、

年齢およびジェンダーに配慮した被

害者支援プログラムはほとんどない。

一般的な被害者支援に関する調査が

行われて、そうしたプログラムのあ

るべき姿についてのガイダンスが作

成されてはいるが、これまでのとこ

ろ、子どもたちおよび青少年に焦点

を当てているものは仮にあるとして

もごくわずかである。一方、「地雷禁

止条約」、「特定通常兵器使用禁止制

限条約」の議定書ⅡおよびⅤ、なら

びに「クラスター弾に関する条約」

の締約国は、それらの国際規約の国

家レベルでの実施について定期的に

報告しなければならないものの、年

齢に応じた被害者特有のニーズへ

の取り組みについては報告していな

い。そのため、ハンディキャップ・

インターナショナルが2009年に行っ



子どもの死傷者（爆発物の種類別）*

* 種類が分からない爆発物は含まず。

出典：ランドマイン・アンド・クラスター・ミューニション・モニター

特に定義されていないその他の地雷
 5%

被害者活性簡易爆発物
3%

対人地雷
21%

対車両地雷
4%

爆発性戦争残存物（ERW）/
クラスター子爆発体

67%

ERW 65% 

クラスター
子爆発体 2% 

 

59人道的な対応

子どもの生存者を支援するにあた

り、国連機関共同地雷対策戦略（草

案）の中に、考慮すべき特別な項

目を入れ込み、被害者支援の要素

を含める。

ンダー別のニーズに合った対応が

できるよう、ERWや地雷の生存

者、あるいは一般的な障がい者の

ニーズに対応する、国内の法律、

計画、および政策を策定する。

子どもの生存者が適切な教育が受

けられるよう、学校の運営者、教

師、教育者などを含む教育サービ

ス提供者に訓練を実施する。

子どもの生存者の年齢およびジェ
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視点

筆者：ケイリー・マイクロフト

大きなゴールを目指し、
一歩ずつ進むことが肝要

2011年度の「国際子ども平和賞」の受賞
者であるケイリー・マイクロフト氏は、
アビリティ（能力）活動家であると同時
に熱心な車椅子ダンサーでもある。同氏
は、南アフリカのケープタウン大学で政
治学および哲学を学ぶ準備を進めている。 

障がいを、重荷と捉える人もいれ

ば、贈り物として捉える人もいる。

私は自分に障がいがあることによっ

て、障がい者でなければなかったで

あろう非常にユニークな機会と経験

を得ることができている。障がいの

おかげで今日の自分が形成されてい

るため、自分の障がいに喜びを感じ、

感謝している。

何も、障がいがありながら生きる

ことは簡単だと言っているわけでは

ない。障がいとともに生きるという

のはとても複雑な状況で、生活のほ

ぼすべての側面にその影響が及ぶ。

しかし私は、生涯を通じてほかの若

者たちに、障がいがおよぼす制約だ

けでなく「ability（能力）」の面に

も目を向けるようにして欲しいと考

えている。

私の家族は、私に対して、常に自

分の能力を信じるよう言い続けてく

れた。そして決して私のことを哀れ

みの目で見たり処遇したりすること

はなかった。これには一生感謝し続

けることになりそうである。なぜな

ら、私は私自身を、障がいのない子

どもたちと同じであると考えるよう

になったからである。また私は、自

分の貢献はほかのいかなる人の貢献

とも同じ重要性があると教えられ、

自分の権利のために立ち上がる（隠

喩的に）ようにも育てられた。私の

友人たちは、私のことを対等な目で

見てくれて、時として障がいのため

に多少友人たちとは違うやり方で物

事をしなければいけないということ

も理解してくれている。そのため、

何をするにしても、少し工夫を凝ら

して私を巻き込んでくれるのであ

る。例えば若い頃にクリケットをプ

レイしたときには、私は得点記録係

を担当したのである。

私は信じられないような支援のお

かげで、南アフリカで障がいのある

子どもたちと交わることができた。

そしてそれに対して、私は2011年

に「国際子ども平和賞」を受賞した。

この出来事のおかげで、私の人生は

驚くほど大きく変わった。私は毎年

この賞を授与している「キッズライ

ツ 財 団（KidsRights Foundation）」

から、世界規模のプラットフォーム

を通じて私のメッセージを広める機

会と、これがなければ決して出会う

ことがないであろう人々と出会う機

会をいただいている。また同財団は

私の教育資金も支援してくれて、必

要な調整をすべて行って私が来年大

学へ行けるように手配してくれた。

極めて多くの障がい児たちがその

能力を賞賛されることなく、恐れと

理解のなさのために世界から隠され

ている。私たちは、障がい者が私た

ちの社会において極めて重要な存在

であるということに気づく必要があ

る。障がい者は、既成概念にとらわ

れない独創的な考え方をする人々で
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てくれる人々である。私はそんな彼

らが本当に大好きである。

私の生涯の目標は、障がいをグ

ローバル・コミュニティから認めら

れて受け入れられるものにすること

である。これは大変な仕事でそこに

は数多くの側面があるかもしれない

が、完全に可能なことであると私は

確信している。

その出発点は信じることである。

私は自分の能力を信じており、自分

が変化をもたらすことができる、す

なわち人々の生活を変えることがで

きると心から信じている。障がいの

ある人々が自分自身を信じることが

できない場合や、ほかの人たちがそ

うした障がい者を信じることができ

ない場合には、私が彼らを信じるよ

うにしている。そして願わくば、私

の前向きな態度が世界に広がって、

さらに前向きな態度を促すことにな

ればと思う。これは一部の人々に

とっては些細なことかもしれない

が、変革には変わりないのである。

大きなゴールを目指し、一歩ずつ

進むことが肝要である。

ができるあらゆる形の教育を受けて

きている。私は自分がエキスパート

であると言うつもりはないが、その

経験について語るのは有益なことだ

と思う。それは必ずしも容易で単純

なものではなかったことは確かであ

る。それはしばしば困難な苦闘であ

り、時として私はひどく悲しい気持

ちになった。私は受け入れられるた

めに、そして私の後を追いかけてこ

ようとしている人々にとってそれを

より容易なものにするために、本当

に懸命になって努力をした。そして

私は、自分が完全に溶け込み、受け

入れられている場所で学校教育を終

えようとしている。それについて考

えるとき、私が感じるのは安堵感だ

けである。もうこれ以上、自分の幸

福のために懸命になって闘う必要は

ないという安堵感である。現在、私

はほかの障がい者とそれらの人々の

幸せになる権利のために、さらに懸

命になって闘うことができる。

私はいつも非常に前向きな人間だ

と思われているかもしれない。しか

し実際にはそうではない。私は自分

自身の困難な苦闘を抱えており、間

違いなくそれはまだ解決されていな

い。私を前向きな気持ちへと向かわ

せてくれているのは、私の周りには、

私の能力を信じてくれて、社会に対

する私の貢献に理解を示してくれる

人々がいるという事実である。それ

は私の後ろ向きな日々に反論を唱え

あることが多い。なぜならそうせざ

るを得ないからである。私たちは、

自らの障がいを自分にとって不利に

ではなく有利に働かせるとともに、

ほかの人々に思いやりと共感の心を

持っていただくようにしなければな

らない。共感の心、それは世界が心

の底から必要としているものである。

私は、世界レベルで取り組むべき

主要な問題が２つあると考えてい

る。アクセシビリティ（利用しやす

さ）と態度・姿勢である。これらの

問題は相互に関連していて、別々に

取り組むことはできない。もし障が

いに対する世界の態度・姿勢を、同

情、不名誉、劣等から、充足、受

容、対等へと変えることができれ

ば、驚くほどの進歩が見られるであ

ろう。ポジティブな態度はアクセシ

ビリティの向上へとつながり得る。

ちょうどアクセシビリティがないと

いうことが、逆に障がい者のニーズ

は障がいのない子どもたちのニーズ

よりも重要性が低いという考え方を

表し、障がい者および障がいのない

子どもたちにとって否定的な影響を

及ぼすのと同じである。

また態度・姿勢が改善されれば、

私たちが経験した教育のような場面

でも、問題対処に役立つはずであ

る。私は、特別支援学校、公立の普

通小学校および普通高校、私立の普

通高校という、障がい者が通うこと

障がいのある人々が自分自身を信じることができない場合や、ほかの人たちがそうした障

がい者を信じることができない場合には、私が彼らを信じるようにしている。そして願わ

くば、私の前向きな態度が世界に広がって、さらなる前向きさを促すことになればと思う。



パレスチナ国のアトファルナろう学校（Atfaluna Society for Deaf Children）で、医療従事者の検査を受ける少年。この組織では、教育および職業訓練、
無料のヘルスケア、社会心理的サービス、ならびに就職斡旋を行っている。　© UNICEF/HQ2008-0159/Davey
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第6章

子どもの障がいの評価

子どもの障がいを評価するのは難しく、特有の問題が

ある。子どもたちはそれぞれ異なるスピードで発育し、

基本的な所作を身につけていくため、子どもたちの生活

機能を評価して、それが重大な障がいであるのか、それ

とも正常な発育のばらつきの範囲内なのかを判断するこ

とは困難な場合がある114。障がいというのはその性質

や程度がさまざまであることに加え、それぞれの年齢に

応じた定義および手法を適用する必要もあり、データ収

集が難しい。さらに、子どもの障がいに関するデータの

質が低いのは、時により、子どもの障がいに対する理解

の低さや、偏見・差別や評価方法の改善に向けた投資の

不足が原因となっている場合がある。そうした問題に起

因するデータの欠如が、適切な政策の策定や必須サービ

スの提供の妨げとなっている。しかし、このあとで論じ

るように、現在データ収集の改善に向けた取り組みが進

められており、情報を集めようというまさにその行為が

好ましい変化に拍車をかけている。

進化する定義

障がいの定義には、医学的決定要因と社会的決定要因

の両方を含めるべきであるという一般的な合意があるに

もかかわらず障がいの評価は、依然として特定の身体的、

精神的な機能や構造の問題に焦点を当てた医学的要因に

基づいて行われている。

障がい者数の推計値は、障がいに対してどの定義を用

いるかによって異なってくる。狭義的な医学的定義を用

いた場合には、生活機能や参加に対する社会的障壁まで

考慮に入れた、より広義的な定義を用いた場合よりも、

推計値が低くなる可能性が大きい115。

健康と障がいを、より広範な社会的障壁との関連の中

で捉えたものに、世界保健機関（WHO）が定めた国際

生活機能分類（International Classification of Function-

ing, Disability and Health：ICF）がある116。この分類

では、障がいを、「身体の構造および機能の問題として」

と「その人の活動および参加という観点から」という、

２つの主要な形で捉えている。国際生活機能分類によっ

て定義されている障がいは、人々の存在そのものの一部

分である。国際生活機能分類の定義では障がいを効果的

にメインストリーム（主流）に組み込み、焦点を原因か

ら影響へと移して、誰もがある程度の障がいを経験する

可能性があることを認めている。また国際生活機能分類

の定義では、生活機能および障がいは状況によって生じ

るものであると認めており、それが故に身体的要因だけ

でなく、社会的および環境的要因も評価することは意義

がある。

国際生活機能分類は主におとなの障がい者を対象にし

て作成されているが、それを基にした派生分類である国

際生活機能分類－児童版－（ICF-CY）は社会的な面も

考慮している。これは、機能障がいそのものだけでなく、

子どもが社会という環境の中で機能したり、参加したり

する際に、障がいがどのような影響を与えているかも考

慮したものになっている。この分類は次の４つの主要分

すべての子どもたちのインクルージョン（誰もが受け入れられる社会）

が実現されない限り、公平な社会が実現することはあり得ず、適切なデータの

収集および分析によって障がいのある子どもたちの実態が明らかにされない限り、

そうした子どもたちにとってインクルージョンが実現されることはない。



1991年国勢調査 2002年国勢調査 2005年/2006年
ウガンダ全国世帯調査

2006年
人口保健調査（DHS）

質問した項目数
１項目

4%
1%

7%

質問した項目数
１項目

質問した項目数
１項目

20%

質問した項目数
６項目（以下は一例）

（ｘｘさんは）移動に
際して、あるいは視
覚、聴覚、話すこと、
または学習の面で、
６ヵ月以上続いた、あ
るいは続くと思われる
困難がありますか？

あなたは、移動に際し
て、あるいは視覚、聴
覚、話すこと、または
学習の面で、６ヵ月以
上続いた、あるいは続
くと思われる（重大
な）困難があります
か？

（ｘｘさんは）眼
鏡をかけていても
物を見るのが困難
ですか？

調査が実施された夜
に、世帯にいた人で障
がいのある人はいまし
たか？

4つのケーススタディ

何らかの障がいを報告した人の割合

▶ウガンダ
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文化もまた重要な役割を果たす。何をもって「正常

な」生活機能と見なすかは、全体の中ではさまざまな見

方があり、評価そのものの結果に影響を与える。特定の

マイルストーン（水準）を満たすかどうかは、子どもに

よって変わる可能性があるだけでなく、文化によっても

変わってくるのである。発育段階のある時期に、子ども

たちは新しいことをやるよう、周りに促されることがあ

る。例えば、ある調査では、インドの都市部では「カッ

プを使えるようになった」子どもたちは、生後約35ヵ

月で約50％であったのに対して、タイでは同目標を生

後約10ヵ月の子どもたち全員が達成した119。したがっ

て、現地の環境や理解に適した基準値に照らして子ども

たちを評価することが重要である。

こうした理由から、「ウェクスラー児童知能検査」や「グ

リフィスの精神発育検査」120といった高所得国で開発

された評価ツールは、異なる社会文化的背景の中でうま

く障がいを検知できるかどうか、あるいは障がいを的確

に測ることができるかどうかを試していないことが多い

ため、やみくもにほかの国やコミュニティで使用するこ

とはできない。基準となる枠が異なる可能性があり、調

野をカバーしている：「身体構造（器官、肢体、神経系・

視覚系・聴覚系・筋骨格系の構造など）」、「心身機能（傾

聴や記憶といった身体系の生理的機能）」、「活動に対す

る制限（歩行、登り降りすること、更衣など）」、「参加

に対する制約（保護者やほかの子どもたちとの遊び、単

純作業の実行など）」117。

全体の中で障がいを捉える

データは全体の中で捉えて解釈しなければならない。

どの位の障がいがあるのか、障がい者数の推計値は発生

と生存の両方を兼ね備えているため、数値を見る際は、

特に乳幼児および子どもの死亡率が高い国では慎重に解

釈する必要がある118。報告されている障がい者数の値

が低いのは、障がいのある乳幼児の生存率が低いためで

あったり、障がいのある子どもたちが施設に閉じ込めら

れていたり、家族が差別を恐れて障がいのある子どもた

ちの存在を隠していたり、あるいは、路上で生活し、働

いている障がいのある子どもたちを数の中に入れていな

い場合があるからである。

出典：ユニセフ。グラフに明記した調査や国勢調査による。



1976年
国勢調査

1981年
ハンディキャップ
のある人の調査

1993年
障がい、老齢とケアをする
人たちに関する調査

2006年
国勢調査

4%

19%

質問した項目数 １項目

5%

質問した項目数
17項目（以下は一例）

質問した項目数
12項目
（以下は一例）

質問した項目数 13項目（以下は一例）

18%

2009年
障がい、老齢とケアをする
人たちに関する調査

4%

質問した項目数 ４項目
（以下は一例）

この人は長期にわたる
重大な疾病、身体的、
あるいは精神的な状態
に障がいがあります
か？

世帯内に視力を失った
か低下した人はいます
か？

身のまわりのことをするの
に人による助けを必要とし
たり、そばについていたり
する必要はありますか？

あなた／世帯内の人
で、会話能力に問題が
ある人はいますか？

あなた／世帯内の人
で、息切れしたり、呼
吸をするのに困難な人
はいますか？

あなた／世帯内の人
で、慢性的、あるいは繰
り返し起こる痛みや不
快な症状に悩まされて
いる人はいますか？

あなた／世帯内の人
で、神経疾患や感情面
での疾患がある人はい
ますか？

コミュニケーション活動の
中で人による助けを必要と
したり、そばについていた
りする必要はありますか？

全員、腕や指を自由に
使えますか？

神経や感情の状態のた
めに治療を受けている
人はいますか？

ある状態に陥っている
ため、あるいは病気の
ために、長期にわたり
治療を受けたり、薬や
錠剤を飲んでいる人は
いますか？

世帯内に聴力を失ったか低下した人はいますか？

何かしらの状態のために、学習やものごとの理解が遅かったり
する人はいますか？

何かしらの状態のために、身体的な活動あるいは作業がしにく
いことがある人はいますか？

変形や奇形のある人はいますか？

精神疾患のために手助けや監督が必要な人はいますか？

▶オーストラリア 次ページに続く▶

65子どもの障がいの評価

子どもたちの多くは、教育制度や保健ケア制度に関わ

りができたときに、障がい者として特定される。しかし、

所得の低い国やコミュニティでは、学校や医療機関のス

タッフが、障がいのある子どもたちの存在を日常的に認

識したり登録できるとは限らない。その結果として低所

得国の障がいのある子どもに関する情報は不足し、障が

いは国際的な優先事項として考慮する必要はないという

間違った考えを引き起こしている123。

障がいのある子どもたちに対する学校教育やそのほか

の公的サービスが十分でない地域では、国勢調査、一般

家庭や特定家庭を対象とした調査、主要情報提供者に対

する聞き取り調査といった調査方法を使って、障がい者

数の推計値が算出されている。

一般のデータ収集手段では、障がいのある子どもたち

の数が少なく見積もられることが多い124。それらの手

段では、「家庭内に『障がい者』がいるかどうか」といっ

た包括的な質問やフィルターのかかった質問が用いられ

たり、あるいは年齢に関係なく家族全員に同じ質問が出

されたりする。とりわけ子どもたちは、子どもたちに関

査ツールが現地の習慣、文化的理解、言語、あるいは表

現を十分に捉え切れない場合があるからである。例えば、

「朝食用シリアルを準備する」や「ボードゲームで遊ぶ」

といった質問票を使い、「基準」行動に基づいて子ども

の発育を評価することは、ある地域では適切かもしれな

いが、子どもたちが日常的にそうした行動を取る習慣の

ない地域では不適切となる場合がある121。

データ収集

データ収集をする、その特定の目的が、どこまでを「障

がい」と定義するのか、質問票の内容、そしてその結果と

して出る数値に影響を与える可能性がある。障がいのタイ

プおよび障がい者数を測る目的は、しばしば社会的保護

政策のような特定の政治的イニシアティブと結び付いて

いる。データとして得られた結果は、給付金の受給資格の

決定や、支援物資の提供に関する計画や決定に利用され

るが、例えば、障がい給付金の受給資格があるかどうか

を決める基準は、機能面で制約がある障がい者全員を探

し出そうとする調査基準に比べてより限定的であり、得ら

れる障がい者数は大幅に違うものになるはずである122。

出典：ユニセフ。グラフに明記した調査や国勢調査による。



4つのケーススタディ（続き）

▶カンボジア

1999年
社会経済調査

2000年
人口保健調査

2003年－2004年
社会経済調査

2008年
国勢調査

2%

質問項目数 ３項目

2%

2010年
社会経済調査

4%
1%

5%

質問項目数 ２項目 質問項目数 ２項目

質問項目 １項目 質問項目 １項目

ｘｘさんには障がいが
ありますか？

答えがハイの場合、ど
のような障がいです
か？

原因は何でしたか？

あなたの家に住む人
で、身体的な障がいの
ある人はいますか？
種類は問いません。

ｘｘさんは、障がいが
ありますか？

原因は何でしたか？

誕生の時から障がいが
ありますか？　それと
も事故のせいですか？

身体的あるいは精神的
な障がいのある人がい
る場合は、以下のどれ
に該当しますか？
以下から適切な番号を
選んでください。
１．視覚
２．言語
３．聴覚
４．動作
５．精神

ｘｘさんは以下のいず
れかに該当しますか？
見るのが困難
聞くのが困難
話すのが困難
動くのが困難
感覚面に難あり
心理・精神面あるいは
行動面で難あり
学習が困難
発作
その他（明記ください）
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ルや評価方法がなければ、障がいがあるのか、正常な成

長の中のばらつきと考えるべきなのか、見極めるのはと

ても困難である128。

おとなたちを対象として考えられた質問項目は、必ず

しも子どもたちに適用できるとは限らない。にもかかわ

らず、多くの調査手段では、双方のグループに対して同

じ、一連の質問を用いる。子どもたちと関連性の薄い質

問の例としては、転倒や物忘れに関する質問のほか、幼

い子どもたちには独力で成し遂げることが困難な作業に

関する質問なども挙げられる。障がいを高齢者と関連づ

けるような質問は、子どもの評価には不適切であるだけ

でなく、どれを障がいと見なすべきかという点に関して

回答者の心に先入観をもたらし、回答の性質や品質に悪

影響を及ぼす場合もある129。子どもたちの障がいを正

確に評価するためには、明確にその目的のために設計さ

れた質問票を用いるよう注意を払わなければならない。

世帯調査や国勢調査をはじめとする多くのデータ収集

手段は、親の回答のみに基づき、保護者には通常、自分

の保護下にある子どもたちの障がいの状態を評価して報

する具体的な質問が出されない調査では見落とされるこ

とが多い125。

子どもの障がいの問題に対処するための世帯調査や、

子どもの障がいを特別に評価するために実施された世帯

調査は、総括的に障がいについて尋ねる世帯調査や国勢

調査よりも正確な結果をもたらしてくれる126。そして

前者のほうが、質問項目の数が多く、質問が詳細なため、

障がい者数が高く報告される傾向にある。

アンケートの設計

たとえ綿密に設計された調査でも、あらゆる年齢層の

子どもたちに対して同じ質問を繰り返し聞いてしまう

と、間違った結果を報告する可能性がある。子どもたち

の発育段階と日々進化する能力に対応するために、子

どもの年齢に応じて適切な質問を選ばなければならな

い127。セルフケア（顔や体を洗ったり、衣服を着たり

など）のような一部の領域に関する質問は、ごく幼い子

どもたちには不適切となる。子どもたちが出生後２年の

間、複雑な発育過程を経ることを考えると、専門的なツー



▶トルコ

1985年
国勢調査

2000年
国勢調査

2002年
トルコ障がい者調査

2%

質問項目数
３項目

1%

質問項目数
５項目
（以下は一例）12%

質問項目数
２項目

 

外見的に分かる身体
的障がい、精神的あ
るいは心理的な障が
いがありますか？

身体的、あるいは
精神的な障がいは
ありますか？ 次のものがありま

すか？　身体的な
変形、体を動かす
ときの制約、骨の
疾患、筋力の衰
え、手・腕・足・脚・
指・背骨の欠如、
短さ、長さに問題
がありますか？
会話をすることが
できますか？　発
話障がい、どもり
がありますか？

それはどのような
種類のものです
か？

その特徴は何です
か？

原因は何でしたか？
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目的と結果

子どもの障がいを判断しようとする取り組みは、評価

と支援戦略とを結び付ける機会にもなり得る。多くの場

合、障がいのある子どもたちは、評価により、その存在

が明らかとなり、適切な人や施設に紹介されたり、ある

いは直接的なケアを受けられたりするようになる。しか

し残念ながら、最初の段階で障がいがあると分かっても、

フォローアップとしての評価や支援を行うための能力や

リソース（資源）が不足していることが多い130。その

ため、特に低中所得国においては、早期支援が重要な役

割を果たすことを認識して、スクリーニングや評価を簡

単な支援と結び付ける努力をすべきであろう。

子どもたちの障がいのタイプおよび程度に加えて、障

がいのある子どもたちの生活機能およびコミュニティへ

の参加面での障壁も把握できるデータは、適切な社会経

済的指標と組み合わせて利用すると、リソースの配分、

障壁の除去、サービスの設計と提供に役立ち、またどの

ようにすれば有意義な形で支援を評価することができる

かを考える際に役立つ。例えば、そうしたデータを利用

して、所得、ジェンダー、あるいは少数民族という分類

が、障がいのある子どもたちの教育、予防接種、または

栄養補給へのアクセスに悪影響を及ぼしているかどうか

を調べることができる。あるいは定期的にモニタリング

を行うことにより、子どもたちのために設計されたイニ

シアティブが、その目標を達成しているかどうかを評価

することもできる。

信頼性が高く、有効で、世界各国と比較することので

きる推計値を導き出すためには、子どもの障がいの評価

方法を統一する必要があることは明白である。そうすれ

ば、各国政府およびその国際的パートナーによる適切な

政策およびプログラムに基づく対応が促進され、それに

よって「障害者の権利に関する条約」の要件が満たされ

ることになる。とはいえ、子どもの障がいに関するデー

タ収集に統一性がないという理由で、インクルージョン

に向けた有意義な対策を先送りする必要はない。新たな

データや分析が出たならば、障がいのある子どもたち、

およびその家族向けの現行および予定プログラムをこれ

らのデータや分析と適合させれば良いのである。

告することが求められる。親やそのほかの保護者は、子

どもが特定の作業や行動に対して何らかの問題を抱えて

いるかどうかを見極めるのに非常に適した立場にある場

合が多いが、それらの人々の回答だけでは、障がいを診

断したり正確な障がい者数を導き出したりするのに不十

分である。子どもの障がいを正確に評価するためには、

年齢に応じた振る舞いに対する十分な理解が必要とされ

る。調査の回答者が、発育の各段階にある子どもたちの

評価に用いられる特定のベンチマークについて十分な知

識を身につけていない場合や、特定のタイプの障がいの

兆候を適切に検知できる立場にない場合があるからであ

る。一時的な疾患―例えば耳感染―が、特定の作業を遂

行するにあたり、重大な困難をもたらし、これが障がい

の一形態として報告される場合がある。また一方で、障

がいを受け入れない風潮や偏見・差別があるために、親

が特定の兆候を発見したとしても、見て見ぬふりをした

り、あるいはそれを報告することをためらったりする場

合がある。質問票で用いられる用語の選択いかんにより、

こうした統計上の歪みや社会的な差別現象を助長するこ

とも、また、逆に修正することもあるのである。



前進に向けて
ユニセフは、複数指標クラスター調査（Multiple Indicator Cluster Surveys：MICS）やそのほかのデータ収集の取り組みの

中で、子どもの障がいを評価するための手法を改善すべく協議を行っている。この取り組みは、障がい統計に関する国連ワシ

ントン・グループ、各国の統計局およびデータ収集機関、学術機関、専門家、障がい者団体、ならびにそのほかの関係者とのパー

トナーシップの下で進められている。子どもの障がいについての信頼性のある、世界的にも一貫性のあるモニタリング、報告

システムを作り上げるためには、パートナーシップが重要である。

ワシントン・グループは、障がいの評価基準の質と国際比較可能性を向上するため、国連の支援の下で2001年に創設された。

同グループは、おとなたちの障がいに関する質問項目の作成や承認を行っており、それらの質問項目はいくつかの国の国勢調

査や一般調査において利用されている。また2010年には、子どもたちおよび青少年の間における生活機能および障がいを評価

するための、一連の設問の作成にも取り組み始めた。

子どもの生活機能と障がいに関する現在の考え方を反映したスクリーニング・ツールの開発を目指すユニセフとワシントン・

グループの取り組みは、世界保健機関（WHO）の「国際生活機能分類ー児童版ー（ICF-CY）」の概念的枠組みに基づいてい

る。開発中のスクリーニング・ツールは、行動面での制約に焦点が当てられており、例えば社会的な排斥に遭ったり、家庭生

活や教育への社会的参加の機会を阻害される可能性のある子どもたちを特定するにあたり、どの国にもかなうものになってい

る。この協働努力の目的は、子どもの生活機能と障がいに関する調査モジュールを開発することにあり、全国的に比較可能なデー

タを集め、子どもの生活機能と障がいに関するデータの国際的な統一を促進する目的がある。このモジュールは、２歳から17

歳までの子どもたちを対象としており、会話および言語力、聴力、視力、学習能力（認知力および知力の発達）、移動および運

動能力、感情、ならびに行動を評価するものである。またこれらの比較的基本的な行動に加え、スクリーニング・ツールには、

さまざまな活動や社会的交流への子どもたちの参加能力の側面も含まれている。障がいの程度をより的確に反映させるために、

単純な「イエス／ノー」アプローチに頼るのではなく、評定尺度に照らし合わせてこれらの側面が評価される。

また、子どもたちの障がいをさらに綿密に評価するため、標準化を図った総合的な手法も開発されつつある。これは、デー

タ収集手順と評価ツール、ならびに収集されたデータの分析のための枠組みから成る。また、一部の分野ではスペシャリスト

の不足が懸念されるため、教師、コミュニティ・ワーカー、そのほかの訓練を受けた専門家が、新たな手法を管理できるようツー

ルキットの設計も進められている。これにより、障がいのある子どもたちを特定し、評価する地元の能力を高めることができ

るであろう。
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焦点

1995年以来、ユニセフは複数指

標クラスター調査（MICS）を通じ、

各国が子どもと女性の福祉の主要分

野での進捗状況を追跡できるよう支

援してきた。こうした全国レベルを

網羅する世帯調査は、100カ国を超

える低中所得国で実施され、その一

部の調査には、子どもの障がいをス

クリーニングすることができるモ

ジュールが組み込まれている。現在

はこの情報を足掛かりにして、子ど

もの障がいを評価するため、より効

果的な評価ツールの設計が進められ

ている。

障がいは、2000～2001年のMICS

（MICS2）アンケートに組み込まれた。

それ以来、50を超える調査を通じて

障がいに関するデータが収集され、

MICSが低中所得国における子どもの

障がいに関する比較可能なデータの

最大のデータ源になっている。

2000年から2010年の間に行わ

れたMICS調査に組み込まれていた

標準的な障がいモジュールは、「10

の質問項目によるスクリーニング

（Ten Questions Screen：TQ）」 で

ある。これは1984年の小児期の重

度障がいに関する国際予備調査の一

環として開発された。その設計を見

ると、その当時に障がいがどのよう

に理解され、評価されていたかが分

かる。

た子どもたちの中には、容易に治療

できる一時的な健康障がいのため

に、そのように判断されてしまった

子どもが含まれている場合がある。

TQによるスクリーニングでは、さ

らに詳細な評価を行うよう推奨され

ているが、結果の正当性を検証する

ための第２段階の医学的評価を行え

るだけの予算や能力を持っている国

はほとんどなく、また評価を行うた

めの標準化された手法の欠如がさら

なる妨げとなっている。

2005～2006年の複数指標クラ

スター調査では、TQによるスクリー

ニングが行われたが、その結果、参

加国全体にわたり幅広い調査結果が

もたらされた。障がいに対して陽性

に分類された子どもたちの割合は、

ウズベキスタンの３%から中央アフ

リカの48%にまで及んだ。しかし、

この数は、サンプリング数の中での

真の差異を反映したものなのか、そ

れともほかの要因によるものなのか

は明らかではなかった。例えば、ウ

ズベキスタンの報告値が低かったの

は、特に、障がいのある多数の子ど

もたちが複数指標クラスターの対象

ではない、施設で生活している子ど

もたちである可能性がある。

TQによるスクリーニングでは、

はじめに２～９歳の子どもたちの主

だった保護者への聞き取り調査が行

われる。彼らは、自分が面倒をみて

いる子どもの身体的および精神的な

発育と生活機能に関する個人的な評

価を求められる。質問には、「子ど

もは聞き取りに問題があるように思

えるか」、「子どもは指示を理解して

いるように見えるか」、「ひきつけを

起こしたり意識を失ったりすること

はあるか」、「ほかの子どもたちと比

べて、座る、立つ、あるいは歩くの

が遅かったか」などが含まれる。回

答項目では微妙な配慮は行われず、

子どもたちはそれぞれの質問に対し

て陽性（はい）か陰性（いいえ）か

にふるい分けられる。

TQによるスクリーニングの有効

性は幅広くテストされてきてはいる

が、結果の解釈は慎重に行わなけれ

ばならない。TQによるスクリーニ

ングはスクリーニング・ツールであ

り、障がいのある子どもたちが障が

いのある人たちの集団の中でどれほ

どいるか、信頼性のある推計値を出

すには、さらに医学的評価、発育面

での評価を必要とする。重度の障が

いがある子どもたちは、陽性に分類

される可能性が極めて高いが、陽性

に分類された子どもたちの中には、

さらなる評価によって障がいではな

いことが明らかになる場合があるか

らである。例えば、陽性に分類され

教訓
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子どもの障がいに関する評価に精

通している専門家は、TQによるス

クリーニングを使った聞き取り調査

などのスクリーニングの後には、綿

密な評価をさらに行う必要があると

いうことで意見の一致を見ている。

そうすることにより、最初のスク

リーニングの結果の正当性を検証す

ることができ、その国における子ど

もの障がいの程度と性質をよりしっ

かりと理解することができるからで

ある。カンボジア、ブータン、およ

び旧ユーゴスラビア・マケドニアの

３カ国では、そうした評価が行われ

た。それらの国々の経験は、子ども

の障がいをどう評価し、どのように

評価方法を各地の実情に合致させる

ことができるかという重要な情報を

提供してくれる。また、データ収集

が変革をもたらす力を持っているこ

とを立証してくれている。

カンボジアでは、TQによるスク

リーニングによって陽性に分類され

たすべての子どもたちと、陰性に分

類された子どもたちの中から無作

為に選ばれた10%の子どもたちが、

医師、聴力および視力の専門家、な

らびに心理専門家で構成される複数

分野にわたる専門家チームにより、

さらなる評価を受けた。チームは訓

練を受けてから国内の各地に派遣さ

れ、現地の保健センターやそれと同

等の施設で子どもの障がいの評価を

行った。専門家チームを派遣すると

いう方法が採用された目的は、国内

全域にわたって一貫したスクリーニ

ングの質を確保することと、スク

リーニングから評価までの時間差を

最小限に抑えることにあった。

ブータンでも同じサンプリング・

アプローチが採用され、スクリーニ

ング段階において、サンプリングさ

れた１万1,370人の子どもたちの中

から、リスクに晒されている3,500

人の子どもたちが特定された。７人

の専門家で構成された中核チーム

は、評価の実施方法について２週間

にわたる訓練を受けた。そして今度

は、そのチーム・メンバーが、別の

120人の保健および教育の専門家た

ちに対する訓練を担当した。次に、

それらの専門家たちは２つのグルー

プに分けられた。一方のグループは、

一般開業医、小児科医、眼科医、理

学療法士、および特別支援教育の専

門家の中から採用された30人の監

督者で構成された。90人の現地調

査員および評価員から成るもう一方

のグループは、主として小学校の教

師と保健員で構成された。

旧ユーゴスラビア・マケドニアで

用いられた手法は、カンボジアで用

いられたものをベースにし、現地で

利用できるツールや専門技術を取り

入れたものであった。同国では２つの

調査が行われた。ひとつは全国調査

で、もうひとつはロマの人たちに焦点

を当てたものであった。評価は、医

師および心理専門家による１時間の

評価と、眼科医および聴覚専門家に

よる10～15分の評価で構成された。

これら３カ国のすべての経験によ

り、限られたリソース（資源）を動

員しながら高い回答率を得るために

はパートナーシップが重要であり、

それによりしっかりとした調査結果

が得られることが分かった。こうし

たパートナーシップには、政府機関

とその国際的パートナー、障がい者

団体、およびそのほかの市民社会団

体が参加した。例えば、旧ユーゴス

ラビア・マケドニアでは、複数のパー

トナーが協力したおかげで、子ども

たちやその家族にとって都合が良い

週末に、地元の幼稚園で評価を行う

ことが可能になった。

中核的な評価チームの構成と使用

するツールの種類を現地の人たちに

合わせることもまた重要である。カン

ボジアとブータンの両国では、調査

の際、適切な評価員が不足し困難に

直面した。この問題に対処するため、

カンボジアでは移動評価チームを雇

い、ブータンでは中級レベルの専門

家の訓練に重点を置いた。専門家が

すぐに見つかるとは限らず、カンボ

ジアの場合には、主要な聴力専門家

は、海外から招聘する形となった。

評価ツール（質問項目およびテス

スクリーニングから評価へ



71子どもの障がいの評価

障がいがあると認定された子どもたちのための支援策は、

計画の初期段階から評価に組み込むべきである。

ト）は、現地に合わせたもので、文

化的にも適したものでなければなら

ない。また言語に細心の注意が払わ

れなければならない。カンボジアで

直面した課題のひとつは、評価ツー

ルをいかに英語からクメール語へと

翻訳するか、中でも特に身体や機能

面での障がいをどの言葉で言い表す

かが問題となった。カンボジアでの

調査で使用された診断評価フォーム

は、次に旧ユーゴスラビア・マケド

ニアに適合するように改訂されて同

国でも使用され、また評価の心理学

的要素に対しては地元のChuturich

（チュートリッヒ）テストが使用さ

れた。

評価が対策につながる
評価を行うことにより、迅速な支

援が可能となる。カンボジアでは、

聴覚障がいで陽性に分類された子ど

もたちの一部が、実は、耳感染症を

患っていたり、耳垢が溜まっていた

りしていたことが判明した。これに

より聴力が低下し、多くの場合、学

校での参加にも支障が生じていた

が、原因が分かり治療がなされたこ

とで症状が容易に改善し、さらには、

深刻な二次感染や、より長期的な障

がいが回避されたのであった。

また評価を行うことにより認識

の向上に拍車をかけることができ、

データの収集や分析のプロセスの途

中にあっても、変化をもたらすこと

ができる。ブータンのクリニックで

行われた評価結果では、貧困家庭や

母親の教育水準が低い家庭では、軽

度の認知障がいがある子どもの数が

多いことが示され、政府は所得およ

び教育水準の低い農村部で、早期幼

児ケアと保育サービスに重点を置く

ことにした。また旧ユーゴスラビア・

マケドニアでは、調査結果により教

育へのアクセスが不平等であること

が明らかになり、出席率の向上と障

がいのある子どもたちに対する差別

をなくす計画に拍車がかかった。

障がいがあると認定された子ども

たちのための支援策は、計画の初期

段階から評価に組み込むべきである。

こうした計画では、利用できるサー

ビスのマッピングをし、紹介手順の

構築を行い、子どもたちの家とコミュ

ニティでの生活機能と参加を推進す

るため、いかにして子どもたちの周

辺環境を調整するか、家族向けに役

立つ資料を作成すべきである。
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筆者：オルガ・モントゥファ・コントレラス

障がいのある先住民の子どもたち：
隠すことからインクルージョンへ

オルガ・モントゥファ・コントレラス氏
は、ステップ・バイ・ステップ基金の理
事長である。この団体は、メキシコ国内
の障がいのある先住民族の子どもたちの
社会へのメインストリーミング化を促進
する多文化組織である。聴覚障がいのあ
る女性の娘として生まれた彼女は、エン
ジニアとしての訓練を受け、開発および
社会政策の修士号を取得している。

先住民族は長年にわたり、極度の

貧困、差別、および社会と社会サー

ビスからの排斥に苦しみながら生活

してきた。私たちのコミュニティの

中では、障がいのある少年・少女が

最も脆弱で最も困難な生活を送っ

ている。「障害者の権利に関する条

約」、「先住民族の権利に関する国連

宣言」、および「子どもの権利条約」

という３つの国際人権規約により、

障がいのある先住民族の子どもたち

が直面している課題に対処する歴史

的な機会が与えられたのにもかかわ

らず、彼らは依然として社会から取

り残されたままである。

私は先住民族のコミュニティの中

で、ポリオによる身体的な障がいを

有しながら成長し、長い年月が経過

したにもかかわらず状況がほとんど

変わっていない現実を目のあたりに

している。今日でも私が幼かった頃

と同様に、障がいのある子どもたち

は社会から排斥されており、さらに

コミュニティによる拒絶はその親や

兄弟姉妹にまで及んでいる。これは、

障がいというのは天罰と考えられて

いて、障がいのある子どもはコミュ

ニティにとってのお荷物と見なされ

ているためである。現在も、昔と変

わらず、サービスを利用し、障がい

のある家族の一員のために発生する

追加費用を賄うのは極めて困難であ

る。過酷な貧困、地理的隔離、政治

的疎外は今も続いており、むしろ差

別や偏見によってそれらが一層ひど

くなっている。これは深刻な結果を

もたらす可能性がある。立場が弱く、

物事を変える力のない多くの母親た

ちが、子どもの病状のことを周りに

隠し、あるいは幼児殺害という手段

に出たりしているのである。

私の家族は、障がいのある息子や

娘たちの身になって、一緒に闘って

くれる数少ない家族の一例である。

私たちの場合は、都市に移住して、

より近くでサービスを受けられる住

まいを手に入れることができたから

それも可能だったのであろう。しか

し、障がい者のいる家族が生活する

困難な状況の中では、人権の侵害は

日常茶飯事であり、ほかの人たちが

気にかけてくれることもない。だか

らこそ、有意義な対策の実施に向け

て意志とリソース（資源）を動員す

る必要があるのである。

取り組むべき直近の問題のひとつ

は、一般的に先住民族のコミュニ

ティに関するデータ―特に障がいの

ある子どもたちに関するデータ―が

不足していることである。しかし、

データの収集は決して楽ではない。

それは先住民族の家庭が、多くの場

合遠隔地に散在しているからであ

り、また、先住民族の言語を話す訪

問調査員を十分に確保できない場合

があるからである。さらに、多くの

場合、家族は調査を行う人々に対し
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しかし、データの収集は決して楽ではない。

先住民族の家庭が、多くの場合遠隔地に散在しているからであり、また、

先住民族の言語を話す訪問調査員を十分に確保できない場合があるからである。

いことである。こうした訓練不足に

より、障がいのある子どもたちのイ

ンクルージョンがさらに困難なもの

になる。結果として、私たちは障が

いのある先住民族の子どもたちへの

インクルージョンという挑戦を受け

入れてくれる、個々の教師の善意に

頼らざるを得なくなるのである。

メキシコでもほかの国と同様に、

政府機関、国際機関、コミュニティ

団体が、理想として掲げられている

事柄と現時点で可能なこととの格差

を縮めようと努力してくれている。

私たちは引き続き協力し合い、子ど

もたちがより公平かつ平等な子ども

時代を送れるよう努力し、障がいの

ある先住民族の少年・少女の人生

を希望と機会に満ち溢れたものに変

え、そうした子どもたちが自由に自

分の夢に向かって羽ばたけるよう努

力しなければならない。

ルージョンの恩恵に預かることはあ

まりない。それというのも、通学の

ために毎日移動しなければならない

距離が、大きな障壁となり得るから

である。また、障がい者も学習でき

るよう、最低限のサービスと施設を

備えている学校はほとんどない。そ

して先にも述べたように、コミュニ

ティの伝統的な習慣が、教育面での

インクルージョンの欠如の大きな原

因となっている。私たちのようなコ

ミュニティでは、一族の長が出生時

に少年や少女の役割を決定し、子ど

もに障がいがあると、一般にその子

どもを就学させることは時間の無駄

であると考え、家族にとっても、経

済的な負担が大きくなると考えるか

らである。多くの人々が、障がいの

ある人のことを、たとえ修理しても

役に立たない壊れた物体であると考

えている。そしてこうした状況は少

女の場合にはさらに不利となる。障

がいのある少女の場合には、障がい

のある少年よりも「学習しても良い」

という許可を得ることが難しいから

である。

また、たとえ私たちがコミュニ

ティの偏見・差別を乗り越えて何と

か学校に通うことができたとして

も、教師のほうが２つの障壁に直面

することになる。ひとつは先住民族

の言語をあまり知らないこと、そし

てもうひとつはインクルーシブな教

育について十分な訓練を受けていな

て障がい者の存在を否定するからで

ある。また、たとえ親が私たち障が

い者の存在を認めて、私たちに対す

る支援を望んだとしても、そもそも

そうした人々は情報をほとんど持っ

ていないために、結局は調査時に十

分な情報を提供できずに終わる場合

がある。家族が情報を持っていない

のは、スクリーニング・サービスや

診断サービスがほとんどないためで

ある。そうしたサービスの欠如が、

私たちの存在が表に出ないことにつ

ながり、それは私たちの身体的およ

び知的状態を脅かしているといえ

る。さらにこうした問題に加えて、

障がいのある少年・少女は誕生時に

出生登録されないことが多く、私た

ちの市民権や公共サービスを受ける

権利が認めてもらえない主要な原因

のひとつになっている。これらは、

先住民族の障がいに関する調査に向

けた動機付けとなるべきであり、そ

の調査の結果は、私たちのニーズに

対処し、権利を保障するような公共

政策や公共サービスを策定する出発

点になるべきである。

また、メインストリーム（主流）

の教育制度へのアクセスの欠如も是

正されなければならない。障がいの

ある先住民族の子どもたちのイン

クルージョンは、「障害者の権利に

関する条約」のもとで義務付けられ

ているが、実際のところ、私たちの

コミュニティの子どもたちがインク



ベトナムのダナン・インクルーシブ教育リソース・センターで、ニーズに合った授業を受ける自閉症のグエン。子どもたちがメインストリーム（主流）
の学校にインクルーシブな形で入学できるよう、こうしたセンターがいくつか設置されている。　© UNICEF/Viet Nam/2012/Bisin
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第7章

行動計画

しかし、その進捗具合は国により、あるいは国内でも

格差がある。障がいのある子どもたちの大多数が、依然

として自分たちのコミュニティの市民的、社会的、およ

び文化的な事柄に参加しようとするときに何らかの障壁

に直面し続けている。こうした問題は、日常においても

人道危機の際にも見られる。下記の提言は、人道危機の

際にも同様に採用されるべきものであり、そのあり方に

ついては第５章に詳述した。インクルージョン（誰もが

受け入れられる社会）を通じて公平性のある社会を構築

するという約束を実現するためには、この章で、あるい

はこの白書全体で取り扱っている分野での行動と関係者

の行動を必要とする。

条約を批准し、履行を

「障害者の権利に関する条約」および「子どもの権利

条約」には、インクルーシブな社会を構築するためには

どうしたら良いか、その指針が示されている。2013年

１月時点で、127カ国と欧州連合が「障害者の権利に関

する条約」を、193カ国が「子どもの権利条約」を締約

し、締約国は自国民に対して責任（コミットメント）を

表明している。しかしそのほかの国々は、このグローバ

ルな動きにまだ加わっていない。

締約するだけでは十分ではない。コミットメントを実

際に履行するプロセスでは、国家政府、地方自治体、雇

用者、障がい者団体、および保護者会のそれぞれによる

取り組みが必要である。さらに、国際的な組織およびド

ナーは、それぞれの支援をこれらの国際規約と整合させ

るべきである。条約の約束を守るためには、その施行に

力を注ぐだけでなく、きちんと監視し、すべての関係者

が説明責任と遵守状況に揺るぎないコミットメントを維

持し続けることが必要である。

差別と闘う

障がいのある子どもたちとその家族が直面する課題の

根底の多くには差別がある。平等な権利と非差別の原則

は、法律や政策に反映されなければならず、この原則を

支えるためには、保健、教育、保護といった分野で、子

どもたちに必須サービスを提供している人々をはじめと

する一般市民の障がいに対する認識を高める必要があ

る。その実現に向けて、国際機関とそのパートナーであ

る政府機関やコミュニティは、あらゆる職階の当局者お

よび公務員が障がいのある子どもたちの権利、能力、お

よび課題に対する理解を深めるよう尽力しなければなら

ない。そうすることにより、政策立案者やサービス提供

者が、社会や自分自身の中の偏見に打ち勝つことができ

るようになるのである。

コミュニティが障がいを人間の多様性の一部として受

け入れている場合や、教育やレクリエーションのような

一般的制度が整備され、なおかつそれらがインクルーシ

ブなものである場合、また親が子どもの障がいに伴う追

加支出の全額負担を強いられていない場合には、障がい

のある子どもたちの家族も、ほかの家族とほぼ同様の生

世界の国々は、よりインクルーシブな社会を構築することを

繰り返し約束してきている。

その結果、障がいのある子どもたちとその家族の状況の多くは、改善されつつある。
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活を送ることができる。父母が関わる組織は極めて重要

な役割を果たすため、障がいのある子どもたちが家族や

コミュニティから尊重され、大切にされ、そして支援さ

れるように、そうした組織のさらなる強化が図られるべ

きである。

「障害者の権利に関する条約」の締約国と国連および

その関連機関は、障がいのある子どもたちとその家族に

対する人々の考え方を変えるため、理解向上キャンペー

ンの実施を約束している。この取り組みでは、とりわけ

障がいのある子どもたちの能力や機能にスポットを当て、

障がいのある子どもたちのコミュニティへの参加を促進

しようとしている。また締約国は、搾取、暴力、および

虐待の回避、認識、報告の方法に関する情報を、障がい

のある子どもたちの家族に提供する義務を有している。

障がいを理由に差別をするのは、迫害の一種である。

障がいのある子どもたちの脆弱性を軽減するためには、

差別からの保護をはっきりと法律の形で確立することが

必要である。障がいのある子どもたちには、差別から守

られる権利があることを説明し、その権利をどのように

行使すれば良いかを示して初めて、法律は意味のあるも

「障害者の権利に関する条約」と選択議定書：署名と締結（批准・加入）の状況

155
条約に署名した国*

128
条約を締結した国*

91
議定書に署名した国

76

議定書を締結した国

27

署名していない国

* 欧州連合（EU）を含む。

出典：国連障害者の権利条約に関する公式ページ：国連条約コレクション。定義については、154 ページをご覧下さい。

（2013 年２月現在）

アフガニスタン

アルバニア

アルジェリア

アンドラ

アンゴラ

アンティグアバーブーダ

アルゼンチン

アルメニア

オーストラリア

オーストリア

アゼルバイジャン

バハマ

バーレーン

バングラデシュ

バルバドス

ベラルーシ

ベルギー

ベリーズ

ベナン

ブータン

ボリビア

ボスニア・ヘルツェゴビナ

ボツワナ

ブラジル

ブルネイ

ブルガリア

ブルキナファソ

ブルンジ

カンボジア

カメルーン

カナダ

カボヴェルデ

中央アフリカ共和国

チャド

チリ

中国

コロンビア

コモロ

コンゴ

クック諸島

コスタリカ

コートジボワール

クロアチア

キューバ

キプロス

チェコ

朝鮮民主主義人民共和国

コンゴ民主共和国

デンマーク

ジブチ

ドミニカ

ドミニカ共和国

エクアドル

エジプト

エルサルバドル

赤道ギニア

エリトリア

エストニア

エチオピア

フィジー

フィンランド

フランス

ガボン

ガンビア

グルジア

ドイツ

ガーナ

ギリシャ

グレナダ

グアテマラ

ギニア

ギニアビサウ

ガイアナ

ハイチ

ホンジュラス

ハンガリー

アイスランド

インド

インドネシア

イラン
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のになる。障がいを理由に差別をしてはならないという

法律がない場合には、障がい者団体と市民社会全体が、

サービスの提供と情報公開および説明責任の推進を求め

て活動し、併せて、法律の制定を強く要求し続けていか

なければならない。

インクルージョンを阻む障壁を取り除く

子どもたちの環境―幼児保育センター、学校、保健医

療施設、公共交通機関、遊び場など―はすべて、障がい

のある子どもたちが利用しやすくし、友だちや同年代の

子どもたちと一緒に参加できるよう配慮することができ

る。民間および公共インフラの構築においては、ユニバー

サル・デザインを採用すべきである。これは「すべての

製品、建造環境、プログラム、およびサービスは、各個

人の能力、年齢、または社会的地位にかかわらず、でき

る限りすべての人々が利用できるよう設計すべきであ

る」という考えに基づいている。子どもたちが各個人の

能力の違いを超えて互いに交流し、理解し合うと、すべ

ての子どもたちに恩恵がもたらされるはずである。

（80ページへ続く）

（2013 年２月現在）

イラク

アイルランド

イスラエル

イタリア

ジャマイカ

日本

ヨルダン

カザフスタン

ケニア

キリバス

クウェート

キルギス

ラオス

ラトビア

レバノン

レソト

リベリア

リビア

リヒテンシュタイン

リトアニア

ルクセンブルク

マダガスカル

マラウイ

マレーシア

モルディブ

マリ

マルタ

マーシャル諸島

モーリタニア

モーリシャス

メキシコ

ミクロネシア連邦

モナコ

モンゴル

モンテネグロ

モロッコ

モザンビーク

ミャンマー

ナミビア

ナウル

ネパール

オランダ

ニュージーランド

ニカラグア

ニジェール

ナイジェリア

ニウエ

ノルウェー

オマーン

パキスタン

パラオ

パナマ

パプアニューギニア

パラグアイ

ペルー

フィリピン

ポーランド

ポルトガル

カタール

韓国

モルドバ

ルーマニア

ロシア連邦

ルワンダ

セントクリストファー・ネーヴィス

セントルシア

セントビンセント・グレナディーン

サモア

サンマリノ

サントメプリンシペ

サウジアラビア

セネガル

セルビア

セーシェル

シエラレオネ

シンガポール

スロバキア

スロベニア

ソロモン諸島

ソマリア

南アフリカ

南スーダン

スペイン

スリランカ

スーダン

スリナム

スワジランド

スウェーデン

スイス

シリア

タジキスタン

タイ

旧ユーゴスラビア・マケドニア

東ティモール

トーゴ

トンガ

トリニダードトバゴ

チュニジア

トルコ

トルクメニスタン

ツバル

ウガンダ

ウクライナ

アラブ首長国連邦

英国

タンザニア

米国

ウルグアイ

ウズベキスタン

バヌアツ

ベネズエラ

ベトナム

イエメン

ザンビア

ジンバブエ

条約に署名 条約を締結 議定書に署名 議定書を締結 署名していない
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視点

1991年生まれのアイボリー・ダンカン
氏は、ガイアナ大学でコミュニケーショ
ン研究の学位取得を目指している。同氏
は、レナード・チェシャー・ディスアビ
リティー・ヤング・ボイシズのネットワー
クと、「ガイアナの障がい者に関する全
国委員会」でのボランティア活動を通じ
て、障がいのある若者たちの権利のため、
アドボカシー活動を行っている。

私と同様、障がいのある無数の若

者たちが、普通では提供されないか

もしれない未来を勝ち取るため、懸

命に努力している。私たちは、高等

教育への物理的、経済的な障壁を克

服できるのだろうか。もしそれを何

とか切り抜けて大学や専門学校の卒

業までこぎつけたとして、どのよう

な仕事が私たちを待ち受けているの

だろうか。私たちは平等な機会を得

ることができるのだろうか、それと

も差別に直面することになるのだろ

うか。私たちは競争の激しい仕事の

世界で、自分たちの実力を示すチャ

ンスを得られるのだろうか。もしそ

れができないとして、どうすれば私

たちは、完全な市民、生産者、そし

て障がいのない人々と対等な立場で

社会の一員になることができるのだ

ろうか。

私は15歳のときに交通事故に遭

い、右脚を失った。経済的にはそれ

ほど裕福ではない私の両親は、ほか

に障がいのある子どもが２人いるの

にもかかわらず、私が大学教育を修

了できるよう懸命に学費を捻出して

くれている。生活には困難が伴うこ

ともあるが、私は自分の幸運に感謝

している。愛情溢れる家族がおり、

自分も、学位を取得して仕事に就く

という夢の実現に向けて、こうして

努力することができているからだ。

私たちが自分の夢を実現するため

には、障がいのない若者たちには必

要とされない努力が必要とされる。

家から大学まで通うのに、私の場合

はタクシーを利用せざるを得ない。

それ以外の方法となると、船に乗る

かデメララ・ハーバー・ブリッジを

渡るしかなく、どちらも車椅子の私

には不可能だからである。タクシー

代がかさみ、私の両親は家計のやり

くりに四苦八苦している。また大学

に通うのには物理的な困難も伴う。

学内には車椅子ではアクセスできな

い教室が多く、授業に出ることすら

困難なのである。教室までの間には

長い階段があり、何とか教室にたど

り着いたときには、もう疲れとフラ

ストレーションで、講義に集中する

のが難しい。しかし、私は努力して

いる。最初から努力しないよりも、

努力して失敗するほうがましなこと

を知っているからだ。

私たちの困難は、高等教育にたど

り着くずっと前から始まっている。

障がいのある子どもたちは家から外

に出ることが少なく、社会から隠蔽

された存在になり、就学や社会への

有意義な貢献ができなくなる可能性

が高い。そのため障がいのある子ど

もたちに対しては、できれば主流の

普通校に通うように勧めるべきであ

る。ただし、職業訓練や支援サービ

スが受けられる特別支援学校も利用

できる状態でなければならない。特

別支援学校では、障がいのある子ど

筆者：アイボリー・ダンカン

教育と雇用への門戸開放を
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もたち向けの完全なカリキュラムを

提供して、子どもたちの心の発育を

支援するとともに、子どもたちが高

い学力を身につける機会を提供する

必要がある。障がいのある子どもた

ちや若者の多くが高等教育機関への

進学を希望しているので、そうした

子どもたちや若者が学校やそのほか

の教育機関に通い、課程やアクティ

ビティーを選択する際、ほかの学生

たちと同じ選択肢が提供されなけれ

ばならない。私のような学生を受け

入れ、適切な支援を提供し、私たち

がどのような目標であろうと、それ

を達成するために必要な教育を受け

られるようにするのは、教育機関と

政府の責任である。

障がいのある子どもたちや若者を

受け入れるためには、入学条件や合

格基準を調整し、学習教材、試験、

および授業スケジュールを、障がい

者のニーズに合ったものにする必要

がある。教師には適切な訓練を実施

し、教育の質を高めるために、海外

で追加の研修を受ける機会を提供す

べきである。学校では、必要に応じ

て点字やそのほかの形態のコミュニ

ケーションを教えるべきであり、ま

たガイアナの学校ではほとんど設置

されていない特殊な設備も大いに必

要とされる。また、障がい者に優し

い教育機関を実現するためには、障

がいのある人々が利用できる施設や

送迎サービスを整備する必要があ

る。車椅子利用者のためのスロープ、

障がい者でも利用できるトイレ、階

段を使えない人々のためのエレベー

ターが設置されるべきである。小学

校から大学に至るまで、教育のあら

ゆる側面を、そしてレベルを、障が

い者でも利用できるようにすべきで

ある。

また教育や公共サービス関連の省

庁も互いに協力して、中等学校より

も高いレベルの教育を希望してい

る、学習意欲の高い障がいのある生

徒を支援すべきである。障がいのあ

る若者が教育機関での学習を続ける

ことができない主な理由のひとつ

は、経済的な問題であるため、支援

には補助金、融資、および奨学金を

組み込むべきである。

また政府は、障がいのある子ども

にも、そのほかの子どもにも、同じ

教育の扉が開かれることを保障すべ

きである。私の両親は、私が学校教

育を修了して大学を卒業できるよ

う、多大な労力と実際に負担できる

以上の学費を注ぎ込んでくれてお

り、さまざまな困難があるものの、

私は授業に出席し、学習しようと懸

命に努力している。なぜなら、私は

それが有意義な人生を送るために必

要なことだと知っているからであ

る。私は、自分が大学を卒業して仕

事を探すときに、障がいのために差

別されることなく、自分の能力、資

質、および潜在能力を評価してもら

えるものと確信を持てるようにな

りたい。学ぶために懸命に努力して

いる障がいのあるひとりの若者とし

て、私はほかの人たちと同様、自分

の夢を叶え、自力で充実した生活を

送り、社会に貢献する機会を得るに

値すると思っている。

私は、自分が大学を卒業して仕事を探すときに、

障がいのために差別されることなく、自分の能力、資質、

および潜在能力を評価してもらえるものと確信を持てるようになりたい。
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（77ページからの続き）

またユニバーサル・デザインの原則は、インクルーシブ

な学校カリキュラム作り、職業訓練プログラムの策定や、

さらには子どもの保護に関する法律、政策、サービスにも

適用できる。子どもたちには、おとなになる過程で必要と

なる教育スキルやライフ・スキルを身につけられるように

設計された制度や、成長段階の彼らを放置、虐待、およ

び暴力から守る制度へのアクセスが必要である。保護が

うまくいかなかった場合、子どもたちは、これを求めて、

正義を求めることができなければならない。あらゆる環

境における、あらゆる形態の搾取、暴力、および虐待か

ら、障がいのある子どもたちを守るために必要な法的、行

政的、教育的措置の導入および実施は、政府が主要な役

割を担わなければならない。障がいのある子どもたち向け

に別の制度を確立するのは適切ではない。目標は、すべ

ての子どもたちにふさわしく、すべての子どもたちが利用

することのできる、インクルーシブで質の高い子どもの保

護を保障できるメカニズムである必要がある。そうしたメ

カニズムのひとつが出生登録である。それ自体が保護を

保障するものではないが、これは保護の必須要素である。

障がいのある子どもたちを出生登録し、その存在を明らか

にするための取り組みは、優先事項とせねばならない。

ロシアのモスクワ州にある児童養護施設で陶芸を学ぶ、聴覚障がいや視覚障がいのある子どもたち。© UNICEF/RUSS/2011/Kochineva

施設収容に終止符を

施設に収容されている子どもや若者たちは、その存在

を無視され、しばしば虐待に遭う運命にある。施設は、

たとえ健全に運営され、子どもたちのニーズへの対応が

なされ、監督がなされるとしても、愛情のこもった育児

が行われる家庭生活と肩を並べることはできない。施設

への過度の依存を減らすための当面の措置として、一時

的に新たな入所を認めない措置をとるべきである。ただ

しこれを行うには、家庭中心のケアとコミュニティを中

心としたリハビリテーションの促進、支援強化が同時に

必要である。さらに、子どもたちが最初の段階で施設へ

送られるような事態にならぬよう、対策を講じる必要が

ある。これには、障がいのある子どもたちとその家族が

利用できる即応力のある公共サービス、学校、医療制度

の構築などが含まれる。

家族を支援する

「子どもの権利条約」では、子どもたちは家庭環境の

中で成長すべきであると明言されている。これはすなわ
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ち、障がいのある子どもたちや若者の家族は、家族が自

分たちの子どもに対して可能な限り最善の環境と生活の

質を提供できるよう、十分な支援が提供されるべきであ

るということである。家族や保護者に対する支援（例え

ば、デイケアの助成や、障がいのある子どもの世話に伴

う支出の増加や所得の減少を補うための補助金の支給な

ど）は、障がいのある子どもたちを初めから施設に入れ

たくなる気持ちを抑え込むのに極めて重要である。また、

子どもたちが施設で生活したあとにコミュニティに戻る

場合も、復帰の可能性を向上させる可能性がある。

家族の中に障がい者がいると、生活費が増大したり、

所得を得る機会を失ったりすることが度々あり、貧困に

陥ったり、あるいは貧困から抜け出せないリスクが増大

する。障がいのある子どもたちで、貧しい生活を送って

いる子どもたちは、リハビリテーションや支援機器と

いったサービスを受けることが特に困難である。そうし

た子どもたちや家族をそのまま放置することは、インク

ルージョンの約束をその鼻先にちらつかせたまま、それ

を実現しないようなものである。

社会政策では、障がいに伴う金銭的費用と時間的費用

が考慮されるべきである。このようなコストは、社会手

当、交通費に対する助成金、あるいは個人的支援やレス

パイトケア※によって補うことができる。現金給付は管

理が簡単で、障がいのある子どもたちやその家族の特定

のニーズを満たす柔軟性も併せ持っている。また、親や

子どもたちの意思決定権も尊重されることになる。困難

な状況で生活している家庭向けの現金支給プログラムが

すでに導入されているのであれば、障がいのある子ども

たちの家族がうっかり取り残されたり、あるいは十分な

支援を受けられなかったりすることがないよう、プログ

ラムを調整する必要がある。以上の提言は、どのような

状況下であろうとも急を要するものであるが、支援予算

や社会予算が削減され、失業率が高い水準にあり、商品

やサービスの価格上昇が続く昨今の苦しい状況下では特

に早急な対応が必要とされる。今は世界中の家庭が、貧

困のリスクに直面しているのである。

最低基準より上を目指せ

現行の支援やサービスに対しては、継続的な評価を続

け、可能な限りの最高品質を目指すべきである。目標は、

最低基準より上を目指すことでなければならない。焦点

は、障がいのある子どもたち各個人に対するサービスの

提供だけではなく、制度や社会全体の変革をも目指すも

のでなければならない。サービスの評価に、障がいのあ

る子どもたちとその家族を継続的に参加させていくこと

により、子どもたちが成長してニーズが変化したときで

も、確実に十分かつ適切なサービスを提供していくこと

ができるようになる。こうした参加の重要性は、どれだ

け誇張してもし過ぎることはない。障がいのある子ども

たちや若者というのは、障がい者が何を必要とし、ニー

ズが満たされているかどうかということについての、最

も信頼できる情報源のひとつなのである。

子どもへの支援サービスを上手に調整せよ

障がいの影響はさまざまな分野にまたがっているた

め、障がいのある子どもたちやその家族が直面している

あらゆる困難が考慮されるようサービスを調整する必要

がある。保健、教育、福祉の各部門の垣根を取り払い、

上手に調整した早期支援プログラムを導入すれば、早い

段階で障がいを特定することができ、管理の促進に役立

つ。早期幼児支援はすべての部門にわたり強化する必要

がある。子どもの発育の早い段階で支援を行えば行うほ

ど、機能的能力の回復も高いことが各種の調査により明

らかにされている。人生の早期に障壁が取り除かれた場

合には、障がいのある子どもたちが直面するさまざまな

障壁の複合的影響が軽減される。そして、子どもたちが

幼少期の中で成長していくとき、リハビリテーションを

通じてその機能的能力を強化することができる。能力の

向上は、障がいのある子どもたちを受け入れ、その教育

的ニーズを満たす意志と能力が学校制度に備わっている

と、より大きな効果をもたらすことになる。さらに、障

がいのある人々の雇用を促進するための、学校から仕事

へのインクルーシブな移行プログラムと経済全体の取り

組みもあると、学校教育を受けることがさらに有意義な

ものになるであろう。

（84ページへ続く）

※ 障がい者と一緒にいる家族が心身の疲れを癒す目的で休養をとれるような支援。
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視点

カルティック・ソーニー氏は、インドの
ニューデリー在住。国内の賞を受賞した
ことがある。同氏は障がいのある人々の
権利の擁護に積極的に取り組んでおり、
レナルド・チェシャー・ディスアビリ
ティー・ヤング・ボイシズというネット
ワークのメンバーである。

視覚障がいのある人々は、ライ

ターが「book famine （書物飢饉）」

と呼んだ状況に陥っている。これは

私たちにとって目新しいことではな

い。目の不自由な人々は、長きにわ

たりアクセシビリティ（利用しやす

さ）を求めてもがき苦しんでいる。

「アクセシビリティ（利用しやすさ）」

というのは、物理的環境、交通手段、

情報通信技術、教育、そのほかの施

設へのアクセスをはじめ、あらゆる

ものを含む包括的な言葉である。私

は、利用可能な資料や教材がすぐに

利用できることが大切だと思ってい

る。開発途上諸国における状況を考

慮した場合には、その緊急性がさら

に高まる。

インドの主流の普通校に通う初等

および中等学年の視覚障がいのある

生徒60人近くを対象に、私が非公

式調査を行ったとき、自分の好きな

形で教材を利用できる生徒はそのう

ちのわずか20%未満に過ぎず、何

らかの形で教材を利用できる生徒も

35%未満しかいないことが判明し

た。視覚障がいのある私は、アクセ

シビリティの欠如が障壁となって、

ほかの人々と同じ機会を利用できな

かった経験が何度もある。読み物を

利用できるようにするためには、途

方もない労力が必要とされる。現在

では、光学式文字認識（OCR）〈印

刷、手書き、またはタイプ打ちの文

章を、コンピュータで利用可能な

コードに変換する技術。これを利用

して、コンピュータが電子音声で文

章を読み上げてくれる〉の進歩のお

かげで、ある程度の改善はなされて

いる。しかしながら、技術的な内容

のものは依然として利用できない。

例えば、私は毎日約２時間を費やし

て、科学や数学の授業でもらった教

材を打ち直している。OCRソフト

ウェアでは、図や特殊記号を十分な

正確さで読み取ることができないか

らである。遠隔地に住む生徒はさら

に不便で、コンピュータに頼ること

ができず人間に頼り、膨大な情報を

自分たちのために音読してもらって

いる状態である。例えば、小さな村

に住んでいる私の友人たちは、週に

１度やって来るボランティアに全面

的に依存している形だ。

オンライン・コンテンツでさえ、

その多くは標準的な画面音読ソフト

では読み取ることができない。これ

は主に、著者や設計者が使用する

規格やプラットフォームが、人に

よって異なっていることが原因であ

る。確実にすべてのユーザーが快適

にウェブサイトを利用できるよう、

ワールド・ワイド・ウェブ・コンソー

シアム（W３C）が、ウェブサイト

作成の際に従うべきガイドラインを

作成しているが、そのビジョン達成

はまだ程遠い。私は毎日のように、

W３C規格に準拠していないウェブ

サイトに行き着く。政府機関だけで

筆者：カルティック・ソーニー

技術、態度・姿勢の向上、著作権法の改善により
「深刻な書物飢饉」の解消を
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なく、市民社会、学術機関、および

国際機関の力も借りた、さらに大規

模な精査が必要なのだ。インド政府

は、この分野での改善に着手してい

る。政府は現在、「ベスト・アクセ

シブル・ウェブサイト」部門の「障

がい者エンパワーメント・ナショナ

ル・アワード」を授与しており、こ

のインセンティブにより、色々な組

織がそのウェブサイトを利用可能な

ものにしようという動きが促進され

ている。多くの国がこのやり方を採

用することになれば、このインド政

府の対策が革命を導くことになる。

これは政府だけの問題ではない。

誰もが好ましい変化を作り出すこと

ができるのである。私は、2011年

にインドのバンガロールで成し遂げ

られた歴史的偉業を思い起こす。そ

こを拠点とする視覚障がいのある若

者たちのグループによって成し遂げ

られたものだ。国内の一流ビジネス・

スクールへの入学試験の準備をして

いる際に、その若者たちは有名な教

育出版社であるピアソン・エデュ

ケーションに連絡をし、自分たちに

利用できる形で教材を発行してくれ

るよう依頼した。同社は承諾し、そ

れ以来自社の教材のほとんどを視覚

障がい者にも利用できる形で発行し

ている。ただし、すべての出版社が

そのように物分かりが良く、思いや

りがあるわけではない。認識不足と

配慮のなさは２大関門である。視覚

障がいのある人々に対する態度・姿

勢にパラダイム・シフトが起こらな

い限り、現在視覚障がいのある人々

を悩ませている関門を突破すること

は困難である。

しかし、アクセスに関してはもう

ひとつの障壁がある。それは技術や

姿勢に関するものではなく、政治と

法に関わる障壁である。現在のとこ

ろ、視覚障がいのある人々に特例が

認められるように自国の著作権法を

改正している国は57カ国しかない。

つまり、視覚障がい者に電子書籍を

提供することは、残念ながら多くの

国では依然として著作権侵害と見な

されており、そのために地元の出版

社がコミュニティ内で視覚障がい者

を支援することもできないのであ

る。若い学生にとって、これらの事

実は極めて憂慮すべき問題である。

ほとんどの国が、障がいのある人々

の福祉とエンパワーメントのために

最大限の支援と協力を提供すること

を約束しているものの、書面上の法

律とそれを実際に施行することの間

には非常に大きな隔たりがあること

が判明している。今必要なことは、

言葉を行動へと移すことである。国

家主権を侵害しない範囲内で、障が

いに関する国際法が施行されている

かどうかを監視する国際的な機関の

設置を提案したい。

著作権法の改正も必要である。私

は、各国が引き続き法的枠組みの制

定に取り組むこと、国連がこの問題

に関して議決に向けて行動を起こす

よう期待している。世界が協調して

努力すれば、障がいのあるすべての

人たちが不可分の権利を、全世界で

実現できると信じている。そう、「す

べての資料・教材を利用する権利」を。

視覚障がいのある私は、アクセシビリティの欠如が障壁となって、

ほかの人々と同じ機会を利用できなかった経験が何度もある。
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（81ページからの続き）

意思決定にあたっては障がいのある子ど
もたちの意見を

障がいのある子どもたちと若者たちは、インクルーシ

ブな社会の構築に向けた取り組みの中心となるべきであ

る。単なる受益者としてではなく、変革の主体としてで

ある。「障害者の権利に関する条約」の締約国は、障が

いのある子どもたちが自らのことに関係するすべての事

柄に意見を述べる権利があることを確認している。そう

することで、締約国はまた、「子どもの権利条約」の原

則を再確認し、障がいのある子どもたちに関係する法律

や政策の策定および施行の際には、対象となる子どもた

ちの意見を聞くことを自らに義務付けている。これは締

約国を利することである。というのも、障がいのある子

どもたちおよび若者は、自分たちの日常の体験に基づき

政策立案やサービス提供の質を高めることができ、また、

あらゆる問題や支援（保健、栄養の問題から、性と生殖

に関する健康まで、おとなへと育つ過程で必要となる教

育やサービスなど）において、自分たちのニーズが満た

されているかどうか、自分たちの貢献が活用されている

ウガンダのリラにあるオジュウィナ小学校でネットボールをプレーする子どもたち。© UNICEF/UGDA2012-00120/Sibilon

かどうかに関する情報を提供する、独特の役割を担うこ

とができるからである。

自らの意見を聞いてもらう権利は、障がいのタイプや

程度に関係なくすべての子どもたちが有するものであ

り、たとえ重度の障がいがある子どもたちであっても、

支援を受ければ、自分たちの選択や希望を表明すること

ができるはずである。自分の考えを表明できる子どもは、

虐待や搾取の被害に遭う可能性がかなり低い。逆に言え

ば、虐待や搾取は、子どもたちが自分の受けている迫害

に異議を唱える手段を持たないところで頻繁に発生する

のである。施設で暮らしている子どもたちのように、社

会から取り残されたグループにとっては、参加すること

が特に重要となる。

障がいのある子どもたちおよび若者たちは権利保有者

であり、慈善の受け手ではないということを確認したと

して、これは適切なリハビリテーション、医療処置、あ

るいは補助機械器具を与える必要がないということでは

ない。そうではなく、子どもたちの権利、物の見方、選
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セルビアのノヴィ・サドでクラスメートと一緒に座る６歳のネマニャ（左端）。彼の通う小学校は、障がいのある子どもたちの施設収容を少なくすること
を狙った法律の下で、障がいのある子どもたちを受け入れた最初の学校であった。© UNICEF/HQ2011-1156/Holt

択が尊重されなければならないということである。この

認識に基づき、意思決定者は、障がいのある子どもたち

が容易にアクセスして利用することのできる形と方法で

これらの子どもたちとコミュニケーションをとり、子ど

もたちの見方を政策やサービスの設計、実行、および評

価に組み込まなければならない。

グローバルな約束、地元で検証

「障害者の権利に関する条約」および「子どもの権利

条約」の約束を果たすには、国際的な機関およびドナー、

並びに国内と地元のパートナーが、あらゆる開発プログ

ラムの目的、目標、およびモニタリング指標に、障がい

のある子どもたちを含めると良い。計画立案およびリ

ソース（資源）配分を支援するには、また、障がいのあ

る子どもたちをはっきりと開発アジェンダに含めるに

は、信頼性の高い客観的データが不可欠となる。必要な

統計作業には時間がかかるかもしれないが、世界中のド

ナーが、障がいに関して協調して研究にあたれば、はず

みがつくはずである。その一方で、計画立案とプログラ

ミングは継続されなければならない。さらに多くのデー

タが必要であるという理由で、障がいのある子どもたち

へのサービスを拒否したり遅らせたりすることがあって

はならない。むしろ、計画、プログラム、および予算は、

さらなる情報が入手できるようになった際に修正を加え

ることにし、設計すれば良いのである。

国際的な取り組み、国内的な取り組みがうまく行って

いるかどうかは、地元レベルで検証されることになる。

どれほどの遠隔地であっても、またどれほど困窮した状

況にあっても、障がいのあるすべての子どもたちが、サー

ビス、支援、および機会へのアクセスを含めて、ほかの

子どもたちと同等の権利を享受しているかどうかがその

基準となる。
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視点

2007年から2013年５月までエクアドル
の副大統領の任にあるレニン・ヴォル
テール・モレノ・ガルセス氏（写真左）
は、ラテン・アメリカで唯一、身体障が
いがありながら政府要職に就いた人物で
ある。ここに記載した統計データは、国
家プログラムの文書から引用したもので
ある。

最も脆弱な人々まで含めてすべて

の人々が人権を享受しない限り、人

権の普遍的行使はあり得ない。この

信念に駆り立てられて、エクアドル

共和国の副大統領府は、障がいのあ

る人々の現状の確認と改善に焦点を

当て努力している。それもまずは子

どもたちから。

2009年７月から、私たちは「マ

ヌエラ・エスペホ団結作戦」と呼ば

れるプロジェクトの下、エクアドル

全域を対象とした調査を実施した。

国内の24の県と221のカントン（小

郡）に住む128万6,331世帯の家庭

を訪問して、29万3,743人の障がい

者を特定することができた。そのう

ちの約24%が知的障がい者、76%

ほどが身体または感覚障がい者で

あった。私たちの概算では、重大な

障がい者の割合は、2010年の国勢

調査で測定された国内人口の２%超

であった。

この調査により、18歳未満の少

年・少女の５万5,000人に障がい

があることが判明した。この人数

は、エクアドルの全障がい者のお

よそ19%に相当するものであった。

2012年６月の時点で、これらの子

どもたちには、それぞれのニーズに

応じ、車椅子、歩行器、床ずれ防

止マットレス、杖、補聴器、視力

補正器具など８万7,629点の技術支

援品が寄贈されていた。また新たに

３つの人工装具製作所が設立され、

2012年だけで、国内の子どもたち

に1,960点の人工装具や矯正装具が

提供されることになった。

また、多くの家庭が極めて厳しい

状況の中で暮らしていることも明ら

かになった。重度の障がいがある子

どもたちのケアは特に高額な費用が

かかる場合があり、そのため母親た

ちが、お金を稼ぐために子どもを放

置せざるを得ないという状況に追い

込まれているケースもあった。そこ

でホアキン・ガジェゴス・ララ助成

金が創設され、障がいのある子ども

たちやおとなたちの主たる保護者に

対して、月に240米ドル相当の支援

金が支給されている。また、応急処

置サービス、衛生学、およびリハビ

リテーションに関する訓練も提供さ

れている。こうしてエクアドルでは

初めて、障がいのある人々の世話を

している家族による報酬のない活動

（＝「愛」という労働）が認められ

たのである。2012年６月の時点で、

助成金によって6,585人の子どもた

ちが恩恵を享受しており、そのうち

の43%が女子であった。

支援に加えて、私たちのアプロー

チでは障がい者を早く見つけ出し、

速やかに手を差し伸べることを重視

している。聴覚障がい者を見つけ出

し、早期の支援を促進するために、

2012年までに９歳未満の子どもた

筆者：レニン・ヴォルテール・モレノ・ガルセス

障がいのある子どもたちと普遍的な人権
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ち約110万人に対してスクリーニン

グが行われた。このために、保健省

のネットワークに1,401の診断およ

び聴覚スクリーニング・サービス・

ユニットを設置、1,500人の医療専

門家に訓練を実施し、30の言語療

法サービス・ユニットを設置、1,508

セットの補聴器を支給した。

2013年には、24の視覚障がい

サービス・センターで71万4,000人

の子どもたちがスクリーニングを受

ける予定であり、約2,500人の子ど

もたちが、視力を改善したり、生活

機能改善支援を受けることが見込ま

れている。

また私たちは、新生児のスクリー

ニングを行い、治療可能な先天性疾

患を検出するための国家プログラム

も立ち上げている。2011年12月ま

でに、「ライト・フット・フォワード：

未来の足跡」と呼ばれるこの取り組

みによって９万8,034人の新生児の

スクリーニングが行われ、30症例

の先天性甲状腺機能低下症、ガラク

トース血症、先天性副腎過形成、あ

るいはフェニルケトン尿症が発見さ

れた。これらの疾患は、生後数週間

か数ヵ月のうちに治療しないと、特

に低認知力、言語障がい、震えなど

の障がいが発生するリスクが高まる

が、こうした症状が見つかった30

人の少年・少女は、それぞれの症状

に応じて治療を受けた。

生物社会的支援および早期支援の

みにとどまらず、私たちは社会的お

よび文化的なインクルージョンも追

求している。「喜びと団結のエクア

ドル」という旗印の下、障がいのあ

る者とない者の双方を含む７万人の

子どもたちおよび若者が、国内全域

で開催されているインクルーシブな

祭典に参加している。そこでは融和

の機会を作り出すための手段とし

て、遊びとゲームが奨励されている。

こうした祭典では、障がいのある

人々がインストラクターとして、体

操、芸術・工芸、ゲーム、および物

語の読み聞かせを主導している。

社会から取り残された、あるいは

脆弱な約7,700人の子どもたちおよ

び若者が、ダンス、音楽、絵画、文

学といった趣味を通じて、自己啓発、

自尊心、および社会的統合を高めて

いる。その中には、カナダのエンター

テインメント集団「シルク・ドゥ・

ソレイユ」とのコラボレーションに

よって運営されているイニシアティ

ブ「ソーシャル・サーカス」に参加

している子どもたちや若者1,100人

も含まれている。

これらのイノベーションが、エク

アドルの近隣諸国の間でも関心を呼

び起こしており、その多くが私たち

の取り組みについてさらに詳しく学

ぼうとしている。何よりも注意すべ

きことは、一刻も無駄にしてはなら

ないということである。子どもたち

の誰ひとりとして、当然受けられる

べきサービスや支援を待たされるよ

うなことがあってはならず、これは、

特に障がいのある子どもたちに関し

て言えることである。障がいのある

子どもたちの脆弱性は、成長するに

つれ増大していく可能性があるから

である。

私たち政府は、ただちに目の前の

課題に取り組まなければならない。

私たちは、障がいというのは「問題」

ではなく「状況」なのであるという

ことを理解しなければならない……

各々の立場や果たすべき役割にかか

わらず、わが国の最も若い市民がメ

インストリーム（主流）に入れるよ

うに支援するのは私たち政府関係者

の責任である。

障がいのある人々、その中でも特

に子どもたちと若者たちが、自分た

ちの権利を十分に行使できる環境が

保障されない限り、豊かな生活の原

理に沿った社会的正義に満ちた国な

どというのは、夢に見ることすらで

きないのである。

障がいは何かができないというこ

とではない。逆に、人類を豊かにす

るすばらしい多様性を意味している

のである。

私たち（政府）は、障がいというのは「問題」ではなく「状況」なのであるという

ことを理解しなければならない……（私たちは）わが国の最も若い市民がメインス

トリームに入れるよう支援しなければならない。
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統計表

概要
　以下は、国・地域（countries and territories）、並びに、世界のそれぞれの地域（regions）での、子どもの生存、発達、
保護に関する最新の統計を掲載したものである。今回は、早期幼児ケアに関する統計が新たに加わっている。

　ここに示した統計テーブルは、国際的に合意された子どもの権利や発達に関連する目標や協定の実現に向けて、
進展・結果を求め努力をしているユニセフの支えとなるものでもある。ユニセフは、ミレニアム開発目標（MDG）
やその指数はもとより、ミレニアム宣言の中の子どもに関する目標がきちんと達成されているかどうか、モニタリン
グをする役割を担う主導機関となっている。また、これらの目標や指数をモニタリングする役割を担う国連としての
仕事の中でも、ユニセフは主要なパートナーとなっている。

　統計は、国別や経年別にも比較可能となるよう最大限の努力が払われている。しかしながら、国レベルのデータは、
データ収集の方法、推計値の算出方法、対象となる人口などが異なる可能性がある。また、ここに掲載されたデータは、
年々進化する手法、時系列データの見直し（例えば、予防接種、妊産婦死亡率）、そして地域の分類変更などの影響
を受けている。さらには、年単位でのデータ比較を可能にする指数が、ものによっては得られていないことがある。
そういう意味では、これまでに出版された「世界子供白書」とのデータ比較は推奨できない。

　本書に掲載されている数値は、ウェブサイト <www.unicef.org/sowc2013> とユニセフの世界統計データベース
<www.childinfo.org> に掲載されている。最新版の統計表のほか、出版後の更新情報および正誤表についても、上
記ウェブサイトを参照されたい。

データについての一般的留意事項
　以下の統計表に示したデータは、ユニセフ・グロー
バル・データベースから取得したものであり、定義と
出典のほか、必要に応じて脚注も添えられている。統
計表を作成するにあたっては、複数指標クラスター調
査（MICS）や人口保健調査（DHS）など、関係機関の
推計値と国別世帯調査を用いた。他の国連機関のデー
タも使用されている。今年の統計表に示したデータに
は、2012 年８月現在入手可能なデータが全般的に反映
されている。手法とデータ出典に関する詳細な情報は、
<www.childinfo.org> に掲載されている。

　 本 書 に は、2010 年 版『 世 界 人 口 予 測（World 
Population Prospects: The 2010 Revision）』と 2011
年版『世界都市化予測（World Urbanization Prospects: 
The 2011 Revision）』（国連経済社会局発行）から得た
最新推計値と将来推計も含まれている。近年になって人
災または天災を被った国は、データの質が低下しやすい。
その可能性が特に高いのは、国の基本インフラの破壊や
大規模な人口移動が生じた国である。

　複数指標クラスター調査（MICS）：ユニセフは、
MICS を通して、信頼性が高く国際比較が可能なデー
タを各国が収集するのを支援している。1995 年以来、
100 を超える国と地域において約 240 件の調査が実施
されてきた。第５回 MICS 調査が約 60 カ国で進行中で

ある。MICS は、ミレニアム開発目標（MDGs）など、
子どもたちのための国際的に合意がなされた開発目標
の達成に向けた進捗状況をモニタリングするための最
大級のデータ源である。これらのデータの詳細な情報は、
<www.childinfo.org/mics.html> に掲載されている。

子どもの死亡率に関する推計値
　ユニセフは、死亡率に関する推計値（乳児死亡率、
５歳未満児死亡率、５歳未満児死亡数など）を参照年
２年分以上について、『世界子供白書』に毎年掲載して
いる。これらの数値は、本書の制作段階で入手可能な
最良の推計値であり、国連の「死亡率推計に関する機
関間グループ」（IGME）の作業に基づくものである。同
グループには、ユニセフ、世界保健機関（WHO）、世
界銀行、および国連人口局が参加している。IGME は、
新たに入手可能となったデータを詳細に検討し、死亡
率の推計値を毎年更新している。この検討作業によっ
て、以前報告された推計値の改訂が必要となることが
多い。したがって、各年版の『世界子供白書』で報告
されている推計値は比較できない場合があり、死亡率
の経年変化を分析する目的で使用してはならない。た
だし、1970 ～ 2011 年の５歳未満児死亡率に関して
は、ユニセフの地域分類や国分類に基づき、比較可能
な推計値を 95 ページにまとめている。最新の IGME 推
計値に基づく 1970 ～ 2011 年（1970 年、1990 年、
2000 年および 2011 年）の各国の死亡率指標は表 10
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に示されているほか、<www.childinfo.org> と <www.
childmortality.org> にも掲載されている。

特定の表に関する注記
表１　基本統計：
ジェンダー別の５歳未満児死亡率：IGME は、５歳未満
児死亡率に関するジェンダー別推計値を初めて提示して
いる。推計方法の詳細については、IGME のウェブサイト
<www.childmortality.org> にある同グループの最新報告
書の付録に記載されている。

世帯あたりの所得の分布：最も豊かな 20% の世帯と最
も貧しい 40% の世帯あたり所得のパーセンテージは表
１から表７に移し、その他の経済指標と共に示してある。

表２　栄養指標：
低体重・発育阻害・消耗症・肥満：ユニセフと WHO
は、各地域と世界の平均値の計算と推定、および傾向
分析を行うため、身体測定データを一致させる処理を
開始している。この一環として、低体重（中度・重度）、
発育阻害、消耗症、および肥満の蔓延率に関する各地

域と世界のそれぞれの平均値は、M. de Onis 氏ほか著
の‘Methodology for Estimating Regional and Global 
Trends of Child Malnutrition’（International Journal of 
Epidemiology, vol. 33, 2004, pp. 1260-1270）で触れ
られているモデルを基に算出された。データ収集源の
違い（入手可能となった新たな経験的データが盛り込
まれている）や統計方法の違いにより、これらの推計
値はこれまでに発行されている『世界子供白書』で報
告されている平均値と比較できないこともある。
　
ビタミンAの補給：４～６カ月の間隔でビタミン A を
年２回補給されることが子どもたちにとって重要である
ことを強調するため、本書ではビタミン A の補給につ
いて完全投与（２回以上）のみを報告している。この指
標を測定する直接的な方法がない場合には、統計をとっ
た年度の１回目および２回目の補給率のうち、低い数値

（割合）の推定値が「完全投与」として記載されている。

表３　保健指標：
下痢の治療：経口補水塩（ORS）による下痢治療のデー
タが今回の表に初めて盛り込まれている。ORS は子ど

５歳未満児死亡率（出生 1,000 人中）
ユニセフによる地域グループ 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011
サハラ以南のアフリカ 236 212 197 184 178 170 154 133 112 109
　　東部・南部アフリカ 214 191 183 170 162 155 135 112 88 84
　　西部・中部アフリカ 259 237 215 202 197 190 175 155 135 132
中東と北アフリカ 190 157 122 90 72 61 52 44 37 36
南アジア 195 175 154 135 119 104 89 75 64 62
東アジアと太平洋諸国 120 92 75 62 55 49 39 29 22 20
ラテンアメリカとカリブ海諸国 117 100 81 65 53 43 34 26 22 19
CEE/CIS 88 75 68 56 48 45 35 28 22 21
後発開発途上国 238 223 206 186 171 156 136 118 102 98
世界 141 123 111 96 87 82 73 63 53 51

５歳未満児死亡数（単位：100 万人）
ユニセフによる地域グループ 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011
サハラ以南のアフリカ 3.1 3.2 3.4 3.5 3.8 4.0 4.0 3.8 3.4 3.4
　　東部・南部アフリカ 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.2 1.2
　　西部・中部アフリカ 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1
中東と北アフリカ 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
南アジア 5.3 5.1 5.0 4.6 4.3 3.9 3.3 2.7 2.4 2.3
東アジアと太平洋諸国 5.2 3.5 2.3 2.4 2.2 1.6 1.3 0.9 0.6 0.6
ラテンアメリカとカリブ海諸国 1.2 1.1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
CEE/CIS 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
後発開発途上国 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.0 2.7 2.6
世界 16.9 14.8 13.1 12.7 12.0 10.8 9.6 8.2 7.1 6.9
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もの生存に不可欠なため、ORS の普及率をモニタリン
グすることは極めて重要である。その代わりに前年まで
使用されていた指標である経口補水療法および授乳・
食事の継続による対応を除外したが、いずれも <www.
childinfo.org> に引き続き掲載してある。

水と衛生：本書には飲料水と衛生施設の普及率の推計
値も掲載されており、各値は WHO とユニセフの水と衛
生共同モニタリング・プログラム（JMP）から得ている。
これらの値は国連による正式な推計値であり、水と衛生
に関するミレニアム開発目標の達成状況を測定するため
に用いられる。JMP の調査方法と国別推計の完全な情報
は、<www.childinfo.org> と <www.wssinfo.org> で見る
ことができる。JMP の推計は、利用可能なすべての世帯
表歩運調査と国勢調査に線形回帰を用いて算出している
ため、また、最新の推計値が発表されるまでに新たな追
加データが出て来るため、JMP 推計値は、あとから出て
来る値と比較してはならない。

予防接種：本書では、WHO とユニセフによる国別予防
接種率の推計値を記載している。これらは国連による正
式な推計値であり、はしか予防ワクチン接種率に関す
るミレニアム開発目標の達成状況を測定するために用
いられる。2000 年以来、推計値は毎年１回７月に更新
されているが、その前には協議プロセスを設け、各国に
報告書の草稿を提示してレビューとコメントを求めてい
る。このシステムでは新たな経験的データが組み込ま
れ、毎年の改訂版が以前の公表データに取って代わるた
め、旧版から得た予防接種率とは比較できない。プロセ
スに関する詳細は、<www.childinfo.org/immunization_
countryreports.html> で見ることができる。

　報告された予防接種ワクチン６種の地域平均値は、
以下のように算出されている。
・ BCG に関しては、国の定期予防接種計画に BCG が

組み込まれている国のみ、地域平均値に含まれている。
・��DPT、ポリオ、はしか、B 型肝炎、インフルエンザ菌

b 型（Hib）ワクチンに関しては、すべての国が地域
平均値に含まれている。

・���破傷風からの出生時の保護（PAB）に関しては、妊
産婦および新生児破傷風の流行地域のみ、地域平均
値に含まれている。

表４　HIV ／エイズ指標：
　2012 年、国連合同エイズ計画（UNAIDS）は、世界
レベル、地域レベル、および国レベルでの 2011 年の

HIV ／エイズ推計値を新たに発表した。これらの推計値
には、おとなと子どもを対象とし、かつ HIV の母子感
染予防を目的として WHO が打ち出した HIV 治療ガイ
ドラインの主な変更のほか、HIV 母子感染率の前提や感
染した子どもの純生存率における改善も反映させてい
る。また、人口調査、拡張全国センチネルサーベイランス・
システム、およびプログラム・サービス統計から、従来
よりも信頼性が高いデータを利用できるようになった。
国連合同エイズ計画は、この改良された手法に基づき、
推定 HIV 感染率、エイズとともに生きる人々と治療を
必要とする人々の数、エイズ関連の死亡者数、新たな
HIV 感染件数、エイズを含むあらゆる原因で親を失った
子どもの数を、過去にさかのぼって推計している。傾向
分析には、新しい推計値のみを使用することを推奨す
る。この表に示されている新たなHIV／エイズ推計値は、
国連合同エイズ計画より近日発行予定の『Global AIDS 
Report, 2012』でも公表される予定である。
　
　概して、『世界子供白書 2013』に掲載されている世
界および地域別の数字は、これまでに公表された推計
値と比較することができない。HIV ／エイズ推計値、
統計方法、更新情報の詳細については、<www.unaids.
org> において見ることができる。

表８　女性指標：
妊産婦死亡率（調整値）：2010 年の妊産婦死亡率の調
整値を表に示す。この「調整値」は、世界保健機関（WHO）、
ユニセフ、国連人口基金（UNFPA）、および世界銀行か
ら成る「妊産婦死亡に関する機関間グループ」（MMEIG）
と独立した技術専門家らによって算出された。ここで
は、妊産婦死亡率を算出するために二重の方法を採用し
ている。すなわち、誤分類や過少報告を修正するため住
民登録システムから得られる既存推定値を調整したこと
と、国レベルの信頼性が高い妊産婦死亡率の推計値が
ない国のために統計モデルを使って推定値を生成したこ
とである。このように調整された推計値は、国連機関間
グループの過去の推計値とは比較することができない。
完全な報告書（1990 年、1995 年、2000 年、2005 年、
2010 年の国別・地域別のすべての推計値のほか、手
法に関する詳細も含まれている）は、<www.childinfo.
org/maternal_mortality.html> に掲載されている。

表９　子どもの保護指標：
子どもに対する暴力的なしつけ：2010 年よりも前のユ
ニセフ出版物と MICS 国別報告書で使われた推計値は
調査世帯の重みを用いて算出されたが、その重み付けで

統計表
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は MICS 調査の子どものしつけに関するモジュールの
管理について最終段階での子どもの選択が考慮されて
いない（子どものしつけに関するモジュールの管理につ
いては、２～ 14 歳の子ども１人の無作為な選択が行わ
れている）。2010 年１月には、最終段階での子どもの
選択を考慮する世帯重み付けを用いることで従来より
も正確な推定値を生成することが決定された。MICS 3 
のデータは、この方法で再計算された。2011 年以降の
すべてのユニセフ出版物（『世界子供白書 2013』を含む）
では、改訂後の数値を用いている。
　児童労働：表中の第４次 MICS 調査（MICS4、2009
～ 2012 年）で得られた新たなデータは、他国と比較で
きるように、MICS3 調査で用いられた指標定義に従っ
て再計算されている。この定義では、水汲みや薪集めと
いった活動は、経済活動ではなく家事に分類されている。
このアプローチの下では、５～ 14 歳の子どもは、週 28
時間以上にわたって水汲みまたは薪集めをしなければな
らない場合のみ、児童労働者と見なされることになる。

表 10　進展の度合い：
　表 10 では、子どもの福祉における進展を示す主たる
指標として、５歳未満児死亡率（U5MR）が用いられ
ている。1970 年には毎年約 1,690 万人の５歳未満児
が命を落としていた。それに対し 2011 年には、５歳の
誕生日を迎える前に亡くなった子どもは推定 690 万人
だった。したがって、世界の５歳未満児死亡者数が長
い間に著しく減少してきたことは明らかである。

U5MRは、子どもの福祉の物差しとして、いくつかの
利点を備えている。
・ 第一に、U5MR は発展過程の最終的結果を測定する

ものであって、就学率、１人あたりのカロリー摂取率、
人口 1,000 人あたりの医師数のような「インプット」
を測定するものではない。後者はいずれも目的達成
の手段である。

・�第二に、U5MR は多種多様なインプットの結果で
あることが知られている。例えば、肺炎治療の抗
生物質、マラリア予防の殺虫剤処理した蚊帳、母
親の栄養状態と保健知識、予防接種や ORT の利用
水準、母子保健サービス（妊娠管理を含む）の利
用可能性、家族の所得と食料の入手可能性、安全
な飲料水と基礎的衛生設備の利用可能性、子ども
の環境の全面的安全性などがある。

・�第三に、U5MR は、例えば１人あたりの GNI などに
比べ、平均値の誤謬に影響を受けることが少ない。
富裕層の子どもたちの所得が 1,000 倍ということは

人為的尺度ではあり得ても、そうした子どもたちの生
存可能性が 1,000 倍ということは自然尺度ではあり
得ないからである。言い換えれば、各国の U5MR は
少数の富裕層による影響を受けにくいため、大多数
の子ども（および社会全体）の健康状態を、完全に
は程遠いものの、より正確に描き出すことができる。

　U5MR 低減の速度を評価するには、U5MR の年間削
減率（ARR）を算出すればよい。絶対的な変化を比較
するのとは異なり、ARR は、最初の値との差を反映し
た相対的な変化を測定する。

　５歳未満児死亡率が低くなれば、絶対的な低下のポ
イント数が同じであっても削減率は大きくなる。した
がって ARR は、例えば U5MR が絶対的に 10 ポイント
低くなった場合、同じ期間において５歳未満児死亡率
が低かったほど、進展の度合いが高かったことを示す。
U5MR が 1990 年に 100 であったのが 10 ポイント下
がり 2011 年に 90 になった場合は 10% の削減になり、
これは ARR の約 0.5% 削減に相当する。一方、同じ 10
ポイントでも同期間中に 20 から 10 に下がった場合は
50% の削減になり、これは ARR の 3.3% 削減に相当す
る（削減率がマイナスの場合は、期間内に５歳未満児
死亡率が増加したことを意味する）。

　それゆえ、国内総生産の成長率と併せて用いると、
U5MR とその削減率は、いかなる国や地域で、いかな
る期間においても、最も重要な人間的ニーズの一部の
充足に向けてどのような進展があったかがわかる。

　表 10 が示しているように、U5MR の年間削減率と１
人あたり国内総生産の年間成長率との間に固定的な関
係は存在しない。ただし、これら２つの指標を比較する
と、経済的発展と人間開発の関連性を浮き彫りにする
上で役に立つ。

　最後に、各国・地域の合計特殊出生率とその年間平
均減少率も表 10 に示した。これにより、U5MR を大き
く削減できた国の多くは、出生率も大きく削減できてい
ることがわかる。

表 12～ 13　格差指標：
　下痢の治療：今回の表には、経口補水塩による下痢治
療に関するデータが初めて盛り込まれている。その代わ
り、前年まで使用されていた経口補水療法（ORT）およ
び授乳と食事の継続による対応という指標が除外された。
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統計表

記号の説明

以下の記号はすべての表に共通する。
　－ データを入手できない。
　ｘ �年または期間を参照するデータ（列見出しで指定されている年または期間は除く）。このようなデータは、地

域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない（ただし、2005～2006年のインドのデータは例外とする）。
　ｙ 標準的な定義とは異なるデータまたは国内の一部のみを参照するデータ。言及されている参照期間内のデー

タである場合、そのデータは地域平均や世界平均の算出に含まれている。
　 ＊  列見出しで指定されている期間内に利用できる直近年次を参照するデータ。
 ＊＊  中国を除く。

　特定のデータ・ポイントの出典と年は、<www.childinfo.org> において入手できる。特定の表で使われている
記号は、その表の脚注で説明されている。

国と地域の分類
　14 の項目別統計表の末尾に掲げられた平均値は、以下のように分類された国・地域のデータを用いて算出さ
れている。

サハラ以南のアフリカ
東部・南部アフリカ；西部・中部アフリカ；ジブチ；スー
ダン 1

東部・南部アフリカ
アンゴラ；ボツワナ；ブルンジ；コモロ；エリトリア；
エチオピア；ケニア；レソト；マダガスカル；マラウイ；
モーリシャス；モザンビーク；ナミビア；ルワンダ；セー
シェル；ソマリア；南アフリカ；南スーダン 1；スワジ
ランド；ウガンダ；タンザニア；ザンビア；ジンバブエ

西部・中部アフリカ
ベナン；ブルキナファソ；カメルーン；カボヴェルデ；
中央アフリカ共和国；チャド；コンゴ；コートジボワール；
コンゴ民主共和国；赤道ギニア；ガボン；ガンビア；ガー
ナ；ギニア；ギニアビサウ；リベリア；マリ；モーリタ
ニア；ニジェール；ナイジェリア；サントメプリンシペ；
セネガル；シエラレオネ；トーゴ

中東と北アフリカ
アルジェリア；バーレーン；ジブチ；エジプト；イラン；イラク；
ヨルダン；クウェート；レバノン；リビア；モロッコ；オマー
ン；カタール；サウジアラビア；パレスチナ国；スーダン 1；
シリア；チュニジア；アラブ首長国連邦；イエメン

南アジア
アフガニスタン；バングラデシュ；ブータン；インド；
モルディブ；ネパール；パキスタン；スリランカ

東アジアと太平洋諸国
ブルネイ；カンボジア；中国；クック諸島；朝鮮民主主
義人民共和国；フィジー；インドネシア；キリバス；ラ
オス；マレーシア；マーシャル諸島；ミクロネシア連邦；
モンゴル；ミャンマー；ナウル；ニウエ；パラオ；パプ
アニューギニア；フィリピン；韓国；サモア；シンガポー
ル；ソロモン諸島；タイ；東ティモール；トンガ；ツバル；
バヌアツ；ベトナム

ラテンアメリカとカリブ海諸国
アンティグアバーブーダ；アルゼンチン；バハマ；バル
バドス；ベリーズ；ボリビア；ブラジル；チリ；コロンビア；
コスタリカ；キューバ；ドミニカ；ドミニカ共和国；エ
クアドル；エルサルバドル；グレナダ；グアテマラ；ガ
イアナ；ハイチ；ホンジュラス；ジャマイカ；メキシコ；
ニカラグア；パナマ；パラグアイ；ペルー；セントクリ
ストファー・ネーヴィス；セントルシア；セントビンセ
ント・グレナディーン；スリナム；トリニダードトバゴ；
ウルグアイ；ベネズエラ

CEE／CIS
アルバニア；アルメニア；アゼルバイジャン；ベラルー
シ；ボスニア・ヘルツェゴビナ；ブルガリア；クロアチ
ア；グルジア；カザフスタン；キルギス；モンテネグロ；
モルドバ；ルーマニア；ロシア連邦；セルビア；タジキ
スタン；旧ユーゴスラビア・マケドニア；トルコ；トル
クメニスタン；ウクライナ；ウズベキスタン

後発開発途上国／地域
［国連後発開発途上国・内陸開発途上国・小島嶼開発途
上国担当上級代表（UN-OHRLLS）によって「後発開発
途上」と分類された国と地域］：アフガニスタン；アン
ゴラ；バングラデシュ；ベナン；ブータン；ブルキナファ
ソ；ブルンジ；カンボジア；中央アフリカ共和国；チャド；
コモロ；コンゴ民主共和国；ジブチ；赤道ギニア；エリ
トリア；エチオピア；ガンビア；ギニア；ギニアビサウ；
ハイチ；キリバス；ラオス；レソト；リベリア；マダガ
スカル；マラウイ；マリ；モーリタニア；モザンビーク；
ミャンマー；ネパール；ニジェール；ルワンダ；サモア；
サントメプリンシペ；セネガル；シエラレオネ；ソロモ
ン諸島；ソマリア；南スーダン 1；スーダン 1；東ティモー
ル；トーゴ；ツバル；ウガンダ；タンザニア；バヌアツ；
イエメン；ザンビア
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国・地域 U５MRの値 U５MRの順位
シエラレオネ 185 1
ソマリア 180 2
マリ 176 3
チャド 169 4
コンゴ民主共和国 168 ５
中央アフリカ共和国 164 6
ギニアビサウ 161 7
アンゴラ 158 8
ブルキナファソ 146 9
ブルンジ 139 10
カメルーン 127 11
ギニア 126 12
ニジェール 125 13
ナイジェリア 124 14
南スーダン 1 121 1５
赤道ギニア 118 16
コートジボワール 115 17
モーリタニア 112 18
トーゴ 110 19
ベナン 106 20
スワジランド 104 21
モザンビーク 103 22
アフガニスタン 101 23
ガンビア 101 23
コンゴ 99 2５
ジブチ 90 26
ウガンダ 90 26
サントメ・プリンシペ 89 28
レソト 86 29
スーダン 1 86 29
マラウイ 83 31
ザンビア 83 31
コモロ 79 33
ガーナ 78 34
リベリア 78 34
エチオピア 77 36
イエメン 77 36
ケニア 73 38
パキスタン 72 39
ハイチ 70 40
エリトリア 68 41
タンザニア 68 41
ジンバブエ 67 43
ガボン 66 44
セネガル 65 4５
タジキスタン 63 46
マダガスカル 62 47
ミャンマー 62 47
インド 61 49
パプアニューギニア 58 ５0
ブータン 54 ５1
ルワンダ 54 ５1
東ティモール 54 ５1
トルクメニスタン 53 ５4
ボリビア 51 ５５
ウズベキスタン 49 ５6
ネパール 48 ５7
キリバス 47 ５8
南アフリカ 47 ５8
バングラデシュ 46 60
アゼルバイジャン 45 61
カンボジア 43 62
ラオス 42 63
ミクロネシア連邦 42 63
ナミビア 42 63
ナウル 40 66

国・地域 U５MRの値 U５MRの順位
イラク 38 67
ガイアナ 36 68
朝鮮民主主義人民共和国 33 69
モロッコ 33 69
インドネシア 32 71
キルギス 31 72
モンゴル 31 72
アルジェリア 30 74
グアテマラ 30 74
スリナム 30 74
ツバル 30 74
カザフスタン 28 78
トリニダードトバゴ 28 78
ボツワナ 26 80
マーシャル諸島 26 80
ニカラグア 26 80
ドミニカ共和国 25 83
イラン 25 83
フィリピン 25 83
エクアドル 23 86
パレスチナ 22 87
パラグアイ 22 87
ソロモン諸島 22 87
ベトナム 22 87
カボヴェルデ 21 91
エジプト 21 91
グルジア 21 91
ホンジュラス 21 91
ヨルダン 21 91
ニウエ 21 91
セントビンセント・グレナディーン 21 91
バルバドス 20 98
パナマ 20 98
パラオ 19 100
サモア 19 100
アルメニア 18 102
コロンビア 18 102
ジャマイカ 18 102
ペルー 18 102
ベリーズ 17 106
バハマ 16 107
ブラジル 16 107
フィジー 16 107
リビア 16 107
メキシコ 16 107
モルドバ 16 107
セントルシア 16 107
チュニジア 16 107
中国 15 11５
エルサルバドル 15 11５
モーリシャス 15 11５
シリア 15 11５
トンガ 15 11５
トルコ 15 11５
ベネズエラ 15 11５
アルバニア 14 122
アルゼンチン 14 122
セーシェル 14 122
グレナダ 13 12５
ルーマニア 13 12５
バヌアツ 13 12５
ブルガリア 12 128
ドミニカ 12 128
ロシア連邦 12 128
スリランカ 12 128
タイ 12 128

国・地域 U５MRの値 U５MRの順位
クウェート 11 133
モルディブ 11 133
バーレーン 10 13５
クック諸島 10 13５
コスタリカ 10 13５
旧ユーゴスラビア・マケドニア 10 13５
ウクライナ 10 13５
ウルグアイ 10 13５
チリ 9 141
レバノン 9 141
オマーン 9 141
サウジアラビア 9 141
アンティグアバーブーダ 8 14５
ボスニア・ヘルツェゴビナ 8 14５
ラトビア 8 14５
カタール 8 14５
スロバキア 8 14５
米国 8 14５
ブルネイ 7 1５1
マレーシア 7 1５1
モンテネグロ 7 1５1
セントクリストファー・ネーヴィス 7 1５1
セルビア 7 1５1
アラブ首長国連邦 7 1５1
ベラルーシ 6 1５7
カナダ 6 1５7
キューバ 6 1５7
ハンガリー 6 1５7
リトアニア 6 1５7
マルタ 6 1５7
ニュージーランド 6 1５7
ポーランド 6 1５7
オーストラリア 5 16５
クロアチア 5 16５
韓国 5 16５
英国 5 16５
オーストリア 4 169
ベルギー 4 169
チェコ 4 169
デンマーク 4 169
エストニア 4 169
フランス 4 169
ドイツ 4 169
ギリシャ 4 169
アイルランド 4 169
イスラエル 4 169
イタリア 4 169
モナコ 4 169
オランダ 4 169
スペイン 4 169
スイス 4 169
アンドラ 3 184
キプロス 3 184
フィンランド 3 184
アイスランド 3 184
日本 3 184
ルクセンブルク 3 184
ノルウェー 3 184
ポルトガル 3 184
シンガポール 3 184
スロベニア 3 184
スウェーデン 3 184
サンマリノ 2 19５
バチカン – –
リヒテンシュタイン – –

５歳未満児死亡率の順位
以下のリストは、子どもの福祉の極めて重要な指標のひとつである５歳未満児死亡率（U5MR、出生1,000人あたりの死亡数であらわす）の
2011年の推定値が高かった順に各国・地域を配列したものである。次頁以降の統計表では、国・地域を英語名のアルファベット順に配列し
てある。

1�南スーダンは、2011年７月にスーダンから独立し、７月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。ここでは南スー
ダン独立前の統計を使用。また、この統計は東部・南部アフリカ、中東、北アフリカ、サハラ以南アフリカ地域および後発開発途上国・地域のカテゴリーの平均値を出す際にも使用している。
本白書の目的のため、南スーダンは後発開発途上国として区分してある。
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表１. 基本統計

国・地域

５歳未満
児死亡率
の順位

５歳未満児
死亡率

５歳未満児 
死亡率 

（2011年）

乳児死亡率
（1歳未満）

新生児 
死亡率
2011

総人口 
（1000人）

2011

年間出生数 
（1000人）

2011

５歳
未満児の

年間死亡数
（1000人）

2011

1人あたり
のGNI

（米ドル）
2011

出生時の
平均余命
（年）
2011

成人の
識字率
（%）

2007-2011*

初等教育
純就学率
（%）

2008-2011*
1990 2011 男 女 1990 2011

アフガニスタン 23 192 101 103 99 129 73 36 32,358 1,408 128 410 x 49 – –
アルバニア 122 41 14 15 14 36 13 7 3,216 41 1 3,980 77 96 80
アルジェリア 74 66 30 32 28 54 26 17 35,980 712 21 4,470 73 73 97
アンドラ 184 8 3 4 3 7 3 1 86 – 0 41,750 x – – 79
アンゴラ 8 243 158 165 150 144 96 43 19,618 803 120 4,060 51 70 86
アンティグアバーブーダ 14５ 27 8 9 7 23 6 4 90 – 0 12,060 – 99 88
アルゼンチン 122 28 14 16 13 24 13 8 40,765 693 10 9,740 76 98 –
アルメニア 102 47 18 19 15 40 16 11 3,100 47 1 3,360 74 100 –
オーストラリア 16５ 9 5 5 4 8 4 3 22,606 307 1 46,200 x 82 – 97
オーストリア 169 9 4 5 4 8 4 3 8,413 74 0 48,300 81 – –
アゼルバイジャン 61 95 45 47 43 75 39 19 9,306 184 8 5,290 71 100 85
バハマ 107 22 16 17 15 18 14 7 347 5 0 21,970 x 76 – 98
バーレーン 13５ 21 10 10 10 18 9 4 1,324 23 0 15,920 x 75 92 –
バングラデシュ 60 139 46 48 44 97 37 26 150,494 3,016 134 770 69 57 –
バルバドス 98 18 20 22 18 16 18 10 274 3 0 12,660 x 77 – 95
ベラルーシ 1５7 17 6 6 5 14 4 3 9,559 107 1 5,830 70 100 92
ベルギー 169 10 4 5 4 9 4 2 10,754 123 1 46,160 80 – 99
ベリーズ 106 44 17 19 15 35 15 8 318 8 0 3,690 76 – 97
ベナン 20 177 106 109 103 107 68 31 9,100 356 36 780 56 42 94
ブータン ５1 138 54 57 50 96 42 25 738 15 1 2,070 67 53 x 90
ボリビア ５５ 120 51 54 48 83 39 22 10,088 264 13 2,040 67 91 –
ボスニア・ヘルツェゴビナ 14５ 19 8 9 7 17 7 5 3,752 32 0 4,780 76 98 87
ボツワナ 80 53 26 28 24 41 20 11 2,031 47 1 7,480 53 84 87
ブラジル 107 58 16 17 14 49 14 10 196,655 2,996 44 10,720 73 90 –
ブルネイ 1５1 12 7 8 7 9 6 4 406 8 0 31,800 x 78 95 –
ブルガリア 128 22 12 13 11 19 11 7 7,446 75 1 6,550 73 98 100
ブルキナファソ 9 208 146 151 142 105 82 34 16,968 730 101 570 55 29 58
ブルンジ 10 183 139 145 133 110 86 43 8,575 288 39 250 50 67 –
カンボジア 62 117 43 47 37 85 36 19 14,305 317 13 830 63 74 96
カメルーン 11 145 127 135 120 90 79 33 20,030 716 88 1,210 52 71 94
カナダ 1５7 8 6 6 5 7 5 4 34,350 388 2 45,560 81 – –
カボヴェルデ 91 58 21 23 20 45 18 10 501 10 0 3,540 74 84 93
中央アフリカ共和国 6 169 164 170 157 112 108 46 4,487 156 25 470 48 56 71
チャド 4 208 169 177 160 113 97 42 11,525 511 79 690 50 34 –
チリ 141 19 9 10 8 16 8 5 17,270 245 2 12,280 79 99 94
中国 11５ 49 15 15 14 39 13 9 1,347,565 16,364 249 4,930 73 94 100 z
コロンビア 102 34 18 20 16 28 15 11 46,927 910 16 6,110 74 93 92
コモロ 33 122 79 85 74 86 59 32 754 28 2 770 61 75 –
コンゴ 2５ 119 99 103 94 75 64 32 4,140 145 14 2,270 57 – 91
クック諸島 13５ 19 10 11 8 16 8 5 20 – 0 – – – 98
コスタリカ 13５ 17 10 11 9 15 9 6 4,727 73 1 7,660 79 96 –
コートジボワール 17 151 115 125 105 104 81 41 20,153 679 75 1,100 55 56 61
クロアチア 16５ 13 5 6 5 11 4 3 4,396 43 0 13,850 77 99 96
キューバ 1５7 13 6 6 5 11 5 3 11,254 110 1 5,460 x 79 100 100
キプロス 184 11 3 3 3 10 3 1 1,117 13 0 29,450 x 80 98 99
チェコ 169 14 4 4 4 13 3 2 10,534 116 0 18,520 78 – –
朝鮮民主主義人民共和国 69 45 33 35 32 23 26 18 24,451 348 12 a 69 100 –
コンゴ民主共和国 ５ 181 168 178 158 117 111 47 67,758 2,912 465 190 48 67 –
デンマーク 169 9 4 4 3 7 3 2 5,573 64 0 60,390 79 – 96
ジブチ 26 122 90 95 84 94 72 33 906 26 2 1,270 x 58 – 45
ドミニカ 128 17 12 13 11 14 11 8 68 – 0 7,090 – – 98
ドミニカ共和国 83 58 25 27 23 45 21 14 10,056 216 5 5,240 73 90 93
エクアドル 86 52 23 25 21 41 20 10 14,666 298 7 4,140 76 92 98
エジプト 91 86 21 22 20 63 18 7 82,537 1,886 40 2,600 73 72 96
エルサルバドル 11５ 60 15 17 14 47 13 6 6,227 126 2 3,480 72 84 95
赤道ギニア 16 190 118 124 112 118 80 37 720 26 3 14,540 51 94 56
エリトリア 41 138 68 74 61 86 46 22 5,415 193 13 430 62 68 35
エストニア 169 20 4 4 3 16 3 2 1,341 16 0 15,200 75 100 96
エチオピア 36 198 77 82 72 118 52 31 84,734 2,613 194 400 59 39 82
フィジー 107 30 16 18 15 25 14 8 868 18 0 3,680 69 – 99
フィンランド 184 7 3 3 3 6 2 2 5,385 61 0 48,420 80 – 98
フランス 169 9 4 5 4 7 3 2 63,126 792 3 42,420 82 – 99
ガボン 44 94 66 72 59 69 49 25 1,534 42 3 7,980 63 88 –

表１. 基本統計
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表１｜ 基本統計 

国・地域

５歳未満
児死亡率
の順位

５歳未満児
死亡率

５歳未満児 
死亡率 

（2011年）

乳児死亡率
（1歳未満）

新生児 
死亡率
2011

総人口 
（1000人）

2011

年間出生数 
（1000人）

2011

５歳
未満児の

年間死亡数
（1000人）

2011

1人あたり
のGNI

（米ドル）
2011

出生時の
平均余命
（年）
2011

成人の
識字率
（%）

2007-2011*

初等教育
純就学率
（%）

2008-2011*
1990 2011 男 女 1990 2011

ガンビア 23 165 101 107 94 78 58 34 1,776 67 6 610 58 50 69
グルジア 91 47 21 23 18 40 18 15 4,329 51 1 2,860 74 100 100
ドイツ 169 9 4 4 4 7 3 2 82,163 699 3 43,980 80 – 100
ガーナ 34 121 78 83 72 76 52 30 24,966 776 60 1,410 64 67 84
ギリシャ 169 13 4 5 4 12 4 3 11,390 117 1 25,030 80 97 –
グレナダ 12５ 21 13 13 12 17 10 7 105 2 0 7,220 76 – 97
グアテマラ 74 78 30 33 28 56 24 15 14,757 473 14 2,870 71 75 99
ギニア 12 228 126 128 123 135 79 39 10,222 394 48 440 54 41 77
ギニアビサウ 7 210 161 174 147 125 98 44 1,547 59 9 600 48 54 75
ガイアナ 68 63 36 40 32 48 29 20 756 13 0 2,900 x 70 – 84
ハイチ 40 143 70 74 66 99 53 25 10,124 266 19 700 62 49 x –
バチカン - - - - - - - - 0 – - – – – –
ホンジュラス 91 55 21 23 20 43 18 11 7,755 205 4 1,970 73 85 96
ハンガリー 1５7 19 6 7 6 17 5 4 9,966 100 1 12,730 74 99 98
アイスランド 184 6 3 3 2 5 2 1 324 5 0 35,020 82 – 99
インド 49 114 61 59 64 81 47 32 1,241,492 27,098 1,655 1,410 65 63 98
インドネシア 71 82 32 34 29 54 25 15 242,326 4,331 134 2,940 69 93 99
イラン 83 61 25 25 25 47 21 14 74,799 1,255 33 4,520 x 73 85 –
イラク 67 46 38 41 35 37 31 20 32,665 1,144 42 2,640 69 78 –
アイルランド 169 9 4 4 4 8 3 2 4,526 72 0 38,580 81 – 100
イスラエル 169 12 4 5 4 10 4 2 7,562 156 1 28,930 82 – 97
イタリア 169 10 4 4 3 8 3 2 60,789 557 2 35,330 82 99 99
ジャマイカ 102 35 18 21 16 28 16 11 2,751 50 1 4,980 73 87 82
日本 184 6 3 4 3 5 2 1 126,497 1,073 4 45,180 83 – 100
ヨルダン 91 37 21 22 19 31 18 12 6,330 154 3 4,380 73 93 91
カザフスタン 78 57 28 32 24 48 25 14 16,207 345 11 8,220 67 100 100
ケニア 38 98 73 78 67 64 48 27 41,610 1,560 107 820 57 87 84
キリバス ５8 88 47 50 45 64 38 19 101 – 0 2,110 – – –
クウェート 133 17 11 12 10 14 9 5 2,818 50 1 48,900 x 75 94 98
キルギス 72 70 31 34 28 58 27 16 5,393 131 4 920 68 99 95
ラオス 63 148 42 44 39 102 34 18 6,288 140 6 1,130 67 73 x 97
ラトビア 14５ 21 8 9 8 17 7 5 2,243 24 0 12,350 73 100 96
レバノン 141 33 9 10 9 27 8 5 4,259 65 1 9,110 73 90 93
レソト 29 88 86 93 79 71 63 39 2,194 60 5 1,220 48 90 74
リベリア 34 241 78 83 74 161 58 27 4,129 157 12 240 57 61 –
リビア 107 44 16 17 16 33 13 10 6,423 144 2 12,320 x 75 89 –
リヒテンシュタイン - - - - - - - - 36 – - 137,070 x – – 99
リトアニア 1５7 17 6 6 5 14 5 3 3,307 35 0 12,280 72 100 96
ルクセンブルク 184 8 3 3 3 7 2 2 516 6 0 78,130 80 – 97
マダガスカル 47 161 62 65 58 98 43 23 21,315 747 45 430 67 64 –
マラウイ 31 227 83 87 79 134 53 27 15,381 686 52 340 54 75 97
マレーシア 1５1 17 7 7 6 15 6 3 28,859 579 4 8,420 74 93 –
モルディブ 133 105 11 12 10 76 9 7 320 5 0 6,530 77 98 x 97
マリ 3 257 176 182 169 132 98 49 15,840 728 121 610 51 31 66
マルタ 1５7 11 6 7 5 10 5 4 418 4 0 18,620 x 80 92 x 94
マーシャル諸島 80 52 26 29 23 41 22 12 55 – 0 3,910 – – 99
モーリタニア 18 125 112 120 104 81 76 40 3,542 118 13 1,000 59 58 74
モーリシャス 11５ 24 15 16 14 21 13 9 1,307 16 0 8,240 73 89 93
メキシコ 107 49 16 17 14 38 13 7 114,793 2,195 34 9,240 77 93 100
ミクロネシア連邦 63 56 42 47 36 44 34 17 112 3 0 2,900 69 – –
モナコ 169 8 4 4 3 6 3 2 35 – 0 183,150 x – – –
モンゴル 72 107 31 35 26 76 26 12 2,800 65 2 2,320 68 97 99
モンテネグロ 1５1 18 7 8 7 16 7 5 632 8 0 7,060 75 98 83
モロッコ 69 81 33 35 30 64 28 19 32,273 620 21 2,970 72 56 94
モザンビーク 22 226 103 107 99 151 72 34 23,930 889 86 470 50 56 92
ミャンマー 47 107 62 69 56 77 48 30 48,337 824 53 d 65 92 –
ナミビア 63 73 42 45 38 49 30 18 2,324 60 2 4,700 62 89 86
ナウル 66 40 40 56 24 32 32 22 10 – 0 – – – –
ネパール ５7 135 48 49 47 94 39 27 30,486 722 34 540 69 60 –
オランダ 169 8 4 4 4 7 3 3 16,665 181 1 49,730 81 – 100
ニュージーランド 1５7 11 6 7 5 9 5 3 4,415 64 0 29,350 x 81 – 99
ニカラグア 80 66 26 29 22 50 22 13 5,870 138 4 1,170 74 78 x 94
ニジェール 13 314 125 127 122 133 66 32 16,069 777 89 360 55 29 x 58
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表１｜ 基本統計 

国・地域

５歳未満
児死亡率
の順位

５歳未満児
死亡率

５歳未満児 
死亡率 

（2011年）

乳児死亡率
（1歳未満）

新生児 
死亡率
2011

総人口 
（1000人）

2011

年間出生数 
（1000人）

2011

５歳
未満児の

年間死亡数
（1000人）

2011

1人あたり
のGNI

（米ドル）
2011

出生時の
平均余命
（年）
2011

成人の
識字率
（%）

2007-2011*

初等教育
純就学率
（%）

2008-2011*
1990 2011 男 女 1990 2011

ナイジェリア 14 214 124 129 119 127 78 39 162,471 6,458 756 1,200 52 61 58
ニウエ 91 14 21 21 21 12 18 10 1 – 0 – – – –
ノルウェー 184 8 3 3 3 7 3 2 4,925 61 0 88,890 81 – 99
オマーン 141 48 9 9 8 36 7 5 2,846 50 0 19,260 x 73 87 98
パキスタン 39 122 72 76 68 95 59 36 176,745 4,764 352 1,120 65 55 74
パラオ 100 32 19 23 14 27 14 9 21 – 0 7,250 – – –
パナマ 98 33 20 21 18 26 17 9 3,571 70 1 7,910 76 94 99
パプアニューギニア ５0 88 58 60 55 64 45 23 7,014 208 12 1,480 63 61 –
パラグアイ 87 53 22 25 20 41 19 13 6,568 158 3 2,970 72 94 86
ペルー 102 75 18 20 17 54 14 9 29,400 591 11 5,500 74 90 98
フィリピン 83 57 25 29 22 40 20 12 94,852 2,358 57 2,210 69 95 89
ポーランド 1５7 17 6 6 5 15 5 4 38,299 410 2 12,480 76 100 96
ポルトガル 184 15 3 4 3 11 3 2 10,690 97 0 21,250 79 95 99
カタール 14５ 20 8 8 7 17 6 4 1,870 21 0 80,440 78 96 96
韓国 16５ 8 5 5 4 6 4 2 48,391 479 3 20,870 81 – 99
モルドバ 107 35 16 17 15 29 14 8 3,545 44 1 1,980 69 99 90
ルーマニア 12５ 37 13 14 11 31 11 8 21,436 221 3 7,910 74 98 88
ロシア連邦 128 27 12 13 10 23 10 7 142,836 1,689 20 10,400 69 100 96
ルワンダ ５1 156 54 57 51 95 38 21 10,943 449 23 570 55 71 99
セントクリストファー・
ネーヴィス 1５1 28 7 8 6 22 6 5 53 – 0 12,480 – – 86
セントルシア 107 23 16 17 14 18 14 9 176 3 0 6,680 75 – 90
セントビンセント・
グレナディーン 91 27 21 23 19 21 20 13 109 2 0 6,100 72 – 98
サモア 100 30 19 21 16 25 16 8 184 4 0 3,190 72 99 95
サンマリノ 19５ 12 2 2 2 11 2 1 32 – 0 50,400 x – – 92
サントメ・プリンシペ 28 96 89 92 86 62 58 29 169 5 0 1,360 65 89 99
サウジアラビア 141 43 9 10 8 34 8 5 28,083 605 6 17,820 74 87 90
セネガル 4５ 136 65 69 60 69 47 26 12,768 471 30 1,070 59 50 78
セルビア 1５1 29 7 8 6 25 6 4 9,854 110 1 5,680 75 98 95
セーシェル 122 17 14 15 13 14 12 9 87 – 0 11,130 – 92 –
シエラレオネ 1 267 185 194 176 158 119 49 5,997 227 42 340 48 42 –
シンガポール 184 8 3 3 2 6 2 1 5,188 47 0 42,930 81 96 –
スロバキア 14５ 18 8 9 7 16 7 4 5,472 58 0 16,070 75 – –
スロベニア 184 10 3 3 3 9 2 2 2,035 20 0 23,610 79 100 97
ソロモン諸島 87 42 22 21 22 34 18 11 552 17 0 1,110 68 – –
ソマリア 2 180 180 190 170 108 108 50 9,557 416 71 d 51 – –
南アフリカ ５8 62 47 50 44 48 35 19 50,460 1,052 47 6,960 53 89 90
南スーダンδ 1５ 217 121 122 119 129 76 38 10,314 – 43 a – – –
スペイン 169 11 4 5 4 9 4 3 46,455 499 2 30,990 81 98 100
スリランカ 128 29 12 13 11 24 11 8 21,045 373 5 2,580 75 91 94
パレスチナ 87 43 22 23 21 36 20 13 4,152 137 3 a 73 95 89
スーダンδ 29 123 86 91 81 77 57 31 34,318 – 95 – – – –
スリナム 74 52 30 33 26 44 26 16 529 10 0 7,640 x 71 95 91
スワジランド 21 83 104 113 94 61 69 35 1,203 35 4 3,300 49 87 86
スウェーデン 184 7 3 3 3 6 2 2 9,441 113 0 53,230 81 – 99
スイス 169 8 4 5 4 7 4 3 7,702 77 0 76,380 82 – 99
シリア 11５ 36 15 16 14 30 13 9 20,766 466 7 2,750 x 76 83 99
タジキスタン 46 114 63 70 56 89 53 25 6,977 194 12 870 68 100 98
タイ 128 35 12 13 11 29 11 8 69,519 824 10 4,420 74 94 x 90
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 13５ 38 10 11 9 34 9 6 2,064 22 0 4,730 75 97 98
東ティモール ５1 180 54 57 51 135 46 24 1,154 44 2 2,730 x 62 58 86
トーゴ 19 147 110 118 102 85 73 36 6,155 195 21 560 57 57 94
トンガ 11５ 25 15 18 13 21 13 8 105 3 0 3,580 72 99 x –
トリニダードトバゴ 78 37 28 31 24 32 25 18 1,346 20 1 15,040 70 99 97
チュニジア 107 51 16 18 15 40 14 10 10,594 179 3 4,070 75 78 99
トルコ 11５ 72 15 16 14 60 12 9 73,640 1,289 20 10,410 74 91 97
トルクメニスタン ５4 94 53 57 48 75 45 22 5,105 109 5 4,110 65 100 –
ツバル 74 58 30 33 27 45 25 14 10 – 0 5,010 – – –
ウガンダ 26 178 90 97 83 106 58 28 34,509 1,545 131 510 54 73 91
ウクライナ 13５ 19 10 11 9 17 9 5 45,190 494 5 3,120 68 100 91
アラブ首長国連邦 1５1 22 7 7 6 19 6 4 7,891 94 1 40,760 77 90 x –
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表１｜ 基本統計

国・地域

５歳未満
児死亡率
の順位

５歳未満児
死亡率

５歳未満児 
死亡率 

（2011年）

乳児死亡率
（1歳未満）

新生児 
死亡率
2011

総人口 
（1000人）

2011

年間出生数 
（1000人）

2011

５歳
未満児の

年間死亡数
（1000人）

2011

1人あたり
のGNI

（米ドル）
2011

出生時の
平均余命
（年）
2011

成人の
識字率
（%）

2007-2011*

初等教育
純就学率
（%）

2008-2011*
1990 2011 男 女 1990 2011

英国 16５ 9 5 6 5 8 4 3 62,417 761 4 37,780 80 – 100
タンザニア 41 158 68 70 65 97 45 25 46,218 1,913 122 540 58 73 98
米国 14５ 11 8 8 7 9 6 4 313,085 4,322 32 48,450 79 – 96
ウルグアイ 13５ 23 10 11 9 20 9 5 3,380 49 1 11,860 77 98 99
ウズベキスタン ５6 75 49 55 42 62 42 15 27,760 589 30 1,510 68 99 92
バヌアツ 12５ 39 13 14 12 31 11 7 246 7 0 2,870 71 83 –
ベネズエラ 11５ 31 15 17 13 26 13 8 29,437 598 9 11,920 74 96 95
ベトナム 87 50 22 25 19 36 17 12 88,792 1,458 32 1,260 75 93 98
イエメン 36 126 77 80 73 89 57 32 24,800 940 70 1,070 65 64 78
ザンビア 31 193 83 86 80 114 53 27 13,475 622 46 1,160 49 71 93
ジンバブエ 43 79 67 73 61 53 43 30 12,754 377 24 640 51 – –

合算値
スーダンと南スーダンδ – – – – – – – – – 1,447 – 1,300 x 61 – –

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 178 109 114 103 107 69 34 876,497 32,584 3,370 1,269 55 63 76
　東部・南部アフリカ 162 84 89 79 100 55 29 418,709 14,399 1,177 1,621 56 68 86
　西部・中部アフリカ 197 132 138 126 116 83 39 422,564 16,712 2,096 937 53 57 67
中東と北アフリカ 72 36 38 34 54 28 16 415,633 10,017 351 6,234 71 77 90
南アジア 119 62 61 63 85 48 32 1,653,679 37,402 2,309 1,319 66 62 92
東アジアと太平洋諸国 55 20 21 19 41 17 11 2,032,532 28,448 590 4,853 73 94 96
ラテンアメリカとカリブ海諸国 53 19 21 17 42 16 10 591,212 10,790 203 8,595 74 91 95
CEE/CIS 48 21 23 19 40 18 10 405,743 5,823 125 7,678 70 98 95
後発開発途上国 171 98 102 93 107 65 33 851,103 28,334 2,649 695 59 60 80
世界 87 51 53 50 61 37 22 6,934,761 135,056 6,914 9,513 69 84 91

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

５歳未満児死亡率－出生時から満５歳に達する日までに死亡する確率。出生1,000人あた
りの死亡数で表す。
乳児死亡率－出生時から満１歳に達する日までに死亡する確率。出生1,000人あたりの死
亡数で表す。
新生児死亡率－出生時から生後28日以内に死亡する確率。出生1,000人あたりの死亡数で
表す。
１人あたりのGNI－GNI（国民総所得）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、
生産評価額に含まれないすべての生産品税額（補助金は控除）および非居住者からの１次
所得（被用者の報酬および財産所得）の正味受取額を加えた総額である。１人あたりの
GNIは、国民総所得を年央の人口で割って算出する。１人あたりのGNIは世界銀行アトラ
ス計算法によるものである。
出生時の平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生き
られる年数。
成人の識字率－15歳以上で読み書きできる者の数。当該年齢層の総人口に占める割合で
表す。
初等教育純就学率－初等学校、または中等学校に就学する初等学校就学年齢にある子ども
の数。初等教育就学年齢の子どもの総人口に占める割合で表す。初等学校就学年齢の子ど
もの中には中等学校に就学している初等教育就学年齢にある子どももいるため、この指標
は初等教育純就学率「調整値」としても見ることができる。

データの主な出典

５歳未満児・乳児死亡率－死亡率推定に関する国連機関間グループ：�ユニセフ、世界保
健機関（WHO）、国連人口局、世界銀行。
新生児死亡率－世界保健機関（住民登録システム、サーベイランスシステム、および世帯
調査を使用）。
総人口と出生数－国連人口局。
５歳未満児の死亡数－死亡率推定に関する国連機関間グループ：�ユニセフ、世界保健機
関（WHO）、国連人口局、世界銀行。
１人あたりのGNI－世界銀行。
平均余命－国連人口局。
成人の識字率および初等学校就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。

注

ａ　低所得国（GNI１人あたり1,025米ドル以下）
ｂ　低中所得国（GNI１人あたり1,026～4,035米ドル）
ｃ　高中所得国（GNI１人あたり4,036～12,475米ドル）
ｄ　高所得国（GNI１人あたり12,476米ドル以上）
-　データなし。
ｘ　�データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。このような

データは、地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。
ｚ　�データは中国の教育省提供。UIS（ユネスコ統計研究所）のデータは近年、中国の純

就学率のデータを発表していない。
�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである

ことを示す。
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表２. 栄養指標

国・地域

低出生体重児
出生率
（%） 

2007-2011*

母乳育児の
早期開始
（%）

母乳のみ
（6ヵ月未満）

（%）

離乳食
（6-8ヵ月）

（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%）θ
2007-2011*

発育阻害（%）θ
2007–2011*

消耗症（%）θ
2007–2011*

過体重（%）θ
2007–2011*

ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2011

ヨード添加塩
消費率
（%）

2007-2011*中・重度 重度 中・重度 中・重度 中・重度2007-2011*

アフガニスタン – – – 29 x 54 x 33 x 12 x 59 x 9 x 5 x 100 28 x
アルバニア 7 x 43 39 78 31 5 2 19 9 23 – 76 y
アルジェリア 6 x 50 x 7 x 39 x,y 22 x 3 x 1 x 15 x 4 x 13 x – 61 x
アンドラ – – – – – – – – – – – –
アンゴラ 12 x 55 11 x 77 x 37 x 16 y 7 y 29 y 8 y – 55 45
アンティグアバーブーダ 5 – – – – – – – – – – –
アルゼンチン 7 – – – 28 2 x 0 x 8 x 1 x 10 x – –
アルメニア 7 36 35 48 y 23 5 1 19 4 17 – 97 x
オーストラリア 7 x – – – – – – – – – – –
オーストリア 7 x – – – – – – – – – – –
アゼルバイジャン 10 x 32 x 12 x 83 x 16 x 8 x 2 x 25 x 7 x 14 x – 54 x
バハマ 11 – – – – – – – – – – –
バーレーン – – – – – – – – – – – –
バングラデシュ 22 x 36 x 64 71 90 36 10 41 16 2 94 84 x
バルバドス 12 – – – – – – – – – – –
ベラルーシ 4 x 21 x 9 x 38 x 4 x 1 x 1 x 4 x 2 x 10 x – 94 y
ベルギー – – – – – – – – – – – –
ベリーズ 14 51 x 10 x – 27 x 4 x 1 x 22 x 2 x 14 x – –
ベナン 15 x 32 43 x 76 y 92 18 x 5 x 43 x 8 x 11 x 98 86
ブータン 10 59 49 67 66 13 3 34 6 8 – 96 x
ボリビア 6 64 60 83 40 4 1 27 1 9 21 89 y
ボスニア・ヘルツェゴビナ 5 x 57 x 18 x 29 x 10 x 1 x 0 x 10 x 4 x 26 x – 62 x
ボツワナ 13 40 20 46 y 6 11 4 31 7 11 75 65
ブラジル 8 43 x 41 y 70 x 25 x 2 x – 7 x 2 x 7 – 96 x
ブルネイ – – – – – – – – – – – –
ブルガリア 9 – – – – – – – – 14 x – 100 x
ブルキナファソ 16 x 20 x 25 61 80 26 7 35 11 – 87 34 x
ブルンジ 11 x – 69 70 y 79 29 8 58 6 3 83 98 x
カンボジア 11 65 74 82 y 43 28 7 40 11 2 92 83 y
カメルーン 11 x 20 x 20 63 x,y 24 15 5 33 6 6 – 49 x
カナダ 6 x – – – – – – – – – – –
カボヴェルデ 6 x 73 x 60 x 80 x 13 x – – – – – – 75
中央アフリカ共和国 14 43 34 56 x,y 32 24 8 41 7 2 0 65
チャド 20 29 3 46 59 30 13 39 16 3 – 54
チリ 6 – – – – – – – – 10 – –
中国 3 41 28 43 y – 4 – 10 3 7 – 97 y
コロンビア 6 x 57 43 86 33 3 1 13 1 5 – –
コモロ 25 x 25 x 21 x 34 x 45 x – – – – 22 x – 82 x
コンゴ 13 x 39 x 19 x 78 x 21 x 11 x 3 x 30 x 8 x 9 x – 82 x
クック諸島 3 x – – – – – – – – – – –
コスタリカ 7 – 15 x 92 40 1 – 6 1 8 – –
コートジボワール 17 x 25 x 4 x 51 x 37 x 16 y 5 y 27 y 5 y – 100 84 x
クロアチア 5 x – – – – – – – – – – –
キューバ 5 70 x 49 77 17 – – – – – – 88 x
キプロス – – – – – – – – – – – –
チェコ 7 x – – – – – – – – 4 x – –
朝鮮民主主義人民共和国 6 18 65 x 31 x 36 19 4 32 5 – 100 25 y
コンゴ民主共和国 10 43 37 52 53 24 8 43 9 – 98 59
デンマーク 5 x – – – – – – – – – – –
ジブチ 10 x 67 1 x 35 x 18 x 23 y 5 y 31 y 10 y 10 x 95 0 x
ドミニカ 10 – – – – – – – – – – –
ドミニカ共和国 11 65 8 88 12 3 0 10 2 8 – 19 x
エクアドル 8 – 40 x 77 x 23 x 6 x – – – 5 x – –
エジプト 13 56 53 70 35 6 1 29 7 21 – 79
エルサルバドル 9 33 31 72 y 54 6 y 1 y 19 y 1 y 6 – 62 x
赤道ギニア 13 x – 24 x – – 11 x – 35 x 3 x 8 x – 33 x
エリトリア 14 x 78 x 52 x 43 x 62 x 35 x 13 x 44 x 15 x 2 x 46 68 x
エストニア 4 x – – – – – – – – – – –
エチオピア 20 x 52 52 55 x 82 29 9 44 10 2 71 15 y
フィジー 10 x 57 x 40 x – – – – – – – – –
フィンランド 4 x – – – – – – – – – – –
フランス – – – – – – – – – – – –
ガボン 14 x 71 x 6 x 62 x 9 x 8 x 2 x 25 x 4 x 6 x – 36 x

表２. 栄養指標



105統計

表２｜ 栄養指標 

国・地域

低出生体重児
出生率
（%） 

2007-2011*

母乳育児の
早期開始
（%）

母乳のみ
（6ヵ月未満）

（%）

離乳食
（6-8ヵ月）

（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%）θ
2007-2011*

発育阻害（%）θ
2007–2011*

消耗症（%）θ
2007–2011*

過体重（%）θ
2007–2011*

ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2011

ヨード添加塩
消費率
（%）

2007-2011*中・重度 重度 中・重度 中・重度 中・重度2007-2011*

ガンビア 10 52 34 34 31 18 4 24 10 2 93 21
グルジア 5 69 55 43 y 17 1 1 11 2 20 – 100
ドイツ – – – – – – – – – 4 x – –
ガーナ 13 52 63 76 44 14 3 28 9 6 – 32 x
ギリシャ – – – – – – – – – – – –
グレナダ 9 – – – – – – – – – – –
グアテマラ 11 56 50 71 y 46 13 y – 48 y 1 y 5 28 76
ギニア 12 x 40 x 48 32 y – 21 7 40 8 – 88 41
ギニアビサウ 11 55 38 43 65 18 5 32 6 3 100 12
ガイアナ 14 43 x 33 81 49 11 2 18 5 6 – 11
ハイチ 25 x 44 x 41 x 90 x 35 x 18 x 6 x 29 x 10 x 4 x 36 3 x
バチカン – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 10 x 79 x 30 x 84 x 48 x 8 x 1 x 29 x 1 x 6 x – –
ハンガリー 9 x – – – – – – – – – – –
アイスランド 4 x – – – – – – – – – – –
インド 28 x 41 x 46 x 56 x 77 x 43 x 16 x 48 x 20 x 2 x 66 71
インドネシア 9 29 32 85 50 18 5 36 13 14 76 62 y
イラン 7 x 56 x 23 x 68 x 58 x – – – – – – 99 x
イラク 15 x 31 x 25 x 62 x 36 x 6 x 2 x 26 x 6 x 15 x – 28 x
アイルランド – – – – – – – – – – – –
イスラエル 8 x – – – – – – – – – – –
イタリア – – – – – – – – – – – –
ジャマイカ 12 x 62 x 15 x 36 x 24 x 2 – 4 2 – – –
日本 8 x – – – – – – – – – – –
ヨルダン 13 39 22 84 y 11 2 0 8 2 7 – 88 x
カザフスタン 6 x 64 x 17 x 50 x 16 x 4 x 1 x 17 x 5 x 17 x – 92 x
ケニア 8 58 32 85 54 16 4 35 7 5 – 98
キリバス – – 69 – 82 – – – – – – –
クウェート – – – – – – – – – 9 – –
キルギス 5 x 65 x 32 x 60 x 26 x 2 x 0 x 18 x 3 x 11 x – 76 x
ラオス 11 x 30 x 26 x 41 x 48 x 31 x 9 x 48 x 7 x 1 x 92 84 x
ラトビア 5 x – – – – – – – – – – –
レバノン 12 – 15 35 x 15 – – – – 17 x – 71
レソト 11 53 54 68 35 13 2 39 4 7 – 84
リベリア 14 44 34 y 51 y 41 15 y 2 y 42 y 3 y 4 96 –
リビア – – – – – – – – – 22 – –
リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – –
リトアニア 4 x – – – – – – – – – – –
ルクセンブルク 8 x – – – – – – – – – – –
マダガスカル 16 72 51 86 61 36 x – 50 15 x – 91 53
マラウイ 13 x 58 x 72 86 77 13 3 47 4 9 96 50 x
マレーシア 11 – – – – 13 x – 17 x – – – 18
モルディブ 22 x 64 48 91 68 17 3 19 11 7 – 44 x
マリ 19 x 46 x 38 x 25 x 56 x 27 x 10 x 38 x 15 x – 96 79 x
マルタ 6 x – – – – – – – – – – –
マーシャル諸島 18 73 31 77 y 53 – – – – – – –
モーリタニア 34 81 46 61 y 47 y 20 y 4 y 23 y 12 y – 100 23
モーリシャス 14 x – 21 x – – – – – – – – –
メキシコ 7 18 19 27 – 3 x – 16 x 2 x 8 x – 91 x
ミクロネシア連邦 18 x – – – – – – – – – – –
モナコ – – – – – – – – – – – –
モンゴル 5 71 59 78 66 5 2 16 2 14 x 85 70
モンテネグロ 4 x 25 x 19 x 35 x 13 x 2 x 1 x 7 x 4 x 16 x – 71 x
モロッコ 15 x 52 x 31 x 66 x 15 x 3 – 15 2 11 – 21 x
モザンビーク 16 63 41 86 52 15 4 43 6 7 100 25
ミャンマー 9 76 24 81 y 65 23 6 35 8 3 96 93
ナミビア 16 x 71 24 x 91 x 28 x 17 4 29 8 5 – 63 x
ナウル 27 76 67 65 y 65 5 1 24 1 3 – –
ネパール 18 45 70 66 93 29 8 41 11 1 91 80
オランダ – – – – – – – – – – – –
ニュージーランド 6 x – – – – – – – – – – –
ニカラグア 9 54 31 76 y 43 6 1 22 1 6 2 97 x
ニジェール 27 x 42 27 65 y – 39 y 12 y 51 y 12 y 4 x 95 32
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表２｜ 栄養指標 

国・地域

低出生体重児
出生率
（%） 

2007-2011*

母乳育児の
早期開始
（%）

母乳のみ
（6ヵ月未満）

（%）

離乳食
（6-8ヵ月）

（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%）θ
2007-2011*

発育阻害（%）θ
2007–2011*

消耗症（%）θ
2007–2011*

過体重（%）θ
2007–2011*

ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2011

ヨード添加塩
消費率
（%）

2007-2011*中・重度 重度 中・重度 中・重度 中・重度2007-2011*

ナイジェリア 12 38 13 76 32 23 9 41 14 11 73 97 x
ニウエ 0 x – – – – – – – – – – –
ノルウェー 5 x – – – – – – – – – – –
オマーン 12 85 x – 91 x 73 x 9 1 10 7 2 – 69 x
パキスタン 32 29 37 36 y 55 32 12 44 15 6 90 69
パラオ – – – – – – – – – – – –
パナマ 10 x – – – – 4 y – 19 y 1 y – – –
パプアニューギニア 11 x – 56 x 76 x,y 72 x 18 x 5 x 43 x 5 x 3 x 12 92 x
パラグアイ 6 47 24 67 y 14 3 x – 18 x 1 x 7 x – 93
ペルー 8 51 71 82 55 y 4 1 20 0 – – 91
フィリピン 21 54 34 90 34 22 y – 32 y 7 y 3 91 45 x
ポーランド 6 x – – – – – – – – – – –
ポルトガル 8 x – – – – – – – – – – –
カタール – – – – – – – – – – – –
韓国 4 x – – – – – – – – – – –
モルドバ 6 x 65 x 46 x 18 x 2 x 3 x 1 x 10 x 5 x 9 x – 60 x
ルーマニア 8 x – 16 x 41 x – 4 x 1 x 13 x 4 x 8 x – 74 x
ロシア連邦 6 – – – – – – – – – – 35 x
ルワンダ 7 71 85 79 84 11 2 44 3 7 76 99
セントクリストファー・
ネーヴィス 8 – – – – – – – – – – 100 x
セントルシア 11 – – – – – – – – – – –
セントビンセント・
グレナディーン 8 – – – – – – – – – – –
サモア 10 88 51 71 y 74 – – – – – – –
サンマリノ – – – – – – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 8 x 45 51 74 20 13 3 29 11 12 44 86
サウジアラビア – – – – – – – – – 6 x – –
セネガル 19 23 x 39 61 x 51 18 5 27 10 3 – 47
セルビア 5 8 14 84 15 2 1 7 4 16 – 32
セーシェル – – – – – – – – – – – –
シエラレオネ 11 45 32 25 48 22 8 44 9 10 99 63
シンガポール 8 x – – – – 3 x 0 x 4 x 4 x 3 x – –
スロバキア 7 x – – – – – – – – – – –
スロベニア – – – – – – – – – – – –
ソロモン諸島 13 75 74 81 y 67 12 2 33 4 3 – –
ソマリア – 26 x 9 x 16 x 35 x 32 x 12 x 42 x 13 x 5 x 12 1 x
南アフリカ – 61 x 8 x 49 x 31 x 9 – 24 5 – 44 –
南スーダンδ – – 45 21 38 28 12 31 23 – – 54
スペイン – – – – – – – – – – – –
スリランカ 17 80 76 87 y 84 21 4 17 15 1 – 92 y
パレスチナ 7 x – 27 x – – – – – – – – 86 x
スーダンδ – – 41 51 40 32 13 35 16 – – 10
スリナム 11 x 34 x 2 x 58 x 15 x 7 x 1 x 11 x 5 x 4 x – –
スワジランド 9 55 44 66 11 6 1 31 1 11 41 52
スウェーデン – – – – – – – – – – – –
スイス – – – – – – – – – – – –
シリア 10 46 43 – 25 10 – 28 12 18 – 79 x
タジキスタン 10 x 57 y 25 x 15 x 34 x 15 6 39 7 – 99 62
タイ 7 50 x 15 – – 7 x 1 x 16 x 5 x 8 x – 47 x
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 6 21 23 41 13 1 0 5 2 16 x – 94 x
東ティモール 12 x 82 52 82 33 45 15 58 19 6 59 60
トーゴ 11 46 62 44 64 17 4 30 5 2 22 32
トンガ 3 x – – – – – – – – – – –
トリニダードトバゴ 19 x 41 x 13 x 83 x 22 x – – – – 5 x – 28 x
チュニジア 5 x 87 x 6 x 61 x,y 15 x 3 x – 9 x 3 x 9 x – 97 x
トルコ 11 39 42 68 y 22 2 0 12 1 – – 69
トルクメニスタン 4 x 60 x 11 x 54 x 37 x 8 x 2 x 19 x 7 x – – 87 x
ツバル 6 15 35 40 y 51 2 0 10 3 6 – –
ウガンダ 14 x 42 x 62 75 x 46 14 3 33 5 3 60 96 x
ウクライナ 4 41 18 86 6 – – – – – – 18 x
アラブ首長国連邦 – – – – – – – – – – – –
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表２｜ 栄養指標

国・地域

低出生体重児
出生率
（%） 

2007-2011*

母乳育児の
早期開始
（%）

母乳のみ
（6ヵ月未満）

（%）

離乳食
（6-8ヵ月）

（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%）θ
2007-2011*

発育阻害（%）θ
2007–2011*

消耗症（%）θ
2007–2011*

過体重（%）θ
2007–2011*

ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2011

ヨード添加塩
消費率
（%）

2007-2011*中・重度 重度 中・重度 中・重度 中・重度2007-2011*

英国 8 x – – – – – – – – – – –
タンザニア 8 49 50 92 51 16 4 42 5 6 97 59
米国 8 x – – – – 1 x 0 x 3 x 0 x 8 x – –
ウルグアイ 9 59 65 35 y 27 5 x 2 x 15 x 2 x 9 x – –
ウズベキスタン 5 x 67 x 26 x 47 x 38 x 4 x 1 x 19 x 4 x 13 x 95 53 x
バヌアツ 10 72 40 68 32 – – – – 5 – 23
ベネズエラ 8 – – – – 4 – 16 5 6 – –
ベトナム 5 40 17 50 19 12 2 23 4 – 99 w 45
イエメン – 30 x 12 x 76 x – 43 x 19 x 58 x 15 x 5 x 9 30 x
ザンビア 11 57 61 94 42 15 3 45 5 8 72 77 x
ジンバブエ 11 69 x 31 86 20 10 2 32 3 6 56 94 y

合算値
スーダンと南スーダンδ – – – – – – – – – 5 x – –

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 12 48 37 71 50 21 7 40 9 7 78 48
　東部・南部アフリカ – 56 52 84 59 18 5 40 7 5 72 50
　西部・中部アフリカ 12 41 25 65 43 23 8 39 12 9 83 –
中東と北アフリカ – – – – - 8 - 20 9 12 – –
南アジア 28 39 47 55 75 33 14 39 16 3 73 71
東アジアと太平洋諸国 6 41 28 57 42 ** 6 4 ** 12 4 5 85 ** 87
ラテンアメリカとカリブ海諸国 8 – 37 – – 3 – 12 2 7 – –
CEE/CIS 7 – – – – 2 – 12 1 16 – –
後発開発途上国 – 52 49 68 64 23 7 38 10 4 82 50
世界 15 42 39 60 58 ** 16 10 ** 26 8 7 75 ** 76

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

低出生体重児出生率－出生時の体重が2,500グラム未満の乳児の割合。
母乳育児の早期開始－生後１時間以内に母乳を与えられる新生児の割合。
母乳のみの育児（生後６ヵ月未満）－調査時から24時間以内に、母乳のみを与えられた
生後０～５ヵ月の子どもの割合。
固形、半固形、または軟らかい食品の導入（６～８ヵ月）－調査時から24時間以内に、固形、
半固形、または軟らかい食品を摂取した生後６～８ヵ月の子どもの割合。
２歳時の母乳育児（20～23ヵ月）－調査時から24時間以内に、母乳を与えられた生後
20～23ヵ月の子どもの割合。
低体重－中・重度：世界保健機関（WHO）のWHO�Child�Growth�Standardsの基準によ
る年齢相応の体重の中央値からの標準偏差がマイナス２未満である生後０～59ヵ月児の
割合。重度：WHOのWHO�Child�Growth�Standardsによる年齢相応の体重を持つ基準集
団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス３未満である生後０～59ヵ月児の割合。
発育阻害－中・重度：WHOのWHO�Child�Growth�Standardsによる年齢相応の身長を持
つ基準集団の身長の中央値からの標準偏差がマイナス２未満である生後０～59ヵ月児の
割合。
消耗症－中・重度：WHOのWHO�Child�Growth�Standardsによる身長相応の体重を持つ基
準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス２未満である生後０～59ヵ月児の割合。
過体重－中・重度。WHOのWHO�Child�Growth�Standardsによる身長相応の体重を持つ
基準集団の体重の中央値からの標準偏差がプラス２以上である生後０～59ヵ月児の割合。
ビタミンAの完全補給率－ビタミンAの補給を２回受けた生後６～59ヵ月児の推定割合。
ヨード添加塩消費率－適切なヨード添加処理が施された塩（15ppm以上）を消費する世
帯の割合。

データの主な出典

低出生体重－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世
帯調査、定期報告制度によるデータ、ユニセフ、世界保健機関（WHO）。
母乳育児－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。
低体重・消耗症・発育阻害－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。
ビタミンAの補給－ユニセフ。
ヨード添加塩－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。

注

- 　データなし。
ｗ　�ビタミンA補給プログラムの対象とされる月齢層が生後６～59ヵ月よりも狭く設定さ

れている国を示す。補給率は対象の月齢層にしたがって報告されている。
ｘ　�データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～

2006年のインドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の
算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

y　�標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであり、地域
平均や世界平均の算出の際には含まれている。

Δ　�年に２回のビタミンＡ補給を受けた子どもの割合について、２回の実施時期のうち補
給率が低かった方の数字が報告されている（2011年１～６月に実施された第１回と
７～12月の第２回のうちポイントが低い方を報告している）。

�*� �データが列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであるこ
とを示す。

�**� 中国を除く。
θ　�低体重（中・重度）、発育阻害（中・重度）、消耗症（中・重度）、過体重（肥満を含む）

の地域における平均値は、ユニセフとWHOの合同世界栄養データベース2011年改訂
版（2012年７月に終了）の統計モデルのデータを使って推定された。重度の低体重
データはこの統計モデルに含まれていなかったため、地域の平均にはユニセフが算出
した人口加重平均が使用されている。
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表３. 保健指標

表３. 保健指標

国・地域

改善された飲用水源を利
用する人の割合（%） 2010

改善された衛生施設を
利用する人の割合（%）

2010
政府資金
による定
期EPI用
ワクチン
の購入率
（%）
2011

完全に予防接種を受けた割合（%）
2011

肺炎
2007–2012*

下痢
2007–2012*

マラリア
2007–2012*

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風か
ら保護さ
れる新生
児（%）λ

肺炎と疑われる
症状を呈してい
た5歳未満児の
うち適切な保健
措置を受けた割

合（%）

肺炎と疑われる
症状を呈してい
た5歳未満児の
うち抗生物質に
よる治療を受け

た割合（%）

下痢をした5
歳未満児のう
ち経口補水液

（ORS）による
治療を受けた

割合（%）��

発熱した5歳
未満児のう
ち抗マラリ
ア剤を与え
られた割合

（%）

殺虫剤処
理を施し
た蚊帳で
眠る5歳未
満児の割
合（%）

殺虫剤処理
を施した蚊
帳を最低１
張所有して
いる家庭の
割合（%）

アフガニスタン 50 78 42 37 60 30 – 68 86 66 66 62 66 66 60 61 64 53 – – –
アルバニア 95 96 94 94 95 93 – 99 99 99 99 99 99 99 87 70 60 54 – – –
アルジェリア 83 85 79 95 98 88 – 99 99 95 95 95 95 95 90 53 x 59 x 19 x – – –
アンドラ 100 100 100 100 100 100 – – 99 99 99 99 99 99 – – – – – – –
アンゴラ 51 60 38 58 85 19 – 88 99 86 85 88 86 86 70 – – – 28 26 35
アンティグアバーブーダ – 95 – – 98 – – – 99 99 99 99 99 99 – – – – – – –
アルゼンチン – 98 – – – – – 99 98 93 95 93 93 93 – – – – – – –
アルメニア 98 99 97 90 95 80 – 96 98 95 96 97 95 95 – 57 36 33 – – –
オーストラリア 100 100 100 100 100 100 – – 92 92 92 94 92 92 – – – – – – –
オーストリア 100 100 100 100 100 100 – – 93 83 83 76 83 83 – – – – – – –
アゼルバイジャン 80 88 71 82 86 78 78 82 79 74 80 67 48 38 – 36 x – 21 x 1 x 1 x –
バハマ – 98 – 100 100 100 – – 99 98 97 90 95 98 92 – – – – – –
バーレーン – 100 – – 100 – 100 – 99 99 99 99 99 99 94 – – – – – –
バングラデシュ 81 85 80 56 57 55 30 95 99 96 96 96 96 96 94 35 71 78 – – –
バルバドス 100 100 100 100 100 100 – – 93 91 91 93 91 91 – – – – – – –
ベラルーシ 100 100 99 93 91 97 – 99 99 98 98 99 98 21 – 90 x 67 x 36 x – – –
ベルギー 100 100 100 100 100 100 – – 99 98 98 95 97 98 – – – – – – –
ベリーズ 98 98 99 90 93 87 – 98 98 95 95 98 95 95 88 71 x 44 x 27 x – – –
ベナン 75 84 68 13 25 5 17 97 94 85 85 72 85 85 92 31 – 50 38 71 80
ブータン 96 100 94 44 73 29 4 95 98 95 95 95 95 – 89 74 49 61 – – –
ボリビア 88 96 71 27 35 10 – 90 90 82 82 84 82 82 74 51 64 35 – – –
ボスニア・ヘルツェゴビナ 99 100 98 95 99 92 – 94 94 88 89 89 88 85 – 91 x 73 x 35 x – – –
ボツワナ 96 99 92 62 75 41 100 99 98 96 96 94 93 96 92 14 x – 49 x – – –
ブラジル 98 100 85 79 85 44 – 99 99 96 97 97 96 97 92 50 – – – – –
ブルネイ – – – – – – – 96 99 97 99 91 93 96 95 – – – – – –
ブルガリア 100 100 100 100 100 100 – 98 96 95 95 95 96 95 – – – – – – –
ブルキナファソ 79 95 73 17 50 6 32 99 93 91 90 63 91 91 88 56 47 21 35 47 57
ブルンジ 72 83 71 46 49 46 3 90 99 96 94 92 96 96 80 55 43 38 17 45 52
カンボジア 64 87 58 31 73 20 23 94 96 94 94 93 94 94 91 64 39 34 – 4 x 5 x
カメルーン 77 95 52 49 58 36 9 80 90 66 67 76 66 66 75 30 – 17 21 21 36
カナダ 100 100 99 100 100 99 – – 98 95 99 98 70 95 – – – – – – –
カボヴェルデ 88 90 85 61 73 43 100 99 99 90 90 96 90 90 92 – – – – – –
中央アフリカ共和国 67 92 51 34 43 28 – 74 64 54 47 62 54 54 80 30 31 16 32 36 47
チャド 51 70 44 13 30 6 11 53 45 22 31 28 22 22 60 26 31 13 36 10 42
チリ 96 99 75 96 98 83 – 91 98 94 93 91 94 94 – – – – – – –
中国 91 98 85 64 74 56 100 99 99 99 99 99 99 – – – – – – – –
コロンビア 92 99 72 77 82 63 – 83 95 85 85 88 85 85 79 64 – 54 – – 3 x
コモロ 95 91 97 36 50 30 – 76 94 83 85 72 83 83 85 56 x – 19 x 63 x 9 x –
コンゴ 71 95 32 18 20 15 9 95 90 90 90 90 90 90 83 52 – 35 25 26 27
クック諸島 – 98 – 100 100 100 – 98 98 93 93 89 93 93 – – – – – – –
コスタリカ 97 100 91 95 95 96 – 78 87 85 82 83 84 81 – – – – – – –
コートジボワール 80 91 68 24 36 11 30 74 75 62 58 49 62 62 82 38 – 17 18 39 68
クロアチア 99 100 97 99 99 98 – 99 97 96 96 96 97 96 – – – – – – –
キューバ 94 96 89 91 94 81 – 99 96 96 99 99 96 96 – 97 70 51 – – –
キプロス 100 100 100 100 100 100 – – 99 99 99 87 96 96 – – – – – – –
チェコ 100 100 100 98 99 97 – – 99 99 99 98 99 99 – – – – – – –
朝鮮民主主義人民共和国 98 99 97 80 86 71 – 98 95 94 99 99 94 – 93 80 88 74 – – –
コンゴ民主共和国 45 79 27 24 24 24 0 67 79 70 78 71 70 70 70 40 42 27 39 38 51
デンマーク 100 100 100 100 100 100 – – 94 91 91 87 – 91 – – – – – – –
ジブチ 88 99 54 50 63 10 0 89 89 87 87 84 87 87 79 62 x 43 x 62 x 1 20 30
ドミニカ – 96 – – – – – 99 99 98 99 99 98 98 – – – – – – –
ドミニカ共和国 86 87 84 83 87 75 – 98 91 84 84 79 80 71 90 70 57 41 – – –
エクアドル 94 96 89 92 96 84 – 99 99 99 99 98 98 99 85 – – – – – –
エジプト 99 100 99 95 97 93 100 98 97 96 96 96 96 – 86 73 58 28 – – –
エルサルバドル 88 94 76 87 89 83 – 91 90 89 89 89 90 90 88 67 51 58 – – –
赤道ギニア – – – – – – 100 73 65 33 39 51 – – 75 – – 29 x 49 x 1 x –
エリトリア – – – – – 4 3 99 99 99 99 99 99 99 93 44 x – 45 x 13 49 71
エストニア 98 99 97 95 96 94 100 99 96 93 93 94 94 93 – – – – – – –
エチオピア 44 97 34 21 29 19 – 69 61 51 62 57 51 51 88 27 7 26 10 33 53
フィジー 98 100 95 83 94 71 – 99 99 99 99 94 99 99 94 – – – – – –
フィンランド 100 100 100 100 100 100 100 – 99 99 99 97 – 99 – – – – – – –
フランス 100 100 100 100 100 100 – – 99 99 99 89 65 97 – – – – – – –
ガボン 87 95 41 33 33 30 100 89 69 45 44 55 45 45 75 48 x – 25 x – 55 70
ガンビア 89 92 85 68 70 65 100 90 99 96 95 91 96 96 91 69 70 39 30 33 51
グルジア 98 100 96 95 96 93 78 96 95 94 90 94 92 92 – 74 x 56 x 40 x – – –
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表３｜ 保健指標 

国・地域

改善された飲用水源を利
用する人の割合（%） 2010

改善された衛生施設を
利用する人の割合（%）

2010
政府資金
による定
期EPI用
ワクチン
の購入率
（%）
2011

完全に予防接種を受けた割合（%）
2011

肺炎
2007–2012*

下痢
2007–2012*

マラリア
2007–2012*

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風か
ら保護さ
れる新生
児（%）λ

肺炎と疑われる
症状を呈してい
た5歳未満児の
うち適切な保健
措置を受けた割

合（%）

肺炎と疑われる
症状を呈してい
た5歳未満児の
うち抗生物質に
よる治療を受け

た割合（%）

下痢をした5
歳未満児のう
ち経口補水液

（ORS）による
治療を受けた

割合（%）��

発熱した5歳
未満児のう
ち抗マラリ
ア剤を与え
られた割合

（%）

殺虫剤処
理を施し
た蚊帳で
眠る5歳未
満児の割
合（%）

殺虫剤処理
を施した蚊
帳を最低１
張所有して
いる家庭の
割合（%）

ドイツ 100 100 100 100 100 100 – – 99 99 95 99 93 93 – – – – – – –
ガーナ 86 91 80 14 19 8 – 98 94 91 91 91 91 91 88 41 56 35 53 39 48
ギリシャ 100 100 99 98 99 97 – 91 99 99 99 99 95 83 – – – – – – –
グレナダ – 97 – 97 96 97 – – 98 94 95 95 94 94 – – – – – – –
グアテマラ 92 98 87 78 87 70 – 89 91 85 86 87 85 85 85 64 x – 37 – – –
ギニア 74 90 65 18 32 11 24 93 86 59 57 58 59 59 80 42 x – 33 x 74 5 8
ギニアビサウ 64 91 53 20 44 9 – 93 92 76 73 61 76 76 80 52 35 19 51 36 53
ガイアナ 94 98 93 84 88 82 – 97 97 93 93 98 93 93 90 65 18 50 6 24 26
ハイチ 69 85 51 17 24 10 – 75 83 59 59 59 – – 70 31 x 3 x 40 x 5 x – –
バチカン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 87 95 79 77 85 69 – 99 99 98 98 99 98 98 94 56 x 54 x 56 x 1 x – –
ハンガリー 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 – 99 – – – – – – –
アイスランド 100 100 100 100 100 100 – – 98 96 96 93 – 96 – – – – – – –
インド 92 97 90 34 58 23 100 87 83 72 70 74 47 – 87 69 x 13 x 26 x 8 x – –
インドネシア 82 92 74 54 73 39 100 82 86 63 70 89 63 – 85 66 – 35 1 3 3
イラン 96 97 92 100 100 100 100 99 99 99 99 99 99 – 95 93 x – – – – –
イラク 79 91 56 73 76 67 – 92 90 77 78 76 76 – 85 82 x 82 x 31 x 1 x 0 x –
アイルランド 100 100 100 99 100 98 – 41 98 95 95 92 95 95 – – – – – – –
イスラエル 100 100 100 100 100 100 – – 96 94 94 98 99 93 – – – – – – –
イタリア 100 100 100 – – – – – 98 96 96 90 96 96 – – – – – – –
ジャマイカ 93 98 88 80 78 82 – 99 99 99 99 88 99 99 80 75 x 52 x 40 x – – –
日本 100 100 100 100 100 100 – 94 99 98 96 94 – – – – – – – – –
ヨルダン 97 98 92 98 98 98 100 95 98 98 98 98 98 98 90 75 79 20 – – –
カザフスタン 95 99 90 97 97 98 – 96 99 99 99 99 99 95 – 71 x 32 x 74 x – – –
ケニア 59 82 52 32 32 32 57 92 95 88 88 87 88 88 73 56 50 39 23 47 56
キリバス – – – – – – – 86 99 99 95 90 95 95 – 81 51 62 – – –
クウェート 99 99 99 100 100 100 – 99 99 99 99 99 99 99 95 – – – – – –
キルギス 90 99 85 93 94 93 – 98 97 96 94 97 96 96 – 62 x 45 x 20 x – – –
ラオス 67 77 62 63 89 50 6 77 83 78 79 69 78 78 80 32 x 52 x 46 x 8 x 41 x 45 x
ラトビア 99 100 96 – – – 100 95 97 94 94 99 91 93 – – – – – – –
レバノン 100 100 100 – 100 – – – 84 81 75 79 81 81 – 74 x – 44 x – – –
レソト 78 91 73 26 32 24 42 95 93 83 91 85 83 83 83 66 – 51 – – –
リベリア 73 88 60 18 29 7 91 73 61 49 56 40 49 49 91 62 – 53 57 37 50
リビア – – – 97 97 96 – 99 98 98 98 98 98 98 – – – – – – –
リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
リトアニア – 98 – – 95 – 100 98 95 92 92 94 95 92 – – – – – – –
ルクセンブルク 100 100 100 100 100 100 – – 99 99 99 96 95 99 – – – – – – –
マダガスカル 46 74 34 15 21 12 21 82 96 89 88 70 89 89 78 42 – 17 20 46 57
マラウイ 83 95 80 51 49 51 – 99 98 97 86 96 97 97 87 70 – 69 43 39 57
マレーシア 100 100 99 96 96 95 – 99 99 99 99 95 97 99 90 – – – – – –
モルディブ 98 100 97 97 98 97 100 98 97 96 96 96 96 – 95 22 x – 57 – – –
マリ 64 87 51 22 35 14 – 89 85 72 71 56 72 72 89 38 x – 14 x 35 70 85
マルタ 100 100 100 100 100 100 – – 99 96 96 84 82 96 – – – – – – –
マーシャル諸島 94 92 99 75 83 53 2 99 99 94 95 97 97 92 – – – – – – –
モーリタニア 50 52 48 26 51 9 21 86 91 75 73 67 75 75 80 45 24 20 21 – 12
モーリシャス 99 100 99 89 91 88 100 99 99 98 98 99 98 98 95 – – – – – –
メキシコ 96 97 91 85 87 79 – 99 99 97 97 98 98 97 88 – – – – – –
ミクロネシア連邦 – – – – – – – 75 96 84 83 92 83 72 – – – – – – –
モナコ 100 100 – 100 100 – – 89 99 99 99 99 99 99 – – – – – – –
モンゴル 82 100 53 51 64 29 69 99 99 99 99 98 99 99 – 87 72 38 x – – –
モンテネグロ 98 99 96 90 92 87 100 97 98 95 95 91 91 90 – 89 x 57 x 16 x – – –
モロッコ 83 98 61 70 83 52 – 99 99 99 98 95 98 99 89 70 – 23 x – – –
モザンビーク 47 77 29 18 38 5 20 91 90 76 73 82 76 76 83 65 22 55 30 18 28
ミャンマー 83 93 78 76 83 73 – 93 99 99 99 99 52 – 93 69 34 61 – 11 –
ナミビア 93 99 90 32 57 17 – 89 88 82 85 74 82 82 83 53 x – 63 20 34 54
ナウル 88 88 – 65 65 – 100 99 99 99 99 99 99 99 – 69 47 – – – –
ネパール 89 93 88 31 48 27 20 97 96 92 92 88 92 92 82 50 7 39 1 – –
オランダ 100 100 100 100 100 100 100 – 99 97 97 96 – 97 – – – – – – –
ニュージーランド 100 100 100 – – – 100 – 95 95 95 93 95 94 – – – – – – –
ニカラグア 85 98 68 52 63 37 – 98 99 98 99 99 98 98 81 58 x – 59 2 x – –
ニジェール 49 100 39 9 34 4 14 61 80 75 44 76 75 75 84 51 – 34 – 64 76
ナイジェリア 58 74 43 31 35 27 – 64 53 47 73 71 50 – 60 45 23 26 49 29 42
ニウエ 100 100 100 100 100 100 5 99 99 98 98 99 98 99 – – – – – – –
ノルウェー 100 100 100 100 100 100 100 – 99 94 94 93 – 95 – – – – – – –
オマーン 89 93 78 99 100 95 – 99 99 99 99 99 99 99 91 – – – – – –
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表３｜ 保健指標 

国・地域

改善された飲用水源を利
用する人の割合（%） 2010

改善された衛生施設を
利用する人の割合（%）

2010
政府資金
による定
期EPI用
ワクチン
の購入率
（%）
2011

完全に予防接種を受けた割合（%）
2011

肺炎
2007–2012*

下痢
2007–2012*

マラリア
2007–2012*

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風か
ら保護さ
れる新生
児（%）λ

肺炎と疑われる
症状を呈してい
た5歳未満児の
うち適切な保健
措置を受けた割

合（%）

肺炎と疑われる
症状を呈してい
た5歳未満児の
うち抗生物質に
よる治療を受け

た割合（%）

下痢をした5
歳未満児のう
ち経口補水液

（ORS）による
治療を受けた

割合（%）��

発熱した5歳
未満児のう
ち抗マラリ
ア剤を与え
られた割合

（%）

殺虫剤処
理を施し
た蚊帳で
眠る5歳未
満児の割
合（%）

殺虫剤処理
を施した蚊
帳を最低１
張所有して
いる家庭の
割合（%）

パキスタン 92 96 89 48 72 34 – 85 88 80 75 80 80 80 75 69 50 41 3 – 0
パラオ 85 83 96 100 100 100 0 – 99 84 98 85 91 85 – – – – – – –
パナマ – 97 – – – – – 97 95 87 91 97 87 87 – – – – – – –
パプアニューギニア 40 87 33 45 71 41 45 83 83 61 58 60 62 61 61 63 x – – – – –
パラグアイ 86 99 66 71 90 40 – 94 97 90 87 93 90 90 85 – – – – – –
ペルー 85 91 65 71 81 37 – 91 94 91 91 96 91 91 85 68 51 32 – – –
フィリピン 92 93 92 74 79 69 – 84 85 80 80 79 76 14 76 50 42 47 0 x – –
ポーランド – 100 – – 96 – – 93 99 99 96 98 98 99 – – – – – – –
ポルトガル 99 99 100 100 100 100 100 96 99 98 97 96 97 97 – – – – – – –
カタール 100 100 100 100 100 100 – 97 94 93 93 99 93 93 – – – – – – –
韓国 98 100 88 100 100 100 – 99 99 99 98 99 99 – – – – – – – –
モルドバ 96 99 93 85 89 82 – 98 96 93 96 91 96 78 – 60 x – 33 x – – –
ルーマニア – 99 – – – – 100 99 96 89 89 93 96 89 – – – – – – –
ロシア連邦 97 99 92 70 74 59 – 95 97 97 97 98 97 – – – – – – – –
ルワンダ 65 76 63 55 52 56 11 99 98 97 93 95 97 97 85 50 – 29 11 70 82
セントクリストファー・
ネーヴィス 99 99 99 96 96 96 – 99 99 97 98 99 98 98 – – – – – – –
セントルシア 96 98 95 65 71 63 – 97 98 97 97 95 97 97 – – – – – – –
セントビンセント・
グレナディーン – – – – – 96 – 99 98 95 95 99 96 96 – – – – – – –
サモア 96 96 96 98 98 98 100 99 99 91 91 67 91 91 – – – 68 – – –
サンマリノ – – – – – – – – 90 86 86 83 86 85 – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 89 89 88 26 30 19 15 99 98 96 96 91 96 96 – 75 – 49 8 56 61
サウジアラビア – 97 – – 100 – – 98 99 98 98 98 98 98 – – – – – – –
セネガル 72 93 56 52 70 39 32 95 94 83 73 82 83 83 88 50 – 22 8 35 63
セルビア 99 99 98 92 96 88 – 99 91 91 91 95 89 91 – 90 82 36 – – –
セーシェル – 100 – – 98 – 100 99 99 99 99 99 99 99 – – – – – – –
シエラレオネ 55 87 35 13 23 6 2 96 94 84 81 80 84 84 85 74 58 73 62 30 36
シンガポール 100 100 – 100 100 – – 99 98 96 96 95 96 – – – – – – – –
スロバキア 100 100 100 100 100 99 100 97 99 99 99 98 99 99 – – – – – – –
スロベニア 99 100 99 100 100 100 – – 98 96 96 95 – 96 – – – – – – –
ソロモン諸島 – – – – 98 – 47 89 94 88 93 73 88 88 85 73 23 – 19 40 49
ソマリア 29 66 7 23 52 6 0 41 52 41 49 46 – – 64 13 x 32 x 13 x 8 x 11 x 12 x
南アフリカ 91 99 79 79 86 67 100 78 77 72 73 78 76 72 77 65 x – 40 x – – –
南スーダンδ – – – – – – 0 57 58 46 46 64 – – 44 48 33 39 36 25 53
スペイン 100 100 100 100 100 100 – – 99 97 97 95 97 97 – – – – – – –
スリランカ 91 99 90 92 88 93 39 99 99 99 99 99 99 99 95 58 – 50 0 3 5
パレスチナ 85 86 81 92 92 92 – 98 99 99 99 99 98 – – 65 x – – – – –
スーダンδ – – – – – – 2 92 98 93 93 87 93 93 74 56 66 22 65 – 25
スリナム 92 97 81 83 90 66 – – 90 86 86 85 86 86 93 74 x 37 x 44 x – 3 x –
スワジランド 71 91 65 57 64 55 – 98 98 91 85 98 91 91 86 58 61 57 2 2 10
スウェーデン 100 100 100 100 100 100 – 23 99 98 98 96 – 98 – – – – – – –
スイス 100 100 100 100 100 100 0 – 95 95 95 92 – 95 – – – – – – –
シリア 90 93 86 95 96 93 – 90 86 72 75 80 66 72 94 77 x 71 x 50 x – – –
タジキスタン 64 92 54 94 95 94 18 97 98 96 97 98 96 96 – 64 x 41 x 73 2 x 1 x 2 x
タイ 96 97 95 96 95 96 100 99 99 99 99 98 98 – 91 84 x 65 x 57 x – – –
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 100 100 99 88 92 82 – 98 95 95 95 98 90 89 – 93 x 74 x 62 – – –
東ティモール 69 91 60 47 73 37 100 68 69 67 66 62 67 – 81 71 45 71 6 42 42
トーゴ 61 89 40 13 26 3 25 90 95 81 81 67 81 81 81 32 41 11 34 57 57
トンガ 100 100 100 96 98 96 100 99 99 99 99 99 99 99 – – – – – – –
トリニダードトバゴ 94 98 93 92 92 92 – – 96 90 91 92 90 90 – 74 x 34 x – – – –
チュニジア – 99 – – 96 – – 98 98 98 98 96 98 43 96 59 x – 55 x – – –
トルコ 100 100 99 90 97 75 – 97 98 97 97 97 96 97 90 41 x – – – – –
トルクメニスタン – 97 – 98 99 97 – 98 98 97 97 99 97 71 – 83 x 50 x 40 x – – –
ツバル 98 98 97 85 88 81 – 99 99 96 96 98 96 96 – – – – – – –
ウガンダ 72 95 68 34 34 34 19 86 91 82 82 75 82 82 85 79 47 44 65 43 60
ウクライナ 98 98 98 94 96 89 – 90 73 50 58 67 21 26 – – – – – – –
アラブ首長国連邦 100 100 100 98 98 95 – 98 94 94 94 94 94 94 – – – – – – –
英国 100 100 100 100 100 100 – – 98 95 95 90 – 95 – – – – – – –
タンザニア 53 79 44 10 20 7 23 99 96 90 88 93 90 90 88 71 – 44 59 64 64
米国 99 100 94 100 100 99 – – 98 94 94 90 91 88 – – – – – – –
ウルグアイ 100 100 100 100 100 99 – 99 99 95 95 95 95 95 – – – – – – –
ウズベキスタン 87 98 81 100 100 100 – 99 99 99 99 99 99 99 – 68 x 56 x 28 x – – –
バヌアツ 90 98 87 57 64 54 16 81 78 68 67 52 59 – 75 – – 23 53 56 68
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表３｜ 保健指標

国・地域

改善された飲用水源を利
用する人の割合（%） 2010

改善された衛生施設を
利用する人の割合（%）

2010
政府資金
による定
期EPI用
ワクチン
の購入率
（%）
2011

完全に予防接種を受けた割合（%）
2011

肺炎
2007–2012*

下痢
2007–2012*

マラリア
2007–2012*

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風か
ら保護さ
れる新生
児（%）λ

肺炎と疑われる
症状を呈してい
た5歳未満児の
うち適切な保健
措置を受けた割

合（%）

肺炎と疑われる
症状を呈してい
た5歳未満児の
うち抗生物質に
よる治療を受け

た割合（%）

下痢をした5
歳未満児のう
ち経口補水液

（ORS）による
治療を受けた

割合（%）��

発熱した5歳
未満児のう
ち抗マラリ
ア剤を与え
られた割合

（%）

殺虫剤処
理を施し
た蚊帳で
眠る5歳未
満児の割
合（%）

殺虫剤処理
を施した蚊
帳を最低１
張所有して
いる家庭の
割合（%）

ベネズエラ – – – – – – – 95 90 78 78 86 78 78 50 72 x – 38 x – – –
ベトナム 95 99 93 76 94 68 30 98 97 95 96 96 95 95 87 73 68 47 1 9 10
イエメン 55 72 47 53 93 34 13 59 89 81 81 71 81 81 66 44 x 38 x 33 x – – –
ザンビア 61 87 46 48 57 43 19 88 87 81 83 83 81 81 81 68 47 60 34 50 64
ジンバブエ 80 98 69 40 52 32 – 98 99 99 99 92 93 93 66 48 31 21 2 10 29

合算値
スーダンと南スーダンδ 58† 67† 52† 26† 44† 14† – – – – – – – – – – – – – – –

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 61 83 49 30 43 23 27 79 79 71 76 74 70 60 76 49 34 32 38 38 50
　東部・南部アフリカ 61 87 50 35 54 27 39 85 85 79 79 79 76 76 81 55 30 39 31 41 54
　西部・中部アフリカ 62 82 47 26 35 20 17 73 71 62 72 69 63 44 72 44 33 27 42 36 49
中東と北アフリカ 86 93 76 82 91 70 75 93 96 92 92 90 91 48 85 - - - - - -
南アジア 90 96 88 38 60 28 90 87 85 75 73 77 57 23 85 65 24 34 7 - -
東アジアと太平洋諸国 90 97 84 67 77 58 95 95 95 91 92 95 89 10 85 ** 64 ** - 43 ** - 6 ** -
ラテンアメリカとカリブ海諸国 94 98 81 79 84 60 – 95 96 92 92 93 90 90 85 - - - - - -
CEE/CIS 96 99 91 85 87 80 – 96 95 92 93 94 89 58 – - - - - - -
後発開発途上国 63 82 56 35 48 30 19 82 87 78 79 76 75 74 81 50 43 42 36 41 53
世界 89 96 81 63 79 47 84 88 89 83 84 84 75 43 82 ** 60 ** 31 ** 35 ** 19 ** - -

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

改善された飲用水源を利用する人の割合－主要な飲料水の水源として以下のいずれかを利
用している人の割合。家屋や土地、庭、近隣の庭の配水管から引かれた水、公共の蛇口、
配水塔、掘り抜き井戸、堀削孔、保護された掘り井戸、湧き水や雨水、容器に入った水に
加え、上記のいずれかの水源を第二次水源として利用している。
改善された衛生施設を利用する人の割合－近隣の世帯と共有せずに以下のいずれかの衛生
施設を利用している人の割合。下水管に接続された水洗または簡易水洗トイレ、汚水処理
タンクまたはピット式トイレ、換気口付ピット式改良型トイレ、覆い板付ピット式トイレ、
蓋付ピット式トイレ、コンポスト式（堆肥化）トイレ。
政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率－子どもを守るために定期的に実施される
EPI用ワクチンのうち、中央政府資金（融資資金を含む）で購入されたものの割合。
EPI－拡大予防接種プログラム。このプログラムにおける予防接種には、結核、ジフテリア・
百日咳・破傷風（三種混合：�DPT）、ポリオ、はしかの予防接種、および新生児破傷風予
防のための妊婦に対する予防接種が含まれる。EPIにその他の（たとえばB型肝炎《HepB》
やヘモフィルス・インフルエンザb型菌《Hib》、黄熱病の）予防接種を含めている国もある。
BCG－カルメット-ゲラン菌（結核予防ワクチン）の接種を受けた乳児の割合。
３種混合（DPT1）－ジフテリア・百日咳・破傷風３種混合ワクチンの初回接種を受け
た生存している乳児の割合。
３種混合（DPT3）－ジフテリア・百日咳・破傷風３種混合ワクチンの予防接種を３回
受けた生存している乳児の割合。
ポリオ3－ポリオワクチンの予防接種を３回受け、生存している乳児の割合。
はしか－はしか予防が入ったワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。
HepB3－B型肝炎の予防接種を３回受け、生存している乳児の割合。
Hib3－ヘモフィルス・インフルエンザb型菌ワクチンの予防接種を３回受け、生存して
いる乳児の割合。
破傷風－出生時に破傷風から保護される新生児の割合。
肺炎と疑われる症状を呈していた５歳未満児のうち適切な保健措置を受けた子どもの割合
－調査前２週間に肺炎と疑われる症状（肺に何らかの問題があることで起こる咳、頻呼吸、
呼吸困難など）を呈していた０～４歳の子どものうち、適切な医療機関にかかった子ども
の割合。
肺炎と疑われる症状を呈していた５歳未満児のうち抗生物質による治療を受けた子どもの
割合－調査前２週間に肺炎と疑われる症状を呈していた０～４歳の子どものうち、抗生物
質を処方された子どもの割合。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水液（ORS）による治療をされた割合－調査前２週
間に下痢をした０～４歳のこどものうち、経口補水液（ORSパケット、あるいはあらか
じめ袋の形で包装されたORS液）による治療をされた者の割合。
発熱した５歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた割合－調査前２週間に発熱した０～
４歳の子どものうち、抗マラリア剤を与えられた子どもの割合。この指標は、感染が確認
されたマラリア患者というよりも、発熱した全ての子どもが抗マラリア治療を受けた割合
について言及しているため、解釈には注意が必要である。詳細な情報は〈www.childinfo.
org/malaria_maltreatment.php〉を参照。
殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る５歳未満児の割合－０～４歳の子どもで殺虫剤処理を施し
た蚊帳の下で眠った子どもの割合。
殺虫剤処理を施した蚊帳を最低１張所有している家庭の割合－殺虫剤処理を施した蚊帳を
少なくとも１張持っている家庭の割合。

データの主な出典

改善された飲用水源の利用および衛生施設の利用－ユニセフと世界保健機関（WHO）の
合同モニタリング・プログラム。
政府資金によるワクチン購入－政府がユニセフとWHOの共同報告で報告している通り。
予防接種－ユニセフとWHO。
肺炎と疑われる症状のケアと治療－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査

（MICS）、その他の国別世帯調査。
下痢性疾患の治療－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。
マラリアの予防と治療－DHS�、MICS、マラリア指標調査、その他の国別世帯調査。

注

- 　データなし。
ｘ　�データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～

2006年のインドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の
算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

β　�DPT1接種率は少なくともDPT3と同率でなければならない。DPT1接種率がDPT3よ
りも小さいことは、データ収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセ
フとWHOは、各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく取り組ん
でいる。

λ　�WHOとユニセフは、妊婦が破傷風トキソイド（TT）ワクチンの接種を２回以上受け
ているという理由により出生時に破傷風から保護されていると考えられる子どもの割
合を計算するモデルを採用した。このモデルでは、女性が保護されている可能性があ
る他のシナリオ（例えば、補完的に実施された予防接種活動においてTTの接種を受
けた場合）を把握し、または含めることにより、この指標の正確性を高めることも目
指している。この手法の詳細については、〈www.childinfo.org〉を参照。

†　�水と衛生に関するユニセフと世界保健機関（WHO）の合同モニタリング・プログラ
ム（JMP）は、南スーダンがスーダンから独立する前にそのデータベースの集計を
締め切った。そのため、記載されたデータは独立前のスーダンに関するものである。
スーダンと南スーダンのそれぞれ一国としてのデータは2013年にJMPより発表され
る予定。

�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである
ことを示す。

�**� 中国を除く。



112 世界子供白書2013

表４. HIV/エイズ指標

表４. HIV/エイズ指標

成人の
HIV

感染率
（%）
2011

HIVと共に生きる人（全年齢）
の数（1000人）

2011

HIVと共
に生きる

女性
（1000人）

2011

HIVと共
に生きる
子ども

（1000人）
2011

若者の予防（1５-24歳） 孤児

国・地域

若者のHIV感染率（%）
2011

HIVについて包括
的な知識を持つ割合

（%）
 2007-2011*

複数のパートナーとの
性交渉でコンドームを
使用した若者の割合

（%）
2007-2011*

エイズに
より孤児
となった
子どもの

数
（1000人）

2011

すべての
原因によ
り孤児と
なった子
どもの数

（1000人）
2011

両親を
失った孤
児の学校
への出席
率 （%）

推定 推定値（下限） 推定値（上限） 全体 男 女 男 女 男 女 2007-2011*

アフガニスタン <0.1 6 3 17 1 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
アルバニア – – – – – – – – – 22 36 55 – – – –
アルジェリア – – 13 28 – – – – – – 13 x – – – – –
アンドラ – – – – – – – – – – – – – – – –
アンゴラ 2.1 230 160 340 120 34 1.1 0.6 1.6 32 25 – – 140 1,300 85
アンティグアバーブーダ – – – – – – – – – 53 46 – – – – –
アルゼンチン 0.4 95 79 120 35 – 0.2 0.2 0.2 – – – – – – –
アルメニア 0.2 4 2 7 <1 – 0.1 0.1 0.1 9 16 86 – – – –
オーストラリア 0.2 22 18 27 7 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
オーストリア 0.4 18 13 24 5 – 0.3 0.3 0.2 – – – – – – –
アゼルバイジャン 0.1 7 5 9 1 – <0.1 <0.1 <0.1 5 x 5 x 29 x – – – –
バハマ 2.8 7 6 7 3 – 0.4 0.3 0.5 – – – – – – –
バーレーン – – – – – – – – – – – – – – – –
バングラデシュ <0.1 8 5 16 <1 – <0.1 <0.1 <0.1 18 8 – – – – 84 x
バルバドス 0.9 1 1 2 <0.5 – 0.3 0.3 0.2 – – – – – – –
ベラルーシ 0.4 20 15 30 6 – 0.3 0.4 0.2 – – – – – – –
ベルギー 0.3 20 16 26 6 – 0.2 0.2 0.2 – – – – – – –
ベリーズ 2.3 5 4 5 2 – 1.0 1.0 1.0 – 40 x – – – – 66 x
ベナン 1.2 64 56 73 33 9 0.6 0.3 0.8 35 x 16 x 44 35 47 380 90
ブータン 0.3 1 <1 3 <0.5 – 0.2 0.3 0.2 – 21 – – – – 70
ボリビア 0.3 17 9 30 1 – 0.1 0.2 <0.1 28 24 41 – – – –
ボスニア・ヘルツェゴビナ – – – – – – – – – – 44 x – – – – –
ボツワナ 23.4 300 280 310 160 15 6.6 4.1 9.0 – – – – 100 140 –
ブラジル 0.3 490 430 570 200 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
ブルネイ – – – – – – – – – – – – – – – –
ブルガリア 0.1 4 3 6 1 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
ブルキナファソ 1.1 120 100 150 56 23 0.5 0.3 0.6 36 31 75 65 130 880 101
ブルンジ 1.3 80 72 93 38 19 0.4 0.3 0.6 47 45 – – 120 610 82
カンボジア 0.6 64 52 96 31 – 0.1 0.1 0.1 44 44 – – – – 86
カメルーン 4.6 550 510 600 280 60 2.1 1.2 2.9 34 x 32 x 67 47 340 1,300 91 x
カナダ 0.3 71 63 89 13 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
カボヴェルデ 1.0 3 2 5 3 – 0.6 0.1 1.1 – – – – – – –
中央アフリカ共和国 4.6 130 100 130 62 20 1.9 1.2 2.6 26 x 17 x 73 x 59 x 140 350 89 x
チャド 3.1 210 180 280 100 34 1.5 0.9 2.1 – 10 – 57 p 180 880 117
チリ 0.5 51 34 73 5 – 0.2 0.3 <0.1 – – – – – – –
中国 <0.1 780 620 940 231 – – – – – – – – – – –
コロンビア 0.5 150 90 240 29 – 0.3 0.4 0.1 – 24 – 39 – – –
コモロ 0.1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.1 – <0.1 0.1 <0.1 – – – – – – –
コンゴ 3.3 83 74 92 40 13 1.8 1.2 2.5 22 8 40 26 51 230 –
クック諸島 – – – – – – – – – – – – – – – –
コスタリカ 0.3 9 7 10 4 – 0.1 0.1 0.2 – – – – – – –
コートジボワール 3.0 360 320 400 170 61 1.0 0.6 1.4 – – 57 34 410 1,200 83 x
クロアチア <0.1 1 <1 2 <0.5 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
キューバ 0.2 14 12 16 3 – <0.1 0.1 <0.1 – 54 – 66 – – –
キプロス – – – – – – – – – – – – – – – –
チェコ <0.1 2 2 2 <1 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
朝鮮民主主義人民共和国 – – – – – – – – – – 8 – – – – –
コンゴ民主共和国 – – – – – – – – – – 15 – 16 – – 74
デンマーク 0.2 6 5 7 2 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
ジブチ 1.4 9 7 12 5 1 0.2 0.1 0.3 – 18 x – – 9 46 –
ドミニカ – – – – – – – – – 48 56 – – – – –
ドミニカ共和国 0.7 44 37 50 24 – 0.2 0.1 0.4 34 41 62 34 – – 98
エクアドル 0.4 35 19 84 8 – 0.2 0.2 0.1 – – – – – – –
エジプト <0.1 10 6 18 2 – <0.1 <0.1 <0.1 18 5 – – – – –
エルサルバドル 0.6 24 12 59 10 – 0.3 0.3 0.3 – 27 – – – – –
赤道ギニア 4.7 20 17 29 10 3 2.8 1.6 4.1 – – – – 6 46 –
エリトリア 0.6 23 13 52 12 4 0.2 0.1 0.3 – – – – 19 280 –
エストニア 1.3 10 8 12 3 – 0.2 0.2 0.2 – – – – – – –
エチオピア 1.4 790 720 870 390 180 0.3 0.2 0.4 34 24 47 – 950 4,600 90
フィジー 0.1 <0.5 <0.2 <0.5 <0.2 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
フィンランド 0.1 3 3 4 <1 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
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フランス 0.4 160 130 200 46 – 0.1 0.2 0.1 – – – – – – –
ガボン 5.0 46 34 67 24 3 2.1 1.2 3.0 – – – – 21 64 –
ガンビア 1.5 14 7 28 8 – 0.8 0.4 1.2 – 33 – 49 p – – 103
グルジア 0.2 5 2 8 1 – 0.2 0.2 0.1 – – – – – – –
ドイツ 0.1 73 66 82 11 – 0.1 0.1 <0.1 – – – – – – –
ガーナ 1.5 230 200 260 110 31 0.6 0.4 0.9 34 28 42 – 180 970 76
ギリシャ 0.2 11 10 13 3 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
グレナダ – – – – – – – – – 60 65 – – – – –
グアテマラ 0.8 65 19 280 26 – 0.4 0.4 0.5 24 22 74 27 p – – –
ギニア 1.4 85 68 100 41 11 0.6 0.4 0.9 – – – – 52 570 –
ギニアビサウ 2.5 24 20 28 12 3 1.5 0.9 2.0 – 15 – 50 8 110 109
ガイアナ 1.1 6 6 7 3 – 0.3 0.2 0.3 47 54 76 – – – –
ハイチ 1.8 120 96 130 61 13 0.8 0.4 1.1 40 x 34 x 51 x 23 x 87 420 86 x
バチカン – – – – – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス – 33 25 45 10 – – – – – 30 x – 27 x – – 108 x
ハンガリー 0.1 4 3 5 1 – <0.1 0.1 <0.1 – – – – – – –
アイスランド 0.3 <1 <0.5 <1 <0.2 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
インド – – – – – – – – – 36 x 20 x 32 x 17 x,p – – 72 x
インドネシア 0.3 380 240 570 110 – 0.2 0.2 0.2 15 y 10 y – – – – –
イラン 0.2 96 80 120 13 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
イラク – – – – – – – – – – 3 x – – – – 84 x
アイルランド 0.3 8 6 10 2 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
イスラエル 0.2 9 7 11 3 – 0.1 0.1 <0.1 – – – – – – –
イタリア 0.4 150 120 200 49 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
ジャマイカ 1.8 30 24 39 10 – 0.7 0.9 0.6 54 63 77 57 – – –
日本 <0.1 8 6 10 2 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
ヨルダン – – – – – – – – – – 13 y – – – – –
カザフスタン 0.2 19 17 23 8 – <0.1 <0.1 0.1 – 22 x – – – – –
ケニア 6.2 1,600 1,500 1,700 800 220 2.6 1.6 3.5 55 48 67 37 1,100 2,600 –
キリバス – – – – – – – – – 49 44 33 – – – –
クウェート – – – – – – – – – – – – – – – –
キルギス 0.4 12 9 19 4 – 0.3 0.3 0.3 – 20 x – – – – –
ラオス 0.3 10 8 15 5 – 0.1 0.1 0.2 – – – – – – –
ラトビア 0.7 9 7 13 3 – 0.1 0.2 0.1 – – – – – – –
レバノン 0.1 3 2 4 1 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
レソト 23.3 320 300 340 170 41 10.9 6.4 15.4 29 39 60 45 140 200 98
リベリア 1.0 25 21 32 12 5 0.2 0.1 0.3 27 21 28 16 33 230 85
リビア – – – – – – – – – – – – – – – –
リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – – – – – –
リトアニア 0.1 2 1 2 <0.5 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
ルクセンブルク 0.3 <1 <1 1 <0.5 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
マダガスカル 0.3 34 26 47 10 – 0.1 0.2 0.1 26 23 9 7 – – 74
マラウイ 10.0 910 850 970 430 170 3.5 2.1 4.9 45 42 41 31 610 1,000 97
マレーシア 0.4 81 72 89 8 – 0.1 0.1 <0.1 – – – – – – –
モルディブ <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 – <0.1 <0.1 <0.1 – 35 y – – – – –
マリ 1.1 110 83 140 55 – 0.2 0.1 0.3 – 15 – 27 p – – 92
マルタ 0.1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.1 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
マーシャル諸島 – – – – – – – – – 39 27 23 p 9 p – – –
モーリタニア 1.1 24 13 41 13 – 0.3 0.2 0.4 14 5 – – – – 66
モーリシャス 1.0 7 5 10 2 – 0.5 0.6 0.4 – – – – – – –
メキシコ 0.2 180 160 200 32 – 0.1 0.1 <0.1 – – – – – – –
ミクロネシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – –
モナコ – – – – – – – – – – – – – – – –
モンゴル <0.1 <1 <1 <1 <0.5 – <0.1 <0.1 0.1 29 32 69 65 p – – 102
モンテネグロ – – – – – – – – – – – – – – – –
モロッコ 0.2 32 21 46 15 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
モザンビーク 11.3 1,400 1,200 1,600 750 200 5.5 2.8 8.2 34 36 37 33 800 2,000 83
ミャンマー 0.6 220 180 260 77 – 0.3 0.2 0.3 – 32 – – – – –
ナミビア 13.4 190 160 230 100 20 4.6 2.7 6.5 62 65 82 74 75 120 100
ナウル – – – – – – – – – 10 13 17 p 8 p – – –
ネパール 0.3 49 32 100 10 – 0.1 0.1 0.1 34 26 45 – – – –
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オランダ 0.2 25 20 36 8 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
ニュージーランド 0.1 3 2 3 <1 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
ニカラグア 0.2 8 3 19 5 – 0.1 0.1 0.2 – – – – – – –
ニジェール 0.8 65 57 70 33 – 0.4 0.2 0.5 16 x 13 x 42 x,p – – – 67 x
ナイジェリア 3.7 3,400 3,000 3,800 1,700 440 2.0 1.1 2.9 33 22 56 29 2,200 10,800 117
ニウエ – – – – – – – – – – – – – – – –
ノルウェー 0.1 5 4 6 1 – <0.1 0.1 <0.1 – – – – – – –
オマーン – – – – – – – – – – – – – – – –
パキスタン 0.1 130 76 260 28 – 0.1 0.1 0.1 – 3 – – – – –
パラオ – – – – – – – – – – – – – – – –
パナマ 0.8 18 12 29 4 – 0.3 0.4 0.1 – – – – – – –
パプアニューギニア 0.7 28 24 33 12 4 0.3 0.2 0.4 – – – – 12 250 –
パラグアイ 0.3 13 6 32 4 – 0.2 0.2 0.2 – – – 51 – – –
ペルー 0.4 74 38 200 20 – 0.2 0.2 0.1 – 19 – 38 p – – –
フィリピン <0.1 19 16 24 4 – <0.1 <0.1 <0.1 – 21 – – – – –
ポーランド 0.1 35 28 46 10 – 0.1 0.1 <0.1 – – – – – – –
ポルトガル 0.7 48 37 62 14 – 0.2 0.3 0.2 – – – – – – –
カタール – – – – – – – – – – – – – – – –
韓国 <0.1 15 12 19 4 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
モルドバ 0.5 15 12 17 6 – 0.1 0.1 0.1 39 y 42 y – – – – –
ルーマニア 0.1 16 13 20 5 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
ロシア連邦 – – 730 1,300 – – – – – – – – – – – –
ルワンダ 2.9 210 180 250 110 27 1.3 0.8 1.7 47 53 58 p 29 p 170 660 91
セントクリストファー・
ネーヴィス – – – – – – – – – 50 53 – – – – –
セントルシア – – – – – – – – – – – – – – – –
セントビンセント・
グレナディーン – – – – – – – – – – – – – – – –
サモア – – – – – – – – – 6 3 – – – – –
サンマリノ – – – – – – – – – – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 1.0 <1 <1 1 <0.5 – 0.4 0.4 0.3 43 43 59 – – – –
サウジアラビア – – – – – – – – – – – – – – – –
セネガル 0.7 53 43 65 28 – 0.4 0.3 0.5 31 29 49 – – – 97
セルビア 0.1 4 2 5 <1 – <0.1 <0.1 <0.1 48 54 63 65 p – – –
セーシェル – – – – – – – – – – – – – – – –
シエラレオネ 1.6 49 39 69 27 4 0.9 0.5 1.3 – 23 – 12 18 310 88
シンガポール 0.1 3 3 5 1 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
スロバキア <0.1 <0.5 <0.5 <1 <0.2 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
スロベニア 0.1 <1 <0.5 <1 <0.2 – <0.1 0.1 <0.1 – – – – – – –
ソロモン諸島 – – – – – – – – – 35 29 39 18 – – –
ソマリア 0.7 35 23 52 15 – 0.3 0.3 0.4 – 4 x – – – – 78 x
南アフリカ 17.3 5,600 5,300 5,900 2,900 460 8.6 5.3 11.9 – – – – 2,100 3,500 101
南スーダンδ 3.1 150 100 200 77 16 1.7 1.0 2.5 – 10 – 7 75 410 78
スペイン 0.4 150 130 160 35 – 0.1 0.2 0.1 – – – – – – –
スリランカ <0.1 4 3 11 1 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
パレスチナ – – – – – – – – – – – – – – – –
スーダンδ 0.4 69 56 84 22 – 0.2 0.2 0.2 11 5 – – – – 96
スリナム 1.0 3 2 5 2 – 0.2 0.2 0.2 – 41 x – 80 x – – –
スワジランド 26.0 190 180 200 100 17 10.8 6.3 15.3 54 58 85 69 75 110 99
スウェーデン 0.2 9 7 13 3 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
スイス 0.4 20 16 27 6 – 0.2 0.2 0.1 – – – – – – –
シリア – – – – – – – – – – 7 x – – – – –
タジキスタン 0.3 11 8 15 4 – 0.1 0.1 0.1 13 14 78 – – – –
タイ 1.2 490 450 550 200 – 0.2 0.3 0.2 – 46 x – – – – 93 x
旧ユーゴスラビア・
マケドニア – – – – – – – – – – 27 x – 36 x,p – – –
東ティモール – – – – – – – – – 20 12 – – – – 75
トーゴ 3.4 150 120 190 73 19 1.5 0.9 2.1 42 33 54 39 89 250 86
トンガ – – – – – – – – – – – – – – – –
トリニダードトバゴ 1.5 13 12 15 7 – 0.8 0.6 1.0 – 54 x – 67 x – – –
チュニジア <0.1 2 2 2 <0.5 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
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トルコ <0.1 6 4 8 2 – <0.1 <0.1 <0.1 – – – – – – –
トルクメニスタン – – – – – – – – – – 5 x – – – – –
ツバル – – – – – – – – – 61 39 – – – – –
ウガンダ 7.2 1,400 1,300 1,500 670 190 3.8 2.4 5.3 39 39 31 24 1,100 2,600 88
ウクライナ 0.8 230 180 310 94 – 0.1 0.1 0.1 43 45 64 63 – – –
アラブ首長国連邦 – – – – – – – – – – – – – – – –
英国 0.3 94 74 120 29 – 0.1 0.1 0.1 – – – – – – –
タンザニア 5.8 1,600 1,500 1,700 760 230 2.9 1.8 4.0 43 48 36 32 1,300 3,000 90
米国 0.6 1,300 1,000 2,000 300 – 0.2 0.3 0.2 – – – – – – –
ウルグアイ 0.6 12 6 33 4 – 0.3 0.4 0.2 – – – – – – –
ウズベキスタン – – – – – – – – – – 31 x – – – – –
バヌアツ – – – – – – – – – – 15 – – – – 92
ベネズエラ 0.5 99 51 230 25 – 0.2 0.4 0.1 – – – – – – –
ベトナム 0.5 250 200 330 48 – 0.2 0.3 0.2 – 51 – – – – –
イエメン 0.2 22 19 25 9 – 0.1 0.1 0.1 – 2 x,y – – – – –
ザンビア 12.5 970 900 1,100 460 170 5.0 3.1 7.0 41 38 43 42 p 680 1,200 92
ジンバブエ 14.9 1,200 1,200 1,300 600 200 5.6 3.6 7.6 47 52 51 39 p 1,000 1,300 95

合算値
スーダンと南スーダンδ – – – – – – – – – – – – – – – –

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 4.8 23,500 22,100 24,900 11,800 3,100 2.2 1.3 3.0 36 28 49 30 15,200 53,600 95
　東部・南部アフリカ 7.0 17,200 16,300 17,800 8,700 2,200 3.1 1.9 4.3 40 36 44 30 10,700 27,200 89
　西部・中部アフリカ 2.6 6,300 5,700 6,800 3,200 850 1.3 0.7 1.8 33 21 56 30 4,500 26,300 100
中東と北アフリカ 0.1 260 220 320 74 32 0.1 0.1 0.1 – – – – 160 6,000 –
南アジア 0.2 2,500 1,600 3,400 890 110 0.1 0.1 0.1 34 17 33 17 600 42,900 72
東アジアと太平洋諸国 0.2 2,400 2,100 2,700 720 64 0.1 0.1 0.1 – 23 ** – – 510 28,700 –
ラテンアメリカとカリブ海諸国 0.4 1,600 1,300 1,900 540 58 0.2 0.2 0.2 – – – – 600 9,500 –
CEE/CIS 0.6 1,500 1,100 1,800 410 18 0.1 0.1 0.1 – – – – 170 6,500 –
後発開発途上国 1.9 10,300 9,600 10,900 5,000 1,600 0.9 0.6 1.3 30 24 – – 7,800 43,200 88
世界 0.8 34,000 31,400 35,900 15,000 3,400 0.4 0.3 0.5 – 21 ** – – 17,300 151,000 –

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

成人の推定HIV感染率－2011年時点でHIVと共に生きる成人（15～49歳）の割合。
HIVと共に生きる人の推定数－2011年時点でHIVと共に生きる人々（全年齢）の推定数。
HIVと共に生きる女性の推定数－2011年時点でHIVと共に生きる女性（15歳以上）の推定数。
HIVと共に生きる子どもの推定数－2011年時点でHIVと共に生きる子ども（０～14歳）
の推定数。
若者のHIV感染率※－2011年時点でHIVと共に生きる15～24歳の若い男女の割合。
HIVについての包括的な知識を持つ割合－15～24歳の若い男女のうち、性交渉を通じた
HIV感染を予防する２つの主な方法（コンドームの使用と、ひとりの忠実でHIVに感染し
ていない相手のみと性交渉を持つこと）を正しく認識し、HIV感染についての２つの主要
な現地の誤解を否定し、健康にみえる人もHIV陽性の可能性があることを知っている割合。
複数のパートナーとの性交渉でコンドームを使用した若者の割合－過去12ヵ月に、二人
以上と性交渉を持った15～24歳の男女の若者のうち、直近の性交渉でコンドームを使用
した人の割合。
エイズにより孤児となった子ども－2011年時点で、エイズにより親の一方もしくは両親
を失った０～17歳の子どもの推定数。
すべての原因により孤児となった子ども－2011年時点で、何らかの理由により親の一方
もしくは両親を失った０～17歳の子どもの推定数。
両親を失った孤児の学校への出席率－少なくとも親の一方と住んでいて通学している10～
14歳の子どものうち、生物学上の両親を失い現在通学している同年齢の子どもの割合。

※�HIV感染率［=HIV�prevalence］――�Prevalenceは、ある一時点で、観察しようとする集
団の中で特定の「疾患」にかかっている人の割合を指し、一般に「有病率」と訳す。し
かし、HIV/エイズの場合は、エイズ患者に加え、まだ発症していないHIV感染者も含めて、
HIV/エイズと共に生きている人々の割合を指すため、ここでは「HIV感染率」と訳している。

データの主な出典

成人の推定HIV感染率－国連エイズ合同計画（UNAIDS）、Report�on�the�Global�AIDS�
Epidemic,�2012
HIVと共に生きる人の推定数－UNAIDS、Report�on�the�Global�AIDS�Epidemic,�2012
HIVと共に生きる女性の推定数－UNAIDS、Report�on�the�Global�AIDS�Epidemic,�2012
HIVと共に生きる子どもの推定数－UNAIDS,�Report�on�the�Global�AIDS�Epidemic,�2012
若者のHIV感染率－UNAIDS、Report�on�the�Global�AIDS�Epidemic,�2012
HIVについての包括的な知識を持つ割合－AIDS�Indicator�Surveys（AIS）、人口保健調査
（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査、‘HIV/AIDS�Survey�
Indicator�Database’,�〈www.measuredhs.com/hivdata〉
複数のパートナーとの性交渉でコンドームを使用した若者の割合－AIS、DHS、MICS、その他
の国別世帯調査、‘HIV/AIDS�Survey�Indicator�Database’,�〈www.measuredhs.com/hivdata〉
エイズにより孤児となった子ども－UNAIDS、Report�on�the�Global�AIDS�Epidemic,�2012
すべての原因により孤児となった子ども－UNAIDS、Report�on�the�Global�AIDS�Epidemic,�
2012
両親を失った孤児の学校への出席率－AIS、DHS,�MICS、その他の国別世帯調査、‘HIV/
AIDS�Survey�Indicator�Database’,�〈www.measuredhs.com/hivdata〉

注

- 　データなし。
ｘ　�データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～

2006年のインドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の
算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

y　�データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものでは
あるが、地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

ｐ　�孤児（10～14歳）の学校への出席率は小分母（典型的には、ウェイト処理を施して
いない25～49の事例）で算出されている。

�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである
ことを示す。

�**� 中国を除く。
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表５. 教育指標

国・地域

若者（1５-24歳）
の識字率（%）
2007-2011*

人口100人
あたりの数

2011

就学前教育 初等教育 中等教育

総就園率（%）
2008-2011*

総就学率（%）
2008-2011*

純就学率（%）
2008-2011*

純出席率（%）
2007-2011*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%）

2008-2011*
純出席率（%）
2007-2011*

2008-2011* 2007-2011*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府

データ
調査

データ 男 女 男 女

アフガニスタン – – 54 5 – – 114 79 – – 66 x 40 x – 90 x – – 18 x 6 x
アルバニア 99 99 96 49 56 55 87 87 80 80 90 91 95 100 – – 84 82
アルジェリア 94 x 89 x 99 14 79 76 113 107 98 96 97 x 96 x 95 93 x – – 57 x 65 x
アンドラ – – 75 81 104 99 84 85 78 79 – – – – 74 75 – –
アンゴラ 80 66 48 15 103 105 137 112 93 78 77 75 32 83 x 12 11 21 17
アンティグアバーブーダ – – 182 82 76 76 106 97 91 84 – – – – 85 85 – –
アルゼンチン 99 99 135 48 73 75 118 117 – – – – 94 – 78 87 – –
アルメニア 100 100 104 – 29 34 101 104 – – 99 x 98 x – 100 x 85 88 93 x 95 x
オーストラリア – – 108 79 79 78 105 105 97 98 – – – – 85 86 – –
オーストリア – – 155 80 100 100 100 99 – – – – 97 – – – – –
アゼルバイジャン 100 100 109 50 26 25 94 93 85 84 74 x 72 x 96 100 x – – 83 82
バハマ – – 86 65 – – 113 115 – – – – 89 – 82 88 – –
バーレーン 100 100 128 77 – – – – – – 86 x 87 x – 99 x – – 77 x 85 x
バングラデシュ 75 78 56 5 14 13 – – – – 85 y 88 y 66 94 x 45 50 – –
バルバドス – – 127 72 108 108 119 122 – – – – – – 81 88 – –
ベラルーシ 100 100 112 40 100 98 100 100 – – 93 x 94 x 100 100 x – – 95 x 97 x
ベルギー – – 117 78 118 118 105 104 99 99 – – 93 – – – – –
ベリーズ – – 64 – 45 47 127 116 – – 95 x 95 x 90 98 x – – 58 x 60 x
ベナン 66 45 85 4 18 19 135 117 – – 65 x 58 x – 89 x – – 34 x 23 x
ブータン 80 x 68 x 66 21 2 2 110 112 88 91 91 93 91 94 50 54 54 56
ボリビア 100 99 83 30 45 45 105 104 – – 97 97 – 96 68 69 78 75
ボスニア・ヘルツェゴビナ 100 100 85 60 17 17 111 113 86 88 97 x 98 x 99 100 x – – 89 x 89 x
ボツワナ 94 97 143 7 19 19 112 108 87 88 86 88 93 – 57 65 36 x 44 x
ブラジル 97 99 123 45 – – – – – – 95 x 95 x – 88 x – – 74 x 80 x
ブルネイ 100 100 109 56 88 88 107 109 – – – – 96 – 95 99 – –
ブルガリア 98 98 141 51 80 79 103 102 99 100 – – 97 – 84 82 – –
ブルキナファソ 47 33 45 3 3 3 79 72 61 56 49 x 44 x 64 89 x 18 14 17 x 15 x
ブルンジ 78 78 14 1 9 9 157 155 – – 73 74 56 82 x 18 15 7 7
カンボジア 88 86 70 3 13 13 130 124 96 95 85 y 85 y – 92 x – – 45 y 44 y
カメルーン 89 77 52 5 28 29 129 111 – – 82 x 77 x 66 87 x – – 39 x 37 x
カナダ – – 75 83 71 71 99 98 – – – – – – – – – –
カボヴェルデ 97 99 79 32 70 70 114 105 95 92 – – – – 61 71 – –
中央アフリカ共和国 72 58 25 2 6 6 109 78 81 61 56 x 47 x 46 62 x 18 10 12 x 9 x
チャド 53 41 32 2 2 2 107 78 – – 56 48 28 94 x – – 20 12
チリ 99 99 130 54 55 58 108 103 94 94 – – – – 81 84 – –
中国 99 99 73 38 54 54 110 113 100 z 100 z – – 99 z – – – – –
コロンビア 98 99 98 40 49 49 116 114 92 91 90 92 85 95 72 77 73 79
コモロ 86 85 29 6 22 21 109 100 – – 31 x 31 x – 19 x – – 10 x 11 x
コンゴ 87 x 78 x 94 6 12 13 118 112 92 89 86 x 87 x – 93 x – – 39 x 40 x
クック諸島 – – – – 166 149 107 110 98 99 – – – – 76 82 – –
コスタリカ 98 99 92 42 71 72 110 109 – – 96 96 89 – – – 59 x 65 x
コートジボワール 72 62 86 2 4 4 96 80 67 56 59 x 51 x 61 90 x – – 32 x 22 x
クロアチア 100 100 116 71 62 61 93 93 95 97 – – 99 – 88 94 – –
キューバ 100 100 12 23 100 100 104 102 100 100 – – 95 – 86 85 – –
キプロス 100 100 98 58 81 81 106 105 99 99 – – – – 96 96 – –
チェコ – – 122 73 107 105 106 106 – – – – 100 – – – – –
朝鮮民主主義人民共和国 100 100 4 – – – – – – – 99 99 – – – – 98 98
コンゴ民主共和国 68 62 23 1 3 3 100 87 – – 78 72 55 75 – – 35 28
デンマーク – – 126 90 97 96 99 99 95 97 – – 99 – 88 91 – –
ジブチ – – 21 7 4 4 62 56 47 42 67 x 66 x 64 92 x 28 20 45 x 37 x
ドミニカ – – 164 51 111 114 113 111 – – – – 88 – – – – –
ドミニカ共和国 96 98 87 36 38 38 115 102 96 90 95 96 – 78 58 67 56 68
エクアドル 98 99 105 31 109 115 114 115 – – 92 y 93 y – – – – 71 y 73 y
エジプト 91 84 101 36 24 23 103 98 – – 90 87 – 99 71 69 70 70
エルサルバドル 96 96 126 18 63 65 117 111 95 95 – – 86 – 57 59 – –
赤道ギニア 98 98 59 – 47 63 88 85 57 56 61 x 60 x 62 – – – 23 x 22 x
エリトリア 92 87 4 6 14 13 48 41 37 33 69 x 64 x 69 – 32 25 23 x 21 x
エストニア 100 100 139 77 96 96 100 98 96 96 – – 98 – 91 93 – –
エチオピア 63 47 17 1 5 5 106 97 85 80 64 65 47 84 x – – 16 16
フィジー – – 84 28 17 19 106 104 99 99 – – 91 – – – – –
フィンランド – – 166 89 68 68 99 99 98 98 – – 100 – 94 94 – –
フランス – – 105 80 109 108 111 109 99 99 – – – – 98 99 – –
ガボン 99 97 117 8 41 43 184 179 – – 94 x 94 x – – – – 34 x 36 x
ガンビア 72 62 89 11 30 31 82 84 68 70 40 45 61 93 – – 34 34
グルジア 100 100 102 37 52 64 107 111 – – 95 96 96 98 x – – 85 x 88 x

表５. 教育指標
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表５｜ 教育指標 

国・地域

若者（1５-24歳）
の識字率（%）
2007-2011*

人口100人
あたりの数

2011

就学前教育 初等教育 中等教育

総就園率（%）
2008-2011*

総就学率（%）
2008-2011*

純就学率（%）
2008-2011*

純出席率（%）
2007-2011*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%）

2008-2011*
純出席率（%）
2007-2011*

2008-2011* 2007-2011*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府

データ
調査

データ 男 女 男 女

ドイツ – – 132 83 114 113 103 102 – – – – 96 – – – – –
ガーナ 82 80 85 14 68 70 107 107 84 85 72 74 72 81 51 47 40 44
ギリシャ 99 99 106 53 – – – – – – – – – – – – – –
グレナダ – – – – 95 102 103 103 96 99 – – – – 95 86 – –
グアテマラ 89 85 140 12 70 72 119 114 100 98 – – – – 43 40 23 x 24 x
ギニア 70 57 44 1 14 14 103 86 83 70 55 x 48 x 66 96 x 36 22 27 x 17 x
ギニアビサウ 79 65 26 3 7 7 127 119 77 73 69 65 – 79 – – 27 20
ガイアナ – – 69 32 74 78 83 86 82 86 94 96 83 100 78 83 70 79
ハイチ 74 70 41 – – – – – – – 48 x 52 x – 85 x – – 18 x 21 x
バチカン – – – – - - - - – – – – – – - - – –
ホンジュラス 94 96 104 16 43 44 116 116 95 97 87 x 90 x – – – – 35 x 43 x
ハンガリー 99 99 117 59 85 84 102 101 98 98 – – 98 – 91 91 – –
アイスランド – – 106 95 97 97 99 100 99 100 – – – – 87 89 – –
インド 88 74 72 10 54 56 116 116 99 98 85 x 81 x – 95 x – – 59 x 49 x
インドネシア 100 99 98 18 43 44 117 119 – – 98 98 – – 68 67 57 y 59 y
イラン 99 99 75 21 41 44 114 115 – – 94 x 91 x 94 – 92 80 – –
イラク 85 81 78 5 – – – – – – 91 x 80 x – 93 x – – 46 x 34 x
アイルランド – – 108 77 99 97 108 108 99 100 – – – – 98 100 – –
イスラエル – – 122 70 103 109 103 103 97 97 – – 99 – 97 100 – –
イタリア 100 100 152 57 100 96 102 101 100 99 – – 100 – 94 94 – –
ジャマイカ 93 98 108 32 113 113 91 87 83 81 97 x 98 x 95 99 x 80 87 89 x 93 x
日本 – – 103 80 – – 103 103 – – – – 100 – 99 100 – –
ヨルダン 99 99 118 35 33 31 92 92 91 91 99 99 – – 83 88 85 89
カザフスタン 100 100 143 45 48 47 111 111 – – 99 x 98 x 100 100 x 89 88 95 x 95 x
ケニア 92 94 65 28 52 52 115 112 84 85 72 75 – 96 52 48 40 42
キリバス – – 14 10 – – 111 115 – – – – – – – – 55 y 63 y
クウェート 99 99 – 74 81 83 104 107 97 100 – – 96 – 86 93 – –
キルギス 100 100 105 20 19 19 100 99 95 95 91 x 93 x 98 99 x 79 79 88 x 91 x
ラオス 89 x 79 x 87 9 22 22 131 122 98 95 81 x 77 x – 65 x 42 38 39 x 32 x
ラトビア 100 100 103 72 85 82 101 100 95 97 – – 95 – 83 84 – –
レバノン 98 99 79 52 82 81 106 103 94 93 98 98 92 93 x 71 79 77 85
レソト 86 98 48 4 – – 104 102 72 75 87 91 69 84 x 23 37 26 40
リベリア 71 82 49 3 – – 101 91 – – 32 28 – – – – 14 14
リビア 100 100 156 17 – – – – – – – – – – – – – –
リヒテンシュタイン – – 102 85 102 105 109 102 100 98 – – 79 – 64 64 – –
リトアニア 100 100 151 65 75 73 96 95 96 96 – – 98 – 91 91 – –
ルクセンブルク – – 148 91 87 86 99 100 96 98 – – – – 84 86 – –
マダガスカル 66 64 38 2 9 9 150 147 – – 78 80 35 89 23 24 27 28
マラウイ 87 87 25 3 – – 133 138 – – 76 x 79 x 53 81 x 28 27 19 20
マレーシア 98 98 127 61 64 69 – – – – – – 98 – 65 71 – –
モルディブ 99 99 166 34 113 115 111 107 97 97 82 84 – 99 – – 52 63
マリ 56 34 68 2 3 3 86 75 71 61 62 55 75 96 x 35 24 38 24
マルタ 97 99 125 69 119 115 101 101 93 94 – – 80 – 82 80 – –
マーシャル諸島 – – – – 45 47 102 101 – – – – 83 – – – – –
モーリタニア 71 65 93 5 – – 99 105 73 76 56 59 71 77 – – 21 17
モーリシャス 96 98 99 35 97 96 99 100 92 94 – – 98 – – – – –
メキシコ 98 98 82 36 101 102 115 113 99 100 97 x 97 x 94 – 70 73 – –
ミクロネシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
モナコ – – 86 – – – – – – – – – – – – – – –
モンゴル 94 97 105 20 76 79 123 121 100 99 95 97 94 99 – – 91 95
モンテネグロ 99 99 – 40 32 30 107 106 – – 97 x 98 x – 97 x – – 90 x 92 x
モロッコ 87 72 113 51 65 50 115 108 95 93 91 x 88 x 91 – – – 39 x 36 x
モザンビーク 79 65 33 4 – – 121 109 95 89 82 80 27 60 17 15 21 20
ミャンマー 96 96 3 1 10 10 126 126 – – 90 91 75 93 49 52 52 y 53 y
ナミビア 91 95 105 12 – – 108 107 84 89 91 93 83 89 x – – 47 62
ナウル – – 65 – 96 93 90 96 – – – – – – – – 52 y 69 y
ネパール 88 78 44 9 – – – – – – 67 y 70 y – 95 x – – 46 x 38 x
オランダ – – – 92 93 93 108 107 – – – – – – 87 88 – –
ニュージーランド – – 109 86 91 95 101 101 99 100 – – – – 94 95 – –
ニカラグア 85 x 89 x 82 11 55 56 119 116 93 95 71 y 70 y – 56 x 43 49 35 x 47 x
ニジェール 52 x 23 x 27 1 4 4 73 60 64 52 44 x 31 x 69 88 x 13 8 13 x 8 x
ナイジェリア 78 66 59 28 14 14 87 79 60 55 65 60 80 98 – – 45 43
ニウエ – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ノルウェー – – 117 94 100 98 99 99 99 99 – – 99 – 94 94 – –
オマーン 98 98 169 68 45 45 107 104 100 97 – – – – 89 90 – –
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表５｜ 教育指標 

国・地域

若者（1５-24歳）
の識字率（%）
2007-2011*

人口100人
あたりの数

2011

就学前教育 初等教育 中等教育

総就園率（%）
2008-2011*

総就学率（%）
2008-2011*

純就学率（%）
2008-2011*

純出席率（%）
2007-2011*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%）

2008-2011*
純出席率（%）
2007-2011*

2008-2011* 2007-2011*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府

データ
調査

データ 男 女 男 女

パキスタン 79 61 62 9 – – 104 85 81 67 70 62 62 – 38 29 35 29
パラオ – – 75 – – – – – – – – – – – – – – –
パナマ 98 97 204 43 67 67 109 106 99 98 – – 94 – 66 72 – –
パプアニューギニア 65 72 34 2 101 99 63 57 – – – – – – – – – –
パラグアイ 99 99 99 24 35 35 101 98 86 86 87 89 78 – 58 62 81 x 80 x
ペルー 98 97 110 37 79 79 108 108 98 98 96 96 90 95 77 78 81 y 82 y
フィリピン 97 98 92 29 51 52 107 105 88 90 88 x 89 x 76 90 x 56 67 55 x 70 x
ポーランド 100 100 128 65 65 66 98 97 96 96 – – 98 – 90 92 – –
ポルトガル 100 100 115 55 82 82 116 112 99 100 – – – – – – – –
カタール 96 98 123 86 57 54 103 103 96 97 – – – – 76 93 – –
韓国 – – 109 84 118 119 106 105 99 98 – – 99 – 96 95 – –
モルドバ 99 100 105 38 76 75 94 93 90 90 84 x 85 x 95 100 x 78 79 82 x 85 x
ルーマニア 97 97 109 44 79 79 96 95 88 87 – – 97 – 82 83 – –
ロシア連邦 100 100 179 49 91 89 99 99 95 96 – – 96 – – – – –
ルワンダ 77 78 41 7 10 11 141 144 – – 86 89 – 76 x – – 15 16
セントクリストファー・
ネーヴィス – – – – 92 88 93 94 86 86 – – 74 – 89 88 – –
セントルシア – – 123 42 62 59 96 92 90 89 – – 92 – 85 85 – –
セントビンセント・
グレナディーン – – 121 43 79 80 109 101 – – – – – – 85 96 – –
サモア 99 100 – – 35 41 107 109 93 97 88 y 89 y – – 73 83 51 y 70 y
サンマリノ – – 112 50 96 89 89 101 91 93 – – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 95 96 68 20 44 48 131 130 – – 86 85 68 84 44 52 30 31
サウジアラビア 99 97 191 48 – – 106 106 90 89 – – – – 78 83 – –
セネガル 74 56 73 18 12 14 84 89 76 80 60 63 60 93 x – – 35 32
セルビア 99 99 125 42 53 53 96 96 95 94 98 99 99 99 89 91 88 90
セーシェル 99 99 146 43 106 97 117 117 – – – – – – – – – –
シエラレオネ 69 50 36 – 7 7 129 120 – – 73 76 – 93 – – 40 33
シンガポール 100 100 149 75 – – – – – – – – 99 – – – – –
スロバキア – – 109 74 92 89 102 102 – – – – 98 – – – – –
スロベニア 100 100 107 72 87 85 98 97 97 97 – – 100 – 91 92 – –
ソロモン諸島 – – 50 6 49 50 – – – – 63 y 69 y – – – – 29 y 30 y
ソマリア – – 7 1 – – – – – – 18 x 15 x – 85 x – – 12 x 8 x
南アフリカ 97 98 127 21 65 65 104 100 90 91 80 x 83 x – – – – 41 x 48 x
南スーダンδ – – – – – – – – – – 32 25 – 65 – – 8 4
スペイン 100 100 114 68 126 127 106 105 100 100 – – 99 – 94 96 – –
スリランカ 98 99 87 15 – – 99 99 94 94 – – – – – – – –
パレスチナ 99 99 – 55 40 39 92 90 90 88 91 x 92 x – – 81 87 – –
スーダンδ – – – – – – – – – – 78 72 – 82 – – 33 30
スリナム 98 99 179 32 85 86 116 111 91 91 95 x 94 x 90 92 x 46 55 56 x 67 x
スワジランド 92 95 64 18 22 23 121 111 86 85 96 97 84 93 29 37 42 52
スウェーデン – – 119 91 95 95 102 101 100 99 – – 99 – 94 94 – –
スイス – – 130 85 99 100 103 102 99 99 – – – – 84 82 – –
シリア 96 94 63 23 10 9 119 116 100 98 87 x 86 x 95 100 x 67 67 63 x 63 x
タジキスタン 100 100 91 13 9 8 104 100 99 96 99 y 96 y 99 100 x 90 80 89 x 74 x
タイ 98 x 98 x 113 24 98 101 91 90 90 89 98 x 98 x – 99 x 68 76 77 x 83 x
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 99 99 109 57 25 26 89 91 97 99 99 98 – 99 – – 84 81
東ティモール 80 79 53 1 – – 119 115 86 86 71 73 67 91 34 39 43 48
トーゴ 88 75 50 4 9 9 147 132 – – 91 87 59 90 – – 51 40
トンガ 99 x 100 x 53 25 – – – – – – – – – – – – – –
トリニダードトバゴ 100 100 136 55 – – 107 103 98 97 98 x 98 x 89 98 x – – 84 x 90 x
チュニジア 98 96 117 39 – – 111 107 – – 95 x 93 x 95 – – – – –
トルコ 99 97 89 42 22 21 103 101 98 97 94 y 92 y 92 95 x 77 71 – –
トルクメニスタン 100 100 69 5 – – – – – – 99 x 99 x – 100 x – – 84 x 84 x
ツバル – – 22 30 – – – – – – – – – – – – 35 y 47 y
ウガンダ 90 85 48 13 14 14 120 122 90 92 82 y 80 y 32 72 x – – 17 y 17 y
ウクライナ 100 100 123 31 99 96 99 100 91 91 70 76 98 100 86 86 85 85
アラブ首長国連邦 94 x 97 x 149 70 – – – – – – – – – – – – – –
英国 – – 131 82 81 82 106 106 100 100 – – – – 95 97 – –
タンザニア 78 76 56 12 33 34 101 103 98 98 79 82 81 91 x – – 26 24
米国 – – 106 78 68 70 102 101 95 96 – – 93 – 89 90 – –
ウルグアイ 98 99 141 51 89 89 115 111 100 99 – – 95 – 66 73 – –
ウズベキスタン 100 100 92 30 26 26 95 93 93 91 96 x 96 x 98 100 x 93 91 91 x 90 x
バヌアツ 94 94 – – 58 59 120 114 – – 80 82 71 88 46 49 38 36
ベネズエラ 98 99 98 40 71 76 104 101 95 95 91 x 93 x 92 82 x 68 76 30 x 43 x
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表５｜ 教育指標

国・地域

若者（1５-24歳）
の識字率（%）
2007-2011*

人口100人
あたりの数

2011

就学前教育 初等教育 中等教育

総就園率（%）
2008-2011*

総就学率（%）
2008-2011*

純就学率（%）
2008-2011*

純出席率（%）
2007-2011*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%）

2008-2011*
純出席率（%）
2007-2011*

2008-2011* 2007-2011*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府

データ
調査

データ 男 女 男 女

ベトナム 97 96 143 35 84 79 109 103 – – 98 98 – 99 – – 78 84
イエメン 96 74 47 15 1 1 96 78 86 70 75 x 64 x – 73 x 49 31 49 x 27 x
ザンビア 82 67 61 12 – – 115 116 91 94 81 82 53 87 – – 38 36
ジンバブエ – – 72 16 – – – – – – 87 89 – 79 x – – 48 49

合算値
スーダンと南スーダンδ – – 56 19 – – – – – – – – – – – – – –

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 76 67 53 13 18 18 103 96 78 74 72 70 60 – – – 31 29
　東部・南部アフリカ 80 72 51 11 21 22 113 108 88 85 75 75 49 – 33 30 23 23
　西部・中部アフリカ 73 61 54 14 14 14 96 86 69 64 68 64 68 90 – – 40 36
中東と北アフリカ 94 89 94 29 25 23 103 97 92 87 – – – – 68 63 – –
南アジア 86 73 69 9 48 49 107 105 93 91 83 79 – 95 54 46 55 46
東アジアと太平洋諸国 99 99 81 35 56 56 110 112 96 96 96 ** 97 ** 95 – 70 74 61 ** 63 **
ラテンアメリカとカリブ海諸国 97 97 107 39 70 70 116 112 96 95 – – 91 – 71 76 – –
CEE/CIS 99 99 132 42 57 56 100 99 95 95 – – 96 – 83 82 – –
後発開発途上国 76 68 42 6 13 13 106 100 82 78 76 75 56 – 35 29 27 24
世界 92 87 85 33 48 48 107 105 92 90 82 ** 79 ** 81 – 64 61 49 ** 45 **

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

若者の識字率－15～24歳で読み書きできる者の割合。当該年齢の総人口に占める割合で
示されている。
携帯電話の利用状況－過去３ヵ月に、プリペイドSIMカードの利用も含め、公共の携帯電
話サービスに加入した人の数。
インターネットの利用状況－インターネットユーザー数推計値の総人口に占める割合。過
去12ヵ月に、携帯電話などの媒体を含め、何らかの機器でインターネットを利用した人
の数を含む。
就学前教育総就学率－年齢に関わらず就学前教育に就学する子どもの人数が、公式の就学
前教育就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。
初等教育総就学率－年齢に関わらず初等学校に就学する子どもの人数が、公式の初等学校
就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。
初等教育純就学率－公式の初等教育就学年齢に相当する子どもであって初等学校または中
等学校に就学する子どもの人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める割合。初等学校就
学年齢の子どもの中には中等学校に行っている子もいるため、この指標は初等教育純就学
率「調整値」としても見ることができる。
初等教育純出席率－公式の初等教育就学年齢に相当する子どもであって初等学校または中
等学校に通学する者の人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める割合。初等学校就学年
齢の子どもの中には中等学校に行っている子もいるため、この指標は初等教育純出席率「調
整値」としても見ることができる。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合－初等学校の第１学年に入学した子どもの
うち、最終学年に達した者の割合。
中等教育純就学率－公式の中等教育就学年齢に相当する子どもであって中等学校に就学す
る子どもの人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める割合。報告、記録制度が整備され
ていないため、中等教育純就学率には、中等学校就学年齢で高等学校以上の学校に就学し
ている子どもの数が含まれていない。
中等教育純出席率－公式の中等教育就学年齢に相当する子どもであって中等学校またはそ
れ以上の学校に通学する者の人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める割合。中等学校
就学年齢で高等学校に行っている子もいるため、この指標は中等教育純出席率「調整値」
としても見ることができる。
全てのデータは、初等教育および中等教育の公式な国際標準教育分類（ISCED）に基づ
き掲載されており、必ずしも各国の学校制度に直接一致しているものではない。

データの主な出典

若者の識字率－ユネスコ統計研究所（UIS）。
携帯電話・インターネットの利用状況－国際電気通信連合（ジュネーブ）。
就学前・初等・中等教育就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。国別の教育管理情報シス
テム（EMIS）と国連の人口推計値の管理データに基づく。
初等・中等教育出席率－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その
他の国別世帯調査。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合－政府データ：ユネスコ統計研究所（UIS）。
調査データ：DHS、MICS。ユニセフが算定した地域平均および世界平均値。

注

- � データなし。
ｘ� �データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～

2006年のインドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の
算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

y� �データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであ
るが、地域平均や世界平均の算出には含まれていることを示す。

ｚ� �データは中国の教育省提供。UIS（ユネスコ統計研究所）のデータは近年、中国の純
就学率データを発表していない。

�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである
ことを示す。

�**� 中国を除く。
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表６. 人口統計指標

国・地域

人口（1000人）
2011

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年）

合計
特殊

出生率
2011

都市
人口の
割合

（%）
2011

都市人口の
年間平均増加率（%）

全体 18歳未満 5歳未満 1990-2011 2011-2030α 1970 1990 2011 1970 1990 2011 1970 1990 2011 1990-2011 2011-2030α

アフガニスタン 32,358 17,219 5,686 4.3 2.6 29 22 16 52 52 43 35 42 49 6.2 24 5.6 4.1
アルバニア 3,216 877 203 -0.1 0.1 8 6 6 33 25 13 67 72 77 1.5 53 1.7 1.5
アルジェリア 35,980 11,641 3,464 1.7 1.0 16 6 5 49 32 20 53 67 73 2.2 73 3.3 1.7
アンドラ 86 16 4 2.3 1.4 – – – – – – – – – – 87 1.9 1.0
アンゴラ 19,618 10,399 3,393 3.1 2.4 27 23 14 52 53 41 37 41 51 5.3 59 5.3 3.3
アンティグアバーブーダ 90 28 8 1.7 0.8 – – – – – – – – – – 30 0.9 1.5
アルゼンチン 40,765 12,105 3,423 1.1 0.7 9 8 8 23 22 17 66 72 76 2.2 93 1.4 0.8
アルメニア 3,100 763 225 -0.6 0.0 5 8 9 23 21 15 70 68 74 1.7 64 -0.9 0.3
オーストラリア 22,606 5,190 1,504 1.3 1.1 9 7 7 20 15 14 71 77 82 2.0 89 1.5 1.2
オーストリア 8,413 1,512 381 0.4 0.1 13 11 9 15 11 9 70 75 81 1.4 68 0.6 0.5
アゼルバイジャン 9,306 2,430 846 1.2 0.8 7 7 7 29 27 20 65 65 71 2.2 54 1.2 1.4
バハマ 347 95 27 1.4 0.9 6 6 5 26 24 15 66 69 76 1.9 84 1.7 1.1
バーレーン 1,324 311 102 4.7 1.2 7 3 3 38 29 19 64 72 75 2.5 89 4.7 1.3
バングラデシュ 150,494 55,515 14,421 1.7 1.0 23 10 6 47 36 20 42 59 69 2.2 28 3.4 2.7
バルバドス 274 59 15 0.3 0.1 9 8 9 22 16 11 69 75 77 1.6 44 1.7 1.1
ベラルーシ 9,559 1,766 527 -0.3 -0.4 7 11 14 16 14 11 71 71 70 1.5 75 0.3 0.0
ベルギー 10,754 2,182 619 0.4 0.2 12 11 10 15 12 11 71 76 80 1.8 97 0.4 0.3
ベリーズ 318 131 37 2.4 1.7 8 5 4 42 37 24 66 72 76 2.7 45 2.2 1.8
ベナン 9,100 4,568 1,546 3.1 2.5 26 17 12 48 47 39 40 49 56 5.2 45 4.3 3.7
ブータン 738 258 70 1.3 1.0 23 14 7 47 38 20 41 53 67 2.3 36 5.0 2.6
ボリビア 10,088 4,254 1,230 2.0 1.5 20 11 7 46 36 26 46 59 67 3.3 67 2.9 2.0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,752 686 167 -0.7 -0.4 7 9 10 23 15 8 66 67 76 1.1 48 0.3 0.6
ボツワナ 2,031 788 229 1.8 0.8 13 7 13 46 35 23 55 64 53 2.7 62 3.7 1.5
ブラジル 196,655 59,010 14,662 1.3 0.6 10 7 6 35 24 15 59 66 73 1.8 85 1.9 0.8
ブルネイ 406 124 37 2.3 1.3 7 4 3 36 29 19 67 73 78 2.0 76 3.0 1.7
ブルガリア 7,446 1,249 378 -0.8 -0.8 9 12 15 16 12 10 71 71 73 1.5 73 -0.3 -0.2
ブルキナファソ 16,968 8,824 3,047 2.9 2.8 23 17 12 48 47 43 41 49 55 5.8 27 6.0 5.2
ブルンジ 8,575 3,813 1,221 2.0 1.5 20 19 14 44 46 34 44 46 50 4.2 11 4.7 4.0
カンボジア 14,305 5,480 1,505 1.9 1.0 20 12 8 42 44 22 44 56 63 2.5 20 3.1 2.4
カメルーン 20,030 9,420 3,102 2.4 1.9 19 14 14 45 42 36 46 53 52 4.4 52 3.7 2.8
カナダ 34,350 6,926 1,936 1.0 0.8 7 7 8 17 14 11 73 77 81 1.7 81 1.3 0.9
カボヴェルデ 501 190 50 1.7 0.8 15 9 5 41 39 20 53 65 74 2.3 63 3.4 1.7
中央アフリカ共和国 4,487 2,098 658 2.0 1.8 23 17 16 43 41 35 42 49 48 4.5 39 2.3 2.8
チャド 11,525 5,992 2,047 3.1 2.5 22 17 16 46 47 44 44 51 50 5.9 22 3.3 3.5
チリ 17,270 4,615 1,222 1.3 0.6 10 6 6 29 23 14 62 74 79 1.8 89 1.6 0.8
中国 1,347,565 317,892 82,205 0.8 0.2 9 7 7 36 21 12 63 69 73 1.6 51 3.9 1.8
コロンビア 46,927 15,951 4,509 1.6 1.0 9 6 5 38 27 19 61 68 74 2.3 75 2.1 1.3
コモロ 754 366 124 2.6 2.3 18 11 9 47 37 37 48 56 61 4.9 28 2.6 3.0
コンゴ 4,140 1,940 637 2.6 2.1 14 12 11 43 38 35 53 56 57 4.5 64 3.4 2.7
クック諸島 20 8 2 0.7 0.4 – – – – – – – – – – 74 1.9 0.8
コスタリカ 4,727 1,405 359 2.1 1.0 7 4 4 33 27 16 67 76 79 1.8 65 3.2 1.6
コートジボワール 20,153 9,539 2,992 2.3 2.1 21 13 12 52 41 34 44 53 55 4.3 51 3.5 3.2
クロアチア 4,396 806 215 -0.1 -0.3 10 11 12 15 12 10 69 72 77 1.5 58 0.2 0.3
キューバ 11,254 2,343 543 0.3 -0.1 7 7 7 29 17 10 70 74 79 1.5 75 0.4 0.0
キプロス 1,117 244 65 1.8 0.8 7 7 7 19 19 12 73 77 80 1.5 70 2.0 1.1
チェコ 10,534 1,836 567 0.1 0.1 12 12 10 16 12 11 70 72 78 1.5 73 0.0 0.2
朝鮮民主主義人民共和国 24,451 6,757 1,706 0.9 0.4 7 5 10 35 21 14 62 71 69 2.0 60 1.1 0.7
コンゴ民主共和国 67,758 35,852 12,037 3.0 2.4 21 19 16 48 50 43 44 47 48 5.7 34 4.0 3.8
デンマーク 5,573 1,212 327 0.4 0.3 10 12 10 15 12 11 73 75 79 1.9 87 0.5 0.4
ジブチ 906 382 115 2.3 1.8 20 14 10 49 42 29 43 51 58 3.7 77 2.4 1.9
ドミニカ 68 21 6 -0.2 0.1 – – – – – – – – – – 67 -0.3 0.4
ドミニカ共和国 10,056 3,672 1,051 1.6 1.0 11 6 6 42 30 21 58 68 73 2.5 70 2.7 1.5
エクアドル 14,666 5,234 1,469 1.7 1.0 12 6 5 42 29 20 58 69 76 2.4 67 2.7 1.7
エジプト 82,537 30,537 9,092 1.8 1.3 16 9 5 41 32 23 50 62 73 2.7 43 1.8 2.0
エルサルバドル 6,227 2,394 631 0.7 0.7 13 8 7 43 32 20 57 66 72 2.2 65 2.0 1.3
赤道ギニア 720 327 111 3.1 2.2 25 20 14 39 47 36 40 47 51 5.1 39 3.7 3.0
エリトリア 5,415 2,588 879 2.6 2.3 21 16 8 47 41 36 43 48 62 4.4 21 4.0 4.4
エストニア 1,341 250 80 -0.7 -0.2 11 13 13 15 14 12 71 69 75 1.7 69 -0.9 0.0
エチオピア 84,734 40,698 11,915 2.7 1.8 21 18 9 47 48 31 43 47 59 4.0 17 4.1 3.6
フィジー 868 300 91 0.8 0.5 8 6 7 34 29 21 60 66 69 2.6 52 1.9 1.2
フィンランド 5,385 1,084 303 0.4 0.2 10 10 10 14 13 11 70 75 80 1.9 84 0.6 0.4
フランス 63,126 13,837 3,985 0.5 0.4 11 9 9 17 13 13 72 77 82 2.0 86 1.2 0.8
ガボン 1,534 642 188 2.4 1.8 20 11 9 34 38 27 47 61 63 3.2 86 3.4 2.0

表６. 人口統計指標
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表６｜ 人口統計指標 

国・地域

人口（1000人）
2011

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年）

合計
特殊

出生率
2011

都市
人口の
割合

（%）
2011

都市人口の
年間平均増加率（%）

全体 18歳未満 5歳未満 1990-2011 2011-2030α 1970 1990 2011 1970 1990 2011 1970 1990 2011 1990-2011 2011-2030α

ガンビア 1,776 897 292 2.9 2.4 26 13 9 51 47 38 38 53 58 4.8 57 4.8 3.2
グルジア 4,329 892 258 -1.1 -0.7 9 9 11 19 17 12 67 71 74 1.5 53 -1.3 -0.3
ドイツ 82,163 13,437 3,504 0.2 -0.2 12 11 11 14 11 9 71 75 80 1.4 74 0.2 0.1
ガーナ 24,966 11,174 3,591 2.5 2.0 17 11 8 47 39 31 49 57 64 4.1 52 4.2 3.0
ギリシャ 11,390 2,001 600 0.5 0.1 8 9 10 17 10 10 72 77 80 1.5 61 0.7 0.6
グレナダ 105 35 10 0.4 0.1 9 8 6 28 28 19 64 69 76 2.2 39 1.2 1.0
グアテマラ 14,757 7,072 2,192 2.4 2.3 15 9 5 44 39 32 52 62 71 3.9 50 3.3 3.2
ギニア 10,222 5,045 1,691 2.7 2.3 30 21 13 49 46 38 34 44 54 5.2 35 3.8 3.7
ギニアビサウ 1,547 739 244 2.0 2.0 26 22 16 46 46 38 37 43 48 5.0 44 4.1 3.2
ガイアナ 756 297 60 0.2 0.3 12 10 6 37 25 18 56 61 70 2.2 28 0.0 1.0
ハイチ 10,124 4,271 1,245 1.7 1.1 18 13 9 39 37 26 47 55 62 3.3 53 4.7 2.6
バチカン 0 0 0 -2.5 -0.1 – – – – – – – – – – 100 -2.5 -0.1
ホンジュラス 7,755 3,338 975 2.2 1.7 15 7 5 47 38 26 52 66 73 3.1 52 3.4 2.6
ハンガリー 9,966 1,800 493 -0.2 -0.2 11 14 13 15 12 10 69 69 74 1.4 69 0.1 0.4
アイスランド 324 81 24 1.1 1.0 7 7 6 21 17 15 74 78 82 2.1 94 1.3 1.1
インド 1,241,492 448,336 128,542 1.7 1.1 16 11 8 38 31 22 49 58 65 2.6 31 2.6 2.3
インドネシア 242,326 77,471 21,210 1.3 0.8 15 8 7 40 26 18 52 62 69 2.1 51 3.7 1.9
イラン 74,799 20,819 6,269 1.5 0.6 16 8 5 42 34 17 51 62 73 1.6 69 2.4 0.9
イラク 32,665 16,146 5,294 3.0 2.8 12 7 6 45 38 35 58 67 69 4.6 66 2.8 2.9
アイルランド 4,526 1,137 370 1.2 0.9 11 9 6 22 14 16 71 75 81 2.1 62 1.6 1.4
イスラエル 7,562 2,417 754 2.5 1.4 7 6 5 26 22 21 72 76 82 2.9 92 2.6 1.4
イタリア 60,789 10,308 2,910 0.3 0.0 10 10 10 17 10 9 71 77 82 1.4 68 0.4 0.4
ジャマイカ 2,751 956 254 0.7 0.2 8 7 7 36 26 18 68 71 73 2.3 52 1.0 0.6
日本 126,497 20,375 5,418 0.2 -0.3 7 7 9 19 10 8 72 79 83 1.4 91 1.0 0.0
ヨルダン 6,330 2,747 817 2.9 1.5 11 5 4 51 36 25 61 70 73 3.0 83 3.6 1.7
カザフスタン 16,207 4,800 1,726 -0.1 0.8 9 9 10 26 23 21 62 67 67 2.5 54 -0.3 1.0
ケニア 41,610 20,317 6,805 2.7 2.4 15 10 10 51 42 37 52 59 57 4.7 24 4.4 4.1
キリバス 101 36 10 1.6 1.4 – – – – – – – – – – 44 2.7 2.0
クウェート 2,818 863 282 1.4 1.9 6 3 3 49 21 18 67 72 75 2.3 98 1.4 1.9
キルギス 5,393 1,957 624 1.0 1.1 11 8 7 31 31 24 60 66 68 2.7 35 0.7 1.8
ラオス 6,288 2,581 682 1.9 1.1 18 13 6 42 42 22 46 54 67 2.7 34 5.7 3.3
ラトビア 2,243 382 117 -0.8 -0.4 11 13 14 14 14 11 70 69 73 1.5 68 -0.9 -0.2
レバノン 4,259 1,271 328 1.8 0.5 9 7 7 33 26 15 65 69 73 1.8 87 2.0 0.6
レソト 2,194 970 276 1.4 0.8 17 10 15 43 36 28 49 59 48 3.1 28 4.6 2.9
リベリア 4,129 2,057 700 3.2 2.4 23 21 11 49 46 39 41 42 57 5.2 48 2.2 3.2
リビア 6,423 2,293 717 1.9 1.0 16 4 4 49 26 23 52 68 75 2.5 78 2.0 1.3
リヒテンシュタイン 36 7 2 1.1 0.7 – – – – – – – – – – 14 0.3 1.1
リトアニア 3,307 616 173 -0.5 -0.4 9 11 14 17 15 11 71 71 72 1.5 67 -0.6 -0.1
ルクセンブルク 516 110 29 1.4 1.1 12 10 8 13 13 12 70 75 80 1.7 85 1.7 1.3
マダガスカル 21,315 10,570 3,378 3.0 2.7 21 16 6 48 45 35 44 51 67 4.6 33 4.6 4.3
マラウイ 15,381 8,116 2,829 2.4 3.2 24 18 12 52 48 44 41 47 54 6.0 16 3.8 4.7
マレーシア 28,859 10,244 2,796 2.2 1.3 7 5 5 33 28 20 64 70 74 2.6 73 4.0 1.9
モルディブ 320 104 26 1.8 0.9 21 9 4 50 41 17 44 61 77 1.7 41 4.0 2.6
マリ 15,840 8,525 2,995 2.9 2.8 30 21 14 49 49 46 34 44 51 6.2 35 4.8 4.3
マルタ 418 77 20 0.6 0.2 9 8 8 16 16 9 70 75 80 1.3 95 0.8 0.3
マーシャル諸島 55 20 5 0.7 1.1 – – – – – – – – – – 72 1.2 1.5
モーリタニア 3,542 1,635 522 2.7 2.0 18 11 9 47 41 33 47 56 59 4.5 41 2.9 3.0
モーリシャス 1,307 344 81 1.0 0.3 7 6 7 29 22 13 63 69 73 1.6 42 0.8 0.8
メキシコ 114,793 39,440 10,943 1.5 0.9 10 5 5 43 28 19 61 71 77 2.3 78 1.9 1.2
ミクロネシア連邦 112 48 13 0.7 0.8 9 7 6 41 34 24 62 66 69 3.4 23 0.1 1.6
モナコ 35 7 2 0.7 0.0 – – – – – – – – – – 100 0.7 0.0
モンゴル 2,800 934 317 1.2 1.2 15 10 6 44 32 23 56 61 68 2.5 69 2.0 2.0
モンテネグロ 632 145 39 0.2 0.0 3 5 10 10 11 12 69 76 75 1.6 63 1.5 0.4
モロッコ 32,273 10,790 3,048 1.3 0.8 17 8 6 47 30 19 52 64 72 2.2 57 2.0 1.4
モザンビーク 23,930 12,086 3,877 2.7 2.1 25 21 14 48 43 37 39 43 50 4.8 31 4.6 3.3
ミャンマー 48,337 14,832 3,981 1.0 0.6 16 11 8 40 27 17 50 57 65 2.0 33 2.3 2.2
ナミビア 2,324 994 288 2.4 1.4 15 9 8 43 38 26 53 61 62 3.2 38 3.9 2.8
ナウル 10 4 1 0.6 0.4 – – – – – – – – – – 100 0.6 0.4
ネパール 30,486 12,883 3,453 2.2 1.4 21 13 6 44 39 24 43 54 69 2.7 17 5.3 3.4
オランダ 16,665 3,526 907 0.5 0.2 8 9 8 17 13 11 74 77 81 1.8 83 1.4 0.5
ニュージーランド 4,415 1,091 320 1.2 0.9 9 8 7 22 17 15 71 75 81 2.2 86 1.3 1.0
ニカラグア 5,870 2,390 684 1.7 1.1 14 7 5 46 37 23 54 64 74 2.6 58 2.1 1.7
ニジェール 16,069 8,922 3,196 3.4 3.4 26 24 13 56 56 48 38 41 55 7.0 18 4.2 5.3
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表６｜ 人口統計指標 

国・地域

人口（1000人）
2011

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年）

合計
特殊

出生率
2011

都市
人口の
割合

（%）
2011

都市人口の
年間平均増加率（%）

全体 18歳未満 5歳未満 1990-2011 2011-2030α 1970 1990 2011 1970 1990 2011 1970 1990 2011 1990-2011 2011-2030α

ナイジェリア 162,471 79,931 27,195 2.4 2.4 22 19 14 46 44 40 42 46 52 5.5 50 4.1 3.5
ニウエ 1 1 0 -2.3 -1.5 – – – – – – – – – – 38 -1.4 -0.5
ノルウェー 4,925 1,117 309 0.7 0.7 10 11 8 17 14 12 74 77 81 1.9 79 1.2 0.9
オマーン 2,846 910 290 2.0 1.2 16 5 4 49 38 18 51 71 73 2.2 73 2.5 1.6
パキスタン 176,745 73,756 22,064 2.2 1.5 15 10 7 43 40 27 53 61 65 3.3 36 3.0 2.6
パラオ 21 7 2 1.5 1.0 – – – – – – – – – – 84 2.4 1.4
パナマ 3,571 1,213 345 1.9 1.2 8 5 5 37 26 20 65 72 76 2.5 75 3.5 1.7
パプアニューギニア 7,014 3,168 975 2.5 2.0 17 10 7 44 35 30 46 56 63 3.9 12 1.6 3.6
パラグアイ 6,568 2,587 744 2.1 1.5 7 6 5 37 33 24 65 68 72 2.9 62 3.2 2.1
ペルー 29,400 10,421 2,902 1.4 1.0 14 7 5 42 30 20 53 66 74 2.5 77 2.0 1.3
フィリピン 94,852 39,205 11,161 2.1 1.5 9 7 6 39 33 25 61 65 69 3.1 49 2.1 2.3
ポーランド 38,299 7,023 2,008 0.0 -0.1 8 10 10 17 15 11 70 71 76 1.4 61 0.0 0.1
ポルトガル 10,690 1,930 501 0.4 -0.2 11 10 10 21 11 9 67 74 79 1.3 61 1.5 0.5
カタール 1,870 302 97 6.5 1.2 6 2 2 36 24 12 66 74 78 2.2 99 6.8 1.3
韓国 48,391 9,842 2,488 0.6 0.2 9 6 6 32 16 10 61 72 81 1.4 83 1.1 0.4
モルドバ 3,545 740 223 -1.0 -0.6 10 10 13 18 19 12 65 68 69 1.5 48 -0.9 0.6
ルーマニア 21,436 3,928 1,093 -0.4 -0.3 9 11 12 21 14 10 68 69 74 1.4 53 -0.4 0.0
ロシア連邦 142,836 26,115 8,264 -0.2 -0.2 9 12 14 14 14 12 69 68 69 1.5 74 -0.1 0.0
ルワンダ 10,943 5,352 1,909 2.1 2.5 20 32 12 51 45 41 44 33 55 5.3 19 8.1 4.3
セントクリストファー・
ネーヴィス 53 17 5 1.3 0.9 – – – – – – – – – – 32 0.9 1.7
セントルシア 176 55 15 1.2 0.7 9 6 6 39 28 17 64 71 75 2.0 18 -1.3 -1.4
セントビンセント・
グレナディーン 109 35 9 0.1 0.1 11 7 7 40 25 17 61 69 72 2.0 49 0.9 0.8
サモア 184 81 22 0.6 0.5 10 7 5 39 32 24 55 65 72 3.8 20 0.3 0.3
サンマリノ 32 6 2 1.3 0.3 – – – – – – – – – – 94 1.5 0.4
サントメ・プリンシペ 169 79 24 1.8 1.7 13 10 8 41 38 31 55 61 65 3.6 63 3.5 2.5
サウジアラビア 28,083 9,923 3,186 2.6 1.7 15 5 4 47 36 22 52 69 74 2.7 82 3.0 1.9
セネガル 12,768 6,425 2,125 2.7 2.4 24 13 9 51 44 37 41 53 59 4.7 43 3.1 3.3
セルビア 9,854 2,089 551 0.1 -0.2 9 10 12 18 15 11 68 72 75 1.6 56 0.7 0.4
セーシェル 87 43 14 1.0 0.3 – – – – – – – – – – 54 1.4 1.0
シエラレオネ 5,997 2,965 984 2.0 1.9 29 25 15 47 44 38 35 39 48 4.9 39 2.8 2.9
シンガポール 5,188 1,104 238 2.6 0.7 5 5 5 23 19 9 68 76 81 1.3 100 2.6 0.7
スロバキア 5,472 1,024 281 0.2 0.1 9 10 10 18 15 11 70 71 75 1.3 55 0.0 0.3
スロベニア 2,035 344 102 0.3 0.1 10 10 10 17 11 10 69 73 79 1.5 50 0.2 0.4
ソロモン諸島 552 254 81 2.8 2.2 13 11 6 45 40 31 54 57 68 4.2 20 4.7 4.0
ソマリア 9,557 4,896 1,701 1.8 2.8 24 20 15 51 45 43 40 45 51 6.3 38 2.9 4.1
南アフリカ 50,460 18,045 4,989 1.5 0.4 14 8 15 38 29 21 53 62 53 2.4 62 2.3 1.1
南スーダンδ 10,314 – – 2.6 2.3 – – – – – – – – – – 18 4.0 3.9
スペイン 46,455 8,306 2,546 0.8 0.4 9 9 9 20 10 11 72 77 81 1.5 77 1.0 0.6
スリランカ 21,045 6,183 1,886 0.9 0.5 9 7 7 31 20 18 63 70 75 2.3 15 0.3 2.0
パレスチナ 4,152 2,051 635 3.3 2.6 13 5 4 50 45 33 56 68 73 4.4 74 3.7 2.9
スーダンδ 34,318 – – 2.5 2.1 – – – – – – – – – – 33 3.2 2.9
スリナム 529 176 47 1.3 0.7 9 7 7 37 23 18 63 67 71 2.3 70 2.0 1.1
スワジランド 1,203 548 158 1.6 1.0 18 10 14 49 43 29 48 59 49 3.3 21 1.2 1.5
スウェーデン 9,441 1,916 562 0.5 0.5 10 11 10 14 14 12 74 78 81 1.9 85 0.6 0.7
スイス 7,702 1,435 382 0.7 0.3 9 9 8 16 12 10 73 78 82 1.5 74 0.7 0.5
シリア 20,766 8,923 2,446 2.5 1.5 11 5 4 47 36 22 60 71 76 2.9 56 3.1 2.2
タジキスタン 6,977 3,052 883 1.3 1.3 10 8 6 40 39 28 60 63 68 3.2 27 0.5 2.1
タイ 69,519 17,111 4,270 0.9 0.3 10 5 7 38 19 12 60 73 74 1.6 34 1.6 1.6
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 2,064 445 112 0.4 -0.1 8 8 9 24 17 11 66 71 75 1.4 59 0.5 0.4
東ティモール 1,154 616 201 2.1 2.9 23 18 8 42 43 38 40 46 62 6.1 28 3.6 4.1
トーゴ 6,155 2,831 870 2.5 1.8 20 14 11 49 42 32 45 53 57 4.0 38 3.8 3.0
トンガ 105 46 14 0.4 0.8 7 6 6 36 31 27 65 70 72 3.9 23 0.6 1.5
トリニダードトバゴ 1,346 334 96 0.5 0.0 7 7 8 27 21 15 65 69 70 1.6 14 2.7 1.7
チュニジア 10,594 3,001 885 1.2 0.7 14 6 6 39 27 17 54 69 75 2.0 66 1.9 1.1
トルコ 73,640 23,107 6,489 1.5 0.9 16 8 5 39 26 18 50 63 74 2.1 72 2.4 1.6
トルクメニスタン 5,105 1,785 499 1.6 1.0 11 8 8 37 35 21 58 63 65 2.4 49 1.9 1.8
ツバル 10 4 1 0.4 0.6 – – – – – – – – – – 51 1.5 1.3
ウガンダ 34,509 19,042 6,638 3.2 2.9 16 17 12 49 50 45 50 47 54 6.1 16 4.8 5.3
ウクライナ 45,190 7,977 2,465 -0.6 -0.6 9 13 16 15 13 11 71 70 68 1.5 69 -0.5 -0.2
アラブ首長国連邦 7,891 1,590 451 7.0 1.5 7 3 1 37 26 13 62 72 77 1.7 84 7.3 1.7
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表６｜ 人口統計指標

国・地域

人口（1000人）
2011

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年）

合計
特殊

出生率
2011

都市
人口の
割合

（%）
2011

都市人口の
年間平均増加率（%）

全体 18歳未満 5歳未満 1990-2011 2011-2030α 1970 1990 2011 1970 1990 2011 1970 1990 2011 1990-2011 2011-2030α

英国 62,417 13,153 3,858 0.4 0.6 12 11 9 15 14 12 72 76 80 1.9 80 0.5 0.8
タンザニア 46,218 23,690 8,267 2.8 3.0 18 15 10 48 44 41 47 51 58 5.5 27 4.5 4.7
米国 313,085 75,491 21,629 1.0 0.8 9 9 8 16 16 14 71 75 79 2.1 82 1.4 1.0
ウルグアイ 3,380 912 245 0.4 0.3 10 10 9 21 18 15 69 73 77 2.1 93 0.6 0.4
ウズベキスタン 27,760 9,849 2,802 1.4 1.0 10 7 7 36 35 21 63 67 68 2.3 36 0.9 1.7
バヌアツ 246 109 34 2.5 2.2 14 8 5 42 36 29 52 63 71 3.8 25 3.8 3.4
ベネズエラ 29,437 10,215 2,935 1.9 1.2 7 5 5 37 29 20 64 71 74 2.4 94 2.4 1.3
ベトナム 88,792 25,532 7,202 1.3 0.7 18 8 5 41 30 16 48 66 75 1.8 31 3.4 2.5
イエメン 24,800 12,687 4,179 3.5 2.7 24 12 6 51 52 38 40 56 65 5.1 32 5.5 4.3
ザンビア 13,475 7,169 2,509 2.6 3.1 17 17 15 49 44 46 49 47 49 6.3 39 2.5 4.3
ジンバブエ 12,754 5,841 1,706 0.9 1.7 13 9 13 48 37 29 55 61 51 3.2 39 2.3 3.0

合算値
スーダンと南スーダンδ – 20,660 6,472 – – 19 14 9 46 41 32 45 53 61 4.3 – – –

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 876,497 428,333 140,617 2.5 2.3 20 16 12 47 44 37 44 50 55 4.9 37 3.8 3.4
　東部・南部アフリカ 418,709 196,675 63,188 2.5 2.2 19 15 12 47 43 35 47 51 56 4.5 30 3.6 3.4
　西部・中部アフリカ 422,564 210,616 70,843 2.6 2.4 22 18 13 47 45 39 42 48 53 5.3 43 3.9 3.5
中東と北アフリカ 415,633 157,845 48,169 2.1 1.5 16 8 5 44 34 24 52 63 71 2.8 60 2.7 1.9
南アジア 1,653,679 614,255 176,150 1.8 1.1 17 11 8 40 33 23 49 59 66 2.7 31 2.8 2.4
東アジアと太平洋諸国 2,032,532 533,810 141,248 1.0 0.4 10 7 7 36 23 14 61 68 73 1.8 50 3.4 1.8
ラテンアメリカとカリブ海諸国 591,212 195,081 52,898 1.4 0.9 10 7 6 36 27 18 60 68 74 2.2 79 2.0 1.1
CEE/CIS 405,743 95,460 28,590 0.2 0.1 10 11 11 20 18 14 66 68 70 1.8 65 0.3 0.6
後発開発途上国 851,103 395,405 124,162 2.4 2.1 22 15 10 47 43 33 43 51 59 4.2 29 3.9 3.6
世界 6,934,761 2,207,145 638,681 1.3 0.9 12 9 8 33 26 19 59 65 69 2.4 52 2.2 1.7

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

粗死亡率－人口1,000人あたりの年間の死亡数。
粗出生率－人口1,000人あたりの年間の出生数。
出生時の平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生き
られる年数。
合計特殊出生率－女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の出
生率にしたがって子どもを産むとして、その女性が一生の間に産むことになる子どもの人数。
都市人口－各国が最新の人口調査で用いた定義にしたがって定められた都市地域で暮らす
人口の割合。

データの主な出典

都市人口－国連人口局。増加率は、国連人口局のデータを基にユニセフが算定した。
粗死亡率・粗出生率－国連人口局。
平均余命－国連人口局。
合計特殊出生率－国連人口局。

注

- � データなし。
α� 中間出生率変化予測に基づく。



124 世界子供白書2013

表７. 経済指標

国・地域

1人あたりのGNI（米ドル）
2011年

1人あたりのGDPの
年間平均成長率 年間平均

インフレ率
1990-2011

国際貧困ライ
ン1日1.2５米

ドル未満で暮
らす人の割合
2006-2011*

公共支出中のGDP比率
（2007-2010*）

政府開発援助
（ODA）の受
け入れ額（100

万米ドル）
2010

ODAが受
け入れ国の
GNIに占め
る割合（％）

2010

債務返済が商
品やサービス
の輸出額に占
める割合（%）

2010

世帯あたりの所得の分布
（%, 200５-2011*）

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970-1990 1990-2011 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

アフガニスタン 410x 910x,e – – – – 2 – 2 6,374 – – 23 37
アルバニア 3,980 8,900 -0.7x 5.3 13 1 3 – 2 338 3 9 20 43
アルジェリア 4,470 8,370e 1.6 1.5 12 – 5 4 3 199 0 1 – –
アンドラ 41,750x – -1.4 2.5x 3x – 5 4 – – – – – –
アンゴラ 4,060 5,290 – 4.1 205 54x – 3 5 239 0 4 8x 62x
アンティグアバーブーダ 12,060 15,670e 7.8x 0.6 4 – 4 2 – 19 2 – – –
アルゼンチン 9,740 17,250 -0.8 2.3 8 1 6 6 1 155 0 16 14 49
アルメニア 3,360 6,140 – 6.1 47 1 2 4 4 340 4 31 22 40
オーストラリア 46,200x 36,910x 1.6 2.2 3 – 6 5 2 – – – – –
オーストリア 48,300 41,970 2.5 1.8 1 – 8 5 1 – – – 22x 38x
アゼルバイジャン 5,290 9,020 – 5.9 50 0 1 3 3 156 0 1 20 42
バハマ 21,970x 29,850x,e 1.9 0.7 4 – 3 – – – – – – –
バーレーン 15,920x 21,240x -1.0x 1.3x 3x – 3 3 3 – – – – –
バングラデシュ 770 1,940 0.6 3.6 4 43 1 2 1 1,417 1 3 21 41
バルバドス 12,660x 18,850x,e 1.7 1.1x 3x – 4 7 – 16 – – – –
ベラルーシ 5,830 14,560 – 4.7 113 0 4 5 1 137 0 4 23 36
ベルギー 46,160 39,300 2.2 1.6 2 – 7 6 1 – – – 21x 41x
ベリーズ 3,690 6,070e 2.9 1.8 1 – 4 6 1 25 2 11 – –
ベナン 780 1,630 0.5 1.3 5 47x 2 5 1 691 10 – 18x 46x
ブータン 2,070 5,480 – 5.3 7 10 5 5 – 131 9 – 17 45
ボリビア 2,040 4,920 -1.1 1.6 7 16 3 – 2 676 4 8 9 59
ボスニア・ヘルツェゴビナ 4,780 9,200 – 8.3x 5x 0 7 – 1 492 3 16 18 43
ボツワナ 7,480 14,560 8.1 3.4 9 – 8 8 3 157 1 1 – –
ブラジル 10,720 11,500 2.3 1.6 49 6 4 6 2 664 0 19 10 59
ブルネイ 31,800x 49,790x -2.2x -0.4x 5x – – 2 3 – – – – –
ブルガリア 6,550 13,980 3.4x 3.3 37 0 4 4 2 – – 14 22 37
ブルキナファソ 570 1,310 1.3 2.8 3 45 4 5 1 1,065 12 – 17 47
ブルンジ 250 610 1.2 -1.4 14 81 5 7 3 632 40 1 21 43
カンボジア 830 2,260 – 6.5x 4x 23 2 2 1 737 7 1 19 46
カメルーン 1,210 2,360 3.4 0.8 4 10 2 4 2 538 2 4 17 46
カナダ 45,560 39,830 2.0 1.8 2 – 7 5 1 – – – 20x 40x
カボヴェルデ 3,540 4,000 – 5.0 2 21x 3 6 1 329 21 4 12x 56x
中央アフリカ共和国 470 810 -1.3 -0.5 3 63 2 1 2 264 13 – 10 61
チャド 690 1,370 -0.9 3.1 6 62x 4 3 6 490 7 – 17x 47x
チリ 12,280 16,160 1.5 3.4 6 1 4 5 3 198 0 15 12 58
中国 4,930 8,430 6.6 9.3 5 13 2 – 2 648 0 2 15 48
コロンビア 6,110 9,640 1.9 1.6 13 8 5 5 4 910 0 19 10 60
コモロ 770 1,120 -0.1x -0.8 4 46x 2 8 – 68 13 – 8x 68x
コンゴ 2,270 3,280 3.3 0.4 8 54x – 6 1 1,314 15 – 13 53
クック諸島 – – – – – – – – – 13 – – – –
コスタリカ 7,660 11,950e 0.7 2.6 12 3 7 6 – 96 0 7 12 56
コートジボワール 1,100 1,730 -1.7 -0.6 5 24 1 5 2 848 4 – 16 48
クロアチア 13,850 19,330 – 2.8 24 0 7 4 2 149 0 – 20 42
キューバ 5,460x – 3.9 3.0x 4x – 11 14 3 129 – – – –
キプロス 29,450x 30,910x 5.9x 2.0 3 – 2 8 2 – – – – –
チェコ 18,520 24,190 – 2.7 5 – 6 5 1 – – – – –
朝鮮民主主義人民共和国 a – – – – – – – – 79 – – – –
コンゴ民主共和国 190 350 -2.2 -2.6 211 88 – 3 1 3,413 28 – 15 51
デンマーク 60,390 42,330 2.0 1.4 2 – 9 9 1 – – – – –
ジブチ 1,270x 2,450x – -1.4x 3x 19x 5 8 4 133 – 7 17x 46x
ドミニカ 7,090 12,460e 5.2x 2.2 3 – 4 4 – 32 9 7 – –
ドミニカ共和国 5,240 9,490e 2.1 3.9 11 2 2 2 1 177 0 7 13 53
エクアドル 4,140 8,310 1.3 1.5 5 5 3 – 4 153 0 8 13 54
エジプト 2,600 6,160 4.3 2.8 7 2 2 4 2 594 0 5 22 40
エルサルバドル 3,480 6,690e -1.9 2.4 4 9 4 4 1 284 1 12 13 53
赤道ギニア 14,540 24,110 – 18.2 11 – 3 – – 85 1 – – –
エリトリア 430 580e – -0.8x 13x – 1 – – 161 8 – – –
エストニア 15,200 21,270 – 5.5x 6x 1x 5 6 2 – – – 18x 43x
エチオピア 400 1,110 – 3.3 7 39x 2 5 1 3,529 12 4 22 39
フィジー 3,680 4,590 0.6 1.3 4 6 3 4 2 76 3 1 16 50
フィンランド 48,420 37,990 2.9 2.5 2 – 7 7 2 – – – 24x 37x
フランス 42,420 35,860 2.1 1.2 2 – 9 6 3 – – – – –
ガボン 7,980 13,650 0.2 -0.7 6 5x 1 – 1 104 1 – 16 48

表７. 経済指標
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表７｜ 経済指標 

国・地域

1人あたりのGNI（米ドル）
2011年

1人あたりのGDPの
年間平均成長率 年間平均

インフレ率
1990-2011

国際貧困ライ
ン1日1.2５米

ドル未満で暮
らす人の割合
2006-2011*

公共支出中のGDP比率
（2007-2010*）

政府開発援助
（ODA）の受
け入れ額（100

万米ドル）
2010

ODAが受
け入れ国の
GNIに占め
る割合（％）

2010

債務返済が商
品やサービス
の輸出額に占
める割合（%）

2010

世帯あたりの所得の分布
（%, 200５-2011*）

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970-1990 1990-2011 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

ガンビア 610 2,060 0.6 0.9 6 34x 3 4 – 121 16 5 13x 53x
グルジア 2,860 5,390 3.1 2.7 67 15 3 3 6 626 5 15 16 47
ドイツ 43,980 40,170 2.3 1.3 1 – 8 5 1 – – – 22x 37x
ガーナ 1,410 1,820 -2.0 2.5 26 29 3 5 0 1,694 6 3 15 49
ギリシャ 25,030 26,040 1.3 2.2 5 – 7 – 3 – – – 19x 41x
グレナダ 7,220 10,530e 4.2x 2.9 4 – 4 – – 34 6 12 – –
グアテマラ 2,870 4,800e 0.2 1.3 7 14 2 3 0 398 1 10 10 60
ギニア 440 1,050 – 2.9 8 43 1 2 – 214 5 5 17 46
ギニアビサウ 600 1,250 0.0 -1.2 17 49x 2 – – 141 16 – 19x 43x
ガイアナ 2,900x 3,460x,e -1.3 2.8x 11x – 7 3 – 153 6 2 – –
ハイチ 700 1,190e – -1.0x 15x 62x 1 – – 3,076 46 6 9x 63x
バチカン – – – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 1,970 3,840e 0.8 1.6 13 18 3 – 2 576 4 5 8 60
ハンガリー 12,730 20,380 3.0 2.5 11 0 5 5 1 – – – 21 40
アイスランド 35,020 31,640 3.2 2.1 5 – 7 8 0 – – – – –
インド 1,410 3,620 2.0 4.9 6 33 1 – 3 2,807 0 5 21 42
インドネシア 2,940 4,530 4.6 2.7 14 18 1 4 1 1,393 0 16 20 43
イラン 4,520x 11,400x -2.3 2.7x 22x 2x 2 5 2 122 – – 17 45
イラク 2,640 3,770 – -1.9x 13x 3 3 – 6 2,192 3 – 21 40
アイルランド 38,580 33,310 – 0.6x 1x – 7 6 1 – – – 20x 42x
イスラエル 28,930 27,290 1.9 1.8 5 – 4 6 6 – – – 16x 45x
イタリア 35,330 32,350 2.8 0.8 3 – 7 5 2 – – – 18x 42x
ジャマイカ 4,980 7,770e -1.3 0.5 15 0x 3 6 1 141 1 19 14x 52x
日本 45,180 35,510 3.4 0.7 -1 – 7 3 1 – – – – –
ヨルダン 4,380 5,970 2.5x 2.6 4 0 6 – 6 955 3 4 19 44
カザフスタン 8,220 11,310 – 4.1 54 0 3 4 1 222 0 70 22 38
ケニア 820 1,720 1.2 0.4 9 43x – 7 2 1,631 5 4 14 53
キリバス 2,110 3,480e -5.3 1.1 3 – 10 – – 23 11 – – –
クウェート 48,900x 53,820x -6.7x 1.4x 6x – 3 – 4 – – – – –
キルギス 920 2,290 – 0.7 35 6 3 6 4 373 8 14 18 43
ラオス 1,130 2,600 – 4.7 21 34 1 2 0 416 6 13 19 45
ラトビア 12,350 17,820 3.4 4.4 17 0 4 6 1 – – 74 18 44
レバノン 9,110 14,000 – 2.5 7 – 4 2 4 449 1 14 – –
レソト 1,220 2,070 2.4 2.3 8 43x 5 13 2 257 10 2 10x 56x
リベリア 240 520 -4.0 5.5 30 84 4 3 0 1,423 177 1 18 45
リビア 12,320x 16,750x,e – – – – 2 – 1 9 – – – –
リヒテンシュタイン 137,070x – 2.2 3.0x 1x – – 2 – – – – – –
リトアニア 12,280 19,690 – 3.6 20 0 5 6 2 – – 32 18 44
ルクセンブルク 78,130 63,540 2.6 2.7 3 – 5 – 1 – – – 21x 39x
マダガスカル 430 950 -2.3 -0.3 13 81 3 3 1 473 5 – 15 50
マラウイ 340 870 0.0 1.3 25 74x 4 – 1 1,027 21 – 18x 47x
マレーシア 8,420 15,190 4.0 3.1 4 0 2 6 2 2 0 5 13 51
モルディブ 6,530 8,540 – 5.8x 5x – 5 9 – 111 8 20 17x 44x
マリ 610 1,050 0.1 2.1 5 50 3 4 2 1,093 12 – 20 41
マルタ 18,620x 24,170x 6.0 2.4 3 – 6 6 1 – – – – –
マーシャル諸島 3,910 – – 0.5 2 – 16 – – 91 49 – – –
モーリタニア 1,000 2,410 -1.1 1.3 8 23 2 4 3 373 10 – 16 47
モーリシャス 8,240 14,760 3.2x 3.5 6 – 2 3 0 125 1 2 – –
メキシコ 9,240 15,120 1.7 1.3 12 1 3 5 1 473 0 8 13 54
ミクロネシア連邦 2,900 3,610e – 0.4 2 31x 13 – – 125 41 – 7x 64x
モナコ 183,150x – 1.4 2.1x 1x – 3 1 – – – – – –
モンゴル 2,320 4,360 – 3.3 24 – 4 5 1 304 5 4 18 44
モンテネグロ 7,060 13,720 – 3.4x 7x 0 7 – 1 77 2 – 22 39
モロッコ 2,970 4,910 1.9 2.5 3 3 2 5 3 994 1 9 17 48
モザンビーク 470 980 -1.0x 4.3 17 60 4 – 1 1,959 21 3 15 51
ミャンマー a – 1.6 7.4x 24x – 0 – – 358 – 8 – –
ナミビア 4,700 6,600 -2.1x 1.9 9 32x 4 6 3 259 2 – 8x 69x
ナウル – – – – – – – – – 28 – – – –
ネパール 540 1,260 1.1 1.9 7 25 2 5 2 821 5 4 20 41
オランダ 49,730 43,770 1.6 1.9 2 – 8 6 2 – – – – –
ニュージーランド 29,350x 29,140x 1.1x 1.8x 2x – 8 6 1 – – – – –
ニカラグア 1,170 2,840e -3.7 1.9 17 12x 5 – 1 628 10 11 16 47
ニジェール 360 720 -2.0 -0.2 4 44 3 4 1 749 14 – 20 43
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表７｜ 経済指標 

国・地域

1人あたりのGNI（米ドル）
2011年

1人あたりのGDPの
年間平均成長率 年間平均

インフレ率
1990-2011

国際貧困ライ
ン1日1.2５米

ドル未満で暮
らす人の割合
2006-2011*

公共支出中のGDP比率
（2007-2010*）

政府開発援助
（ODA）の受
け入れ額（100

万米ドル）
2010

ODAが受
け入れ国の
GNIに占め
る割合（％）

2010

債務返済が商
品やサービス
の輸出額に占
める割合（%）

2010

世帯あたりの所得の分布
（%, 200５-2011*）

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970-1990 1990-2011 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

ナイジェリア 1,200 2,300 -1.3 2.1 20 68 2 – 1 2,069 1 0 13 54
ニウエ – – – – – – – – 15 – – – –
ノルウェー 88,890 58,090 3.2 2.0 4 – 8 7 2 – – – 24x 37x
オマーン 19,260x 25,770x 3.1 2.7 5 – 2 4 10 -40 – – – –
パキスタン 1,120 2,880 2.6 1.9 10 21 1 3 3 3,021 2 10 23 40
パラオ 7,250 12,330e – -0.1x 3x – 9 – – 26 20 – – –
パナマ 7,910 14,740e 0.3 3.4 2 7 5 4 – 129 1 5 11 56
パプアニューギニア 1,480 2,590e -1.0 0.1 8 – 2 – 0 513 6 13 – –
パラグアイ 2,970 5,310 3.1 0.3 10 7 3 4 1 105 1 4 11 56
ペルー 5,500 10,160 -0.6 3.2 10 5 3 3 1 -254 0 15 12 53
フィリピン 2,210 4,160 0.5 1.9 7 18 1 3 1 535 0 15 15 50
ポーランド 12,480 20,450 – 4.4 10 0 5 6 2 – – – 20 42
ポルトガル 21,250 24,530 2.5 1.5 4 – 8 6 2 – – – – –
カタール 80,440 87,030 – 0.8x 11x – 2 2 2 – – – – –
韓国 20,870 30,290 6.2 4.1 4 – 4 5 3 – – – – –
モルドバ 1,980 3,670 1.8x -0.1 38 0 6 10 0 468 7 9 20 41
ルーマニア 7,910 15,140 0.9x 2.8 44 0 4 4 2 – – 29 21 38
ロシア連邦 10,400 20,050 – 2.3 52 0 3 4 4 – – 13 17 47
ルワンダ 570 1,240 1.2 2.3 9 63 5 4 1 1,034 19 2 13 57
セントクリストファー・
ネーヴィス 12,480 14,490e 6.3x 1.6 5 – 4 4 – 11 2 17 – –
セントルシア 6,680 9,080e 5.3x 0.7 3 – 5 4 – 41 5 6 – –
セントビンセント・
グレナディーン 6,100 10,560e 3.3 3.2 4 – 3 5 – 17 3 14 – –
サモア 3,190 4,430e – 2.8 6 – 5 5 – 147 27 3 – –
サンマリノ 50,400x – 1.7 3.2x 3x – 6 – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 1,360 2,080 – – – 28x 3 – – – – 5 14x 56x
サウジアラビア 17,820 24,870 -1.4 0.2 5 – 2 6 8 – – – – –
セネガル 1,070 1,960 -0.5 1.1 4 34x 3 6 2 931 7 – 17 46
セルビア 5,680 11,640 – 1.4 23x 0 6 5 2 651 2 24 23 37
セーシェル 11,130 25,320e 2.9 2.0 6 0 3 – 1 56 7 4 9 70
シエラレオネ 340 850 -0.5 1.1 16 53x 1 4 2 475 25 2 16x 49x
シンガポール 42,930 59,790 5.9 3.5 1 – 2 4 5 – – – – –
スロバキア 16,070 22,610 – 3.7 6 0 6 5 1 – – – 24 36
スロベニア 23,610 27,110 – 3.2 12 0x 6 6 2 – – – 21x 39x
ソロモン諸島 1,110 2,360e – -0.9 7 – 5 7 – 340 61 6 – –
ソマリア a – -0.8 – – – – – – 499 – – – –
南アフリカ 6,960 10,790 0.1 1.3 8 14 3 5 1 1,032 0 5 7 68
南スーダンδ b – – – – – – – – – – – – –
スペイン 30,990 31,930 1.9 1.9 4 – 7 5 1 – – – 19x 42x
スリランカ 2,580 5,560 3.0 4.1 10 7 2 3 4 581 1 9 17 48
パレスチナ b – – -2.4x 4x 0 – – – 2,519 – – 19 43
スーダンδ – – – – – – – – – – – – – –
スリナム 7,640x 7,710x,e -2.2x 1.7x 46x – 4 – – 104 – – – –
スワジランド 3,300 5,970 3.1 1.8 9 41 4 8 3 92 3 2 11 57
スウェーデン 53,230 42,350 1.8 2.2 2 – 8 7 1 – – – 23x 37x
スイス 76,380 50,900 1.7x 0.9 1 – 6 5 1 – – – 20x 41x
シリア 2,750x 5,090x 2.2 1.8x 7x 2x 1 5 4 137 0 3 19x 44x
タジキスタン 870 2,310 – 0.2 73 7 2 5 – 430 8 18 21 39
タイ 4,420 8,390 4.7 2.8 3 0 3 4 2 -11 0 5 17 47
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 4,730 11,490 – 1.2 22 0 5 – 2 178 2 12 15 49
東ティモール 2,730x 5,210x,e – 1.9x 7x 37 9 16 5 292 11 – 21 41
トーゴ 560 1,030 -0.3 -0.1 4 39 1 3 2 421 15 – 19 42
トンガ 3,580 4,690e – 1.5 6 – 5 – – 70 19 – – –
トリニダードトバゴ 15,040 24,940e 0.5 4.8 5 – 3 – – 4 0 – – –
チュニジア 4,070 9,090 2.5 3.3 4 1x 3 6 1 551 1 9 16 48
トルコ 10,410 16,730 2.0 2.4 44 0 5 – 3 1,049 0 33 17 45
トルクメニスタン 4,110 8,350e – 5.8 86 – 1 – – 43 0 – – –
ツバル 5,010 – – 2.1 3 – 10 – – 13 35 – – –
ウガンダ 510 1,320 – 3.7 7 38 2 3 2 1,730 10 1 15 51
ウクライナ 3,120 7,080 – 0.6 67 0 4 5 3 624 0 39 24 36
アラブ首長国連邦 40,760 48,220e -4.3x -1.9 5 – 2 1 6 – – – – –
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表７｜ 経済指標

国・地域

1人あたりのGNI（米ドル）
2011年

1人あたりのGDPの
年間平均成長率 年間平均

インフレ率
1990-2011

国際貧困ライ
ン1日1.2５米

ドル未満で暮
らす人の割合
2006-2011*

公共支出中のGDP比率
（2007-2010*）

政府開発援助
（ODA）の受
け入れ額（100

万米ドル）
2010

ODAが受
け入れ国の
GNIに占め
る割合（％）

2010

債務返済が商
品やサービス
の輸出額に占
める割合（%）

2010

世帯あたりの所得の分布
（%, 200５-2011*）

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970-1990 1990-2011 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

英国 37,780 36,970 2.1 2.4 2 – 8 6 3 – – – – –
タンザニア 540 1,510 – 2.5 13 68 3 7 1 2,961 13 3 18 45
米国 48,450 48,890 2.1 1.7 2 – 8 5 5 – – – 16x 46x
ウルグアイ 11,860 14,740 0.9 2.1 15 0 5 – 2 49 0 12 14 51
ウズベキスタン 1,510 3,440e – 2.5 78 – 2 – – 229 1 – 19x 44x
バヌアツ 2,870 4,500e 1.2x 0.6 3 – 3 5 – 108 15 – – –
ベネズエラ 11,920 12,620 -1.7 0.4 32 7 3 4 1 53 0 8 14 49
ベトナム 1,260 3,260 – 6.0 10 17 3 5 2 2,945 3 2 19 43
イエメン 1,070 2,180 – 1.1 15 18x 2 5 4 666 – 2 18 45
ザンビア 1,160 1,490 -2.3 0.8 28 69 4 1 2 913 6 1 10 59
ジンバブエ 640 – -0.4 -3.0 1 – – 2 1 738 11 – – –

合算値
スーダンと南スーダンδ 1,300x 2,020x 0.1 3.4 26 20 2 – – 2,055 4 4 18 42

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 1,269 2,269 0.0 2.0 29 53 3 5 1 40,604 4 3 15 50
　東部・南部アフリカ 1,621 2,868 0.3 1.9 34 51 3 5 1 19,572 3 4 16 50
　西部・中部アフリカ 937 1,721 -0.5 2.0 21 59 – – – 18,844 5 1 15 50
中東と北アフリカ 6,234 9,655 -0.1 0.8 7 – 2 4 5 11,535 1 5 19 43
南アジア 1,319 3,366 2.0 4.5 6 32 – – – 15,263 1 5 21 42
東アジアと太平洋諸国 4,853 8,185 5.6 7.5 5 14 2** 4** 2** 9,289 0 4 16 47
ラテンアメリカとカリブ海諸国 8,595 11,759 1.4 1.7 28 5 4 5 1 9,272 0 13 12 56
CEE/CIS 7,678 14,216 – 2.5 51 0 3 4 3 6,582 0 23 19 43
後発開発途上国 695 1,484 -0.1 3.1 45 51 2 4 2 44,538 8 4 19 45
世界 9,513 11,580 2.4 2.6 8 22 6** 5** 3** 90,358 0 9 17 46

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

１人あたりのGNI－GNI（国民総所得）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、
生産評価額に含まれないすべての生産品税額（補助金は控除）および非居住者からの１次
所得（被用者の報酬および財産所得）の正味受取額を加えた総額である。１人あたりの
GNIは、国民総所得を年央の人口で割って算出する。１人あたりのGNIの米ドル換算値は
世界銀行アトラス計算法によるものである。
１人あたりのGNI（PPP 米ドル）－１人あたりのGNIは、各国間の価格水準（購買力）
の違いを考慮して、国際通貨の米ドルに換算されている。国際比較プログラム（ICP）の
データに基づいている。
１人あたりのGDP－GDP（国内総生産）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、
生産評価額に含まれないすべての生産品税額（補助金は控除）を加えた総額である。１人
あたりのGDPは、国内総生産を年央の人口で割って算出する。成長率は現地通貨による
固定物価GDPから算出したものである。
国際貧困ライン１日1.25米ドル未満で暮らす人の割合－購買力平価で調整した2005年
の価格のもとで１日1.25米ドル未満で暮らす人の割合。新しい貧困基準は、2005年の
ICPの結果に基づく購買力平価（PPP）為替レートの改訂を反映している。この改訂は、
開発途上国全般の生活費が以前に推計されたよりも高いことを明らかにしている。これら
の改訂の結果、各国の貧困率は前年版以前の白書で報告されている貧困率と比較するこ
とはできなくなった。提示されたデータの定義・手法・出典に関するより詳細な情報は、
〈www.worldbank.org〉において入手することができる。
ODA－純政府開発援助。
債務返済－公的および公的保証付の長期対外債務に対する金利の支払額および元本の返済
額の合計。
世帯あたりの所得の分布－所得の受取額から見て上位20％の世帯と下位40％の世帯がそ
れぞれ受け取っている所得の割合。

データの主な出典

１人あたりのGNI－世界銀行。
１人あたりのGDP－世界銀行。
インフレ率－世界銀行。
国際貧困ライン１日1.25米ドル未満で暮らす人の割合－世界銀行。
保健・教育・防衛支出－国際通貨基金（IMF）。
ODA－経済開発協力機構（OECD）。
債務返済－世界銀行。
世帯所得－世界銀行。

注

ａ� 低所得国（１人あたりのGNIが1,025米ドル以下）
ｂ� 低中所得国（１人あたりのGNIが1,026～4,305米ドル）
ｃ� 高中所得国（１人あたりのGNIが4,036～12,475米ドル）
ｄ� 高所得国（12,476米ドル以上）
- � データなし。
ｘ� �データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のものであり、地域平均

や世界平均値の算出には含まれていないことを示す。
e� �推計値は回帰分析に基づく。他のPPP数値は、2005年のICPの基準推計値から推定し

たもの。
�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである

ことを示す。
�**� 中国を除く。
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表８. 女性指標

表８. 女性指標

国・地域

出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2011

成人の識字率
（対男性比、%）
2007-2011*

就学率（対男性比、%）
2008-2011* 女子が初等学

校の最終学年
まで残る率（対

男性比、%）
2008-2011*

避妊法の普
及率（%）

2007-2012*

出産前のケアが行われている割合（%）
2007-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2007-2012* 妊産婦死亡率†

初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回

専門技能者
が付き添う

出産

保健施設
での出産 帝王切開

2007-2011* 2010

報告値 調整値
生涯に妊婦・出
産で死亡する
リスク（1�in:）

アフガニスタン 101 – 69 51 – 21 48 15 39 33 4 330 460 32
アルバニア 108 97 99 98 100 69 97 67 99 97 19 21 27 2,200
アルジェリア 104 79 x 94 102 104 61 x 89 x – 95 x 95 x – – 97 430
アンドラ – – 101 105 – – – – – – – – – –
アンゴラ 106 70 81 69 73 6 x 80 – 47 46 – – 450 39
アンティグアバーブーダ – 101 92 101 – – 100 – 100 – – 0 – –
アルゼンチン 110 100 99 112 101 78 x 99 x 89 x 95 99 – 44 77 560
アルメニア 109 100 102 102 – 55 99 93 100 99 13 9 30 1,700
オーストラリア 106 – 99 95 – 71 x 98 92 – 99 31 – 7 8,100
オーストリア 107 – 99 96 103 – – – – – 24 – 4 18,200
アゼルバイジャン 109 100 99 98 102 51 x 77 x 45 x 88 x 78 x 5 x 24 43 1,000
バハマ 109 – 102 105 96 45 x 98 – 99 – – 0 47 1,100
バーレーン 102 97 – – – – 100 – 97 – – – 20 1,800
バングラデシュ 102 85 – 113 114 61 55 26 32 29 17 220 240 170
バルバドス 109 – 102 109 – – 100 – 100 – – 0 x 51 1,300
ベラルーシ 118 100 100 – – 73 x 99 x – 100 100 x 22 1 4 16,300
ベルギー 107 – 100 97 103 75 x – – – – 18 – 8 7,500
ベリーズ 104 – 91 – 103 34 x 94 x – 94 89 – 55 53 610
ベナン 107 55 87 – – 13 86 61 x 84 87 4 x 400 x 350 53
ブータン 106 59 x 102 101 105 66 97 77 65 63 12 260 x 180 210
ボリビア 107 91 99 99 – 61 86 72 71 68 19 310 190 140
ボスニア・ヘルツェゴビナ 107 97 102 103 99 36 x 99 x – 100 x 100 x – 3 8 11,400
ボツワナ 96 101 96 106 104 53 94 73 95 99 – 160 160 220
ブラジル 110 100 – – – 81 x 98 91 97 x 98 50 75 56 910
ブルネイ 106 97 101 103 100 – 99 – 100 100 – – 24 1,900
ブルガリア 110 99 100 95 99 – – – 100 93 31 8 11 5,900
ブルキナファソ 104 59 91 76 109 16 94 34 66 66 2 340 300 55
ブルンジ 106 85 99 72 118 22 99 33 60 60 4 500 800 31
カンボジア 105 80 95 90 – 51 89 59 71 54 3 210 250 150
カメルーン 104 80 86 83 98 23 85 – 64 61 2 x 670 x 690 31
カナダ 106 – 100 98 – 74 x 100 99 100 99 26 – 12 5,200
カボヴェルデ 111 89 92 120 – 61 x 98 x 72 x 78 x 76 11 x 54 79 480
中央アフリカ共和国 107 62 71 58 90 15 68 38 54 53 5 540 x 890 26
チャド 106 54 73 42 96 5 53 23 23 16 2 1,100 x 1,100 15
チリ 108 100 95 103 – 58 x – – 100 100 – 20 25 2,200
中国 105 94 103 104 – 85 x 94 – 100 98 27 30 37 1,700
コロンビア 110 100 98 110 101 79 97 89 99 99 43 63 92 430
コモロ 105 87 92 – – 26 x 75 x – 62 x – – 380 x 280 67
コンゴ 105 – 95 – – 45 93 – 94 92 3 x 780 x 560 39
クック諸島 – – 102 110 – 29 100 – 100 100 – 0 – –
コスタリカ 106 100 99 106 103 82 90 86 99 99 21 y 23 40 1,300
コートジボワール 104 72 83 – 96 18 91 – 59 57 6 x 540 x 400 53
クロアチア 110 99 100 107 101 – – – 100 – 19 9 17 4,100
キューバ 105 100 98 99 102 74 100 100 100 100 – 41 73 1,000
キプロス 106 98 99 100 – – 99 – – 100 – – 10 6,300
チェコ 108 – 99 101 100 – – – 100 – 20 2 5 12,100
朝鮮民主主義人民共和国 110 100 – – – 69 x 100 94 100 95 13 77 81 670
コンゴ民主共和国 107 74 87 58 88 17 89 45 80 75 7 550 540 30
デンマーク 106 – 100 102 100 – – – – – 21 – 12 4,500
ジブチ 105 – 90 80 101 23 92 x – 93 x 87 x 12 550 x 200 140
ドミニカ – – 98 109 105 – 100 – 100 – – 0 – –
ドミニカ共和国 108 100 88 112 – 73 99 95 98 98 42 160 150 240
エクアドル 108 97 101 103 – 73 x 84 x 58 x,y 98 x 85 x 26 x 61 110 350
エジプト 105 79 96 96 – 60 74 66 79 72 28 55 66 490
エルサルバドル 114 94 95 101 101 73 94 78 y 96 85 25 56 81 490
赤道ギニア 105 93 97 – 108 10 x 86 x – 65 x – – – 240 88
エリトリア 108 73 84 76 94 8 x 70 x 41 x 28 x 26 x 3 x – 240 86
エストニア 115 100 99 102 100 – – – 100 x – – 7 x 2 25,100
エチオピア 106 59 91 82 100 29 43 19 10 10 2 680 350 67
フィジー 108 – 98 109 95 32 100 – 100 – – 23 26 1,400
フィンランド 108 – 99 105 100 – 100 x – – 100 16 – 5 12,200
フランス 108 – 99 101 – 71 x 100 x – – – 21 – 8 6,200
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表８｜ 女性指標 

国・地域

出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2011

成人の識字率
（対男性比、%）
2007-2011*

就学率（対男性比、%）
2008-2011* 女子が初等学

校の最終学年
まで残る率（対

男性比、%）
2008-2011*

避妊法の普
及率（%）

2007-2012*

出産前のケアが行われている割合（%）
2007-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2007-2012* 妊産婦死亡率†

初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回

専門技能者
が付き添う

出産

保健施設
での出産 帝王切開

2007-2011* 2010

報告値 調整値
生涯に妊婦・出
産で死亡する
リスク（1�in:）

ガボン 103 92 97 – – 33 x 94 x 63 x 86 x 85 x 6 x 520 x 230 130
ガンビア 104 67 102 95 94 13 98 72 57 56 3 730 x 360 56
グルジア 110 100 103 – 105 53 98 90 100 98 24 19 67 960
ドイツ 106 – 100 95 101 – 100 x – – – 29 – 7 10,600
ガーナ 103 84 100 91 91 34 96 87 68 67 11 450 350 68
ギリシャ 106 98 – – – 76 x – – – – – – 3 25,500
グレナダ 104 – 100 103 – 54 x 100 – 99 – – 0 24 1,700
グアテマラ 111 87 96 93 – 54 93 – 52 51 16 140 120 190
ギニア 106 58 84 59 76 9 x 88 50 46 39 2 980 x 610 30
ギニアビサウ 107 60 94 – – 14 93 70 44 42 – 410 x 790 25
ガイアナ 109 – 104 111 96 43 92 79 92 89 13 86 280 150
ハイチ 104 84 x – – – 32 x 85 x 54 x 26 x 25 x 3 x 630 x 350 83
バチカン – – – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 107 100 100 123 – 65 x 92 x 81 x 67 x 67 x 13 x – 100 270
ハンガリー 111 100 99 99 100 – – – 100 – 31 19 21 3,300
アイスランド 104 – 100 103 – – – – – – 17 – 5 8,900
インド 105 68 x 100 92 – 55 74 x 37 x 52 47 9 x 210 200 170
インドネシア 105 94 102 100 – 61 93 82 79 55 15 230 220 210
イラン 105 90 101 86 100 79 x 98 x 94 x 97 x 96 x 40 x 25 x 21 2,400
イラク 110 82 – – – 50 x 84 x – 80 65 21 x 84 x 63 310
アイルランド 106 – 100 105 – 65 x 100 x – 100 x 100 25 – 6 8,100
イスラエル 106 – 101 102 98 – – – – – – – 7 5,100
イタリア 107 99 99 99 100 – 99 x 68 x – 99 x 40 – 4 20,300
ジャマイカ 107 112 95 103 102 72 99 87 98 97 15 95 x 110 370
日本 109 – 100 100 100 54 x – – – 100 x – – 5 13,100
ヨルダン 104 93 100 106 – 59 99 94 99 99 19 19 63 470
カザフスタン 118 100 100 97 100 51 x 100 x – 100 100 x – 17 51 770
ケニア 104 93 98 90 – 46 92 47 44 43 6 490 360 55
キリバス – – 104 111 – 22 88 71 80 66 10 0 – –
クウェート 102 97 103 107 100 – 100 – 100 – – – 14 2,900
キルギス 113 99 99 99 99 48 x 97 x – 99 97 x – 64 71 480
ラオス 104 77 x 93 83 – 38 x 35 x – 20 x 17 x 2 410 x 470 74
ラトビア 115 100 99 98 100 – 92 x – 100 x – – 32 34 2,000
レバノン 106 92 97 112 103 54 96 x – 98 x – – – 25 2,100
レソト 97 115 98 138 124 47 92 70 62 59 7 1,200 620 53
リベリア 104 88 91 – – 11 79 66 46 37 4 990 770 24
リビア 107 86 – – – – 93 – 100 – – – 58 620
リヒテンシュタイン – – 94 103 96 – – – – – – – – –
リトアニア 117 100 99 98 100 – 100 x – 100 x – – 9 8 9,400
ルクセンブルク 107 – 101 102 – – – – 100 x 100 x 29 – 20 3,200
マダガスカル 105 91 98 94 105 40 86 49 44 35 2 500 240 81
マラウイ 100 84 104 91 103 46 95 46 71 73 5 680 460 36
マレーシア 106 95 – 107 100 – 91 – 99 99 – 30 29 1,300
モルディブ 103 100 x 96 – – 35 99 85 95 95 32 140 x 60 870
マリ 104 47 87 70 95 8 x 70 x 35 x 49 x 45 x 2 x 460 x 540 28
マルタ 106 103 x 101 89 91 – 100 x – – 100 – – 8 8,900
マーシャル諸島 – – 99 103 91 45 81 77 99 85 9 140 – –
モーリタニア 106 79 105 85 99 9 75 16 x 61 48 3 x 690 510 44
モーリシャス 109 95 101 100 99 76 x – – 98 x 98 x – 22 x 60 1,000
メキシコ 106 97 99 107 102 73 96 86 95 80 43 52 50 790
ミクロネシア連邦 103 – – – – 55 80 – 100 – – 0 100 290
モナコ – – – – – – – – – – – – – –
モンゴル 112 101 98 107 102 55 99 – 99 99 21 47 63 600
モンテネグロ 107 98 98 101 – 39 x 97 x – 100 100 – 13 8 7,400
モロッコ 107 64 94 – 100 67 77 – 74 73 16 130 100 400
モザンビーク 104 61 90 82 94 12 92 – 55 58 2 x 500 490 43
ミャンマー 105 95 100 106 107 46 83 – 71 36 – 320 x 200 250
ナミビア 102 99 99 – 107 55 95 70 81 81 13 450 200 160
ナウル – – 106 120 – 36 95 40 97 99 8 300 x – –
ネパール 103 66 – – – 50 58 50 36 35 5 280 x 170 190
オランダ 105 – 99 99 – 69 – – – 100 14 – 6 10,500
ニュージーランド 105 – 100 105 – – – – – – 23 – 15 3,300
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表８｜ 女性指標 

国・地域

出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2011

成人の識字率
（対男性比、%）
2007-2011*

就学率（対男性比、%）
2008-2011* 女子が初等学

校の最終学年
まで残る率（対

男性比、%）
2008-2011*

避妊法の普
及率（%）

2007-2012*

出産前のケアが行われている割合（%）
2007-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2007-2012* 妊産婦死亡率†

初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回

専門技能者
が付き添う

出産

保健施設
での出産 帝王切開

2007-2011* 2010

報告値 調整値
生涯に妊婦・出
産で死亡する
リスク（1�in:）

ニカラグア 109 100 x 98 110 – 72 90 78 74 74 20 63 95 350
ニジェール 102 35 x 82 66 94 18 46 x 15 x 18 x 17 x 1 x 650 x 590 23
ナイジェリア 103 70 91 88 107 15 58 45 39 35 2 550 630 29
ニウエ – – – – – 23 x 100 – 100 – – 0 x – –
ノルウェー 106 – 100 98 100 88 x – – – – 16 – 7 7,900
オマーン 107 90 97 99 – 24 99 96 99 99 14 26 32 1,200
パキスタン 103 59 82 76 92 27 61 28 43 41 7 280 260 110
パラオ – – – – – 22 90 81 100 100 – 0 – –
パナマ 107 99 97 107 100 52 96 – 89 88 – 60 92 410
パプアニューギニア 107 90 89 – – 32 x 79 x 55 x 53 x 52 x – 730 x 230 110
パラグアイ 106 98 97 105 106 79 96 91 82 – 33 100 99 310
ペルー 107 89 100 98 101 75 95 94 85 85 23 93 67 570
フィリピン 110 101 98 108 111 51 91 78 62 44 10 160 x 99 300
ポーランド 112 100 99 99 100 – – – 100 x – 21 2 5 14,400
ポルトガル 108 97 97 104 – 67 x 100 x – 100 x – 31 – 8 9,200
カタール 99 99 100 121 – – 100 – 100 – – – 7 5,400
韓国 109 – 99 99 100 80 – – – – 32 – 16 4,800
モルドバ 111 99 100 102 104 68 x 98 x 89 x 100 99 9 x 15 41 1,500
ルーマニア 110 99 99 99 100 70 x 94 x 76 x 99 98 x 19 x 21 27 2,600
ロシア連邦 119 100 100 98 – 80 – – 100 – – 17 34 2,000
ルワンダ 105 90 102 102 – 52 98 35 69 69 7 480 340 54
セントクリストファー・
ネーヴィス – – 100 99 90 54 100 – 100 – – 0 – –
セントルシア 108 – 96 99 97 – 99 – 100 – – 0 x 35 1,400
セントビンセント・
グレナディーン 106 – 93 102 – 48 x 100 – 99 – – 0 x 48 940
サモア 109 100 102 114 – 29 93 58 81 81 13 29 x 100 260
サンマリノ – – 113 102 – – – – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 105 90 100 103 121 38 98 72 82 79 5 160 70 330
サウジアラビア 103 90 99 95 – 24 97 – 97 – – – 24 1,400
セネガル 104 63 106 88 105 13 93 50 65 73 6 390 370 54
セルビア 106 97 99 102 100 61 99 94 100 100 25 9 12 4,900
セーシェル – 101 100 109 – – – – – – – 57 x – –
シエラレオネ 103 59 93 – – 11 93 75 63 50 5 860 890 23
シンガポール 106 96 – – 100 – – – – 100 x – – 3 25,300
スロバキア 111 – 99 101 100 – 97 x – 100 – 24 10 6 12,200
スロベニア 109 100 99 100 100 – 100 x – 100 – – 10 12 5,900
ソロモン諸島 104 – – – – 35 74 65 86 85 6 150 93 240
ソマリア 106 – – – – 15 x 26 x 6 x 33 x 9 x – 1,000 x 1,000 16
南アフリカ 102 96 96 105 – 60 x 97 87 91 x 89 x 21 x 400 x 300 140
南スーダンδ – – – – – 4 40 17 19 12 1 2,100 x – –
スペイン 108 98 99 102 101 66 x – – – – 26 – 6 12,000
スリランカ 109 97 100 – – 68 99 93 99 98 24 39 x 35 1,200
パレスチナ 105 94 98 108 – 50 x 99 x – 99 x 97 x 15 x – 64 330
スーダンδ – – – – – 9 56 47 23 21 7 94 x – –
スリナム 110 99 95 123 122 46 x 90 x – 90 x 88 x – 180 130 320
スワジランド 98 99 92 100 107 65 97 77 82 80 12 590 x 320 95
スウェーデン 105 – 99 99 100 – 100 x – – – – – 4 14,100
スイス 106 – 100 97 – – – – – – 30 – 8 9,500
シリア 104 86 98 100 101 54 88 64 96 78 26 65 x 70 460
タジキスタン 110 100 96 87 101 37 89 49 88 88 – 45 65 430
タイ 109 96 x 99 108 – 80 99 80 100 99 24 12 x 48 1,400
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 106 97 101 99 – 40 99 94 98 98 25 4 10 6,300
東ティモール 103 83 96 101 111 22 84 55 29 22 2 560 300 55
トーゴ 106 61 90 – 123 15 72 55 59 67 9 – 300 80
トンガ 108 100 x – – – 32 98 – 98 98 – 36 110 230
トリニダードトバゴ 110 99 97 107 106 43 x 96 x – 98 x 97 x – – 46 1,300
チュニジア 106 82 96 106 102 60 x 96 x 68 x 95 x 89 x 21 x – 56 860
トルコ 106 89 98 91 103 73 92 74 91 90 37 29 x 20 2,200
トルクメニスタン 114 100 – – – 48 x 99 x 83 x 100 x 98 x 3 x 12 67 590
ツバル – – – – – 31 97 67 98 93 7 0 x – –
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表８｜ 女性指標

国・地域

出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2011

成人の識字率
（対男性比、%）
2007-2011*

就学率（対男性比、%）
2008-2011* 女子が初等学

校の最終学年
まで残る率（対

男性比、%）
2008-2011*

避妊法の普
及率（%）

2007-2012*

出産前のケアが行われている割合（%）
2007-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2007-2012* 妊産婦死亡率†

初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回

専門技能者
が付き添う

出産

保健施設
での出産 帝王切開

2007-2011* 2010

報告値 調整値
生涯に妊婦・出
産で死亡する
リスク（1�in:）

ウガンダ 103 78 101 85 101 30 93 48 57 57 5 440 310 49
ウクライナ 118 100 101 98 101 67 99 75 99 99 10 16 32 2,200
アラブ首長国連邦 103 102 x – – – – 100 – 100 100 – 0 12 4,000
英国 105 – 100 102 – 84 – – – – 26 – 12 4,600
タンザニア 103 85 102 – 113 34 88 43 49 50 5 450 460 38
米国 107 – 99 101 89 79 – – – – 31 13 21 2,400
ウルグアイ 110 101 97 – 104 78 x 96 90 100 – 34 34 29 1,600
ウズベキスタン 110 100 97 99 101 65 x 99 x – 100 x 97 x – 21 28 1,400
バヌアツ 106 96 95 102 94 38 84 – 74 80 – 86 110 230
ベネズエラ 108 100 97 110 105 – 94 x – 95 x 95 x – 63 92 410
ベトナム 105 96 94 109 – 78 94 60 93 92 20 69 59 870
イエメン 105 58 82 62 – 28 x 47 x 14 x 36 x 24 x 9 x 370 x 200 90
ザンビア 102 77 101 – 95 41 94 60 47 48 3 590 440 37
ジンバブエ 97 – – – – 59 90 65 66 65 5 960 570 52

合算値
スーダンと南スーダンδ 106 – – – – – – – – – – – 730 31

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 104 76 93 82 101 24 77 46 49 47 4 – 500 39
　東部・南部アフリカ 104 82 96 89 103 34 81 44 44 43 4 – 410 52
　西部・中部アフリカ 104 70 89 76 100 17 74 47 55 52 4 – 570 32
中東と北アフリカ 105 82 94 92 – 48 77 - 73 62 - – 170 190
南アジア 104 69 98 91 – 52 70 35 49 44 9 – 220 150
東アジアと太平洋諸国 105 94 102 104 – 64 ** 93 77 ** 92 84 23 – 82 680
ラテンアメリカとカリブ海諸国 109 98 97 108 102 - 96 89 90 89 40 – 81 520
CEE/CIS 113 98 99 97 101 73 - - 97 - - – 32 1,700
後発開発途上国 104 76 94 84 102 35 74 38 48 44 6 – 430 52
世界 106 90 97 97 100 ** 55 ** 81 50 ** 66 61 16 – 210 180

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

出生時の平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。
成人の識字率－日常生活に関する短く、簡単な文章を理解しながら、読み書きの両方ができる15歳
以上の人の数が当該年齢の総人口に占める割合。
初等教育総就学率－年齢に関わらず、初等学校に就学する子どもの人数が、公式の初等学校就学年齢
に相当する子どもの総人口に占める割合。
中等教育総就学率－年齢に関わらず、中等学校に就学する子どもの人数が、公式の中等学校就学年齢
に相当する子どもの総人口に占める割合。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合－初等学校の第１学年に入学した子どものうち、最終
学年に達した者の割合。（管理データ）
避妊法の普及率－15～49歳の女性のうち、現在避妊手段を使っている者の割合。
出産前のケアが行われている割合－15～49歳の女性で、妊娠中に少なくとも１回、専門技能を有す
る保健従事者（医師、看護師または助産師）によるケアを受けた女性と、いずれかのサービス提供者
から少なくとも４回ケアを受けた女性の割合。
専門技能者が付き添う出産－専門技能を有する保健従事者（医師、看護師または助産師）が付き添う
出産の割合。
保健施設での出産－調査前２年間に、保健施設で出産をした15～49歳の女性の割合。
帝王切開－帝王切開による出産率（５-15%の帝王切開率が、十分な緊急時の出産ケアとして期待さ
れる。）
妊産婦死亡率－出生10万人あたり、妊娠関連の原因で死亡する女性の年間人数。「報告値」は各国か
ら報告された数字で、報告漏れおよび分類の誤りを考慮して調整されていないもの。妊産婦死亡率の
数値は、以下のような方法で四捨五入されている。〈100、四捨五入なし。100～999は10未満分が
四捨五入される。1000以上は、100未満分が四捨五入される。〉
生涯に妊娠・出産で死亡するリスク－同指標は、１人の女性が生殖可能期間内に妊娠する確率、およ
びその妊娠・出産の結果として死亡する確率の双方を考慮に入れたもの。（訳注：同指標が100の場合、
女性が生殖可能期間内の妊娠・出産によって死亡する確率は100人に１人ということになる。）

データの主な出典

平均余命－国連人口局。
成人の識字率－ユネスコ統計研究所（UIS）。
初等・中等教育就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合－ユネスコ統計研究所（UIS）。地域平均および世界
平均はユニセフが計算。
避妊法の普及率－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別代表資料、
国連人口局。
出産前のケアが行われている割合－DHS、MICS、その他の国別代表資料。
専門技能者が付き添う出産－DHS、MICS、その他の国別代表資料。
保健施設での出産－DHS、MICS、その他の国別代表資料。
帝王切開－DHS、MICS、その他の国別代表資料。
妊産婦死亡率（報告値）－世帯調査と人口動態統計を含む国別代表資料。
妊産婦死亡率（調整値）－国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ（WHO、ユニセフ、国連
人口基金（UNFPA）、世界銀行）。
生涯に妊娠・出産で死亡するリスク－国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ（WHO、ユニ
セフ、国連人口基金（UNFPA）、世界銀行）。

注

- � データなし。
ｘ　�データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のイン

ドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。
2000年以前の推計値は表示されていない。

y　�データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものではあるが、地
域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
�**� 中国を除く。
†� �「報告値」の欄に挙げられた妊産婦死亡率のデータは、各国当局が報告したもの。「調整値」と

示したデータは、2012年５月に発表された2010年国連機関間妊産婦死亡推計値を参照したも
の。国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ（WHO、ユニセフ、国連人口基金（UNFPA）、
世界銀行）は、定期的に、裏付けのある報告漏れや誤分類を説明する国際比較可能な妊産婦死
亡のデータ一式を提示し、データのとれない国の推計値も生成している。ただし、最新の推計
値の中の国の数やデータが増えるため、これらの値は以前報告された妊産婦死亡率「調整値」
とは比較できないものである。1990年、1995年、2000年、2005年、2010年における比較可
能な時系列の妊産婦死亡率のデータは、（www.childinfo.org）より入手することができる。
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表９. 子どもの保護指標

国・地域

児童労働（%）+

2002-2011*
児童婚（%）
2002-2011*

出生登録
（%）

200５-2011*

女性器切除/カッティング（FGM/C）（%）
2002-2011*

妻に対するドメスティック・
バイオレンスの正当化（%）

2002-2011*

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）+

200５-2011*普及率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 娘b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

アフガニスタン 10 11 10 15 40 37 – – – – 90 74 75 74
アルバニア 12 14 9 0 10 99 – – – 36 30 75 78 71
アルジェリア 5 y 6 y 4 y 0 2 99 – – – – 68 88 89 87
アンドラ – – – – – – – – – – – – – –
アンゴラ 24 x 22 x 25 x – – 29 x – – – – – – – –
アンティグアバーブーダ – – – – – – – – – – – – – –
アルゼンチン 7 y 8 y 5 y – – 91 x,y – – – – – – – –
アルメニア 4 y 5 y 3 y 0 7 100 – – – 20 9 70 72 67
オーストラリア – – – – – – – – – – – – – –
オーストリア – – – – – – – – – – – – – –
アゼルバイジャン 7 y 8 y 5 y 1 12 94 – – – 58 49 75 79 71
バハマ – – – – – – – – – – – – – –
バーレーン 5 x 6 x 3 x – – – – – – – – – – –
バングラデシュ 13 18 8 32 66 10 – – – 36 36 – – –
バルバドス – – – – – – – – – – – – – –
ベラルーシ 5 6 4 0 7 – – – – – – 84 87 80
ベルギー – – – – – – – – – – – – – –
ベリーズ 6 7 5 3 26 95 – – – – 9 71 71 70
ベナン 46 47 45 8 34 60 13 2 1 14 47 – – –
ブータン 3 3 3 6 26 100 – – – – 68 – – –
ボリビア 26 y 28 y 24 y 3 22 76 y – – – – 16 – – –
ボスニア・ヘルツェゴビナ 5 7 4 0 6 100 – – – – 5 38 40 36
ボツワナ 9 y 11 y 7 y – – 72 – – – – – – – –
ブラジル 3 y 4 y 2 y 11 36 93 y – – – – – – – –
ブルネイ – – – – – – – – – – – – – –
ブルガリア – – – – – – – – – – – – – –
ブルキナファソ 39 42 36 10 52 77 76 13 y 9 34 44 83 84 82
ブルンジ 26 26 27 3 20 75 – – – 44 73 – – –
カンボジア 37 y – – 2 18 62 – – – 22 y 46 y – – –
カメルーン 31 31 30 11 36 70 1 1 7 – 56 93 93 93
カナダ – – – – – – – – – – – – – –
カボヴェルデ 3 x,y 4 x,y 3 x,y 3 18 91 – – – 16 y 17 – – –
中央アフリカ共和国 29 27 30 29 68 61 24 1 y 11 80 y 80 92 92 92
チャド 26 25 28 29 68 16 44 18 38 – 62 84 85 84
チリ 3 3 2 – – 100 y – – – – – – – –
中国 – – – – – – – – – – – – – –
コロンビア 9 y 12 y 6 y 6 23 97 – – – – – – – –
コモロ 27 x 26 x 28 x – – 83 x – – – – – – – –
コンゴ 25 24 25 7 33 81 y – – – – 76 – – –
クック諸島 – – – – – – – – – – – – – –
コスタリカ 5 6 3 – – – – – – – – – – –
コートジボワール 35 36 34 8 35 55 36 9 20 – 65 91 91 91
クロアチア – – – – – – – – – – – – – –
キューバ – – – 9 40 100 y – – – – – – – –
キプロス – – – – – – – – – – – – – –
チェコ – – – – – – – – – – – – – –
朝鮮民主主義人民共和国 – – – – – 100 – – – – – – – –
コンゴ民主共和国 15 13 17 9 39 28 – – – – 76 92 92 91
デンマーク – – – – – – – – – – – – – –
ジブチ 8 8 8 2 5 89 93 49 37 – – 72 73 71
ドミニカ – – – – – – – – – – – – – –
ドミニカ共和国 13 18 8 12 41 79 – – – – 4 67 69 65
エクアドル 8 7 8 4 22 90 – – – – – – – –
エジプト 7 8 5 2 17 99 91 24 y 54 – 39 y 92 y – –
エルサルバドル 5 y 7 y 3 y 5 25 99 – – – – – – – –
赤道ギニア 28 x 28 x 28 x – – 32 x – – – – – – – –
エリトリア – – – 20 47 – 89 63 49 – 71 – – –
エストニア – – – – – – – – – – – – – –
エチオピア 27 y 31 y 24 y 16 41 7 74 38 – 45 68 – – –
フィジー – – – – – – – – – – – 72 y – –
フィンランド – – – – – – – – – – – – – –
フランス – – – – – – – – – – – – – –

表９. 子どもの保護指標
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表９｜ 子どもの保護指標 

国・地域

児童労働（%）+

2002-2011*
児童婚（%）
2002-2011*

出生登録
（%）

200５-2011*

女性器切除/カッティング（FGM/C）（%）
2002-2011*

妻に対するドメスティック・
バイオレンスの正当化（%）

2002-2011*

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）+

200５-2011*普及率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 娘b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

ガボン – – – 11 x 34 x 89 x – – – – – – – –
ガンビア 19 21 18 7 36 53 76 42 y 64 – 75 90 90 91
グルジア 18 20 17 1 14 99 – – – – 7 67 70 63
ドイツ – – – – – – – – – – – – – –
ガーナ 34 34 34 5 21 63 4 0 y 2 26 y 44 94 94 94
ギリシャ – – – – – – – – – – – – – –
グレナダ – – – – – – – – – – – – – –
グアテマラ 21 y – – 7 30 97 – – – – – – – –
ギニア 25 26 24 20 63 43 96 57 69 – 86 – – –
ギニアビサウ 38 40 36 7 22 24 50 39 34 – 40 y 82 82 81
ガイアナ 16 17 16 6 23 88 – – – 19 16 76 79 74
ハイチ 21 22 19 6 30 81 – – – – 29 – – –
バチカン – – – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 16 16 15 11 39 94 – – – – 16 – – –
ハンガリー – – – – – – – – – – – – – –
アイスランド – – – – – – – – – – – – – –
インド 12 12 12 18 47 41 – – – 51 54 – – –
インドネシア 7 y 8 y 6 y 4 22 53 – – – 16 y 31 y – – –
イラン – – – – – – – – – – – – – –
イラク 11 12 9 3 17 95 – – – – 59 86 87 84
アイルランド – – – – – – – – – – – – – –
イスラエル – – – – – – – – – – – – – –
イタリア – – – – – – – – – – – – – –
ジャマイカ 6 7 5 1 9 98 – – – 22 y 3 y 89 90 87
日本 – – – – – – – – – – – – – –
ヨルダン 2 y 3 y 0 y 1 10 – – – – – 90 y – – –
カザフスタン 2 2 2 0 6 100 – – – 17 12 49 54 45
ケニア 26 x 27 x 25 x 6 26 60 27 – 9 44 53 – – –
キリバス – – – 3 20 94 – – – 60 76 81 y – –
クウェート – – – – – – – – – – – – – –
キルギス 4 4 3 1 10 94 – – – – 38 54 y 58 y 49 y
ラオス 11 10 13 – – 72 – – – – 81 74 75 72
ラトビア – – – – – – – – – – – – – –
レバノン 2 3 1 1 6 100 – – – – 10 y 82 82 82
レソト 23 x 25 x 21 x 2 19 45 – – – 48 37 – – –
リベリア 21 21 21 11 38 4 y 58 – – 30 59 94 94 94
リビア – – – – – – – – – – – – – –
リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – – – –
リトアニア – – – – – – – – – – – – – –
ルクセンブルク – – – – – – – – – – – – – –
マダガスカル 28 y 29 y 27 y 14 48 80 – – – 30 32 – – –
マラウイ 26 25 26 12 50 – – – – 13 13 – – –
マレーシア – – – – – – – – – – – – – –
モルディブ – – – 0 4 93 – – – 14 y 31 y – – –
マリ 21 22 21 15 55 81 89 75 73 – 87 – – –
マルタ – – – – – – – – – – – – – –
マーシャル諸島 – – – 6 26 96 – – – 58 56 – – –
モーリタニア 16 18 15 15 35 56 72 66 53 – – – – –
モーリシャス – – – – – – – – – – – – – –
メキシコ 5 6 5 5 23 – – – – – – – – –
ミクロネシア連邦 – – – – – – – – – – – – – –
モナコ – – – – – – – – – – – – – –
モンゴル 10 10 11 0 5 99 – – – 9 y 10 46 48 43
モンテネグロ 10 12 8 0 5 98 – – – – 11 63 64 61
モロッコ 8 9 8 3 16 85 x,y – – – – 64 91 92 90
モザンビーク 22 21 24 21 56 31 – – – – 36 – – –
ミャンマー – – – – – 72 – – – – – – – –
ナミビア – – – 2 9 67 – – – 41 35 – – –
ナウル – – – 2 27 83 – – – – – – – –
ネパール 34 y 30 y 38 y 10 41 42 – – – 22 23 – – –
オランダ – – – – – – – – – – – – – –
ニュージーランド – – – – – – – – – – – – – –
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表９｜ 子どもの保護指標 

国・地域

児童労働（%）+

2002-2011*
児童婚（%）
2002-2011*

出生登録
（%）

200５-2011*

女性器切除/カッティング（FGM/C）（%）
2002-2011*

妻に対するドメスティック・
バイオレンスの正当化（%）

2002-2011*

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）+

200５-2011*普及率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 娘b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

ニカラグア 15 x 18 x 11 x 10 41 81 y – – – – 14 – – –
ニジェール 43 43 43 36 75 32 y 2 1 3 – 70 – – –
ナイジェリア 29 29 29 16 39 30 30 y 30 y 22 30 43 – – –
ニウエ – – – – – – – – – – – – – –
ノルウェー – – – – – – – – – – – – – –
オマーン – – – – – – – – – – – – – –
パキスタン – – – 7 24 27 – – – – – – – –
パラオ – – – – – – – – – – – – – –
パナマ 7 y 10 y 4 y – – – – – – – – – – –
パプアニューギニア – – – 2 21 – – – – – – – – –
パラグアイ 15 17 12 – 18 – – – – – – – – –
ペルー 34 y 31 y 36 y 3 19 93 – – – – – – – –
フィリピン – – – 2 14 83 x – – – – 14 – – –
ポーランド – – – – – – – – – – – – – –
ポルトガル 3 x,y 4 x,y 3 x,y – – – – – – – – – – –
カタール – – – – – – – – – – – – – –
韓国 – – – – – – – – – – – – – –
モルドバ 16 20 12 1 19 98 x – – – 22 y 21 – – –
ルーマニア 1 x 1 x 1 x – – – – – – – – – – –
ロシア連邦 – – – – – – – – – – – – – –
ルワンダ 29 27 30 1 8 63 – – – 25 56 – – –
セントクリストファー・
ネーヴィス – – – – – – – – – – – – – –
セントルシア – – – – – – – – – – – – – –
セントビンセント・
グレナディーン – – – – – – – – – – – – – –
サモア – – – – – 48 – – – 46 61 – – –
サンマリノ – – – – – – – – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 8 8 7 5 34 75 – – – 22 20 – – –
サウジアラビア – – – – – – – – – – – – – –
セネガル 17 y 18 y 16 y 12 33 75 26 13 y 17 25 60 – – –
セルビア 4 5 4 1 5 99 – – – 7 y 3 67 70 64
セーシェル – – – – – – – – – – – – – –
シエラレオネ 26 27 25 18 44 78 88 10 y 72 – 73 82 81 82
シンガポール – – – – – – – – – – – – – –
スロバキア – – – – – – – – – – – – – –
スロベニア – – – – – – – – – – – – – –
ソロモン諸島 – – – 3 22 – – – – 65 69 72 y – –
ソマリア 49 45 54 8 45 3 98 46 65 – 76 y – – –
南アフリカ – – – 1 6 92 y – – – – – – – –
南スーダンδ – – – 9 52 35 – – – – 79 – – –
スペイン – – – – – – – – – – – – – –
スリランカ – – – 2 12 97 – – – – 53 y – – –
パレスチナ – – – 7 19 96 y – – – – – 95 – –
スーダンδ – – – 7 33 59 88 37 y 42 – 47 – – –
スリナム 6 7 5 3 19 97 – – – – 13 86 87 85
スワジランド 7 8 7 1 7 50 – – – 23 y 28 89 90 88
スウェーデン – – – – – – – – – – – – – –
スイス – – – – – – – – – – – – – –
シリア 4 5 3 3 13 95 – – – – – 89 90 88
タジキスタン 10 9 11 1 13 88 – – – – 74 y 78 80 75
タイ 8 8 8 3 20 99 – – – – – – – –
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 13 12 13 1 7 100 – – – – 15 69 71 67
東ティモール 4 4 4 3 19 55 – – – 81 86 – – –
トーゴ 28 28 29 6 25 78 4 0 y 2 – 43 93 94 93
トンガ – – – – – – – – – – – – – –
トリニダードトバゴ 1 1 1 2 8 96 – – – – 8 77 78 77
チュニジア – – – – – – – – – – – – – –
トルコ 3 y 3 y 2 y 3 14 94 – – – – 25 – – –
トルクメニスタン – – – 1 7 96 – – – – 38 y – – –
ツバル – – – 0 10 50 – – – 73 70 – – –
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表９｜ 子どもの保護指標

国・地域

児童労働（%）+

2002-2011*
児童婚（%）
2002-2011*

出生登録
（%）

200５-2011*

女性器切除/カッティング（FGM/C）（%）
2002-2011*

妻に対するドメスティック・
バイオレンスの正当化（%）

2002-2011*

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）+

200５-2011*普及率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 娘b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

ウガンダ 25 y 27 y 24 y 10 40 30 1 1 y 9 44 58 – – –
ウクライナ 7 8 7 0 10 100 – – – 11 4 70 76 65
アラブ首長国連邦 – – – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – – – –
タンザニア 21 y 23 y 19 y 7 37 16 15 3 6 38 54 – – –
米国 – – – – – – – – – – – – – –
ウルグアイ 8 y 8 y 8 y – – – – – – – – – – –
ウズベキスタン – – – 0 7 100 – – – 59 y 70 – – –
バヌアツ – – – 9 27 26 – – – – – 78 y – –
ベネズエラ 8 x 9 x 6 x – – 92 x – – – – – – – –
ベトナム 7 7 7 1 9 95 – – – – 36 74 76 71
イエメン 23 21 24 11 32 22 23 x,y 20 x,y 41 x,y – – 95 95 95
ザンビア 41 y 42 y 40 y 9 42 14 1 – – 49 62 – – –
ジンバブエ – – – 4 31 49 – – – 34 40 – – –

合算値
スーダンと南スーダンδ 13 x 14 x 12 x – – – – – – – – – – –

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 27 28 26 12 37 41 40 24 21 35 55 – – –
　東部・南部アフリカ 27 28 25 9 34 37 42 – – 40 55 – – –
　西部・中部アフリカ 27 28 27 14 41 42 34 23 22 30 56 – – –
中東と北アフリカ 9 10 8 3 17 81 – – – – 52 90 – –
南アジア 12 13 12 18 46 37 – – – 49 52 – – –
東アジアと太平洋諸国 8 ** 8 ** 7 ** 3 ** 18 ** 70 ** – – – – 30 ** – – –
ラテンアメリカとカリブ海諸国 9 9 7 7 29 93 – – – – - – – –
CEE/CIS 5 6 4 1 10 96 – – – – 27 – – –
後発開発途上国 23 24 22 16 46 35 – – – 36 54 – – –
世界 15 ** 15 ** 14 ** 11 ** 34 ** 51 ** – – – – 47 ** – – –

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

児童労働－調査の時点に児童労働活動に従事した５～14歳の子どもの割合。子どもは、
以下の条件で児童労働に従事したとみなされる。５～11歳の子どもで調査期間の直前の
週に少なくとも１時間の経済活動に従事しているか、もしくは少なくとも28時間の家事
労働に従事している。12～14歳の子どもで調査期間の直前の週に少なくとも14時間の経
済活動に従事しているか、もしくは少なくとも28時間の家事労働に従事している。
児童婚－15歳より前に結婚または事実婚状態にあった20～24歳の女性の割合と、18歳よ
り前に結婚または事実婚状態にあった20～24歳の女性の割合。
出生登録－調査の時点で出生登録されていた５歳未満の子どもの割合。この指標は、調査
者によって出生証明書が確認された子どもや、母親や面倒をみる人の証言によって出生登
録が確認されている子どもを含む。
女性器切除/カッティング（FGM/C）－（a）女性‐15～49歳で女性性器切除（FGM/C）
を受けた女性の割合。（b）娘‐ 少なくともひとりの娘がFGM/Cを受けた15～49歳の女
性の割合。（c）女性器切除/カッティングの慣行を続けるべきだと考えている15～49歳
の女性の割合。
妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－掲げられた理由のうち、少なくとも
ひとつに該当すれば、夫が妻を殴打することも正当化されると考えている15～49歳の女
性の割合。例えば、妻が食べ物を焦がした、夫に口答えした、断りなく外出した、子ども
を放任した、性的な関係を拒んだなどが含まれる。
子どもに対する暴力的なしつけ－何らかの暴力的なしつけ（心理的攻撃、体罰のいずれか、
あるいは両者とも）を経験した２～14歳の子どもの割合。

データの主な出典

児童労働－複数指標クラスター調査（MICS）、人口保健調査（DHS）、その他の国別調査。
児童婚－MICS、DHS、その他の国別調査。
出生登録－MICS、DHS、その他の国別調査および人口動態統計システム。
女性性器切除/カッティング（FGM/C）－MICS、DHS、その他の国別調査。
妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－MICS、DHS、その他の国別調査。
子どものしつけ－MICS、DHS、その他の国別調査。

注

- � データなし。
ｘ� �データが、その列の見出しに掲載されている年や時期以外のものを参照していること

を示す。これらのデータは、地域平均および世界平均の計算に含まれていない。
y� �データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものでは

あるが、地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。
＋� �統計方法のさらなる詳細な説明やこれらの推計値に対する近年の算出方法の変化は、

94ページの基本統計の欄に掲載している。
�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである

ことを示す。
�**� 中国を除く。
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表10. 前進の速度

表10. 前進の速度

国・地域

５歳
未満児
死亡率
の順位

５歳未満児死亡率 年間平均削減率（%）θ

５歳未満時死亡率
1990年
以降の
削減率
（%）θ

2000年
以降の
削減率
（%）θ

1人あたりの
GDP

年間平均成長率（%）
合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少（%）

1970 1990 2000 2011 1970-1990 1990-2000 2000-2011 1990-2011 1970-1990 1990-2011 1970 1990 2011 1970-1990 1990-2011

アフガニスタン 23 309 192 136 101 2.4 3.4 2.7 3.1 47 26 – – 7.7 8.0 6.2 -0.2 1.2
アルバニア 122 – 41 26 14 – 4.5 5.5 5.0 65 46 -0.7 x 5.3 4.9 3.2 1.5 2.1 3.6
アルジェリア 74 199 66 46 30 5.5 3.6 3.9 3.8 55 35 1.6 1.5 7.4 4.7 2.2 2.3 3.6
アンドラ 184 – 8 5 3 – 5.1 3.8 4.4 60 34 -1.4 2.5 x – – – – –
アンゴラ 8 – 243 199 158 – 2.0 2.1 2.1 35 21 – 4.1 7.3 7.2 5.3 0.1 1.4
アンティグアバーブーダ 145 – 27 15 8 – 5.9 6.1 6.0 72 49 7.8 x 0.6 – – – – –
アルゼンチン 122 58 28 20 14 3.7 3.1 3.3 3.2 49 31 -0.8 2.3 3.1 3.0 2.2 0.1 1.5
アルメニア 102 – 47 30 18 – 4.6 4.8 4.7 63 41 – 6.1 3.2 2.5 1.7 1.2 1.8
オーストラリア 165 21 9 6 5 4.2 3.8 2.9 3.4 51 27 1.6 2.2 2.7 1.9 2.0 1.9 -0.2
オーストリア 169 29 9 6 4 5.6 5.2 2.6 3.8 55 25 2.5 1.8 2.3 1.5 1.4 2.4 0.3
アゼルバイジャン 61 – 95 69 45 – 3.2 3.9 3.6 53 35 – 5.9 4.6 3.0 2.2 2.2 1.5
バハマ 107 31 22 17 16 1.8 2.6 0.4 1.4 26 4 1.9 0.7 3.5 2.6 1.9 1.5 1.6
バーレーン 135 81 21 12 10 6.9 5.0 2.0 3.4 51 19 -1.0 x 1.3 x 6.5 3.7 2.5 2.8 1.9
バングラデシュ 60 226 139 84 46 2.4 5.0 5.5 5.3 67 45 0.6 3.6 6.9 4.5 2.2 2.1 3.4
バルバドス 98 47 18 17 20 4.8 0.4 -1.2 -0.5 -10 -15 1.7 1.1 x 3.1 1.7 1.6 2.9 0.5
ベラルーシ 157 – 17 14 6 – 2.3 8.1 5.3 67 59 – 4.7 2.3 1.9 1.5 1.0 1.2
ベルギー 169 24 10 6 4 4.3 5.4 2.7 4.0 57 26 2.2 1.6 2.2 1.6 1.8 1.7 -0.7
ベリーズ 106 – 44 26 17 – 5.1 4.0 4.5 62 36 2.9 1.8 6.3 4.5 2.7 1.7 2.4
ベナン 20 261 177 140 106 1.9 2.4 2.5 2.4 40 24 0.5 1.3 6.7 6.7 5.2 0.0 1.2
ブータン 51 286 138 89 54 3.6 4.4 4.6 4.5 61 40 – 5.3 6.7 5.8 2.3 0.7 4.3
ボリビア 55 226 120 81 51 3.2 3.9 4.3 4.1 58 37 -1.1 1.6 6.6 4.9 3.3 1.5 1.9
ボスニア・ヘルツェゴビナ 145 – 19 10 8 – 6.7 2.0 4.3 59 20 – 8.3 x 2.9 1.7 1.1 2.6 1.9
ボツワナ 80 131 53 81 26 4.5 -4.3 10.4 3.4 51 68 8.1 3.4 6.6 4.7 2.7 1.7 2.6
ブラジル 107 129 58 36 16 4.0 4.9 7.5 6.3 73 56 2.3 1.6 5.0 2.8 1.8 2.9 2.1
ブルネイ 151 – 12 10 7 – 2.5 2.6 2.6 41 25 -2.2 x -0.4 x 5.8 3.5 2.0 2.4 2.7
ブルガリア 128 39 22 21 12 2.9 0.7 4.9 2.9 45 42 3.4 x 3.3 2.2 1.7 1.5 1.1 0.6
ブルキナファソ 9 291 208 182 146 1.7 1.4 2.0 1.7 30 19 1.3 2.8 6.6 6.8 5.8 -0.2 0.8
ブルンジ 10 229 183 165 139 1.1 1.0 1.5 1.3 24 15 1.2 -1.4 6.8 6.5 4.2 0.2 2.1
カンボジア 62 – 117 102 43 – 1.4 7.9 4.8 64 58 – 6.5 x 5.9 5.7 2.5 0.2 3.9
カメルーン 11 206 145 140 127 1.8 0.4 0.8 0.6 12 9 3.4 0.8 6.2 5.9 4.4 0.2 1.4
カナダ 157 22 8 6 6 4.9 2.9 0.9 1.9 33 10 2.0 1.8 2.2 1.7 1.7 1.5 -0.1
カボヴェルデ 91 160 58 39 21 5.1 4.0 5.5 4.8 63 45 – 5.0 6.9 5.3 2.3 1.3 3.9
中央アフリカ共和国 6 226 169 172 164 1.5 -0.2 0.5 0.2 3 5 -1.3 -0.5 6.0 5.8 4.5 0.1 1.1
チャド 4 257 208 189 169 1.1 1.0 1.0 1.0 19 10 -0.9 3.1 6.5 6.7 5.9 -0.1 0.6
チリ 141 82 19 11 9 7.4 5.5 2.0 3.6 53 19 1.5 3.4 4.0 2.6 1.8 2.1 1.7
中国 115 117 49 35 15 4.3 3.3 7.9 5.8 70 58 6.6 9.3 5.5 2.3 1.6 4.3 1.9
コロンビア 102 105 34 25 18 5.6 3.2 3.1 3.2 48 29 1.9 1.6 5.6 3.1 2.3 2.9 1.3
コモロ 33 219 122 100 79 2.9 2.0 2.1 2.0 35 20 -0.1 x -0.8 7.1 5.6 4.9 1.2 0.7
コンゴ 25 152 119 109 99 1.2 0.9 0.9 0.9 17 9 3.3 0.4 6.3 5.4 4.5 0.8 0.8
クック諸島 135 61 19 17 10 5.8 1.1 5.3 3.3 50 44 – – – – – – –
コスタリカ 135 71 17 13 10 7.1 2.9 2.2 2.5 41 22 0.7 2.6 5.0 3.2 1.8 2.3 2.6
コートジボワール 17 233 151 139 115 2.2 0.9 1.7 1.3 24 17 -1.7 -0.6 7.9 6.3 4.3 1.2 1.7
クロアチア 165 – 13 8 5 – 4.3 4.5 4.4 60 39 – 2.8 2.0 1.7 1.5 0.9 0.6
キューバ 157 41 13 9 6 5.6 4.5 3.5 4.0 56 32 3.9 3.0 x 4.0 1.8 1.5 4.2 0.9
キプロス 184 – 11 7 3 – 5.3 6.7 6.0 72 52 5.9 x 2.0 2.6 2.4 1.5 0.4 2.4
チェコ 169 – 14 7 4 – 7.6 4.9 6.2 73 42 – 2.7 2.0 1.8 1.5 0.6 1.0
朝鮮民主主義人民共和国 69 – 45 58 33 – -2.5 5.0 1.4 26 42 – – 4.0 2.4 2.0 2.6 0.9
コンゴ民主共和国 5 244 181 181 168 1.5 0.0 0.7 0.4 8 8 -2.2 -2.6 6.2 7.1 5.7 -0.7 1.1
デンマーク 169 16 9 6 4 3.2 4.4 3.8 4.1 57 34 2.0 1.4 2.1 1.7 1.9 1.2 -0.6
ジブチ 26 – 122 106 90 – 1.4 1.5 1.5 26 15 – -1.4 x 7.4 6.2 3.7 0.9 2.5
ドミニカ 128 54 17 15 12 5.7 1.6 2.1 1.8 32 21 5.2 x 2.2 – – – – –
ドミニカ共和国 83 122 58 39 25 3.7 4.1 4.0 4.1 58 36 2.1 3.9 6.2 3.5 2.5 2.9 1.5
エクアドル 86 138 52 34 23 4.8 4.3 3.7 4.0 56 33 1.3 1.5 6.3 3.7 2.4 2.7 1.9
エジプト 91 237 86 44 21 5.1 6.6 6.8 6.7 75 52 4.3 2.8 5.9 4.4 2.7 1.6 2.3
エルサルバドル 115 158 60 34 15 4.8 5.7 7.3 6.6 75 55 -1.9 2.4 6.2 4.0 2.2 2.3 2.8
赤道ギニア 16 – 190 152 118 – 2.2 2.3 2.3 38 22 – 18.2 5.7 5.9 5.1 -0.2 0.7
エリトリア 41 247 138 98 68 2.9 3.4 3.4 3.4 51 31 – -0.8 x 6.6 6.2 4.4 0.3 1.7
エストニア 169 – 20 11 4 – 6.2 9.7 8.1 82 66 – 5.5 x 2.1 1.9 1.7 0.4 0.6
エチオピア 36 230 198 139 77 0.7 3.6 5.3 4.5 61 44 – 3.3 6.8 7.1 4.0 -0.2 2.7
フィジー 107 53 30 22 16 2.9 2.8 2.8 2.8 45 26 0.6 1.3 4.5 3.4 2.6 1.5 1.2
フィンランド 184 16 7 4 3 4.4 4.4 3.6 4.0 57 33 2.9 2.5 1.9 1.7 1.9 0.3 -0.3
フランス 169 18 9 5 4 3.6 4.9 2.5 3.6 53 24 2.1 1.2 2.5 1.8 2.0 1.8 -0.6
ガボン 44 – 94 82 66 – 1.4 2.1 1.7 31 20 0.2 -0.7 4.7 5.2 3.2 -0.5 2.3
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表10｜ 前進の速度 

国・地域

５歳
未満児
死亡率
の順位

５歳未満児死亡率 年間平均削減率（%）θ

５歳未満時死亡率
1990年
以降の
削減率
（%）θ

2000年
以降の
削減率
（%）θ

1人あたりの
GDP

年間平均成長率（%）
合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少（%）

1970 1990 2000 2011 1970-1990 1990-2000 2000-2011 1990-2011 1970-1990 1990-2011 1970 1990 2011 1970-1990 1990-2011

ガンビア 23 286 165 130 101 2.8 2.3 2.4 2.3 39 23 0.6 0.9 6.1 6.1 4.8 0.0 1.1
グルジア 91 – 47 33 21 – 3.6 4.2 3.9 56 37 3.1 2.7 2.6 2.2 1.5 0.9 1.6
ドイツ 169 26 9 5 4 5.6 4.5 2.7 3.6 53 26 2.3 1.3 2.0 1.4 1.4 1.9 -0.2
ガーナ 34 183 121 99 78 2.1 2.0 2.2 2.1 36 21 -2.0 2.5 7.0 5.6 4.1 1.1 1.5
ギリシャ 169 38 13 8 4 5.5 5.0 5.1 5.0 65 43 1.3 2.2 2.4 1.4 1.5 2.5 -0.3
グレナダ 125 – 21 16 13 – 2.9 1.9 2.4 39 18 4.2 x 2.9 4.6 3.8 2.2 0.9 2.6
グアテマラ 74 172 78 48 30 4.0 4.8 4.2 4.5 61 37 0.2 1.3 6.2 5.6 3.9 0.6 1.7
ギニア 12 316 228 175 126 1.6 2.7 3.0 2.8 45 28 – 2.9 6.8 6.7 5.2 0.1 1.3
ギニアビサウ 7 242 210 186 161 0.7 1.2 1.3 1.3 24 14 0.0 -1.2 6.1 6.6 5.0 -0.5 1.4
ガイアナ 68 78 63 49 36 1.0 2.5 2.8 2.7 43 27 -1.3 2.8 x 5.6 2.6 2.2 3.8 0.7
ハイチ 40 229 143 102 70 2.3 3.4 3.4 3.4 51 31 – -1.0 x 5.8 5.4 3.3 0.3 2.4
バチカン – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 91 156 55 35 21 5.2 4.5 4.5 4.5 61 39 0.8 1.6 7.3 5.1 3.1 1.7 2.4
ハンガリー 157 43 19 11 6 4.2 5.3 5.1 5.2 66 43 3.0 2.5 2.0 1.8 1.4 0.6 1.2
アイスランド 184 16 6 4 3 4.6 4.8 4.0 4.4 60 36 3.2 2.1 3.0 2.2 2.1 1.6 0.1
インド 49 189 114 88 61 2.5 2.6 3.3 3.0 46 30 2.0 4.9 5.5 3.9 2.6 1.7 2.0
インドネシア 71 164 82 53 32 3.5 4.4 4.6 4.5 61 39 4.6 2.7 5.5 3.1 2.1 2.8 1.9
イラン 83 203 61 44 25 6.0 3.3 5.1 4.3 59 43 -2.3 2.7 x 6.5 4.8 1.6 1.5 5.1
イラク 67 115 46 43 38 4.6 0.7 1.1 0.9 18 11 – -1.9 x 7.4 6.0 4.6 1.0 1.2
アイルランド 169 23 9 7 4 4.6 2.5 5.1 3.9 56 43 – 0.6 x 3.8 2.0 2.1 3.2 -0.3
イスラエル 169 – 12 7 4 – 5.1 4.3 4.7 63 38 1.9 1.8 3.8 3.0 2.9 1.2 0.1
イタリア 169 33 10 6 4 6.1 5.5 3.8 4.6 62 34 2.8 0.8 2.5 1.3 1.4 3.2 -0.5
ジャマイカ 102 63 35 26 18 3.0 3.0 3.0 3.0 47 28 -1.3 0.5 5.5 2.9 2.3 3.1 1.2
日本 184 18 6 5 3 5.1 3.5 2.5 3.0 47 24 3.4 0.7 2.1 1.6 1.4 1.5 0.6
ヨルダン 91 97 37 28 21 4.8 2.7 2.7 2.7 44 26 2.5 x 2.6 7.9 5.8 3.0 1.6 3.1
カザフスタン 78 79 57 42 28 1.7 3.0 3.7 3.3 50 33 – 4.1 3.5 2.8 2.5 1.1 0.5
ケニア 38 153 98 113 73 2.2 -1.5 4.0 1.4 26 36 1.2 0.4 8.1 6.0 4.7 1.5 1.2
キリバス 58 154 88 65 47 2.8 2.9 2.9 2.9 46 27 -5.3 1.1 – – – – –
クウェート 133 60 17 13 11 6.4 2.9 1.4 2.1 36 14 -6.7 x 1.4 x 7.2 2.6 2.3 5.1 0.6
キルギス 72 143 70 47 31 3.6 3.9 4.0 4.0 56 35 – 0.7 4.9 3.9 2.7 1.2 1.8
ラオス 63 – 148 81 42 – 6.0 6.0 6.0 72 48 – 4.7 6.0 6.2 2.7 -0.1 4.0
ラトビア 145 – 21 17 8 – 1.7 6.7 4.3 60 52 3.4 4.4 1.9 1.9 1.5 0.0 1.2
レバノン 141 57 33 19 9 2.7 5.6 6.5 6.0 72 51 – 2.5 5.1 3.1 1.8 2.4 2.7
レソト 29 177 88 117 86 3.5 -2.9 2.8 0.1 2 27 2.4 2.3 5.8 4.9 3.1 0.8 2.1
リベリア 34 280 241 164 78 0.7 3.9 6.7 5.4 68 52 -4.0 5.5 6.7 6.5 5.2 0.1 1.1
リビア 107 139 44 27 16 5.7 4.9 4.7 4.8 63 40 – – 7.6 4.8 2.5 2.3 3.1
リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – 2.2 3.0 x – – – – –
リトアニア 157 26 17 12 6 2.0 3.9 6.6 5.3 67 52 – 3.6 2.3 2.0 1.5 0.7 1.4
ルクセンブルク 184 22 8 5 3 4.7 5.4 3.9 4.6 62 35 2.6 2.7 2.0 1.6 1.7 1.1 -0.3
マダガスカル 47 176 161 104 62 0.4 4.4 4.8 4.6 62 41 -2.3 -0.3 7.3 6.3 4.6 0.8 1.5
マラウイ 31 334 227 164 83 1.9 3.2 6.2 4.8 64 50 0.0 1.3 7.3 6.8 6.0 0.4 0.6
マレーシア 151 54 17 11 7 5.8 4.8 4.4 4.6 62 39 4.0 3.1 4.9 3.5 2.6 1.6 1.4
モルディブ 133 266 105 53 11 4.6 6.9 14.5 10.9 90 80 – 5.8 x 7.2 6.1 1.7 0.8 6.1
マリ 3 373 257 214 176 1.9 1.8 1.8 1.8 32 18 0.1 2.1 6.9 7.1 6.2 -0.1 0.6
マルタ 157 27 11 8 6 4.4 3.7 2.5 3.1 48 24 6.0 2.4 2.0 2.1 1.3 -0.2 2.2
マーシャル諸島 80 98 52 38 26 3.2 3.2 3.3 3.3 50 30 – 0.5 – – – – –
モーリタニア 18 197 125 118 112 2.3 0.6 0.5 0.5 10 5 -1.1 1.3 6.8 5.9 4.5 0.7 1.4
モーリシャス 115 85 24 19 15 6.3 2.5 1.9 2.2 37 19 3.2 x 3.5 4.0 2.3 1.6 2.7 1.7
メキシコ 107 108 49 29 16 4.0 5.2 5.6 5.4 68 46 1.7 1.3 6.7 3.4 2.3 3.4 1.9
ミクロネシア連邦 63 – 56 49 42 – 1.5 1.4 1.5 26 15 – 0.4 6.9 5.0 3.4 1.7 1.8
モナコ 169 – 8 5 4 – 4.2 2.4 3.3 50 24 1.4 2.1 x – – – – –
モンゴル 72 – 107 63 31 – 5.2 6.6 5.9 71 52 – 3.3 7.6 4.1 2.5 3.1 2.4
モンテネグロ 151 – 18 13 7 – 3.3 5.1 4.3 59 43 – 3.4 x 2.4 1.9 1.6 1.2 0.6
モロッコ 69 177 81 53 33 3.9 4.3 4.3 4.3 60 38 1.9 2.5 7.1 4.0 2.2 2.8 2.8
モザンビーク 22 275 226 172 103 1.0 2.7 4.7 3.7 54 40 -1.0 x 4.3 6.6 6.2 4.8 0.3 1.2
ミャンマー 47 172 107 84 62 2.4 2.5 2.6 2.6 42 25 1.6 7.4 x 6.1 3.4 2.0 2.8 2.6
ナミビア 63 113 73 74 42 2.2 -0.1 5.2 2.7 43 44 -2.1 x 1.9 6.5 5.2 3.2 1.1 2.4
ナウル 66 – 40 40 40 – 0.0 0.0 0.0 0 0 – – – – – – –
ネパール 57 249 135 83 48 3.1 4.8 5.0 4.9 64 42 1.1 1.9 6.1 5.2 2.7 0.8 3.2
オランダ 169 16 8 6 4 3.2 2.9 4.0 3.5 52 35 1.6 1.9 2.4 1.6 1.8 2.2 -0.6
ニュージーランド 157 21 11 7 6 3.1 4.1 2.1 3.0 47 20 1.1 x 1.8 x 3.1 2.1 2.2 2.0 -0.2
ニカラグア 80 161 66 42 26 4.5 4.5 4.6 4.5 61 39 -3.7 1.9 6.9 4.8 2.6 1.9 2.9
ニジェール 13 324 314 216 125 0.2 3.8 5.0 4.4 60 42 -2.0 -0.2 7.4 7.8 7.0 -0.3 0.5
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表10｜ 前進の速度 

国・地域

５歳
未満児
死亡率
の順位

５歳未満児死亡率 年間平均削減率（%）θ

５歳未満時死亡率
1990年
以降の
削減率
（%）θ

2000年
以降の
削減率
（%）θ

1人あたりの
GDP

年間平均成長率（%）
合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少（%）

1970 1990 2000 2011 1970-1990 1990-2000 2000-2011 1990-2011 1970-1990 1990-2011 1970 1990 2011 1970-1990 1990-2011

ナイジェリア 14 259 214 188 124 1.0 1.3 3.8 2.6 42 34 -1.3 2.1 6.5 6.4 5.5 0.1 0.7
ニウエ 91 – 14 29 21 – -7.3 3.0 -1.9 -49 28 – – – – – – –
ノルウェー 184 16 8 5 3 3.3 5.4 4.2 4.7 63 37 3.2 2.0 2.5 1.9 1.9 1.5 -0.2
オマーン 141 195 48 22 9 7.1 7.8 8.3 8.1 82 60 3.1 2.7 7.3 7.2 2.2 0.1 5.5
パキスタン 39 182 122 95 72 2.0 2.5 2.5 2.5 41 24 2.6 1.9 6.6 6.0 3.3 0.5 2.8
パラオ 100 – 32 25 19 – 2.6 2.6 2.6 42 25 – -0.1 x – – – – –
パナマ 98 62 33 26 20 3.1 2.6 2.5 2.5 41 24 0.3 3.4 5.3 3.0 2.5 2.8 1.0
パプアニューギニア 50 151 88 72 58 2.7 2.0 2.0 2.0 34 19 -1.0 0.1 6.2 4.8 3.9 1.2 1.0
パラグアイ 87 75 53 35 22 1.7 4.0 4.1 4.1 57 37 3.1 0.3 5.7 4.5 2.9 1.2 2.1
ペルー 102 158 75 39 18 3.7 6.6 7.0 6.8 76 53 -0.6 3.2 6.3 3.8 2.5 2.5 2.1
フィリピン 83 88 57 39 25 2.2 3.8 3.9 3.8 55 35 0.5 1.9 6.3 4.3 3.1 1.9 1.6
ポーランド 157 36 17 10 6 3.6 5.9 4.6 5.2 66 40 – 4.4 2.2 2.0 1.4 0.4 1.8
ポルトガル 184 66 15 7 3 7.5 7.1 6.8 6.9 77 53 2.5 1.5 3.0 1.5 1.3 3.3 0.7
カタール 145 57 20 13 8 5.2 4.7 4.5 4.6 62 39 – 0.8 x 6.9 4.2 2.2 2.5 3.0
韓国 165 49 8 6 5 9.4 2.7 1.6 2.1 36 16 6.2 4.1 4.5 1.6 1.4 5.2 0.8
モルドバ 107 70 35 24 16 3.5 3.8 3.6 3.7 54 33 1.8 x -0.1 2.6 2.4 1.5 0.3 2.4
ルーマニア 125 64 37 27 13 2.7 3.3 6.9 5.2 67 53 0.9 x 2.8 2.9 1.9 1.4 2.1 1.5
ロシア連邦 128 40 27 21 12 2.0 2.5 5.3 4.0 56 44 – 2.3 2.0 1.9 1.5 0.3 1.0
ルワンダ 51 223 156 183 54 1.8 -1.6 11.1 5.1 65 70 1.2 2.3 8.1 7.0 5.3 0.7 1.3
セントクリストファー・
ネーヴィス 151 71 28 16 7 4.6 5.5 7.2 6.4 74 55 6.3 x 1.6 – – – – –
セントルシア 107 63 23 18 16 5.2 2.2 1.4 1.7 31 14 5.3 x 0.7 6.1 3.4 2.0 2.9 2.6
セントビンセント・
グレナディーン 91 96 27 22 21 6.5 1.9 0.4 1.1 21 5 3.3 3.2 6.0 3.0 2.0 3.6 1.8
サモア 100 – 30 23 19 – 2.6 1.8 2.2 37 18 – 2.8 6.1 4.8 3.8 1.2 1.1
サンマリノ 195 – 12 5 2 – 8.1 9.8 9.0 85 66 1.7 3.2 x – – – – –
サントメ・プリンシペ 28 96 96 93 89 0.0 0.4 0.4 0.4 8 4 – – 6.5 5.4 3.6 0.9 1.9
サウジアラビア 141 – 43 21 9 – 7.3 7.3 7.3 78 55 -1.4 0.2 7.3 5.8 2.7 1.1 3.6
セネガル 45 295 136 130 65 3.9 0.4 6.4 3.5 52 50 -0.5 1.1 7.4 6.6 4.7 0.5 1.6
セルビア 151 – 29 13 7 – 8.1 5.3 6.6 75 44 – 1.4 2.4 2.1 1.6 0.6 1.4
セーシェル 122 66 17 14 14 6.9 1.8 0.0 0.9 17 0 2.9 2.0 – – – – –
シエラレオネ 1 342 267 241 185 1.2 1.0 2.4 1.7 31 23 -0.5 1.1 5.9 5.7 4.9 0.1 0.7
シンガポール 184 27 8 4 3 6.4 6.5 3.7 5.0 65 33 5.9 3.5 3.2 1.8 1.3 2.9 1.5
スロバキア 145 – 18 12 8 – 4.2 3.7 3.9 56 34 – 3.7 2.5 2.0 1.3 1.0 2.0
スロベニア 184 – 10 5 3 – 6.6 6.0 6.2 73 48 – 3.2 2.3 1.5 1.5 2.0 0.1
ソロモン諸島 87 102 42 31 22 4.5 3.2 3.1 3.1 48 29 – -0.9 6.9 5.9 4.2 0.8 1.6
ソマリア 2 – 180 180 180 – 0.0 0.0 0.0 0 0 -0.8 – 7.2 6.6 6.3 0.4 0.2
南アフリカ 58 – 62 74 47 – -1.7 4.2 1.4 25 37 0.1 1.3 5.6 3.7 2.4 2.1 2.0
南スーダンδ 15 302 217 165 121 1.6 2.8 2.8 2.8 45 27 – – – – – – –
スペイン 169 29 11 7 4 4.9 5.0 4.1 4.5 61 36 1.9 1.9 2.9 1.3 1.5 3.8 -0.5
スリランカ 128 76 29 19 12 4.8 4.1 4.1 4.1 58 36 3.0 4.1 4.3 2.5 2.3 2.8 0.4
パレスチナ 87 – 43 30 22 – 3.6 2.8 3.2 49 27 – -2.4 x 7.9 6.5 4.4 0.9 1.9
スーダンδ 29 148 123 104 86 0.9 1.7 1.7 1.7 30 17 – – – – – – –
スリナム 74 – 52 40 30 – 2.6 2.7 2.7 43 26 -2.2 x 1.7 x 5.7 2.7 2.3 3.6 0.8
スワジランド 21 181 83 114 104 3.9 -3.2 0.9 -1.0 -24 9 3.1 1.8 6.9 5.7 3.3 0.9 2.7
スウェーデン 184 13 7 4 3 3.4 4.9 3.5 4.2 58 32 1.8 2.2 2.0 2.0 1.9 0.1 0.2
スイス 169 18 8 6 4 4.1 3.5 2.4 2.9 46 23 1.7 x 0.9 2.1 1.5 1.5 1.6 0.1
シリア 115 113 36 23 15 5.7 4.6 3.6 4.1 58 33 2.2 1.8 x 7.6 5.3 2.9 1.8 3.0
タジキスタン 46 – 114 95 63 – 1.9 3.7 2.8 45 33 – 0.2 6.9 5.2 3.2 1.4 2.2
タイ 128 102 35 19 12 5.3 6.4 3.7 5.0 65 34 4.7 2.8 5.6 2.1 1.6 4.9 1.4
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 135 – 38 16 10 – 8.4 4.8 6.5 74 41 – 1.2 3.1 2.1 1.4 1.9 1.9
東ティモール 51 – 180 109 54 – 5.0 6.4 5.7 70 51 – 1.9 x 5.9 5.3 6.1 0.5 -0.6
トーゴ 19 220 147 128 110 2.0 1.4 1.4 1.4 25 14 -0.3 -0.1 7.1 6.3 4.0 0.6 2.2
トンガ 115 43 25 20 15 2.9 2.2 2.2 2.2 37 21 – 1.5 5.9 4.6 3.9 1.2 0.9
トリニダードトバゴ 78 52 37 32 28 1.7 1.4 1.3 1.4 25 14 0.5 4.8 3.5 2.4 1.6 1.8 1.9
チュニジア 107 181 51 30 16 6.3 5.5 5.5 5.5 68 45 2.5 3.3 6.6 3.6 2.0 3.0 2.9
トルコ 115 194 72 35 15 5.0 7.1 7.7 7.4 79 57 2.0 2.4 5.5 3.0 2.1 3.0 1.9
トルクメニスタン 54 – 94 71 53 – 2.8 2.8 2.8 44 26 – 5.8 6.3 4.3 2.4 1.9 2.9
ツバル 74 – 58 43 30 – 2.9 3.3 3.1 48 30 – 2.1 – – – – –
ウガンダ 26 190 178 141 90 0.3 2.4 4.1 3.3 49 36 – 3.7 7.1 7.1 6.1 0.0 0.8
ウクライナ 135 34 19 19 10 2.8 0.4 5.6 3.1 48 46 – 0.6 2.1 1.9 1.5 0.6 1.2
アラブ首長国連邦 151 92 22 12 7 7.1 5.9 5.7 5.8 70 46 -4.3 x -1.9 6.6 4.4 1.7 2.0 4.5
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表10｜ 前進の速度

国・地域

５歳
未満児
死亡率
の順位

５歳未満児死亡率 年間平均削減率（%）θ

５歳未満時死亡率
1990年
以降の
削減率
（%）θ

2000年
以降の
削減率
（%）θ

1人あたりの
GDP

年間平均成長率（%）
合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少（%）

1970 1990 2000 2011 1970-1990 1990-2000 2000-2011 1990-2011 1970-1990 1990-2011 1970 1990 2011 1970-1990 1990-2011

英国 165 21 9 7 5 4.1 3.3 2.3 2.8 45 23 2.1 2.4 2.3 1.8 1.9 1.2 -0.1
タンザニア 41 208 158 126 68 1.4 2.2 5.7 4.0 57 47 – 2.5 6.8 6.2 5.5 0.4 0.6
米国 145 23 11 9 8 3.6 2.8 1.1 2.0 34 12 2.1 1.7 2.2 1.9 2.1 0.7 -0.3
ウルグアイ 135 55 23 17 10 4.3 3.0 4.6 3.8 55 40 0.9 2.1 2.9 2.5 2.1 0.7 0.9
ウズベキスタン 56 – 75 61 49 – 2.1 2.1 2.1 35 20 – 2.5 6.5 4.2 2.3 2.2 2.8
バヌアツ 125 102 39 23 13 4.9 5.2 5.0 5.1 66 43 1.2 x 0.6 6.3 4.9 3.8 1.2 1.2
ベネズエラ 115 61 31 22 15 3.4 3.3 3.6 3.4 51 33 -1.7 0.4 5.4 3.4 2.4 2.2 1.7
ベトナム 87 – 50 34 22 – 3.9 4.1 4.0 57 36 – 6.0 7.4 3.6 1.8 3.6 3.3
イエメン 36 293 126 99 77 4.2 2.4 2.4 2.4 39 23 – 1.1 7.5 8.7 5.1 -0.7 2.5
ザンビア 31 179 193 154 83 -0.4 2.3 5.6 4.0 57 46 -2.3 0.8 7.4 6.5 6.3 0.7 0.1
ジンバブエ 43 119 79 106 67 2.0 -2.9 4.1 0.8 15 37 -0.4 -3 7.4 5.2 3.2 1.8 2.3

合算値
スーダンと南スーダンδ – – – – – – – – – – – 0.1 3.4 6.6 6.0 4.3 0.5 1.5

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 236 178 154 109 1.4 1.5 3.1 2.3 39 29 0.0 2.0 6.7 6.2 4.9 0.3 1.2
　東部・南部アフリカ 214 162 135 84 1.4 1.8 4.3 3.1 48 38 0.3 1.9 6.8 6.0 4.5 0.6 1.4
　西部・中部アフリカ 259 197 175 132 1.4 1.2 2.6 1.9 33 24 -0.5 2.0 6.6 6.5 5.3 0.1 1.0
中東と北アフリカ 190 72 52 36 4.8 3.4 3.3 3.3 50 30 -0.1 0.8 6.7 5.0 2.8 1.5 2.8
南アジア 195 119 89 62 2.5 2.9 3.3 3.1 48 30 2.0 4.5 5.7 4.2 2.7 1.6 2.1
東アジアと太平洋諸国 120 55 39 20 3.9 3.4 5.9 4.7 63 48 5.6 7.5 5.6 2.6 1.8 3.8 1.8
ラテンアメリカとカリブ海諸国 117 53 34 19 4.0 4.4 5.2 4.8 64 44 1.4 1.7 5.3 3.2 2.2 2.5 1.8
CEE/CIS 88 48 35 21 3.1 3.2 4.6 3.9 56 40 – 2.5 2.8 2.3 1.8 0.9 1.3
後発開発途上国 238 171 136 98 1.7 2.3 3.0 2.7 43 28 -0.1 3.1 6.7 5.9 4.2 0.6 1.7
世界 141 87 73 51 2.4 1.8 3.2 2.5 41 29 2.4 2.6 4.7 3.2 2.4 1.9 1.3

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

５歳未満児死亡率－出生時から満５歳に達する日までに死亡する確率。出生1,000人あた
りの死亡数で表す。
1990年以降の削減率（％）－1990年から2011年にかけての５歳未満児死亡率（U5MR）
の削減率。2000年の国連ミレニアム宣言で1990年から2015年にかけてU5MRを３分の
２（67%）引き下げるという目標を定めた。そこで、この指標は、この目標に向けての
現在の進展の評価を示す。
１人あたりのGDP－GDP（国内総生産）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、
生産評価額に含まれないすべての生産品税額（補助金は控除）を加えた総額である。１人
あたりのGDPは、国内総生産を年央の人口で割って算出する。成長率は現地通貨による
固定物価GDPから算出したものである。
合計特殊出生率－女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の出
生率にしたがって子どもを産むとして、その女性が一生の間に産むことになる子どもの人数。

データの主な出典

５歳未満児死亡率－国連死亡率推定に関する機関間グループ（IGME）：�ユニセフ、世界
保健機関（WHO）、国連人口局、世界銀行。
１人あたりのGDP－世界銀行。
合計特殊出生率－国連人口局。

注

- � データなし。
θ� 負の数値は、５歳未満児が上昇していることを示す。
ｘ� �データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のものであり、かつ地域

平均や世界平均値の算出には含まれていないことを示す。
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表11. 青少年指標

国・地域

青少年の人口（10-19歳） 現在婚姻状態にある
青少年（1５-19歳）の割合

2002-2011* 

女性（20-24
歳）における18
歳前に出産を
した割合（%）
2007-2011*

1５-19歳の
女子1,000

人あたりの
出産数

2006-2010*

青少年による妻に対す
るドメスティック・バイ
オレンスの正当化（%）

2002-2011*

青少年によるマスメ
ディアの利用（%）

2002-2011*
前期中等教
育総就学率
2008-2011*

後期中等教
育総就学率
2008-2011*

1５-19歳の青少年のうち、
HIVについての包括的な

知識を持つ割合（%）
2007-2011*

全体
（1,000人）

2011

総人口に含める
青少年の割合

2011 男 女 男 女 男 女 男 女

アフガニスタン 8,015 25 – 20 26 90 – 84  – – 62 27 – –
アルバニア 551 17 1 8 3 11 37 24  97 99 95 81 21 36
アルジェリア 6,425 18 – 2 – 4 – 66  – – 133 50 – 12 x
アンドラ – – – – – 5 – –  – – 88 84 – –
アンゴラ 4,720 24 – – – 165 x – –  – – 39 22 – –
アンティグアバーブーダ – – – – – 67 x – –  – – 122 80 55 40
アルゼンチン 6,769 17 – – – 68 – –  – – 109 68 – –
アルメニア 435 14 1 8 2 28 21 8  94 92 96 85 4 10
オーストラリア 2,917 13 – – – 16 – –  – – 113 167 – –
オーストリア 929 11 – – – 10 – –  – – 102 96 – –
アゼルバイジャン 1,378 15 0 10 4 x 41 63 39  97 95 92 75 2 x 3 x
バハマ 58 17 – – – 41 – –  – – 101 90 – –
バーレーン 153 11 – – – 12 – –  – – – – – –
バングラデシュ 31,601 21 – 46 40 133 x – 41  – 63 y 66 40 – 7
バルバドス 38 14 – – – 50 – –  – – 99 103 – –
ベラルーシ 1,025 11 – 4 3 x 21 – –  – – – – – –
ベルギー 1,207 11 – – – 11 – –  – – 114 109 – –
ベリーズ 73 23 – 15 19 x 90 x – 11  – – – – – 39 x
ベナン 2,094 23 2 22 23 x 114 x 12 41  83 64 – – 31 x 17 x
ブータン 148 20 – 15 15 59 – 70  – – 78 42 – 22
ボリビア 2,232 22 4 13 20 89 x – 17  100 97 94 73 24 22
ボスニア・ヘルツェゴビナ 434 12 – 7 – 17 – 4  – – 99 84 – 45 x
ボツワナ 434 21 – – – 51 – –  – – 91 68 – –
ブラジル 33,906 17 – 25 – 71 – –  – – – – – –
ブルネイ 65 16 – – – 18 – –  – – – – – –
ブルガリア 696 9 – – – 48 – –  – – 83 94 – –
ブルキナファソ 3,978 23 2 32 28 130 40 39  61 55 28 9 31 29
ブルンジ 1,946 23 1 9 11 65 56 74  83 69 34 13 45 43
カンボジア 3,222 23 2 10 7 48 25 y 42 y 73 76 60 – 41 43
カメルーン 4,481 22 – 22 33 x 127 – 58  77 61 – – – 32 x
カナダ 4,137 12 – – – 14 – –  – – 99 102 – –
カボヴェルデ 113 23 2 8 22 x 92 x 24 23  88 88 109 67 – –
中央アフリカ共和国 1,030 23 11 55 45 133 x 87 y 79 – – – – 26 x 16 x
チャド 2,690 23 – 48 47 193 x – 59  55 24 29 18 – 10
チリ 2,769 16 – – – 54 – –  – – 100 82 – –
中国 195,432 15 – – – 6 – –  – – 92 71 – –
コロンビア 8,759 19 – 14 20 85 – –  – – 105 80 – 21
コモロ 161 21 – – – 95 x – –  – – – – – –
コンゴ 909 22 2 19 29 x 132 x – 76  75 63 – – 18 8
クック諸島 – – – – – 47 x – –  – – 97 67 – –
コスタリカ 832 18 3 11 9 67 – –  – – 116 75 – –
コートジボワール 4,653 23 2 20 29 x 111 – 63  86 75 – – – –
クロアチア 490 11 – – – 13 – –  – – 105 87 – –
キューバ 1,454 13 – 20 9 51 – –  – – 94 85 – 54
キプロス 153 14 – – – 4 – –  – – 102 96 – –
チェコ 1,069 10 – – – 11 – –  – – 93 88 – –
朝鮮民主主義人民共和国 4,103 17 – – – 1 – –  – – – – – 7
コンゴ民主共和国 16,323 24 – 25 25 135 – 72  55 43 48 32 – 13
デンマーク 701 13 – – – 6 – –  – – 116 119 – –
ジブチ 202 22 – 4 – 27 x – –  – – 44 25 – 16 x
ドミニカ – – – – – 48 – –  – – 108 84 – –
ドミニカ共和国 1,967 20 – 17 25 98 x – 7  98 98 90 70 33 39
エクアドル 2,843 19 – 16 – 100 x – –  – – 85 65 – –
エジプト 15,964 19 – 13 7 50 x – 50 y – 97 y 94 51 16 3
エルサルバドル 1,440 23 – 21 – 65 – –  – – 86 44 – –
赤道ギニア 154 21 – – – 128 x – –  – – – – – –
エリトリア 1,171 22 – 29 25 x – – 70  – 85 44 22 – –
エストニア 133 10 – – – 21 – –  – – 105 103 – –
エチオピア 20,948 25 2 19 22 79 51 64  42 38 45 16 32 24
フィジー 159 18 – – – 31 x – –  – – 100 69 – –
フィンランド 627 12 – – – 8 – –  – – 99 115 – –
フランス 7,482 12 – – – 12 – –  – – 110 117 – –
ガボン 346 23 2 x 18 x 35 x – – –  89 x 83 x – – – –

表11. 青少年指標
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表11｜ 青少年指標 

国・地域

青少年の人口（10-19歳） 現在婚姻状態にある
青少年（1５-19歳）の割合

2002-2011* 

女性（20-24
歳）における18
歳前に出産を
した割合（%）
2007-2011*

1５-19歳の
女子1,000

人あたりの
出産数

2006-2010*

青少年による妻に対す
るドメスティック・バイ
オレンスの正当化（%）

2002-2011*

青少年によるマスメ
ディアの利用（%）

2002-2011*
前期中等教
育総就学率
2008-2011*

後期中等教
育総就学率
2008-2011*

1５-19歳の青少年のうち、
HIVについての包括的な

知識を持つ割合（%）
2007-2011*

全体
（1,000人）

2011

総人口に含める
青少年の割合

2011 男 女 男 女 男 女 男 女

ガンビア 421 24 – 24 23 104 x – 74  – – 63 45 – 33
グルジア 541 13 – 11 6 44 – 5  – – 93 81 – –
ドイツ 8,059 10 – – – 9 – –  – – 101 107 – –
ガーナ 5,412 22 1 7 16 70 37 53  90 85 83 39 30 28
ギリシャ 1,087 10 – – – 12 – –  – – – – – –
グレナダ 20 20 – – – 53 x – –  – – 121 89 – –
グアテマラ 3,467 23 – 20 22 92 – –  – – 65 48 24 20
ギニア 2,334 23 3 36 44 x 153 x – 79  66 55 46 26 – –
ギニアビサウ 349 23 – 19 31 x 137 – 39 y – – – – – 12
ガイアナ 181 24 1 16 16 97 25 18  94 94 99 78 45 53
ハイチ 2,270 22 2 17 15 x 69 x – 29  88 83 – – 34 x 31 x
バチカン – – – – – – – –  – – – – – –
ホンジュラス 1,777 23 – 20 26 x 108 x – 18  – 98 75 71 – 28 x
ハンガリー 1,072 11 – – – 19 – –  – – 99 98 – –
アイスランド 45 14 – – – 15 – –  – – 97 115 – –
インド 243,492 20 5 30 22 x 39 57 53  88 72 81 50 35 x 19 x
インドネシア 42,771 18 – 14 10 52 x – 41 y – 79 y 92 63 2 y 6
イラン 12,015 16 – 16 – 31 – –  – – 98 87 – –
イラク 7,490 23 – 19 – 68 – 57  – – – – – 3 X
アイルランド 567 13 – – – 16 – –  – – 110 138 – –
イスラエル 1,206 16 – – – 14 – –  – – 94 110 – –
イタリア 5,742 9 – – – 7 – –  – – 107 97 – –
ジャマイカ 562 21 – 5 16 72 28 y 4 y – – 91 95 52 y 61 y
日本 11,799 9 – – – 5 – –  – – 103 102 – –
ヨルダン 1,418 23 – 7 4 32 – 91 y – 97 y 94 73 – 12
カザフスタン 2,402 15 1 5 3 x 31 14 9  99 99 105 80 – 22 x
ケニア 9,322 22 0 12 26 106 54 57  91 81 91 44 52 42
キリバス – – 5 16 9 39 x 65 77  58 57 99 72 46 41
クウェート 394 14 – – – 14 – –  – – 110 89 – –
キルギス 1,082 20 – 8 2 x 31 – 28  – – 94 62 – 19 x
ラオス 1,509 24 – – 55 x 110 x – 79  – – 55 32 – –
ラトビア 216 10 – – – 15 – –  – – 95 96 – –
レバノン 772 18 – 3 – 18 x – 22 y – – 90 73 – –
レソト 531 24 1 16 13 92 54 48  64 69 58 29 28 35
リベリア 921 22 3 19 38 177 37 48  73 63 – – 21 18
リビア 1,117 17 – – – 4 x – –  – – – – – –
リヒテンシュタイン – – – – – 4 – –  – – 103 23 – –
リトアニア 391 12 – – – 17 – –  – – 96 105 – –
ルクセンブルク 63 12 – – – 7 – –  – – 110 88 – –
マダガスカル 5,060 24 11 34 36 147 33 35  61 60 42 15 26 23
マラウイ 3,673 24 2 23 35 157 21 16  82 65 40 15 45 40
マレーシア 5,537 19 5 6 – 14 – –  – – 91 50 – –
モルディブ 66 21 – 5 1 19 – 41 y – 100 – – – 22 y
マリ 3,723 24 – 40 46 x 190 x – 83  81 79 48 26 – 14
マルタ 50 12 – – – 20 – –  – – 103 97 – –
マーシャル諸島 – – 5 21 21 105 71 47  86 85 110 92 35 27
モーリタニア 791 22 – 25 19 88 x – –  55 x 44 x 26 22 10 4
モーリシャス 211 16 – – – 31 – –  – – 96 85 – –
メキシコ 21,658 19 – 15 39 87 – –  – – 117 61 – –
ミクロネシア連邦 27 24 – – – 52 x – –  – – – – – –
モナコ – – – – – – – –  – – – – – –
モンゴル 500 18 1 5 2 20 9 14  – – 89 90 24 28
モンテネグロ 83 13 – 2 – 24 – 6  – – 114 94 – –
モロッコ 6,094 19 – 11 8 x 18 x – 64  – 90 – – – –
モザンビーク 5,577 23 5 43 42 x 193 – 37  95 88 34 11 31 37
ミャンマー 8,665 18 – 7 – 17 x – –  – – 62 38 – 31
ナミビア 530 23 0 5 17 74 x 44 38  86 88 – – 59 62
ナウル – – 9 18 22 84 x – –  89 86 – – 8 8
ネパール 7,043 23 7 29 19 81 27 24  86 76 – – 33 25
オランダ 2,019 12 – – – 5 – –  – – 127 116 – –
ニュージーランド 612 14 – – – 29 – –  – – 104 137 – –
ニカラグア 1,319 22 – 24 28 x 109 x – 19  – 95 x 80 54 – –
ニジェール 3,776 24 3 59 51 x 199 x – 68  66 48 19 4 14 x 12 x



142 世界子供白書2013

表11｜ 青少年指標 

国・地域

青少年の人口（10-19歳） 現在婚姻状態にある
青少年（1５-19歳）の割合

2002-2011* 

女性（20-24
歳）における18
歳前に出産を
した割合（%）
2007-2011*

1５-19歳の
女子1,000

人あたりの
出産数

2006-2010*

青少年による妻に対す
るドメスティック・バイ
オレンスの正当化（%）

2002-2011*

青少年によるマスメ
ディアの利用（%）

2002-2011*
前期中等教
育総就学率
2008-2011*

後期中等教
育総就学率
2008-2011*

1５-19歳の青少年のうち、
HIVについての包括的な

知識を持つ割合（%）
2007-2011*

全体
（1,000人）

2011

総人口に含める
青少年の割合

2011 男 女 男 女 男 女 男 女

ナイジェリア 36,205 22 1 29 28 123 35 40  82 64 47 41 28 20
ニウエ – – – – – 16 – –  – – – – – –
ノルウェー 646 13 – – – 10 – –  – – 98 124 – –
オマーン 462 16 – – – 12 – –  – – 108 93 – –
パキスタン 39,894 23 – 16 10 16 – –  – – 44 26 – 2
パラオ – – – – – 27 x – –  – – – – – –
パナマ 646 18 – – – 88 – –  – – 93 54 – –
パプアニューギニア 1,561 22 3 15 14 x 70 x – –  – – – – – –
パラグアイ 1,385 21 – 11 – 63 – –  – – 78 56 – –
ペルー 5,769 20 – 11 13 72 – –  – 91 101 77 – 17
フィリピン 20,508 22 – 10 7 53 – 15  – 94 88 76 – 19
ポーランド 4,300 11 – – – 16 – –  – – 97 97 – –
ポルトガル 1,100 10 – – – 16 – –  – – 116 98 – –
カタール 151 8 – – – 15 – –  – – 101 86 – –
韓国 6,458 13 – – – 2 – –  – – 100 94 – –
モルドバ 459 13 1 10 5 x 26 25 24  99 98 89 86 – –
ルーマニア 2,252 11 – – – 41 – –  – – 96 98 – –
ロシア連邦 14,023 10 – – – 30 – –  – – 90 86 – –
ルワンダ 2,356 22 0 3 5 41 35 56  88 73 43 20 44 49
セントクリストファー・
ネーヴィス – – – – – 67 x – –  – – 100 93 – –
セントルシア 32 18 – – – 49 x – –  – – 98 93 – –
セントビンセント・
グレナディーン 21 19 – – – 70 – –  – – 119 91 – –
サモア 44 24 1 7 5 29 50 58  97 97 105 76 5 2
サンマリノ – – – – – 1 x – –  – – 99 96 – –
サントメ・プリンシペ 40 24 1 20 25 110 25 23  96 95 71 19 39 39
サウジアラビア 4,926 18 – – – 7 – –  – – 106 95 – –
セネガル 3,004 24 1 24 22 93 31 61  86 81 – – 28 26
セルビア 1,207 12 1 5 3 22 6 2  99 100 99 85 43 53
セーシェル – – – – – 62 – –  – – 131 104 – –
シエラレオネ 1,366 23 – 23 38 98 x – 63  66 51 – – 26 16
シンガポール 747 14 – – – 6 – –  – – – – – –
スロバキア 635 12 – – – 21 – –  – – 91 88 – –
スロベニア 193 9 – – – 5 – –  – – 96 98 – –
ソロモン諸島 121 22 0 13 15 70 x 73 72  71 54 – – 26 29
ソマリア 2,140 22 – 25 – 123 x – 75 y – – – – – 3 x
南アフリカ 9,940 20 2 4 15 x 54 – –  – – 96 92 – –
南スーダンδ – – – 40 28 – – 72  – – – – – 8
スペイン 4,299 9 – – – 13 – –  – – 120 133 – –
スリランカ 3,165 15 – 9 4 24 – 54 y – 88 y – – – –
パレスチナ 1,040 25 1 13 – 60 – –  – – 88 78 – –
スーダンδ – – – 24 14 – – 52  – – – – – 4
スリナム 96 18 – 11 – 66 – 19  – – 89 56 – 41 x
スワジランド 301 25 0 4 22 111 x 34 42  94 89 67 45 52 56
スウェーデン 1,097 12 – – – 6 – –  – – 97 101 – –
スイス 867 11 – – – 4 – –  – – 108 86 – –
シリア 4,786 23 – 10 9 x 75 x – –  – – 92 37 – 6 x
タジキスタン 1,670 24 – 6 4 x 27 x – 85 y – – 98 61 9 11
タイ 10,192 15 – 15 8 x 47 – –  – – 91 64 – 46 x
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 280 14 – 4 2 20 – 14  – – 90 78 – 23 x
東ティモール 301 26 0 8 9 54 72 81  61 62 63 49 15 11
トーゴ 1,416 23 0 12 17 – – 41  – – – – – 33
トンガ 23 22 – – – 16 – –  – – – – – –
トリニダードトバゴ 189 14 – 6 – 33 – 10  – – 92 87 – 49 x
チュニジア 1,709 16 – – – 6 – –  – – 116 73 – –
トルコ 13,004 18 – 10 8 x 38 – 30  – – 96 64 – –
トルクメニスタン 1,013 20 – 5 2 x 21 – 37 y – 96 x – – – 4 x
ツバル – – 2 8 3 28 x 83 69  89 95 – – 57 31
ウガンダ 8,326 24 2 20 33 159 x 52 62  88 82 35 13 36 36
ウクライナ 4,638 10 3 6 3 30 8 3  99 99 104 78 33 39
アラブ首長国連邦 898 12 – – – 34 – –  – – – – – –
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表11｜ 青少年指標

国・地域

青少年の人口（10-19歳） 現在婚姻状態にある
青少年（1５-19歳）の割合

2002-2011* 

女性（20-24
歳）における18
歳前に出産を
した割合（%）
2007-2011*

1５-19歳の
女子1,000

人あたりの
出産数

2006-2010*

青少年による妻に対す
るドメスティック・バイ
オレンスの正当化（%）

2002-2011*

青少年によるマスメ
ディアの利用（%）

2002-2011*
前期中等教
育総就学率
2008-2011*

後期中等教
育総就学率
2008-2011*

1５-19歳の青少年のうち、
HIVについての包括的な

知識を持つ割合（%）
2007-2011*

全体
（1,000人）

2011

総人口に含める
青少年の割合

2011 男 女 男 女 男 女 男 女

英国 7,442 12 – – – 25 – –  – – 109 96 – –
タンザニア 10,475 23 4 18 28 128 39 52  79 70 – – 41 46
米国 41,478 13 – – – 39 – –  – – 103 90 – –
ウルグアイ 524 15 – – – 60 – –  – – 113 68 – –
ウズベキスタン 5,798 21 – 5 2 x 26 63 63  – – 96 124 – 27 x
バヌアツ 54 22 – 13 – – – –  – – 65 41 – 14
ベネズエラ 5,499 19 – 16 x – 101 – –  – – 90 71 – –
ベトナム 15,251 17 – 8 3 35 – 35  97 94 88 65 – 51
イエメン 6,073 25 – 19 – 80 x – –  – – 54 34 – 2 x,y
ザンビア 3,176 24 1 18 34 151 x 55 61  80 71 – – 38 36
ジンバブエ 3,196 25 1 23 21 115 48 48  59 53 – – 42 46

合算値
スーダンと南スーダンδ 10,044 23 – – – 70 – – – – – – – –

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 200,971 23 2 23 26 109 42 55 73 62 47 30 34 26
　東部・南部アフリカ 94,195 22 3 19 26 102 46 55 71 64 49 30 38 35
　西部・中部アフリカ 96,530 23 1 28 27 121 35 55 75 60 46 31 28 19
中東と北アフリカ 82,134 20 – 14 – 37 – 57 – – 89 57 – –
南アジア 333,425 20 5 29 22 38 56 52 88 71 75 45 34 15
東アジアと太平洋諸国 317,250 16 – 11 ** 8 ** 14 – 34 ** – 85 ** 89 68 – 20 **
ラテンアメリカとカリブ海諸国 108,552 18 – 18 – 77 – – – – 102 75 – –
CEE/CIS 53,462 13 – 7 – 31 – 31 – – 95 80 – –
後発開発途上国 193,984 23 – 27 28 106 – 55 68 61 50 26 – 22
世界 1,199,890 17 - 22 ** 20 ** 43 – 49 ** - 73 ** 82 59 – 19 **

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

婚姻状態－15～19歳までの女子のうち、現在結婚もしくは事実婚の状態にある割合。こ
の指数は、現在この年齢層にいる男子および女子の婚姻状況を示している。調査時に結婚
していなかった子が、青少年期を終えるまでに結婚する可能性があることは特筆しておく。
18歳前の出産－20～24歳の女性のうち、18歳前に出産をした割合。人口調査から出さ
れたこの標準化された指数は、18歳までの青少年期での出産状況を捉えている。20～24
歳の女性の回答を元に作成されているため、調査の時点では、すでに出産を（18歳前に）
してしまっている女性がいることに注意。
女子の出産率－15～19歳までの女子1,000人あたりの出産数。
青少年による妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－掲げられた理由のうち、
少なくともひとつに該当すれば、夫が妻を殴打することも正当化されると考えている15
～19歳の男子と女子の割合。例えば、妻が食べ物を焦がしたとき、夫に口答えしたとき、
断りなく外出した、子どもを放任した、性的な関係を拒んだなどの事情があれば、夫が妻
を殴打することなどが含まれる。
青少年によるマスメディアの利用－１週間に最低１回、以下に掲げるメディア媒体のうち、
少なくとも１つを利用している15～19歳の男子と女子の割合。新聞、雑誌、テレビ、ラ
ジオなど。
中等教育総就学率－年齢に関わらず、中等学校に就学する子どもの人数が、公式の中等学
校就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。
高等学校総就学率－年齢に関わらず、高等学校に就学する子どもの人数が、公式の高等学
校就学年齢に相当する子どもの総人口に占める割合。
HIVについての包括的な知識を持つ割合－15～19歳の若い男女のうち、性交渉を通じた
HIV感染を予防する２つの主な方法（コンドームの使用と、誠実でHIVに感染していない
ひとりの相手のみと性交渉を持つこと）を認識し、HIV感染について最も誤解されている
現地での２つの考え方を否定し、健康にみえる人もHIV陽性の可能性があることを知って
いる割合。

データの主な出典

青少年の人口－国連人口局。
婚姻状態－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別調査。
18歳前の出産－DHS、MICS。
女子の出産率－国連人口局。
青少年による妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－DHS、MICS、その他
の国別調査。
青少年によるマスメディアの利用－AIDS指標調査（AIS）、DHS、その他の国別調査。
総就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。
HIVについての包括的な知識－AIS、DHS、MICS、リプロダクティブ・ヘルス調査（RHS）、
その他の国別世帯調査、HIV/AIDS�Survey�Indicators�Database,〈www.measuredhs.com/
hivdata〉

注

- � データなし。
ｘ� �データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～

2006年のインドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の
算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

y� �データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものでは
あるが、地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである
ことを示す。

�**� 中国を除く。



144 世界子供白書2013

表12. 公平性指標―居住地域

国・地域

出生登録（%）
200５-2011*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）

2007-2012*

５歳未満児の低体重率（%）
2007-2011*

下痢をした５歳未満児のうち経口補水液
（ORS）による治療を受けた割合（%）

2007-2012*

初等教育純出席率
2007-2011*

1５-24歳の女性のHIVについて
の包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2010

都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

アフガニスタン 60 33 1.8 74 31 2.4 – – – 48 54 0.9 73 x 47 x 1.6 x – – – 60 30 2.0
アルバニア 99 98 1.0 100 99 1.0 5 6 1.2 33 x 36 x 0.9 x 90 91 1.0 51 26 2.0 95 93 1.0
アルジェリア 99 99 1.0 98 x 92 x 1.1 x 3 x 4 x 1.4 x 18 x 19 x 1.0 x 98 x 95 x 1.0 x 16 x 10 x 1.7 x 98 88 1.1
アンドラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
アンゴラ 34 x 19 x 1.7 x 71 26 2.8 – – – – – – 85 67 1.3 – – – 85 19 4.5
アンティグアバーブーダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 – –
アルゼンチン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
アルメニア 99 100 1.0 100 99 1.0 3 7 2.6 22 x 28 x 0.8 x – – – 16 16 1.0 95 80 1.2
オーストラリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
オーストリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
アゼルバイジャン 96 92 1.0 97 x 80 x 1.2 x 4 x 12 x 3.1 x 19 x 5 x 3.6 x 74 x 72 x 1.0 x 7 x 2 x 3.3 x 86 78 1.1
バハマ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
バーレーン – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 – –
バングラデシュ 13 9 1.5 54 25 2.1 28 39 1.4 84 76 1.1 86 y 86 y 1.0 y – – – 57 55 1.0
バルバドス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ベラルーシ – – – 100 x 100 x 1.0 x 1 x 2 x 1.7 x 38 x 33 x 1.1 x 92 x 95 x 1.0 x – – – 91 97 0.9
ベルギー – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ベリーズ 95 96 1.0 99 x 93 x 1.1 x 2 x 6 x 2.9 x – – – 97 x 94 x 1.0 x 49 x 29 x 1.7 x 93 87 1.1
ベナン 68 56 1.2 92 79 1.2 15 x 21 x 1.4 x 58 47 1.2 74 x 55 x 1.3 x 22 x 11 x 1.9 x 25 5 5.0
ブータン 100 100 1.0 90 54 1.6 11 14 1.3 64 60 1.1 96 90 1.1 32 15 2.1 73 29 2.5
ボリビア 79 y 72 y 1.1 y 88 51 1.7 3 6 2.3 38 32 1.2 98 96 1.0 32 9 3.5 35 10 3.5
ボスニア・ヘルツェゴビナ 99 100 1.0 100 x 100 x 1.0 x 2 x 1 x 0.7 x 34 x 35 x 1.0 x 98 x 98 x 1.0 x 46 x 42 x 1.1 x 99 92 1.1
ボツワナ 78 67 1.2 99 90 1.1 – – – 47 x 51 x 0.9 x 89 85 1.0 – – – 75 41 1.8
ブラジル – – – 98 x 94 x 1.0 x 2 x 2 x 0.8 x – – – – – – – – – 85 44 1.9
ブルネイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ブルガリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ブルキナファソ 93 74 1.3 93 61 1.5 – – – 31 19 1.6 79 x 38 x 2.1 x 46 24 1.9 50 6 8.3
ブルンジ 87 74 1.2 88 58 1.5 18 30 1.7 33 38 0.9 87 73 1.2 59 43 1.4 49 46 1.1
カンボジア 74 60 1.2 95 67 1.4 19 30 1.6 33 34 1.0 85 y 85 y 1.0 y 55 41 1.3 73 20 3.7
カメルーン 86 58 1.5 87 47 1.9 7 20 2.8 27 12 2.2 90 x 71 x 1.3 x 42 x 18 x 2.4 x 58 36 1.6
カナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 99 1.0
カボヴェルデ – – – 91 x 64 x 1.4 x – – – – – – – – – – – – 73 43 1.7
中央アフリカ共和国 78 52 1.5 83 38 2.2 23 24 1.0 23 12 2.0 66 x 42 x 1.6 x 21 x 13 x 1.6 x 43 28 1.5
チャド 42 9 4.9 60 12 5.1 22 33 1.5 27 10 2.8 – – – 18 7 2.6 30 6 5.0
チリ – – – 100 x 99 x 1.0 x – – – – – – – – – – – – 98 83 1.2
中国 – – – 100 99 1.0 1 4 3.3 – – – – – – – – – 74 56 1.3
コロンビア 97 95 1.0 98 86 1.1 3 5 1.6 57 49 1.2 91 91 1.0 30 21 1.4 82 63 1.3
コモロ 87 x 83 x 1.1 x 79 x 57 x 1.4 x – – – 25 x 17 x 1.5 x 41 x 29 x 1.4 x – – – 50 30 1.7
コンゴ 88 y 75 y 1.2 y 98 86 1.1 8 x 15 x 2.0 x 38 27 1.4 – – – 9 6 1.5 20 15 1.3
クック諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
コスタリカ – – – 100 99 1.0 – – – – – – 96 96 1.0 – – – 95 96 1.0
コートジボワール 79 41 2.0 84 45 1.9 9 x,y 20 x,y 2.2 x,y 22 14 1.5 67 x 48 x 1.4 x – – – 36 11 3.3
クロアチア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 98 1.0
キューバ 100 y 100 y 1.0 y – – – – – – 54 37 1.4 – – – 55 49 1.1 94 81 1.2
キプロス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
チェコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 97 1.0
朝鮮民主主義人民共和国 100 100 1.0 100 100 1.0 13 27 2.0 75 73 1.0 100 99 1.0 11 4 2.8 86 71 1.2
コンゴ民主共和国 24 29 0.8 96 75 1.3 17 27 1.6 26 27 1.0 86 70 1.2 21 12 1.7 24 24 1.0
デンマーク – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ジブチ 90 82 1.1 95 x 40 x 2.3 x 18 y 27 y 1.5 y – – – 67 x 49 x 1.4 x 18 x 9 x 2.0 x 63 10 6.3
ドミニカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ドミニカ共和国 83 73 1.1 98 97 1.0 3 4 1.2 42 39 1.1 95 95 1.0 42 37 1.2 87 75 1.2
エクアドル 89 92 1.0 98 x 99 x 1.0 x – – – – – – – – – – – – 96 84 1.1
エジプト 99 99 1.0 90 72 1.2 6 6 1.0 28 29 1.0 91 87 1.0 7 3 2.3 97 93 1.0
エルサルバドル 99 99 1.0 97 94 1.0 4 y 7 y 2.0 y 60 56 1.1 – – – – – – 89 83 1.1
赤道ギニア 43 x 24 x 1.8 x 87 x 49 x 1.8 x – – – 43 x 19 x 2.2 x – – – – – – – – –
エリトリア – – – 65 x 10 x 6.2 x 23 x 40 x 1.7 x 59 x 39 x 1.5 x – – – – – – – 4 –
エストニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 96 94 1.0
エチオピア 29 5 5.9 51 4 12.7 16 30 1.9 45 24 1.9 86 61 1.4 38 19 2.0 29 19 1.5
フィジー – – – – – – – – – – – – – – – – – – 94 71 1.3
フィンランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
フランス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ガボン 90 x 87 x 1.0 x 92 x 67 x 1.4 x – – – 23 x 29 x 0.8 x – – – – – – 33 30 1.1
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表12｜ 公平性指標―居住地域 

国・地域

出生登録（%）
200５-2011*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）

2007-2012*

５歳未満児の低体重率（%）
2007-2011*

下痢をした５歳未満児のうち経口補水液
（ORS）による治療を受けた割合（%）

2007-2012*

初等教育純出席率
2007-2011*

1５-24歳の女性のHIVについて
の包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2010

都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

ガンビア 54 52 1.0 77 41 1.9 12 22 1.9 39 39 1.0 53 35 1.5 41 24 1.7 70 65 1.1
グルジア 99 98 1.0 99 x 98 x 1.0 x 1 1 1.6 44 x 36 x 1.2 x 97 95 1.0 – – – 96 93 1.0
ドイツ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ガーナ 72 55 1.3 88 54 1.6 11 16 1.5 37 34 1.1 80 68 1.2 34 22 1.5 19 8 2.4
ギリシャ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 97 1.0
グレナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 96 97 1.0
グアテマラ 96 97 1.0 77 37 2.1 8 y 16 y 1.9 y 38 37 1.0 – – – 32 14 2.2 87 70 1.2
ギニア 78 33 2.4 84 31 2.7 15 23 1.5 52 x 28 x 1.9 x – – – – – – 32 11 2.9
ギニアビサウ 30 21 1.4 69 x 27 x 2.6 x 13 21 1.6 28 13 2.1 84 57 1.5 22 8 2.8 44 9 4.9
ガイアナ 91 87 1.0 98 90 1.1 7 12 1.7 42 x 38 x 1.1 x 96 94 1.0 72 47 1.5 88 82 1.1
ハイチ 87 78 1.1 47 x 15 x 3.0 x 12 x 20 x 1.7 x 51 x 35 x 1.4 x – – – 38 x 26 x 1.4 x 24 10 2.4
バチカン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 95 93 1.0 90 x 50 x 1.8 x 4 x 11 x 2.4 x 55 x 56 x 1.0 x 92 x 86 x 1.1 x 37 x 21 x 1.8 x 85 69 1.2
ハンガリー – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
アイスランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
インド 59 35 1.7 76 43 1.7 33 x 46 x 1.4 x 33 x 24 x 1.4 x – – – 33 x 14 x 2.4 x 58 23 2.5
インドネシア 71 41 1.7 84 76 1.1 15 21 1.4 33 35 0.9 99 97 1.0 16 y 6 y 2.5 y 73 39 1.9
イラン – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
イラク 95 96 1.0 86 71 1.2 6 x 7 x 1.1 x 30 x 32 x 0.9 x 92 x 78 x 1.2 x 4 x 1 x 4.4 x 76 67 1.1
アイルランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 98 1.0
イスラエル – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
イタリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ジャマイカ – – – 99 98 1.0 – – – – – – 97 x 98 x 1.0 x 66 60 1.1 78 82 1.0
日本 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ヨルダン – – – 99 99 1.0 2 2 1.3 20 20 1.0 – – – – – – 98 98 1.0
カザフスタン 100 100 1.0 100 x 100 x 1.0 x 3 x 5 x 1.7 x – – – 98 x 98 x 1.0 x 24 x 21 x 1.1 x 97 98 1.0
ケニア 76 57 1.3 75 37 2.0 10 17 1.7 40 39 1.0 81 72 1.1 57 45 1.3 32 32 1.0
キリバス 95 93 1.0 84 77 1.1 – – – – – – – – – 45 43 1.1 – – –
クウェート – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
キルギス 96 93 1.0 100 x 96 x 1.0 x 2 x 2 x 0.9 x – – – 93 x 92 x 1.0 x 23 x 18 x 1.3 x 94 93 1.0
ラオス 84 68 1.2 68 x 11 x 6.2 x 20 x 34 x 1.7 x 79 x 43 x 1.9 x 93 x 75 x 1.2 x – – – 89 50 1.8
ラトビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
レバノン – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 – –
レソト 43 46 1.0 88 54 1.6 12 13 1.1 57 50 1.1 93 88 1.0 44 36 1.2 32 24 1.3
リベリア 5 y 3 y 1.9 y 79 32 2.4 17 y 20 y 1.2 y 57 52 1.1 46 21 2.2 26 15 1.8 29 7 4.1
リビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 97 96 1.0
リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
リトアニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 95 – –
ルクセンブルク – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
マダガスカル 92 78 1.2 82 39 2.1 31 x 37 x 1.2 x 32 14 2.2 93 77 1.2 40 19 2.1 21 12 1.8
マラウイ – – – 84 69 1.2 10 13 1.3 72 69 1.0 88 x 88 x 1.0 x 56 38 1.5 49 51 1.0
マレーシア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 96 95 1.0
モルディブ 93 92 1.0 99 93 1.1 11 20 1.8 – – – 83 83 1.0 43 32 1.4 98 97 1.0
マリ 92 77 1.2 80 x 38 x 2.1 x 20 x 29 x 1.5 x 26 x 11 x 2.3 x 79 52 1.5 19 12 1.5 35 14 2.5
マルタ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
マーシャル諸島 96 96 1.0 97 68 1.4 – – – – – – – – – 33 12 2.7 83 53 1.6
モーリタニア 75 42 1.8 90 39 2.3 – – – 16 y 11 y 1.5 y 72 49 1.5 8 2 4.7 51 9 5.7
モーリシャス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 91 88 1.0
メキシコ – – – 98 87 1.1 – – – – – – – – – – – – 87 79 1.1
ミクロネシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
モナコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 – –
モンゴル 99 99 1.0 99 98 1.0 4 5 1.2 41 x 36 x 1.1 x 97 94 1.0 36 21 1.7 64 29 2.2
モンテネグロ 98 99 1.0 100 x 98 x 1.0 x 2 x 1 x 0.7 x – – – 97 x 98 x 1.0 x – – – 92 87 1.1
モロッコ 92 x,y 80 x,y 1.1 x,y 92 55 1.7 2 4 2.5 28 x 18 x 1.5 x 96 x 83 x 1.2 x – – – 83 52 1.6
モザンビーク 39 28 1.4 78 46 1.7 10 17 1.7 65 50 1.3 89 78 1.1 43 32 1.4 38 5 7.6
ミャンマー 94 64 1.5 90 63 1.4 19 24 1.3 72 56 1.3 93 89 1.0 – – – 83 73 1.1
ナミビア 83 59 1.4 94 73 1.3 12 19 1.7 67 60 1.1 94 91 1.0 65 65 1.0 57 17 3.4
ナウル – – – – – – – – – – – – – – – – – – 65 – –
ネパール 44 42 1.0 73 32 2.3 17 30 1.8 44 39 1.1 70 y 69 y 1.0 y 40 24 1.7 48 27 1.8
オランダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ニュージーランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ニカラグア 87 y 77 y 1.1 y 92 56 1.7 4 7 1.7 64 55 1.2 76 y 64 y 1.2 y – – – 63 37 1.7
ニジェール 71 y 25 y 2.9 y 71 x 8 x 8.5 x 44 y 39 y 0.9 y 31 x 16 x 2.0 x 71 x 32 x 2.2 x 31 x 8 x 3.8 x 34 4 8.5



146 世界子供白書2013

表12｜ 公平性指標―居住地域 

国・地域

出生登録（%）
200５-2011*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）

2007-2012*

５歳未満児の低体重率（%）
2007-2011*

下痢をした５歳未満児のうち経口補水液
（ORS）による治療を受けた割合（%）

2007-2012*

初等教育純出席率
2007-2011*

1５-24歳の女性のHIVについて
の包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2010

都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

ナイジェリア 49 22 2.2 65 28 2.4 16 27 1.7 41 21 1.9 78 56 1.4 30 18 1.7 35 27 1.3
ニウエ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ノルウェー – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
オマーン – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 95 1.1
パキスタン 32 24 1.3 66 33 2.0 27 33 1.3 44 40 1.1 78 62 1.3 – – – 72 34 2.1
パラオ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
パナマ – – – 99 84 1.2 – – – – – – – – – – – – – – –
パプアニューギニア – – – 88 x 47 x 1.9 x 12 x 20 x 1.6 x – – – – – – – – – 71 41 1.7
パラグアイ – – – – – – – – – – – – 89 87 1.0 – – – 90 40 2.3
ペルー – – – 96 64 1.5 2 8 3.8 37 24 1.6 97 94 1.0 – – – 81 37 2.2
フィリピン 87 x 78 x 1.1 x 78 48 1.6 – – – 58 36 1.6 – – – 23 17 1.4 79 69 1.1
ポーランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – 96 – –
ポルトガル – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
カタール – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
韓国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
モルドバ 98 x 98 x 1.0 x 100 x 99 x 1.0 x 2 x 4 x 2.0 x 9 x 6 x 1.5 x – – – – – – 89 82 1.1
ルーマニア – – – 100 x 98 x 1.0 x 3 x 4 x 1.3 x – – – – – – – – – – – –
ロシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 74 59 1.3
ルワンダ 60 64 0.9 82 67 1.2 6 12 1.9 26 30 0.9 92 87 1.1 66 50 1.3 52 56 0.9
セントクリストファー・
ネーヴィス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 96 96 1.0
セントルシア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 71 63 1.1
セントビンセント・
グレナディーン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 96 –
サモア 62 44 1.4 94 78 1.2 – – – – – – 89 y 88 y 1.0 y 5 2 2.4 98 98 1.0
サンマリノ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 76 74 1.0 89 75 1.2 12 14 1.1 45 52 0.9 86 85 1.0 47 38 1.3 30 19 1.6
サウジアラビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 – –
セネガル 89 66 1.4 91 49 1.8 12 21 1.8 24 21 1.2 81 50 1.6 41 18 2.2 70 39 1.8
セルビア 99 99 1.0 100 100 1.0 2 1 0.7 50 22 2.3 99 98 1.0 63 41 1.5 96 88 1.1
セーシェル – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 – –
シエラレオネ 78 78 1.0 72 59 1.2 20 22 1.1 66 75 0.9 80 72 1.1 30 19 1.6 23 6 3.8
シンガポール – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 – –
スロバキア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 99 1.0
スロベニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
ソロモン諸島 – – – 95 84 1.1 8 12 1.5 – – – 72 y 65 y 1.1 y 34 28 1.2 98 – –
ソマリア 6 2 3.7 65 x 15 x 4.5 x 20 x 38 x 1.9 x 25 x 9 x 2.9 x 30 x 9 x 3.3 x 7 x 2 x 4.1 x 52 6 8.7
南アフリカ – – – 94 x 85 x 1.1 x 10 x 9 x 0.9 x 41 x 32 x 1.3 x – – – – – – 86 67 1.3
南スーダンδ 45 32 1.4 31 15 2.0 23 29 1.3 44 37 1.2 47 23 2.0 16 7 2.3 – – –
スペイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
スリランカ 97 98 1.0 99 99 1.0 – – – 57 50 1.1 – – – – – – 88 93 0.9
パレスチナ 97 y 96 y 1.0 y 99 x 98 x 1.0 x – – – – – – – – – – – – 92 92 1.0
スーダンδ 85 50 1.7 41 16 2.5 24 35 1.5 23 22 1.1 89 69 1.3 10 3 3.4 – – –
スリナム 98 95 1.0 95 x 82 x 1.2 x 7 x 8 x 1.1 x 24 x 60 x 0.4 x 96 x 91 x 1.1 x 45 x 32 x 1.4 x 90 66 1.4
スワジランド 62 47 1.3 89 80 1.1 4 6 1.5 65 55 1.2 97 96 1.0 70 55 1.3 64 55 1.2
スウェーデン – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
スイス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
シリア 96 95 1.0 99 93 1.1 9 x 9 x 1.0 x 56 x 44 x 1.3 x 89 x 85 x 1.0 x 7 x 7 x 1.0 x 96 93 1.0
タジキスタン 85 90 0.9 95 86 1.1 12 16 1.3 70 78 0.9 97 y 97 y 1.0 y – – – 95 94 1.0
タイ 100 99 1.0 100 100 1.0 5 x 8 x 1.7 x 50 x 59 x 0.9 x 98 x 98 x 1.0 x 43 x 47 x 0.9 x 95 96 1.0
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 100 100 1.0 98 98 1.0 1 2 2.3 19 x 30 x 0.6 x 99 98 1.0 33 x 18 x 1.8 x 92 82 1.1
東ティモール 50 57 0.9 59 20 2.9 35 47 1.4 65 74 0.9 79 70 1.1 14 12 1.2 73 37 2.0
トーゴ 93 71 1.3 91 43 2.1 10 20 1.9 15 10 1.5 94 86 1.1 39 27 1.4 26 3 8.7
トンガ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 96 1.0
トリニダードトバゴ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 92 92 1.0
チュニジア – – – 98 x 89 x 1.1 x – – – 58 x 50 x 1.1 x – – – – – – 96 – –
トルコ 95 92 1.0 96 80 1.2 1 3 2.1 – – – 94 y 91 y 1.0 y – – – 97 75 1.3
トルクメニスタン 96 95 1.0 100 x 99 x 1.0 x 7 x 9 x 1.2 x 32 x 45 x 0.7 x – – – 7 x 4 x 2.0 x 99 97 1.0
ツバル 60 38 1.6 – – – – – – – – – – – – 38 41 0.9 88 81 1.1
ウガンダ 38 29 1.3 89 52 1.7 7 15 2.3 46 43 1.1 85 y 81 y 1.1 y 48 35 1.4 34 34 1.0
ウクライナ 100 100 1.0 99 98 1.0 – – – – – – 71 76 0.9 48 37 1.3 96 89 1.1
アラブ首長国連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 95 1.0
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表12｜ 公平性指標―居住地域

国・地域

出生登録（%）
200５-2011*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）

2007-2012*

５歳未満児の低体重率（%）
2007-2011*

下痢をした５歳未満児のうち経口補水液
（ORS）による治療を受けた割合（%）

2007-2012*

初等教育純出席率
2007-2011*

1５-24歳の女性のHIVについて
の包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2010

都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

英国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0
タンザニア 44 10 4.6 83 40 2.0 11 17 1.5 44 44 1.0 91 77 1.2 55 45 1.2 20 7 2.9
米国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 99 1.0
ウルグアイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 99 1.0
ウズベキスタン 100 100 1.0 100 x 100 x 1.0 x 4 x 4 x 0.9 x 34 x 31 x 1.1 x 97 x 95 x 1.0 x 33 x 30 x 1.1 x 100 100 1.0
バヌアツ 39 23 1.7 87 72 1.2 11 11 1.0 – – – 85 80 1.1 23 13 1.8 64 54 1.2
ベネズエラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ベトナム 97 94 1.0 99 91 1.1 6 14 2.3 47 46 1.0 98 98 1.0 58 48 1.2 94 68 1.4
イエメン 38 16 2.3 62 x 26 x 2.3 x – – – 30 x 34 x 0.9 x 83 x 64 x 1.3 x 4 x 1 x 6.7 x 93 34 2.7
ザンビア 28 9 3.2 83 31 2.7 13 15 1.2 59 60 1.0 91 77 1.2 42 27 1.6 57 43 1.3
ジンバブエ 65 43 1.5 86 58 1.5 8 10 1.3 26 18 1.4 89 88 1.0 59 47 1.3 52 32 1.6

合算値
スーダンと南スーダンδ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 44† 14† 3.1†

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 56 33 1.7 76 40 1.9 15 24 1.6 38 31 1.2 83 67 1.2 34 25 1.4 43 23 1.9
　東部・南部アフリカ 49 28 1.7 75 36 2.1 12 20 1.7 46 38 1.2 87 72 1.2 48 32 1.5 54 27 2.0
　西部・中部アフリカ 57 36 1.6 78 46 1.7 16 26 1.7 35 23 1.5 80 61 1.3 29 16 1.8 35 20 1.8
中東と北アフリカ 91 72 1.3 84 57 1.5 – – – – – – – – – – – – 91 70 1.3
南アジア 52 32 1.6 73 40 1.8 31 43 1.4 39 32 1.2 – – – 33 14 2.3 60 28 2.1
東アジアと太平洋諸国 80 ** 65 ** 1.2 ** 95 88 1.1 5 10 2.0 46 ** 41 ** 1.1 ** 98 ** 95 ** 1.0 ** 24 ** 21 ** 1.1 ** 77 58 1.3
ラテンアメリカとカリブ海諸国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 84 60 1.4
CEE/CIS 97 96 1.0 – – – – – – – – – – – – – – – 87 80 1.1
後発開発途上国 50 31 1.6 76 40 1.9 18 27 1.5 47 41 1.1 86 73 1.2 35 24 1.4 48 30 1.6
世界 65 ** 41 ** 1.6 ** 84 53 1.6 15 28 1.9 40 ** 33 ** 1.2 ** – – – – 18 ** – 79 47 1.7

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

出生登録－調査の時点で出生登録されていた５歳未満の子どもの割合。この指標は、調査
者によって出生証明書が確認された子どもや、母親や世話人の証言によって出生登録が確
認されている子どもを含む。
専門技能者が付き添う出産の割合－専門技能を有する保健従事者（医師、看護師または助
産師）が付き添う出産の割合。
５歳未満児の低体重率－世界保健機関（WHO）のThe�WHO�Child�Growth�Standards
の基準による年齢相応の体重の中央値からの標準偏差がマイナス２未満である生後０～
59ヵ月児の割合。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水液（ORS）による治療をされた割合－調査前２週
間に下痢をした０～４歳のこどものうち、経口補水液（ORSパケット、あるいはあらか
じめ袋の形で包装されたORS液）による治療をされた者の割合。
初等教育純出席率－公式の初等教育就学年齢に相当する子どもであって初等学校または中
等学校に通学する者の人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める割合。初等学校就学年
齢の子どもの中には中等学校に行っている子もいるため、この指標は初等教育純出席率「調
整値」としても見ることができる。
HIVについての包括的な知識を持つ割合－15～24歳の若い女性のうち、性交渉を通じた
HIV感染を予防する２つの主な方法（コンドームの使用と、ひとりの忠実でHIVに感染し
ていない相手のみと性交渉を持つこと）を認識し、HIV感染についての２つの主要な現地
の誤解を否定し、健康にみえる人もHIV陽性の可能性があることを知っている割合。
改善された衛生施設を利用できる人の割合－近隣の世帯と共有せずに以下のいずれかの衛
生施設を利用している人の割合。下水管に接続された水洗または簡易水洗トイレ、汚水処
理タンクまたはピット式トイレ、換気口付ピット式改良型トイレ、覆い板付ピット式トイ
レ、蓋付ピット式トイレ、コンポスト式（堆肥化）トイレ。

データの主な出典

出生登録－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別調査、
人口動態統計。
専門技能者が付き添う出産の割合－DHS、MICS、その他の国別代表資料。
５歳未満児の低体重率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水液（ORS）による治療をされた割合－DHS、
MICS、その他の国別世帯調査。
初等教育出席率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。
HIVについての包括的な知識を持つ割合－AIDS指標調査（AIS）、DHS、MICS、その他の
国別世帯調査、HIV/AIDS�Survey�Indicators�Database,�〈www.measuredhs.com/hivdata〉
改善された衛生施設を利用できる人の割合－ユニセフ、WHOの合同モニタリング・プロ
グラム。
イタリック体のデータは、報告書内の他表にある同じ指数とは異なる出典元から抽出した
ものである：表２『栄養指標』内の「低体重率」、表３『保健指標』内の「下痢性疾患の治療」、
表４『HIV/エイズ指標』内の「HIVについての包括的な知識」、表８『女性指標』内の「専
門技能者が付き添う出産」）。

注

- � データなし。
ｘ� �データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～

2006年のインドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の
算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

y� �データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものでは
あるが、地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

†� �水と衛生に関するユニセフと世界保健機関（WHO）の合同モニタリング・プログラム
（JMP）は、南スーダンがスーダンから独立する前にそのデータベースの集計を締め切っ
た。そのため、記載されたデータは独立前のスーダンに関するものである。スーダン
と南スーダンのそれぞれ一国としてのデータは2013年にJMPより発表される予定。

�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである
ことを示す。

�**� 中国を除く。
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表13. 公平性指標ー世帯の豊かさ

表13. 公平性指標ー世帯の豊かさ

国・地域

出生登録（%）
200５-2011*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）

2007-2012*

５歳未満児の低体重率（%）
2007-2011*

下痢をした５歳未満児のうち経口補水液
（ORS）による治療を受けた割合（%）

2007-2012*

初等教育純出席率
2007-2011*

1５-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

1５-24歳の男性のHIVについての
包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

アフガニスタン 31 58 1.9 16 76 4.9 – – – 56 52 0.9 – – – – – – – – –
アルバニア 98 99 1.0 98 100 1.0 8 4 2.2 – – – 89 91 1.0 20 60 3.0 10 38 3.8
アルジェリア – – – 88 x 98 x 1.1 x 5 x 2 x 2.4 x 15 x 19 x 1.2 x 93 x 98 x 1.1 x 5 x 20 x 3.7 x – – –
アンドラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
アンゴラ 17 x 48 x 2.8 x – – – – – – – – – 63 78 1.2 – – – – – –
アンティグアバーブーダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
アルゼンチン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
アルメニア 100 100 1.0 99 100 1.0 8 2 5.3 – – – – – – – – – – – –
オーストラリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
オーストリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
アゼルバイジャン 92 97 1.1 76 x 100 x 1.3 x 15 x 2 x 7.0 x 3 x 36 x 13.3 x 72 x 78 x 1.1 x 1 x 12 x 10.3 x 2 x 14 x 6.3 x
バハマ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
バーレーン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
バングラデシュ 6 19 3.0 12 64 5.5 50 21 2.4 81 82 1.0 – – – – – – – – –
バルバドス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ベラルーシ – – – 100 x 100 x 1.0 x 2 x 0 x 6.7 x – – – 96 x 94 x 1.0 x – – – – – –
ベルギー – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ベリーズ 95 97 1.0 – – – – – – – – – – – – 28 x 55 x 2.0 x – – –
ベナン 46 75 1.6 52 x 96 x 1.9 x 25 x 10 x 2.4 x 15 x 32 x 2.1 x 39 x 63 x 1.6 x 9 x 26 x 3.1 x 17 x 52 x 3.0 x
ブータン 100 100 1.0 34 95 2.8 16 7 2.2 60 56 0.9 85 94 1.1 7 32 4.4 – – –
ボリビア 68 y 90 y 1.3 y 38 99 2.6 8 2 3.8 31 35 1.1 95 97 1.0 5 40 8.4 11 45 4.3
ボスニア・ヘルツェゴビナ 99 100 1.0 99 x 100 x 1.0 x 2 x 3 x 0.5 x – – – 99 x 98 x 1.0 x 46 x 49 x 1.1 x – – –
ボツワナ – – – 84 x 100 x 1.2 x 16 4 4.0 – – – – – – – – – – – –
ブラジル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ブルネイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ブルガリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ブルキナファソ 62 95 1.5 46 92 2.0 38 x 18 x 2.1 x 13 31 2.5 33 x 39 x 1.2 x 8 x 37 x 4.4 x – – –
ブルンジ 64 87 1.4 51 81 1.6 41 17 2.4 35 42 1.2 64 87 1.4 – – – – – –
カンボジア 48 78 1.6 49 97 2.0 35 16 2.2 32 34 1.1 79 y 86 y 1.1 y 28 58 2.1 30 64 2.1
カメルーン 51 91 1.8 23 x 98 x 4.4 x – – – 5 x 34 x 6.8 x 50 x 87 x 1.7 x 12 x 50 x 4.0 x – – –
カナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
カボヴェルデ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
中央アフリカ共和国 46 85 1.8 33 87 2.6 26 19 1.4 11 28 2.5 31 x 48 x 1.5 x 14 23 1.6 19 33 1.7
チャド 5 46 9.2 8 61 7.6 33 21 1.6 5 29 5.3 – – – 6 18 2.9 – – –
チリ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
中国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
コロンビア – – – 84 99 1.2 6 2 3.0 47 61 1.3 90 93 1.0 15 32 2.2 – – –
コモロ 72 x 93 x 1.3 x 49 x 77 x 1.6 x – – – 16 x 24 x 1.5 x 25 x 39 x 1.6 x – – – – – –
コンゴ 69 y 91 y 1.3 y 40 x 95 x 2.4 x 16 x 5 x 3.1 x 13 x 18 x 1.4 x – – – 5 12 2.4 12 27 2.3
クック諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
コスタリカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
コートジボワール 28 89 3.2 29 x 95 x 3.3 x 21 x,y 6 x,y 3.4 x,y 6 x 12 x 2.0 x 35 x 55 x 1.6 x – – – – – –
クロアチア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
キューバ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
キプロス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
チェコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
朝鮮民主主義人民共和国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
コンゴ民主共和国 25 27 1.1 69 99 1.4 29 12 2.3 28 26 0.9 65 73 1.1 8 24 2.8 14 30 2.2
デンマーク – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ジブチ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ドミニカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ドミニカ共和国 61 93 1.5 95 99 1.0 5 1 4.4 41 38 0.9 92 98 1.1 31 46 1.5 21 41 2.0
エクアドル – – – 99 x 98 x 1.0 x – – – – – – – – – – – – – – –
エジプト 99 100 1.0 55 97 1.8 8 5 1.4 34 23 0.7 81 93 1.1 2 9 4.9 9 28 3.1
エルサルバドル 98 99 1.0 91 98 1.1 12 y 1 y 12.9 y – – – – – – – – – – – –
赤道ギニア – – – 47 x 85 x 1.8 x – – – 24 x 37 x 1.5 x – – – – – – – – –
エリトリア – – – 7 x 81 x 12.1 x – – – – – – – – – – – – – – –
エストニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
エチオピア 3 18 7.0 2 46 26.8 36 15 2.4 18 45 2.5 52 86 1.7 – – – – – –
フィジー – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
フィンランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
フランス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ガボン 88 x 92 x 1.0 x – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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表13｜ 公平性指標ー世帯の豊かさ 

国・地域

出生登録（%）
200５-2011*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）

2007-2012*

５歳未満児の低体重率（%）
2007-2011*

下痢をした５歳未満児のうち経口補水液
（ORS）による治療を受けた割合（%）

2007-2012*

初等教育純出席率
2007-2011*

1５-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

1５-24歳の男性のHIVについての
包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

ガンビア 46 61 1.3 34 58 1.7 24 9 2.6 43 32 0.7 28 42 1.5 20 48 2.4 – – –
グルジア 99 98 1.0 95 x 99 x 1.0 x – – – – – – 92 96 1.0 – – – – – –
ドイツ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ガーナ 47 82 1.7 39 98 2.5 19 9 2.2 45 34 0.7 61 86 1.4 17 34 2.1 23 50 2.1
ギリシャ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
グレナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
グアテマラ – – – 20 95 4.7 21 y 3 y 6.5 y 39 51 1.3 – – – 5 41 7.8 – – –
ギニア 21 83 4.0 26 57 2.2 24 19 1.3 18 x 59 x 3.3 x – – – – – – – – –
ギニアビサウ 17 35 2.0 19 x 79 x 4.0 x 22 11 2.1 16 37 2.3 52 87 1.7 6 25 4.3 – – –
ガイアナ 84 92 1.1 81 96 1.2 16 4 3.8 – – – 91 97 1.1 37 72 2.0 25 65 2.6
ハイチ 72 92 1.3 6 x 68 x 10.5 x 22 x 6 x 3.6 x 29 x 50 x 1.7 x – – – 18 x 41 x 2.2 x 28 x 52 x 1.9 x
バチカン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 92 96 1.0 33 x 99 x 2.9 x 16 x 2 x 8.1 x 56 x 47 x 0.8 x 80 x 90 x 1.1 x 13 x 44 x 3.4 x – – –
ハンガリー – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
アイスランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
インド 24 72 3.0 24 85 3.6 57 x 20 x 2.9 x 19 x 43 x 2.3 x – – – 4 x 45 x 11.7 x 15 x 55 x 3.8 x
インドネシア 23 84 3.7 65 86 1.3 23 10 2.2 32 27 0.9 – – – 3 23 7.5 2 27 12.2
イラン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
イラク – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
アイルランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
イスラエル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
イタリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ジャマイカ 96 99 1.0 97 98 1.0 – – – – – – – – – 54 69 1.3 – – –
日本 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ヨルダン – – – 98 100 1.0 3 0 26.0 18 30 1.6 – – – – – – – – –
カザフスタン 100 100 1.0 100 x 100 x 1.0 x 5 x 2 x 2.8 x – – – 99 x 98 x 1.0 x 18 x 28 x 1.6 x – – –
ケニア 48 80 1.7 20 81 4.0 25 9 2.8 40 37 0.9 58 78 1.3 29 61 2.1 42 68 1.6
キリバス 93 94 1.0 76 93 1.2 – – – – – – – – – 42 49 1.2 38 52 1.4
クウェート – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
キルギス 94 95 1.0 93 x 100 x 1.1 x 2 x 2 x 0.8 x – – – 94 x 91 x 1.0 x 17 x 29 x 1.7 x – – –
ラオス 62 85 1.4 3 x 81 x 27.1 x 38 x 14 x 2.7 x 42 x 80 x 1.9 x 59 x 84 x 1.4 x – – – – – –
ラトビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
レバノン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
レソト 42 49 1.2 35 90 2.6 18 9 1.9 – – – 83 94 1.1 26 48 1.8 14 45 3.3
リベリア 1 y 7 y 6.1 y 26 81 3.2 21 y 13 y 1.6 y 41 64 1.6 15 56 3.7 14 29 2.1 17 37 2.2
リビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
リトアニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ルクセンブルク – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
マダガスカル 61 93 1.5 22 90 4.1 40 x 24 x 1.7 x 12 29 2.4 59 96 1.6 10 42 4.3 8 49 6.5
マラウイ – – – 63 89 1.4 17 13 1.3 67 73 1.1 71 x 90 x 1.3 x 34 55 1.6 35 54 1.5
マレーシア – – – – – – – – – – – – – – – 23 48 2.0 – – –
モルディブ 92 94 1.0 89 99 1.1 24 11 2.3 – – – 82 82 1.0 9 19 2.0 – – –
マリ 65 96 1.5 35 x 86 x 2.5 x 31 x 17 x 1.8 x 8 x 29 x 3.5 x 37 56 1.5 – – – – – –
マルタ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
マーシャル諸島 92 98 1.1 68 99 1.5 – – – – – – – – – 12 39 3.3 37 58 1.6
モーリタニア 28 83 2.9 21 95 4.6 – – – 10 34 3.2 41 59 1.5 0 12 29.5 4 27 6.2
モーリシャス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
メキシコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ミクロネシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
モナコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
モンゴル 99 99 1.0 98 99 1.0 6 2 2.7 – – – 93 98 1.1 17 42 2.5 12 48 4.1
モンテネグロ 94 99 1.0 98 x 100 x 1.0 x 4 x 1 x 4.1 x – – – 92 x 100 x 1.1 x – – – – – –
モロッコ – – – 30 x 95 x 3.2 x – – – 18 x 25 x 1.4 x 77 x 95 x 1.2 x – – – – – –
モザンビーク 20 48 2.4 37 89 2.4 – – – 40 50 1.3 72 80 1.1 41 43 1.1 16 45 2.7
ミャンマー 50 96 1.9 51 96 1.9 33 14 2.5 52 75 1.4 81 94 1.2 – – – – – –
ナミビア 46 92 2.0 60 98 1.6 22 7 3.1 50 59 1.2 88 97 1.1 61 69 1.1 55 67 1.2
ナウル 71 88 1.2 97 98 1.0 7 3 2.7 – – – – – – 13 y 10 y 0.8 y – 25 y –
ネパール 36 52 1.5 11 82 7.6 40 10 4.0 39 36 0.9 66 y 76 y 1.2 y 12 x 49 x 4.3 x 30 x 59 x 2.0 x
オランダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ニュージーランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ニカラグア 72 y 93 y 1.3 y 42 99 2.4 9 1 6.6 53 64 1.2 – – – – – – – – –
ニジェール 20 y 67 y 3.3 y 5 x 59 x 11.8 x – – – 14 x 32 x 2.3 x 26 x 32 x 1.2 x 5 x 30 x 6.5 x 6 x 34 x 5.8 x
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表13｜ 公平性指標ー世帯の豊かさ 

国・地域

出生登録（%）
200５-2011*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）

2007-2012*

５歳未満児の低体重率（%）
2007-2011*

下痢をした５歳未満児のうち経口補水液
（ORS）による治療を受けた割合（%）

2007-2012*

初等教育純出席率
2007-2011*

1５-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

1５-24歳の男性のHIVについての
包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

ナイジェリア 9 62 7.0 8 86 10.3 35 10 3.5 15 53 3.5 31 72 2.4 9 34 3.6 18 41 2.2
ニウエ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ノルウェー – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
オマーン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
パキスタン 18 38 2.1 16 77 4.8 – – – 41 44 1.1 42 74 1.8 – – – – – –
パラオ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
パナマ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
パプアニューギニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
パラグアイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ペルー – – – 56 100 1.8 9 1 15.7 27 42 1.6 92 97 1.1 – – – – – –
フィリピン – – – 26 94 3.7 – – – 37 55 1.5 – – – 14 26 1.8 – – –
ポーランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ポルトガル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
カタール – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
韓国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
モルドバ 97 x 98 x 1.0 x 99 x 100 x 1.0 x 5 x 1 x 8.2 x – – – – – – – – – – – –
ルーマニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ロシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ルワンダ 58 64 1.1 61 86 1.4 16 5 3.0 22 37 1.7 80 94 1.2 – – – – – –
セントクリストファー・
ネーヴィス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
セントルシア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
セントビンセント・
グレナディーン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
サモア 31 63 2.1 66 95 1.4 – – – – – – 85 y 91 y 1.1 y 3 3 1.0 3 9 2.7
サンマリノ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 74 86 1.1 74 93 1.3 18 7 2.6 – – – 75 95 1.3 27 56 2.0 39 55 1.4
サウジアラビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
セネガル 50 94 1.9 30 96 3.2 24 10 2.4 21 31 1.5 47 78 1.7 – – – – – –
セルビア 97 100 1.0 99 100 1.0 3 2 1.4 – – – 96 98 1.0 28 69 2.4 28 66 2.4
セーシェル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
シエラレオネ 74 88 1.2 44 85 1.9 22 15 1.4 75 70 0.9 59 88 1.5 14 36 2.6 – – –
シンガポール – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
スロバキア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
スロベニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ソロモン諸島 – – – 74 95 1.3 14 10 1.4 – – – 58 y 61 y 1.1 y 17 37 2.1 35 50 1.5
ソマリア 1 7 6.6 11 x 77 x 7.2 x 42 x 14 x 3.0 x 7 x 31 x 4.8 x 3 x 40 x 12.5 x 1 x 8 x 13.5 x – – –
南アフリカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
南スーダンδ 21 57 2.7 8 41 5.1 32 21 1.6 27 52 1.9 12 58 4.7 3 18 6.1 – – –
スペイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
スリランカ 97 98 1.0 97 99 1.0 29 11 2.6 – – – – – – – – – – – –
パレスチナ – – – 98 x 100 x 1.0 x – – – – – – – – – – – – – – –
スーダンδ 26 98 3.8 6 59 10.5 40 17 2.4 21 16 0.7 55 97 1.8 1 11 13.6 – – –
スリナム 94 98 1.0 81 x 96 x 1.2 x 9 x 5 x 1.8 x – – – 88 x 97 x 1.1 x 23 x 54 x 2.4 x – – –
スワジランド 39 73 1.9 65 94 1.4 8 4 2.3 58 60 1.0 95 99 1.0 49 72 1.5 44 64 1.5
スウェーデン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
スイス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
シリア 92 99 1.1 78 x 99 x 1.3 x 10 x 7 x 1.5 x 45 x 59 x 1.3 x – – – 4 x 10 x 2.9 x – – –
タジキスタン 89 86 1.0 90 90 1.0 17 13 1.3 52 x 50 x 1.0 x 96 y 96 y 1.0 y – – – – – –
タイ 99 100 1.0 93 x 100 x 1.1 x 11 x 3 x 3.3 x 56 x 54 x 1.0 x 97 x 98 x 1.0 x 47 x 43 x 0.9 x – – –
旧ユーゴスラビア・
マケドニア 99 100 1.0 98 98 1.0 2 0 – – – – 97 99 1.0 9 x 45 x 5.0 x – – –
東ティモール 50 56 1.1 10 69 6.9 49 35 1.4 70 71 1.0 60 83 1.4 9 16 1.8 11 35 3.0
トーゴ 59 97 1.7 28 94 3.4 21 9 2.5 8 19 2.5 80 92 1.2 18 42 2.3 20 55 2.7
トンガ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
トリニダードトバゴ 94 98 1.0 98 100 1.0 – – – – – – 95 x 99 x 1.0 x 48 x 62 x 1.3 x – – –
チュニジア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
トルコ 89 99 1.1 73 100 1.4 4 1 8.4 – – – 87 y 95 y 1.1 y – – – – – –
トルクメニスタン 94 97 1.0 99 x 100 x 1.0 x 8 x 2 x 3.2 x 45 x 30 x 0.7 x – – – 3 x 8 x 2.8 x – – –
ツバル 39 71 1.8 99 98 1.0 1 0 – – – – – – – 34 y 39 1.2 y – 67 y –
ウガンダ 27 44 1.6 43 88 2.0 – – – 43 45 1.1 – – – 20 x 47 x 2.3 x 28 x 47 x 1.6 x
ウクライナ 100 100 1.0 97 99 1.0 – – – – – – 78 75 1.0 33 45 1.4 28 42 1.5
アラブ首長国連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –



151統計

表13｜ 公平性指標ー世帯の豊かさ

国・地域

出生登録（%）
200５-2011*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）

2007-2012*

５歳未満児の低体重率（%）
2007-2011*

下痢をした５歳未満児のうち経口補水液
（ORS）による治療を受けた割合（%）

2007-2012*

初等教育純出席率
2007-2011*

1５-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

1５-24歳の男性のHIVについての
包括的な知識を持つ割合（%）

2007-2011*

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

英国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
タンザニア 4 56 12.7 31 90 2.9 22 9 2.3 41 38 0.9 68 93 1.4 39 55 1.4 34 56 1.7
米国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ウルグアイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ウズベキスタン 100 100 1.0 100 x 100 x 1.0 x 5 x 3 x 1.5 x – – – 94 x 96 x 1.0 x 25 x 33 x 1.3 x – – –
バヌアツ 13 41 3.1 55 90 1.6 12 10 1.2 – – – 74 76 1.0 9 23 2.7 – – –
ベネズエラ 87 x 95 x 1.1 x 95 x 92 x 1.0 x – – – 39 x 55 x 1.4 x 86 x 99 x 1.2 x – – – – – –
ベトナム 87 98 1.1 72 99 1.4 21 3 6.6 – – – 95 99 1.0 38 68 1.8 – – –
イエメン 5 50 9.3 17 x 74 x 4.3 x – – – 31 x 37 x 1.2 x 44 x 73 x 1.6 x 0 x 4 x – – – –
ザンビア 5 31 5.8 27 91 3.4 16 11 1.5 61 61 1.0 73 96 1.3 24 48 2.0 24 51 2.1
ジンバブエ 35 75 2.1 48 91 1.9 – – – 18 28 1.6 84 91 1.1 31 x 52 x 1.7 x 37 x 51 x 1.4 x

合算値
スーダンと南スーダンδ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 25 60 2.4 27 82 3.0 30 12 2.5 27 42 1.5 53 80 1.5 16 36 2.2 22 45 2.0
　東部・南部アフリカ 23 50 2.2 28 77 2.7 26 12 2.2 34 44 1.3 62 86 1.4 – – – – – –
　西部・中部アフリカ 26 65 2.5 28 88 3.1 31 11 2.7 21 42 2.0 43 73 1.7 10 30 3.0 17 38 2.2
中東と北アフリカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
南アジア 23 63 2.7 22 82 3.7 55 19 2.8 29 46 1.6 – – – 4 44 11.7 15 55 3.8
東アジアと太平洋諸国 48 ** 89 ** 1.9 ** 54 ** 92 ** 1.7 ** 24 ** 10 ** 2.5 ** 36 ** 41 ** 1.1 ** – – – 14 ** 35 ** 2.4 ** – – –
ラテンアメリカとカリブ海諸国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
CEE/CIS 94 98 1.0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
後発開発途上国 25 52 2.1 30 78 2.6 33 15 2.3 40 47 1.2 61 83 1.4 – – – – – –
世界 32 ** 68 ** 2.1 ** 31 ** 85 ** 2.7 ** 39 ** 14 ** 2.7 ** 29 ** 44 ** 1.5 ** – – – – – – – – –

б　�南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載された
データの統計は、南スーダン独立前のものを使用。

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

出生登録－調査の時点で出生登録されていた５歳未満の子どもの割合。この指標は、調査
者によって出生証明書が確認された子どもや、母親や世話人の証言によって出生登録が確
認されている子どもを含む。
専門技能者が付き添う出産の割合－専門技能を有する保健従事者（医師、看護師または助
産師）が付き添う出産の割合。
５歳未満時の低体重率－世界保健機関（WHO）のThe�WHO�Child�Growth�Standards
の基準による年齢相応の体重の中央値からの標準偏差がマイナス２未満である生後０～
59ヵ月児の割合。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水液（ORS）による治療をされた割合－調査前２週
間に下痢をした０～４歳のこどものうち、経口補水液（ORSパケット、あるいはあらか
じめ袋の形で包装されたORS液）による治療をされた者の割合。
初等教育純出席率－公式の初等教育就学年齢に相当する子どもであって初等学校または中
等学校に通学する者の人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める割合。初等学校就学年
齢の子どもの中には中等学校に行っている子もいるため、この指標は初等教育純出席率「調
整値」としても見ることができる。
HIVについての包括的な知識を持つ割合－15～24歳の若い男女のうち、性交渉を通じた
HIV感染を予防する２つの主な方法（コンドームの使用と、ひとりの忠実でHIVに感染し
ていない相手のみと性交渉を持つこと）を認識し、HIV感染について現地で最も誤解され
ている２つの考え方を否定し、健康にみえる人もHIV陽性の可能性があることを知ってい
る割合。

データの主な出典

出生登録－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別調査、
人口動態統計。
専門技能者が付き添う出産の割合－DHS、MICS、その他の国別代表資料。
５歳未満児の低体重率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水液（ORS）による治療をされた割合－DHS、
MICS、その他の国別世帯調査。
初等教育出席率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。
HIVについての包括的な知識を持つ割合－AIDS指標調査（AIS）、DHS、MICS、その
他の国別世帯調査、HIV/AIDS�Survey� Indicators�Database,�〈www.measuredhs.com/
hivdata〉
イタリック体のデータは、報告書内の他表にある同じ指数とは異なる出典元より抽出して
いる：表２『栄養』内の「低体重率」、表３『保健指標』内の「下痢性疾患の治療」、表４

『HIV/エイズ指標』内の「HIVについての包括的な知識」、表８『女性指標』内の「専門
技能者が付き添う出産」。

注

- � データなし。
ｘ� �データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～

2006年のインドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の
算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

y� �データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものでは
あるが、地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである
ことを示す。

�**� 中国を除く。
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表14. 子どもの早期ケア指標

国・地域

幼児教育の出席率
200５-2011*

おとなによる学習支援++
200５-2011* 父親による

学習支援++
200５-2011*

家庭での学習教材 200５-2011* ケアが十分に行き届いていない子ども
200５-2011*児童書 遊具++

全体 男 女 最下位
20%

最上位
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20%

アフガニスタン 1 1 1 0 4 73 74 73 72 80 62 2 1 5 53 52 57 40 42 39 43 27

アルバニア 40 39 42 26 60 86 85 87 68 96 53 32 16 52 53 57 48 13 14 11 9 16

バングラデシュ 15 14 15 11 16 61 61 60 42 85 53 – – – – – – – – – – –

ベラルーシ 86 87 85 – – 97 97 96 95 98 72 – – – – – – – – – – –

ベリーズ 32 30 34 16 59 86 88 83 73 94 50 40 17 73 57 55 58 2 3 2 4 1

ブータン 10 10 10 3 27 54 52 57 40 73 51 6 1 24 52 36 60 14 13 15 17 7

ボスニア・ヘルツェゴビナ 6 5 8 1 15 83 83 83 74 90 74 70 52 88 43 49 43 7 7 6 6 10

ボツワナ 18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルキナファソ 2 3 1 0 9 14 14 14 12 26 24 – – – – – – – – – – –

ブルンジ 5 5 5 4 10 34 35 34 32 38 20 – – – – – – – – – – –

カメルーン 22 22 22 3 56 58 57 59 57 69 39 8 3 22 57 62 46 36 36 36 45 25

中央アフリカ共和国 5 5 6 2 17 74 74 74 70 78 42 1 0 3 49 41 51 61 60 62 58 60

チャド 5 5 4 1 16 70 69 70 64 71 29 1 0 2 43 38 50 56 57 56 58 56

コートジボワール 6 5 6 1 24 50 50 51 55 57 40 5 3 13 39 44 35 59 60 58 62 51

朝鮮民主主義人民共和国 98 98 97 – – 91 88 93 – – 75 79 – – 47 – – 17 17 16 – –

コンゴ民主共和国 5 5 5 2 18 61 61 62 62 76 36 1 0 2 29 21 40 60 60 60 69 39

ジブチ 14 12 16 – – 36 36 35 – – 23 15 – – 24 – – 12 11 13 – –

ガンビア 18 17 19 13 33 48 49 47 50 56 21 1 0 5 42 29 49 21 22 19 25 18

グルジア 43 44 42 17 70 93 93 93 85 99 61 72 48 91 38 41 41 8 8 8 7 8

ガーナ 68 65 72 42 97 40 38 42 23 78 30 6 1 23 41 31 51 21 21 21 27 15

ギニアビサウ 10 10 10 4 26 – – – – – – – – – – – – – – – – –

ガイアナ 49 48 50 33 78 89 88 89 77 99 52 54 28 86 65 67 60 11 13 10 19 6

イラク 3 2 3 – – 58 59 57 – – 60 – – – – – – – – – – –

ジャマイカ 86 84 88 – – 94 95 93 – – 41 57 – – 71 – – 4 4 3 – –

カザフスタン 37 36 38 19 61 92 92 91 84 96 49 48 24 76 45 40 49 4 4 4 5 4

キルギス 19 21 17 7 47 88 90 85 86 99 54 76 76 85 57 59 54 11 12 9 11 6

ラオス 7 8 7 1 44 33 33 34 20 59 24 3 1 11 57 54 40 26 26 25 33 17

レバノン 62 63 60 – – 56 y 58 y 54 y – – 74 y 29 – – 16 y – – 9 8 10 – –

マリ 10 10 10 1 40 29 27 30 28 44 14 0 0 2 40 33 49 33 33 33 33 36

モーリタニア 5 5 5 2 11 48 48 47 39 64 30 – – – – – – – – – – –

モンゴル 60 58 61 26 83 59 56 62 44 73 41 23 6 48 68 74 62 9 9 8 10 6

モンテネグロ 29 28 30 6 62 97 96 98 88 100 79 77 50 92 39 49 33 6 8 5 11 3

モロッコ 39 36 41 6 78 48 y 47 y 49 y 35 y 68 y 56 y 21 y 9 y 52 y 14 y 19 y 7 y 9 9 9 11 6

モザンビーク – – – – – 47 45 48 48 50 20 3 2 10 – – – 33 33 32 – –

ミャンマー 23 23 23 8 46 58 y 58 y 58 y 42 y 76 y 44 y – – – – – – – – – – –

ネパール 30 y 29 y 31 y 14 y 61 y – – – – – – – – – – – – – – – – –

ナイジェリア 32 32 32 5 70 78 78 78 68 91 38 14 2 35 35 25 42 38 38 37 41 32

サントメ・プリンシペ 27 29 26 18 51 – – – – – – – – – – – – – – – – –

セネガル 22 y 23 y 21 y 7 y 43 y – – – – – – – – – – – – – – – – –

セルビア 44 41 47 22 75 95 96 95 84 98 78 76 49 86 63 65 60 1 1 1 2 1

シエラレオネ 14 13 15 5 42 54 53 55 45 79 42 2 0 10 35 24 50 32 33 32 29 28

ソマリア 2 2 2 1 6 79 80 79 76 85 48 – – – – – – – – – – –

南スーダン 6 6 6 2 13 – – – – – – – – – – – – – – – – –

スーダン 20 20 21 10 48 – – – – – – – – – – – – – – – – –

スリナム 39 37 40 17 63 75 75 76 61 92 31 45 20 75 64 67 63 7 6 8 13 1

スワジランド 33 32 34 36 50 50 50 50 35 71 10 4 1 12 69 64 74 15 15 15 20 9

シリア 8 8 7 4 18 70 70 69 52 84 62 30 12 53 52 52 51 17 17 17 22 15

タジキスタン 10 11 10 1 29 74 73 74 56 86 23 17 4 33 46 43 44 13 13 12 15 11

タイ 61 60 61 55 78 89 90 89 86 98 57 43 25 71 55 58 49 13 14 13 18 7

旧ユーゴスラビア・

マケドニア 22 25 19 0 59 92 92 91 81 97 71 52 19 83 71 70 79 5 5 5 10 1

トーゴ 29 27 31 10 52 62 61 63 55 68 38 2 0 7 31 26 41 41 42 41 45 35

表14. 子どもの早期ケア指標

※
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表14｜ 子どもの早期ケア指標

国・地域

幼児教育の出席率
200５-2011*

おとなによる学習支援++
200５-2011* 父親による

学習支援++
200５-2011*

家庭での学習教材 200５-2011* ケアが十分に行き届いていない子ども
200５-2011*児童書 遊具++

全体 男 女 最下位
20%

最上位
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20%

トリニダード・トバコ 75 74 76 65 87 98 98 98 96 100 63 81 66 93 65 63 72 1 1 1 2 0

ウクライナ 63 63 63 30 74 – – – – – – 97 93 99 47 36 47 10 11 10 15 4

ウズベキスタン 20 20 19 5 46 91 91 90 83 95 54 43 32 59 67 74 62 5 5 5 6 7

ベトナム 72 71 73 59 91 77 74 80 63 94 61 20 3 49 49 41 54 9 10 9 17 4

イエメン 3 3 3 0 8 33 34 32 16 56 37 10 4 31 49 45 49 34 36 33 46 22

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 21 21 21 6 47 – – – – – – – – – – – – – – – – –

　東部・南部アフリカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

　西部・中部アフリカ 22 22 23 6 49 63 63 63 57 77 35 8 1 21 36 29 43 43 43 43 47 34

中東と北アフリカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

南アジア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

東アジアと太平洋諸国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ラテンアメリカとカリブ海諸国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CEE/CIS – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

後発開発途上国 11 11 12 6 24 – – – – – – – – – – – – – – – – –

世界 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

幼児教育の出席率－36～59ヵ月の子どものうち、幼児教育プログラムに出席している割合。
おとなによる学習支援－調査前３日間の中で、子どもの学習の推進と学校準備のために次
のうち４つ以上の活動に従事していたおとながいた36～59ヵ月の子どもの割合：a）本
を読み聞かせる、b）お話を聞かせる、c）歌を聴かせる、d）家の外に連れて行く、e）
一緒に遊ぶ、f）一緒に物の名前を挙げたり、数えたり、描いたりする。
父親による学習支援－調査前３日間の中で、子どもの学習の推進と学校準備のために次の
うち４つ以上の活動に従事していた父親がいた36～59ヵ月の子どもの割合：a）本を読
み聞かせる、b）お話を聞かせる、c）歌を聴かせる、d）家の外に連れて行く、e）一緒
に遊ぶ、f）一緒に名前を付けたり、数えたり、描いたりする。
家庭での学習教材：児童書－０～59ヵ月の子どものうち、家に３冊以上の児童書がある
割合。
家庭での学習教材：遊具－０～59ヵ月の子どものうち、家に次のうち２つ以上の遊具が
ある割合：家庭用の物、あるいは外にある物（枝、石、動物、貝、葉など）、手作りある
いは店で購入した人形。
ケアが十分に行き届いていない子ども－０～59ヵ月の子どものうち、調査前一週間の中
で、ひとりきりあるいは10歳以上も年下の子どもと最低週に１回、１時間以上過ごさせ
ている割合。

データの主な出典

幼児教育の出席率－複数指標クラスター調査（MICS）、人口保健調査（DHS）、その他の
国別調査。
おとなによる学習支援－MICS、その他の国別調査。
父親による学習支援－MICS、その他の国別調査。
家庭での学習教材：児童書－MICS、その他の国別調査。
家庭での学習教材：遊具－MICS、その他の国別調査。
ケアが十分に行き届いていない子ども－MICS、その他の国別調査。

注

- � データなし。
y� �データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものでは

あるが、地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。
�*� �データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものである

ことを示す。
++� �MICS第３回～４回（MICS3とMICS4）の間にいくつかのECD指標の定義に変化が

あった。MICS4と比較できるようにするため、MICS3のおとなによる学習支援、父
親による学習支援、家庭での学習教材指標はMICS4の指標の定義に基づき計算し直
された。したがって、ここで示されている修正された統計は、MICS3国内調査で推
定されたものと異なる場合がある。

※�「最上位20％」、「最下位20％」…所得の受取額から見て上位20％の世帯と下位20％の
世帯を指す。
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条約、選択議定書、署名および批准

本報告書の用語に関する注記

　条約とは、国家間の正式な合意である。「条約（Convention）」という用語は、多くの国との多国間協定を意
味する場合に（同義語の「Treaty」よりも一般的に）用いる。そのような多国間協定には、国際社会全体に加盟
への扉が開かれ、国際組織の主導の下で交渉が行われる協定も含まれる。

　条約の選択議定書とは、権利義務を追加して当初の合意を補完するための法律文書である。選択議定書は、
当初の合意で言及されている事柄を詳細に述べるために用いられることもあれば、主題のいずれかに関連する
新たな関心事に言及するため、あるいは運用や施行の手順を追加するために用いられることもある。選択議定
書の「選択」とは、締約国が条約の条項に自動的に拘束されるのではなく、条約を自主的に批准しなければな
らないという意味である。したがって、条約を批准していても選択議定書は批准していないという国もあり得る。

　多くの場合、締約国になるプロセスは「署名」と「批准」の２段階から成る。

　署名した国は、条約の内容および国内法との適合性を検証する手順を実施する意思を表明したことになる。
署名のみでは、条約の条項に拘束される法的義務は生じない。ただし、署名した国は誠意を持って行動し、条
約の目的を妨げるような行為をしないという意思を示したことになる。

　批准とは、条約の条項による法的な拘束を受けることに同意する具体的な行為である。批准の手続は、各国
固有の法体系によって異なる。国が国内法と条約が整合しており、条約の条項を遵守するための手順を実施す
ることができると判断すると、適切な国家機関（議会など）が条約の批准を正式に決定する。その後に批准書（大
統領などの権限ある責任者の署名を付した公式の封書）が国連事務総長に寄託されると、条約の締約国になる。

　国が条約またはや選択議定書に加入する場合もある。本質的に加入とは、本来ならば最初に行うべき署名を
せずに、条約または選択議定書を批准することと同じである。

　上記の用語またはその関連用語の詳細な情報および定義については、<http://treaties.un.org/Pages/
Overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml>を参照のこと。

　「障害者の権利に関する条約」は、<http://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/Ch_IV_15.pdf>に掲載され
ている。

　選択議定書は、<http://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/Ch-15-a.pdf>に掲載されている。
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